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様式２－２－１ 国立研究開発法人 中長期目標期間評価（期間実績評価） 

 

１．評価対象に関する事項 

法人名 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 

評価対象中長期

目標期間 

見込評価（中長期目標期間実

績評価） 

第４期中長期目標期間 

中長期目標期間 平成３０年度～令和４年度 

 

２．評価の実施者に関する事項 

主務大臣 経済産業大臣 

 法人所管部局 経済産業省産業技術環境局 担当課、責任者 総務課 産業技術法人室長 中井 康裕 

 評価点検部局 経済産業省大臣官房 担当課、責任者 業務改革課長 福本 拓也 

 

３．評価の実施に関する事項 

○国立研究開発法人審議会新エネルギー・産業技術総合開発機構部会からの意見聴取（７月１９日） 

○理事長ヒアリング（７月２６日） 

○監事ヒアリング（６月１９日） 

○国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構のユーザー企業に対するヒアリング（５社） 

 

 

 

４．その他評価に関する重要事項 

〇デジタル社会の実現に向けた重点計画（令和３年１２月２４日閣議決定）において、デジタル庁が策定した「情報システムの整備及び管理の基本的な方針（令和３年１２月２４日デジタル大臣決 

定）」を踏まえ、①PMO（Portfolio Management Office)は、PJMO(Project Management Office)が行う情報システムの整備及び管理の実務を支援すること、②情報システムについて、クラウドサー

ビスを効果的に活用すること、③情報システムの利用者に対する利便性向上や、データの利活用及び管理の効率化に継続して取り組むこと、等を第 4 期中長期目標・中長期計画に新たに記載し、こ

れらの取組の実施を求めた。（令和４年８月９日中長期目標変更指示、同年９月２８日中長期計画変更認可） 

○「物価高克服・経済再生実現のための総合経済対策」について、（令和４年１０月２８日閣議決定）において、成長分野における大胆な投資の促進として、科学技術・イノベーション分野の研究開発 

投資を活性化させることやスタートアップの起業加速が掲げられるとともに、経済安全保障分野においては、サプライチェーンの強じん化に向けて、半導体・蓄電池等の重要物資の生産・供給等に 

対する各種の支援策を実施することとされた。 

これを受け、令和４年度第２次補正予算が編成され、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構に「ディープテック・スタートアップ支援事業」、「バイオものづくり革命推進事業」及 

び「特定重要物資の安定供給確保支援業務」の３つの基金事業が追加されることとなったため、これらの業務を新事業として追加し、業務を開始した。（令和５年２月１６日中長期目標変更指示、同 

年３月３日中長期計画変更認可） 
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 様式２－２－２ 国立研究開発法人 中長期目標期間評価（期間実績評価） 総合評定 

１．全体の評定 

評定 

（Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ、

Ｄ） 

Ａ （参考：見込評価） 

Ａ 

評定に至った理由 項目別評定のとおり、研究開発成果の最大化に向けて、「エネルギーシステム分野」、「省エネルギー・環境分野」、「産業技術分野」、「新産業創出・シーズ発掘等分野」においては、

それぞれ顕著な成果を得ており、「特定公募型研究開発業務」、「特定半導体の生産施設整備等の助成業務及び特定重要物資の安定供給確保支援業務」においては、着実な業務運営が

なされている。また、「業務運営の効率化に関する事項」においては、顕著な成果を得ており、「財務内容の改善に関する事項」、「その他業務運営に関する重要事項」の項目において

は、着実な業務運営がなされている。以上より、全体評定をＡ評価とした。 

 

２．法人全体に対する評価 

エネルギーシステム分野、省エネルギー・環境分野、産業技術分野、新産業創出・シーズ発掘等分野については、所期の目標を上回る水準の成果が得られており、研究開発マネジメント上の工夫・取組によ

り業務の質的にも顕著な成果があったと判断し、Ａ評定とした。 

特定公募型研究開発業務、特定半導体及び特定重要物資の安定供給関連業務については、着実に業務を遂行しており、Ｂ評定とした。 

業務運営の効率化については、平成 30年度に基金事業が措置されてから、毎年度、新規基金の追加や既存基金への積み増しが行われる中、必要な対応を的確・迅速に行った業績向上努力を評価し、Ａ評定

とした。 

財務内容の改善に関する事項、その他業務運営に関する重要事項については、着実な業務運営を評価し、Ｂ評定とした。 

以上を踏まえ、全体評定をＡ評定とした。 

 

３．項目別評価の主な課題、改善事項等 

・ 研究開発成果を社会実装へ繋げる取組、国際市場獲得のための標準などのルールメイキングの取組を一層強化していくべき。 

・ エネルギー分野の取組は特に国際マーケットが取れそうかどうかが重要。海外市場を見据えた取組をより一層強化していくべき。 

・ 研究開発型スタートアップ支援においては、事業展開をアドバイス支援する人材が必要であり、そのようなスキルを持つ人材の育成やマッチングを行う制度も必要。 

・ 研究開発型スタートアップに対する NEDOを含む様々な機関の支援策について、スタートアップ隅々まで届くかどうかが重要であり、ＮＥＤＯにおいてスタートアップ支援機関連携協定（Plus）の枠組み

を活用して、支援策を積極的に PRしていくべき。 

・ 研究開発型スタートアップへの支援として、海外展開支援が重要。英文ホームページの充実、英語でのピッチイベントなど充実させるとともに、海外投資家へのつなぎ等、現状、足りていないと思われる

ところを NEDO が積極的に対応していくべき。加えて、ＮＥＤＯのスタートアップ支援の成果について積極的に公表し、対外的にアピールしていくべき。 

・ NEDOユーザーの利便性の向上の観点から、各種応募手続き等のデジタル化をより一層進めていくべき。 

・ 基金事業が増加していく中、適正な人材確保と労務管理が重要であり、優れた人材が継続して働ける勤務環境を維持していくべき。また、高齢者人材の積極活用なども含め、業務の集中が無いようにして

いくべき。 

 

４．その他事項 

研究開発に関する審議会の主な意見 Ⅰ．研究開発成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項 

 

【全般】 

○令和 4年度業務実績及び第 4期中長期目標の期間における業務の実績ともに数値目標を大きく超える実績があり、研究開発等においても社会実装の取組が進んでい

る事業があり、顕著な成果をあげていると考えられ、NEDO自身の総合評価「Ａ」について異論はない。 

○数値目標の対象となるプロジェクト数が少ないものもあり、今回使っている数値目標を基準としての評価が妥当なのかは議論の余地がある。 

○令和 4年度に数値目標を引き上げた上でも、それをクリアしている点は評価してよいのではないか。他方でたまたまうまくいったのかどうかなど内容を注意してみ

ないと解らない。今後、数値の設定は途中で変更するとゴールポストが動いているようにも見えるので注意してやった方がよい。 

 

【エネルギーシステム分野】 

○電池、水素などの研究は将来重要な分野。引き続きこれら実証事業に尽力していただきたい。 

〇社会実装や国際市場獲得のための標準などのルールメイキングをしっかりお願いしたい。 

○エネルギー分野は特に国際マーケットが取れそうかどうかが重要。海外市場を見据えた取組実績について記載がある点は評価してよいのではないか。 

 

【新産業創出・シーズ発掘等分野】 
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○スタートアップ関連の取組について、レイター支援強化は、長期的視野で実用化研究開発ができる制度で良い仕組みと思われる。プレイヤーだけでなく事業展開を

アドバイス支援する人材が必要であり、そのようなスキルを持つ人材育成やマッチングを行う制度も必要なのではないかと思われる。 

○スタートアップに係る支援機関連携協定 Plus について、政府各所におけるスタートアップの支援をワンストップで見える化されるということは重要。Plusの仕組

みを NEDOが担っていることを評価。様々なスタートアップへの支援がスタートアップ隅々まで届くかどうかが難しいところ、NEDOに PRしていただきたい。 

○スタートアップについて、海外展開を視野に入れているかが重要。細かいところでは英文ホームページの充実、英語でのピッチイベントなど充実させるべき。海外

投資家へのつなぎ等、足りていないと思われるところを NEDOに是非埋めて頂きたい。また、NEDOのスタートアップ支援の取組によるマッチングの成立などの成果

を積極的に見せていくべき。 

 

Ⅱ．業務運営の効率化に関する事項 

○NEDOは基金業務が非常に増えているところ、業務運営・業務改善に取り組んでおり、特に NEDOの利用者のことを考えたデジタルトランスフォーメーション 

（DX）の取組も進めている点は評価したい。 

○基金の設置と体制整備を短期間で行っている点については、政策への貢献が大きいのではないか。時間的に制約がある中で、組織に負荷がかかることもあるかと思

うが、適正な人材確保と労務管理が重要。優れた人材が継続して働けるような勤務環境を維持していただきたい。 

○多くの基金を動かすことにより、業務が膨大になっている。成果が得られているということは、業務改善推進等が現状ではうまくいっていることと思われる。今

後、さらに業務が増えるようだと、現状の職員数だけで運営できなくなるのではと懸念される。さらに国際化が進むと、エネルギー分野は特に安全保障輸出管理な

どの問題も出てきてさらに複雑化することも懸念材料である。高齢者人材の有効利用なども含め、人材確保をうまく実施し、業務の集中がないようにしていく必要

があると思われる。 

 

【経営に関する有識者の主な意見】 

○定量的指標については、目標を大幅に超える実績が得られていること、個別の研究開発プロジェクトにおいても、顕著な成果が創出されていると認められ、「エネ

ルギーシステム分野」、「省エネルギー・環境分野」、「産業技術分野」、「新産業創出・シーズ発掘等分野」においてＡ評定相当と判断できるのではないか。 

○「特定公募型研究開発業務」においては、政府が国家戦略として決定したグリーンイノベーション基金事業、ムーンショット型研究開発事業、経済安全保障重要技

術育成プログラムなどの事業について、順調に公募・採択、事業の中間評価を遂行していることは高く評価できる。Ａ評定相当と判断できるのではないか。 

○令和 2年以降、新型コロナウイルス感染症対策、デジタルトランスフォーメーション（DX）の推進、働き方改革の必要性が増す中、特に令和 4年度には 3つの新規

基金事業が追加され、合計 8基金となるなど、業務が拡大する状況にあった。その中でＤＸの推進と感染症対策を行いながら、内部人材の充実と外部人材の確保を

含め人員体制を増強しつつ、職員の力を引き出す取組を理事長のリーダーシップのもとに実行に移していることは特に評価できるのではないか。 

 

監事の主な意見 ○近年、増加している基金事業については、今後必要となる業務量を正確に見積もり、計画的に人員配置・人材確保していく必要がある。また、先行している基金事

業の業務ノウハウなどについて、共通化して、他基金の執行管理に活かせるようにしていくべきである。 

 

○政策立案を行う経済産業省と政策実施機関と位置付けられる NEDOとの連携を深めていく必要がある。 
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様式２－２－３ 国立研究開発法人 中長期目標期間評価（期間実績評価） 項目別評定総括表 

 

中長期目標（中長期計

画） 

年度評価 中長期目標

期間評価 

項目別

調書№ 

備

考

欄 

 中長期目標（中長期計画） 年度評価 中長期目標

期間評価 

項目

別調

書№ 

備考

欄 

 平成

30年

度 

令和元

年度 

令和 2

年度 

令和 3

年度 

令和 4

年度 

見込

評価 

期間

実績

評価 

  平成 30

年度 

令和元

年度 

令和 2

年度 

令和 3

年度 

令和 4

年度 

見込

評価 

期間

実績

評価 

Ⅰ．研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項  Ⅱ．業務運営の効率化に関する事項 

 エネルギーシステム

分野 

Ａ Ｂ Ａ Ａ Ｂ Ａ Ａ Ⅰ―１              

省エネルギー・環境

分野 

Ｂ Ａ Ｂ Ａ Ａ Ａ Ａ Ⅰ―２              

産業技術分野 Ｂ Ｂ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ⅰ―３              

新産業創出・シーズ

発掘等分野 

Ｂ Ａ Ａ Ｂ Ａ Ａ Ａ Ⅰ―４              

特定公募型研究開発

業務 

- - - Ｂ Ａ Ｂ Ｂ Ⅰ―５              

 特定半導体の生産施

設整備等の助成業務

及び特定重要物資の

安定供給確保支援業

務 

- - - - Ｂ Ｂ Ｂ Ⅰ―６              

                      

                      

                      

              Ｂ Ｂ Ｂ Ａ Ａ Ａ Ａ Ⅱ  

            Ⅲ．財務内容の改善に関する事項 

                       

                      

                      

                      

              Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ⅲ  

            Ⅳ．その他の事項 

                       

                      

                      

                      

 
 

            Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ⅳ  

※平成 30年度、令和元年度、令和 2年度、令和 3年度及び見込評価の評定は、大臣評価の結果である。 
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様式２－２－４－１ 国立研究開発法人 中長期目標期間評価（期間実績評価） 項目別評価調書（研究開発成果の最大化その他業務の質の向上に関する事項） 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ―１ エネルギーシステム分野 

関連する政策・施策 ― 当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第１５条 

当該項目の重要度、難

易度 

【重要度：高】【困難度：高】 

数値目標１．－１、数値目標１．－３、数値目標３．－１ 

【重点化】 

関連する研究開発評価、政策

評価・行政事業レビュー 

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構一般管理費 

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構一般管理費 

（エネルギー需給勘定） 

 

２．主要な経年データ 

 ①主な参考指標情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

  基準値等 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度  平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 

 

数値目標１．－１ 

ナショナルプロジェ

クトの実用化達成率

（実績） 

25％以上 

 

37.2％ 予算額（千円） 56,507,682 55,632,786 59,200,863 55,734,161 58,281,145 

（上記の達成度） － 149％ 

数値目標１．－１ 

ナショナルプロジェ

ク ト の 事 後 評 価 の

「実用化の見通し」

の評点が上位 2区分の

割合（実績） 

50％以上 

 

50％ 42.8％ 100％ 100％ 100％ 決算額（千円） 46,443,922 53,229,599  42,458,231 52,293,701 66,355,039 

（上記の達成度） － 100％ 85.6％ 200％ 200％ 200％ 

数値目標１．－２ 

ナショナルプロジェ

ク ト の 事 後 評 価 の

「マネジメント」、

「成果」の評点が上

位 2 区分の割合（実

績） 

70％以上 

 

50％ 85.7％ 100％ 100％ 100％ 経常費用（千円） 46,433,490 53,320,226 42,376,431 52,275,862 66,249,786 

（上記の達成度） － 71.4％ 122％ 143％ 143％ 143％ 

数値目標１．－３ 

先導研究の非連続テ

ーマの割合（実績） 

40％以上 

令和 4 年度

は 65％以上 

100％ 
 

100％ 60％ 66.7％ 75.0％ 経常利益（千円） 47,217,325 54,011,472  49,846,998 53,665,544 92,393,353 

（上記の達成度） － 250％ 250％ 150％ 167％ 115％ 

数値目標１．－４ 

国際標準化の提案率

（実績） 

15％以上 22.2％ 行政コスト（千

円） 

45,341,470 53,355,201  42,433,676 52,275,862 66,249,786 

（上記の達成度） － 148％ 

数値目標２．－１ 

新規採択額に占める

中堅・中小企業等の

採 択 額 の 割 合 （ 実

績） 

15％以上 

 

21.9％ 21.6％ 21.3％ 23.1％ 19.4％ 従事人員数 985の内数 1,060の内数 1,181 の内数 1,372の内数 1,451の内数 

（上記の達成度） － 146％ 144％ 142％ 154％ 130％ 

数値目標３．－１ 

産学連携研究開発プ

ロジェクトにつなが

った技術戦略の割合

110％以上 

 

150％ 200％ － － －       
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（実績） 

（上記の達成度） － 136％ 182％ － － － 

数値目標３．－１ 

※１ 

技術インテリジェン

ス 機 能 に 係 る 評 価

（実績） 

4 段階評点

の平均が最

上位又は上

位の区分 

－ － 3.0 2.8 3.0 

（上記の達成度） － － － 150％ 140％ 150％ 

数値目標３．－２ 

NEDO プロジェクトに

参加する若手研究者

等（実績） 

500人以上 

令和 4 年度

は 1,600 人

以上 

588人 1,057人 2,220人 2,896人 2,701人       

（上記の達成度） － 118％ 211％ 444% 579% 169％ 

技術シーズのマッチ

ング件数（実績）※２ 

－ 270件 

(平成 30 年

度 目 標 ：

100件以上) 

394件 

（令和元年

度 目 標 ：

100 件 以

上） 

－ － －       

（上記の達成度） － 270％ 394％ － － － 
経済効果（アウトカ

ム）の把握 
－ 

(モニタリン

グ指標) 

221,235 

億円 

231,874 

億円 

250,674 

億円 

265,083 

億円 

276,632 

億円 

      

海外機関との情報交

換協定等締結状況 
－ 

(モニタリン

グ指標) 

１件 ２件 ７件 ３件 ２件       

海外技術情報の発信

数 
－ 

(モニタリン

グ指標) 

48件 31件 47件 50件 33件       

注１）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 

注２）上記以外に必要と考える情報があれば欄を追加して記載しても差し支えない 

※1 数値目標３－１は令和元年度に見直しがなされており、旧目標は令和元年度まで、新目標は令和 2 年度からの評価となっている 

※2 技術シーズのマッチング件数は令和元年度見直しにおいて廃止  
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ―２ 省エネルギー・環境分野 

関連する政策・施策 ― 当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第１５条 

当該項目の重要度、難

易度 

【重要度：高】【困難度：高】 

数値目標１．－１、数値目標１．－３、数値目標３．－１ 

【重点化】 

関連する研究開発評価、政策

評価・行政事業レビュー 

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構一般管理費 

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構一般管理費 

（エネルギー需給勘定） 

 

２．主要な経年データ 

 ①主な参考指標情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

  基準値等 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度  平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 

 

数値目標１．－１ 

ナショナルプロジェ

クトの実用化達成率

（実績） 

25％以上 

 

39.3％ 予算額（千円） 44,924,946 45,355,955  43,487,656 42,151,946 42,113,095 

（上記の達成度） － 157％ 

数値目標１．－１ 

ナショナルプロジェ

クトの事後評価の

「実用化の見通し」

の評点が上位 2 区分

の割合（実績） 

50％以上 

 

－ － 100％ 100％ 100％ 決算額（千円） 34,219,155 38,004,935  37,167,874 41,046,007 46,840,404 

（上記の達成度） － － － 200％ 200％ 200％ 

数値目標１．－２ 

ナショナルプロジェ

クトの事後評価の

「マネジメント」、

「成果」の評点が上

位 2 区分の割合（実

績） 

70％以上 

 

－ － 100％ 100％ 100％ 経常費用（千円） 34,210,154 38,077,994  37,090,114 41,032,609 46,758,500 

（上記の達成度） － － － 143％ 143％ 143％ 

数値目標１．－３ 

先導研究の非連続テ

ーマの割合（実績） 

40％以上 

令和 4 年度

は 65％以上 

100％ 
 

75％ 80％ 66.7％ 100％ 経常利益（千円） 34,840,514 38,569,304  37,640,158 42,564,843 55,195,259 

（上記の達成度） － 250％ 188％ 200％ 167％ 154％ 

数値目標１．－４ 

国際標準化の提案率

（実績） 

15％以上 

 

33.3％ 行政コスト（千

円） 

 

38,880,045 38,105,946  37,133,197 41,032,609 46,758,500 

（上記の達成度） － 222％ 

数値目標２．－１ 

新規採択額に占める

中堅・中小企業等の

採択額の割合（実

績） 

15％以上 

 

57.4％ 37.5％ 16.6％ 41.6％ 43.1％ 従事人員数 985の内数 1,060の内数 1,181 の内数 1,372の内数 1,451の内数 

（上記の達成度） － 383％ 250％ 111％ 277％ 287％ 

数値目標３．－１ 

産学連携研究開発プ

ロジェクトにつなが

った技術戦略の割合

（実績） 

110％以上 

 

150％ 150％ － － －       
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（上記の達成度） － 136％ 136％ － － －       

数値目標３．－１※
１ 

技術インテリジェン

ス機能に係る評価

（実績） 

4 段階評点

の平均が最

上位又は上

位の区分 

－ － 2.8 2.8 3.0 

（上記の達成度） － － － 140％ 140％ 150％ 

数値目標３．－２

NEDO プロジェクトに

参加する若手研究者

等（実績） 

200人以上 

令和 4 年度

は 1,500 人

以上 

272人 1,135人 1,787人 2,747人 2,335人 

（上記の達成度） － 136％ 568％ 894% 1,374% 156％ 

技術シーズのマッチ

ング件数（実績）※
２ 

－ 114件 

(平成 30年

度 目 標 ：

100 件 以

上) 

499件 

（令和元年

度 目 標 ：

100 件 以

上） 

－ － －       

（上記の達成度） － 114％ 499％    
経済効果（アウトカ

ム）の把握 
－ 

(モニタリン

グ指標) 

78,900 億

円 

87,150億円 94,034億円 81,117 億円 87,992億円       

海外機関との情報交

換協定等締結状況 
－ 

(モニタリン

グ指標) 

1件 2件 3件 2件 3件       

海外技術情報の発信

数 
― 

(モニタリン

グ指標) 

21件 41件 38件 22件 10件       

注１）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 

注２）上記以外に必要と考える情報があれば欄を追加して記載しても差し支えない 

※1 数値目標３－１は令和元年度に見直しがなされており、旧目標は令和元年度まで、新目標は令和 2 年度からの評価となっている 

※2 技術シーズのマッチング件数は令和元年度見直しにおいて廃止 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ―３ 産業技術分野 

関連する政策・施策 ― 当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第１５条 

当該項目の重要度、難

易度 

【重要度：高】【困難度：高】 

数値目標１．－１、数値目標１．－３、数値目標３．－１ 

【重点化】 

関連する研究開発評価、政策

評価・行政事業レビュー 

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構一般管理費 

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構一般管理費 

（エネルギー需給勘定） 

 

２．主要な経年データ 

 ①主な参考指標情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

  基準値等 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度  平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 

 

数値目標１．－１ 

ナショナルプロジェ

クトの実用化達成率

（実績） 

25％以上 

 

35.6％ 予算額（千円） 49,298,803 52,885,670 86,036,963 49,326,635 43,282,456 

（上記の達成度） － 143％ 

数値目標１．－１ 

ナショナルプロジェ

クトの事後評価の

「実用化の見通し」

の評点が上位 2 区分

の割合（実績） 

50％以上 

 

50％ 50％ 100％ 100％ 100％ 決算額（千円） 60,749,613 59,994,714 77,773,357 63,565,718 64,926,389 

（上記の達成度） － 100％ 100％ 200％ 200％ 200％ 

数値目標１．－２ 

ナショナルプロジェ

クトの事後評価の

「マネジメント」、

「成果」の評点が上

位 2 区分の割合（実

績） 

70％以上 

 

50％ 75％ 100％ 100％ 100％ 経常費用（千円） 60,739,665 60,054,759 77,658,288 63,547,970 64,839,280 

（上記の達成度） － 71.4％ 107％ 143％ 143％ 143％ 

数値目標１．－３ 

先導研究の非連続テ

ーマの割合（実績） 

40％以上 

令和 4年度

は 65％以

上 

66.7％ 

 

50.0％ 64.3％ 66.7％ 84.6％ 経常利益（千円） 61,478,632 60,805,297 68,083,425 64,571,103 69,517,591 

（上記の達成度） － 167％ 125％ 161％ 167％ 130％ 

数値目標１．－４ 

国際標準化の提案率

（実績） 

15％以上 

 

43.8％ 行政コスト（千

円） 

 

59,762,050 60,083,042 77,693,161 63,547,970 64,839,280 

（上記の達成度） － 292％ 

数値目標２．－１ 

新規採択額に占める

中堅・中小企業等の

採択額の割合（実

績） 

15％以上 

 

16.5％ 25.3％ 23.9％ 31.0％ 20.8％ 従事人員数 985の内数 1,060の内数 1,181 の内数 1,372の内数 1,451の内数 

（上記の達成度） － 110％ 169％ 159％ 206％ 138％ 
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数値目標３．－１ 

産学連携研究開発プ

ロジェクトにつなが

った技術戦略の割合

（実績） 

110％以上 

 

300％ 333％ － － －       

（上記の達成度） － 273％ 303％ － － － 

数値目標３．－１※
１ 

技術インテリジェン

ス機能に係る評価

（実績） 

4 段階評点

の 平 均 が

最 上 位 又

は 上 位 の

区分 

－ － 3.0 2.8 2.8 

（上記の達成度） － － － 150％ 140％ 140％ 

数値目標３．－２ 

NEDO プロジェクト

に参加する若手研究

者等（実績） 

500人以上 

令和 4年度

は 2,500人

以上 

906人 1,791人 3,787人 3,287人 3,021人       

（上記の達成度） － 181％ 358％ 757％ 657％ 121％ 

技術シーズのマッチ

ング件数（実績）※
２ 

－ 1,355件 

(平成 30 年

度 目 標 ：

500件以上) 

2,808件 

（令和元年

度 目 標 ：

500件以上) 

－ － －       

（上記の達成度） － 271％ 562％ － － － 
経済効果（アウトカ

ム）の把握 
－ 

(モニタリ

ング指標) 

307,887 

億円 

330,028 

億円 

362,209 

億円 

379,346 

億円 

406,137 

億円 

      

海外機関との情報交

換協定等締結状況 
－ 

(モニタリ

ング指標) 

－ 1件 5 件 － －       

海外技術情報の発信

数 
― 

(モニタリ

ング指標) 

168件 160件 144 件 124件 105件       

注１）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 

注２）上記以外に必要と考える情報があれば欄を追加して記載しても差し支えない 

※1 数値目標３－１は令和元年度に見直しがなされており、旧目標は令和元年度まで、新目標は令和 2 年度からの評価となっている 

※2 技術シーズのマッチング件数は令和元年度見直しにおいて廃止 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ―４ 新産業創出・シーズ発掘等分野 

関連する政策・施策 ― 当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第１５条 

当該項目の重要度、難

易度 

【重要度：高】【困難度：高】 

数値目標１．－３、数値目標２．－２ 

【重点化】 

関連する研究開発評価、政策

評価・行政事業レビュー 

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構一般管理費 

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構一般管理費 

（エネルギー需給勘定） 

 

２．主要な経年データ 

 ①主な参考指標情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

  基準値等 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度  平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 

 

数値目標１．－３ 

先導研究の非連続テ

ーマの割合（実績） 

40％以上 

令和 4年度

は 65％以

上 

54.5％ 
 

44.4％ 50.0％ 66.7％ 100％ 予算額（千円） 6,330,000 9,382,346 11,779,288 11,541,542 8,673,257 

（上記の達成度） － 136％ 111％ 125％ 167％ 154％ 

数値目標２．－１ 

新規採択額に占める

中堅・中小企業等の

採択額の割合（実

績） 

60％以上 

 

84.7％ 64.6％ 74.4％ 91.8％ 84.7％ 決算額（千円） 7,240,827 5,293,225 8,613,166 7,054,178 14,140,579 

（上記の達成度） － 141％ 108％ 124％ 153％ 141％ 

数値目標２．－２ 

NEDO の支援をきっか

けとして、研究開発

型ベンチャーが民間

ベンチャーキャピタ

ル等から得た外部資

金を NEDO支援額で除

して得られる倍率

（実績） 

3.46倍 

以上 

令和 4年度

は 7.08 倍

以上 

1.52 倍 

(平成 30年

度目標：

0.69 倍以

上) 

2.84倍 

（令和元年

度 目 標 ：

1.38 倍 以

上） 

5.70倍 

（令和 2 年

度 目 標 ：

2.08 倍 以

上） 

4.97倍 

（令和 3 年

度 目 標 ：

2.77 倍 以

上） 

7.20倍 

（令和 4 年

度 目 標 ：

7.08 倍 以

上） 

経常費用（千円） 7,239,630 5,294,786 8,603,804 7,051,804 14,127,511 

（上記の達成度） － 220％ 206％ 274％ 179％ 102％ 

数値目標３．－２ 

NEDO プロジェクトに

参加する若手研究者

等（実績） 

200人以上 

令和 4年度

は 600人以

上 

60 人 471人 930人 955人 998人 経常利益（千円） 

 

 

7,377,524 5,407,599 11,846,874 7,196,242 16,980,285 

（上記の達成度） － 30％ 236％ 465% 478% 166％ 

技術シーズのマッチ

ング件数（実績）※ 

－ 1,123 件 

(平成 30年

度目標：

500 件以上) 

1,180件 

（令和元年

度 目 標 ：

500 件 以

上） 

－ － － 行政コスト（千

円） 

 

7,030,600 5,298,281 8,607,927 7,051,804 14,127,511 

（上記の達成度） － 225％ 236％ － － － 従事人員数 985の内数 1,060の内数 1,181 の内数 1,372の内数 1,451の内数 

注１）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 

注２）上記以外に必要と考える情報があれば欄を追加して記載しても差し支えない 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ―５ 特定公募型研究開発業務※１ 

関連する政策・施策 ― 当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第 15条 

科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第 27条の 2 

当該項目の重要度、難

易度 

【重要度：高】【困難度：高】 

数値目標５．－３【重点化】 

関連する研究開発評価、政策

評価・行政事業レビュー 
グリーンイノベーション基⾦事業（基金シート番号 31）等 

注 1）重点化の対象としない項目については、法人の業務管理に活用しやすい単位ごとに、複数の項目をまとめて作成することが可能 

２．主要な経年データ 

 ①主な参考指標情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

  基準値等 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度  平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 

 

数値目標５．－１ 

マネジメント（実

績） 

[ムーンショット型

研究開発事業] 

４段階評点

の平均が最

上位又は上

位の区分 

－ － － － 2.8 予算額（千円） － － － 298,757,079 435,099,078 

（上記の達成度） － － － － － 140％ 

数値目標５．－２ 

マネジメント（実

績） 

[ポスト 5G 情報通信

システム基盤強化研

究開発事業] 

４段階評点

の平均が最

上位又は上

位の区分 

－ － － － － 決算額（千円） － － － 50,878,169 141,566,809 

（上記の達成度） － － － － － － 

数値目標５．－３ 

NEDO の貢献度（実

績） 

[グリーンイノベー

ション基金事業] 

4 段階評点

が最上位又

は上位の区

分となるプ

ロジェクト

の 比 率 が

75％以上 

－ － － 100％ 100％ 経常費用（千円） － － － 50,878,917 141,559,626 

（上記の達成度） － － － － 133％ 133％ 

目標５．－４ 

[経済安全保障重要

技術育成プログラム

事業] 

－ － － － － － 経常利益（千円） 

 

 

－ － － 53,309,464 144,391,393 

（上記の達成度） － － － － － － 

目標５．－５ 

[ディープテック・

スタートアップ支援

事業] 

－ － － － － － 行政コスト（千

円） 

 

－ － － 50,878,917 141,559,626 

（上記の達成度） － － － － － － 

目標５．－６ 

[バイオものづくり

革命推進事業] 

－ － － － － － 従事人員数 － － － 1,372の内数 1,451の内数 

（上記の達成度） － － － － － － 

事業の進捗度 

[ムーンショット型

研究開発事業] 

－ 

(モニタリ

ング指標) 

－ － － 37% 57％       
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事業の進捗度 

[ポスト 5G 情報通信

システム基盤強化研

究開発事業] 

－ 

(モニタリ

ング指標) 

－ － － 19% 17％ 

関係規程の整備状況 

[経済安全保障重要

技術育成プログラム

事業] 

－ 

(モニタリ

ング指標) 

－ － － － 関係規程を

整備済み 

      

注 2）複数の項目をまとめて作成する場合には、適宜行を追加し、項目ごとに主要な経年データを記載                    注 3）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 

                                                                  注 4）上記以外に必要と考える情報があれば欄を追加して記載しても差し支えない 

※1 特定公募型研究開発業務については、令和３年度に新設された評価単位                                  
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ―６ 特定半導体の生産施設整備等の助成業務及び特定重要物資の安定供給確保支援業務※１ 

関連する政策・施策 ― 当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第 15条 

特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律

第 29条 

経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律第

43 条第 1 項 

当該項目の重要度、難

易度 

― 関連する研究開発評価、政策

評価・行政事業レビュー 

特定半導体の生産施設整備等の助成業務（基金シート番号 33） 

 

２．主要な経年データ 

 ①主な参考指標情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

  基準値等 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 令和 3年度  令和 4年度  平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 令和 3年度  令和 4年度 

目標６．―１ 

[特定半導体の生産施設整

備等の助成業務] 

－ － － － － － 予算額（千円） － － － － 240,590,099 

（上記の達成度） － － － － － － 決算額（千円） － － － － 60,778,375 

目標６．―２ 

[特定重要物資の安定供給

確保支援業務] 

－ － － － － － 経常費用（千円） － － － 135 60,779,056 

（上記の達成度） － － － － － － 経常利益（千円） － － － － 60,863,134 

事業執行の迅速性・正確性 

[特定半導体の生産施設整 

備等の助成業務] 

交付決定ま

での期間 

 

 

 

支払までの

期間 

 

 

助成金の交

付状況（年

度の予定額

に対する実

績 額 の 割

合） 

 

利子補給金

の交付状況 

(モニタリン

グ指標) 

－ － － － 全件、迅速

に交付決定

手続きを完

了 

 

全件、支払

期日までに

支払を完了 

 

約 100％ 

 

 

 

 

 

 

－ 

行政コスト（千円） － － － 135 60,779,056 

        従事人員数 － － － 1,372 の内数 1,451の内数 

注 1）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 

注 2）上記以外に必要と考える情報があれば欄を追加して記載しても差し支えない 

※1 本評価単位は、令和 3 年度に新設され、令和 4 年度に業務の追加があった評価単位 
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３．中長期目標、中長期計画、主な評価軸、業務実績等、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価（Ⅰ－１～Ⅰ－６の項目の内容をまとめて記載） 

 中長期目標 中長期計画 主な評価軸（評

価の視点）、指

標等 

法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

主な業務実績等 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 

 ※下記中長期目標は令和

5 年 2月変更版 
※下記中長期計画は令和 5

年 3月認定版 
  ＜自己評価＞ 

エネルギーシステム分野 Ａ 
省エネルギー・環境分野 Ａ 
産業技術分野      Ａ 
新産業創出・シーズ発掘等分野 Ａ 
特定公募型研究開発業務 Ａ 
特定半導体の生産施設整備等の助成業務及び特定重要物資
の安定供給確保支援業務 Ｂ 
〇以下の内容のとおり、顕著な成果が出ていることから、

本項目の自己評価をＡとした。 

評定 Ａ 評定 Ａ 

エネルギーシステム分野 
Ａ 
省エネルギー・環境分野 
Ａ 
産業技術分野 Ａ 
新産業創出・シーズ発掘
等分野 Ａ 
特定公募型研究開発業務 
Ｂ 
特定半導体の生産施設整
備等の助成業務 Ｂ 

エネルギーシステム分野 

Ａ 

省エネルギー・環境分野 

Ａ 

産業技術分野 Ａ 

新産業創出・シーズ発掘

等分野 Ａ 

特定公募型研究開発業務 

Ｂ 

特定半導体の生産施設整

備等の助成業務及び特定

重要物資の安定供給確保

支援業務 Ｂ 

 

Ⅲ．研究開発成果の最大
化その他の業務の質の向
上に関する事項 
 第 4 期中長期目標期間
においては、研究開発成
果の最大化その他の業務
の質の向上のため、以下
のとおり、上記ミッショ
ンを実現するため、１．
から６．の業務項目毎に
取組を行うものとする。 
 また、NEDO の業務活動
が、①エネルギーシステ
ム分野、②省エネルギ
ー・環境分野、③産業技
術分野、④新産業創出・
シーズ発掘等分野、⑤特
定公募型研究開発業務、
⑥特定半導体の生産施設
整備等の助成業務及び特
定重要物資の安定供給確
保支援業務に分類される
ことから、当該分類を一
定の業務等のまとまりと
捉えて「評価単位」とす
る。  
 評価に当たっては、別
紙のとおり、評価単位ご
とに１．から５．の評価
項目について評価軸等に
基づき実施するものとす
る。なお、異分野の技術
の融合がますます重要に
なってきていることを踏
まえ、評価単位の設定に
よる内部の縦割りを助長
することのないよう十分
留意するとともに、分野
横断の視点で全体を俯瞰
しつつ、異分野の技術の
融合を図る技術開発マネ

Ⅰ．研究開発成果の最大
化その他の業務の質の向
上に関する事項 
 第 4 期中長期目標期間
においては、研究開発成
果の最大化その他の業務
の質の向上のため、以下
のとおり、上記ミッショ
ンを実現するため、１．
から６．の業務項目毎に
取組を行うものとする。 
 また、機構の業務活動
を、①エネルギーシステ
ム分野、②省エネルギ
ー・環境分野、③産業技
術分野、④新産業創出・
シーズ発掘等分野、⑤特
定公募型研究開発業務、
⑥特定半導体の生産施設
整備等の助成業務及び特
定重要物資の安定供給確
保支援業務に分類し、当
該分類を一定の業務等の
まとまりと捉えて評価単
位とされたことを踏ま
え、これらの分類ごとに
組織上の責任者を配置し
て業務を実施する。 
 なお、異分野の技術の
融合がますます重要にな
ってきていることを踏ま
え、評価単位の設定によ
る内部の縦割りを助長す
ることのないよう十分留
意するとともに、分野横
断の視点で全体を俯瞰し
つつ、異分野の技術の融
合を図る技術開発マネジ
メントにも適切に取り組
むものとする。 

 Ⅰ．研究開発成果の最大化その他の業
務の質の向上に関する事項 
・第 4 期中長期目標及び計画で定めら
れた目標達成のため、研究開発成果
の最大化その他の業務の質の向上の
ため、以下の１．から６．のとおり
業務を実施した。 

・また、機構の業務活動単位を、①エ
ネルギーシステム分野、②省エネル
ギー・環境分野、③産業技術分野、
④新産業創出・シーズ発掘等分野、
⑤特定公募型研究開発業務、⑥特定
半導体の生産施設整備等の助成業務
及び特定重要物資の安定供給確保支
援業務の 6 分類とし、これらの分類
ごとに組織上の責任者を配置して業
務を実施した。 

・なお、異分野の技術の融合がますま
す重要になってきていることを踏ま
え、評価単位の設定による内部の縦
割りを助長することのないよう十分
留意するとともに、分野横断の視点
で全体を俯瞰しつつ、異分野の技術
の融合を図る技術開発マネジメント
にも適切に取り組んだ。 

【外部有識者（業績評価点検委員）の主な意見】 
＜研究開発成果の最大化その他業務の質の向上に関する事
項＞ 
・全分野等において、数値目標を全て達成したことは、過
年度に達成したことにより複数の数値目標が引き上げら
れてきたことを鑑みると並大抵の努力で達成できるもの
ではなく、引き上げられたハードルを越えるべくマネジ
メントをより工夫・向上させたことが実を結んだものと
言え、高く評価できる。 

・研究開発プロジェクトにおいて、契約時点で終了後 5～
10 年間の調査協力を規定し、研究開発テーマ毎に追跡調
査・評価を遂行していることは特筆すべきことである。
NEDO プロジェクトの成果がコア技術として活用されてい
る製品等を NEDO インサイド製品として取りまとめている
こともユニークである。2004 年に我が国のファンディン
グ機関の中で早期に追跡調査・評価を本格的に開始して
から、その取組を着実に継続し、その手法を発展させ、
効率的・効果的な遂行方法等のノウハウを蓄積・高度化
してきており、他府省や他ファンディング機関の手本と
なっている。また、ノウハウの無いところで始めようと
してもなかなか難しく、貴機構が思っている以上に、国
内的にも国際的にも先進的であると言える。第 6 期科学
技術・イノベーション基本計画からエビデンスベースト
の政策立案がますます重視されることとなり、研究開発
評価の重要性は増しており、NEDO のこの先進的な取組の
意義・価値を全職員が理解し、引き続きその継続的な遂
行と活用、ノウハウの蓄積・高度化に取り組み続けると
共に、他府省・他ファンディング機関への普及にも取り
組んでほしい。 

 
 
○エネルギーシステム分野 
・中長期目標期間の本分野の特質すべき成果として「水素
社会構築技術開発事業」がまず挙げられる。世界有数の
水電解装置（10MW）を備えた水素製造試験施設、福島水
素エネルギー研究フィールドを整備し、太陽光発電によ
る水素製造を行う Power to Gasの実証試験を開始するな
ど、先端的な成果を示すことができた。さらに、世界で
初めて水素キャリアを用いた国際間での大量な水素の海
上輸送実証試験に成功した点も評価できる。 

・地球環境問題に加えてウクライナ情勢など、エネルギー
だけではなく食糧の確保移送などの複雑化、多様化する

 
エネルギーシステム分野 
Ａ 
 
＜評定に至った根拠＞ 
 
○基幹目標の達成状況 
・ナショナルプロジェク
トの事業終了後５年経
過時点での実用化達成
率は、平成 30 年度か
ら令和 3 年度の各年度
において、目標値を大
幅に上回る実績があが
っている。 

・ナショナルプロジェク
トの事後評価における
実用化見通しは、平成
30年度から令和 3年度
の各年度において、目
標値を大幅に上回る実
績があがっている。 

・非連続ナショナルプロ
ジェクトにつながる先
導研究のテーマは、平
成 30年度から令和3年
度の各年度において、
目標値を大幅に上回る
実績があがっている。 

・技術インテリジェンス
機能に係る評価は、平
成 30年度から令和3年
度の各年度において、
目標値を大幅に上回る
実績があがっている。  

 
○基幹目標以外の指標の
達成状況 

・ナショナルプロジェク
トの事後評価における
マネジメント及び研究
開発成果は、平成 30

 

エネルギーシステム分野 

Ａ 

 

＜評定に至った根拠＞ 

 

○所期の目標を上回る水

準の成果が得られてお

り、研究開発マネジメ

ント上の工夫・取組に

より、業務の質的にも

顕著な成果があったと

判断し、Ａ評定とし

た。 

 

＜今後の課題＞ 

・ＮＥＤＯが行うエネル

ギーシステム分野にお

ける研究開発等の取組

は、再生可能エネルギ

ーの最大限の導入、水

素やアンモニアのサプ

ライチェーン構築を実

現するために不可欠な

ものである。今後は、

研究開発プロジェクト

において所要の研究開

発成果を得るだけでは

なく、成果を速やかに

社会実装に繋げていく

ことが必要である。 

・このため、今後の研究

開発事業の在り方とし

て、従来のように、研

究開発や社会実装を線

形的・漸進的に進める

のではなく、あるべき
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ジメントにも適切に取り
組むものとする。 

研究開発ニーズに、基礎から積み上げ構築された各種の
研究開発成果が生かされようとしている。水素社会構築
技術開発においては太陽光発電による実証的な水素製造
施設、水素の海上輸送システム、水素ガスタービンによ
る発電など有機的に結びついた実績が期待以上に積み重
ねられたことは特筆すべき成果である。 

 
○省エネルギー・環境分野 
・省エネ技術はいうまでもなく日本の強みであり、これま
での知見に格段に進歩した技術開発が成果を上げてい
る。ガスタービンによる高効率の発電技術開発、未利用
熱利用の革新的技術開発などの成果一つ一つが未来を切
り開くキーファクターとなると期待できる。 

・火力発電の位置付けが世界的に不安定になっている中、
「次世代火力発電等技術開発」において、1,700℃級高効
率ガスタービン発電のコンバインド定格出力が世界最高
クラスの 566MW に到達し、2020 年 7 月には商業運転を開
始した点は顕著な成果である。我が国の持続的な電力構
成を堅実なものにするためにも、次世代火力発電の位置
付けは当面重要であり、CO2 をできるだけ削減するための
発電効率向上策の開発を今後とも推進することが NEDO と
しても重要と思う。 

 
○産業技術分野 
・近年その活用が産業界でも注目されている「安全安心な
ドローン基盤技術開発」で、小型で扱いやすいドローン
の標準機体を実現し、開発成果を早期に実用化し、政府
調達等を含め 685 台を販売できた点は高く評価できる。
ドローン関連では、その運航管理システムの機能構造に
関する規格が国際規格「ISO 23629-5」として、採択・発
行された点も成果である。 

 
○新産業創出・シーズ発掘等分野 
・令和 4 年度補正予算で措置されたディープテック・スタ
ートアップ支援基金（1,000 億円）は期待大。NEDO の
「研究開発型スタートアップ支援事業」がますます進化
し、長期的視野での実用化研究開発、量産化実証への支
援まで視野に入れたスタートアップの成長ステージに沿
った支援プログラムの拡充・再編を通して、我が国のイ
ノベーションをこれまで以上に大きく牽引して欲しい。 

・政府系支援機関・金融機関等 16 機関によるスタートアッ
プ支援機関のプラットフォーム「Plus（Platform for 
unified support for startups）」の事務局を NEDOが務
め、ワンストップ窓口での相談対応、参画機関支援制度
情報の提供等を行っていることは評価できる。 

・研究開発型スタートアップの育成への取組は研究開発型
スタートアップのうち 40 社が株式公開、時価総額は 1 兆
円を越えるなど目覚ましい成果を上げている。 

 
○特定公募型研究開発業務 
・「グリーンイノベーション基金事業の本格始動」、「ムーン
ショット型研究開発事業」等、際立った成果を上げてき
た。「基幹目標」である「NEDOの貢献度」も目標達成して
いる。 

・「ムーンショット型研究開発事業」においては、13の研究
開発プロジェクトをスタートさせ、2022 年には更に 5 件
を追加している。研究開発内容は勿論だが、プロジェク
ト全体の進行状況の共有や、国内外への広報活動も積極
的に行われている。 

・誰にとっても魅力的なテーマばかりであり、課題とし
て、発想、着眼点の面白さなど、わかりやすく、更に魅
力的な広報活動が展開できないか検討されたい。 

 
〇特定半導体の生産施設整備等の助成業務及び特定重要物

年度から令和 3 年度の
各年度において、目標
値を大幅に上回る実績
があがっている。 

・国際標準化の提案を行
ったプロジェクト比率
は、平成 30 年度から
令和 3 年度の各年度に
おいて、目標値を大幅
に上回る実績があがっ
ている。 

・新規採択に占める中
堅・中小企業等割合
は、平成 30 年度から
令和 3 年度の各年度に
おいて、目標値を大幅
に上回る実績があがっ
ている。 

・若手研究者等のプロジ
ェクト参加者数は、平
成 30年度から令和3年
度の各年度において、
目標値を大幅に上回る
実績があがっている。 

 
○次に、研究開発等にお
いても、顕著な成果が
認められる。 

①「水素社会構築技術開
発事業」では、福島県
浪江町にて、世界有数
の水電解装置（10MW）
を備えた水素製造試験
施設「福島水素エネル
ギー研究フィールド」
（FH2R）を整備し、太
陽光発電を有効活用し
て 水 素 製 造 を 行 う
Power to Gasの実証試
験を開始した。未利用
資源を活用した国際間
での水素サプライチェ
ーンの研究開発に取り
組み、世界で初めて水
素キャリアを用いた国
際間での大量な水素の
海上輸送試験に成功し
た。また、世界で初め
て、水素ガスタービン
発電設備による市街地
で水素 100％による熱
電供給を達成した。 

  今後はこれらの研究
開発成果を社会実装さ
せる取組を行うことに
より、2030 年頃には
世界に先駆け本格的な
水素サプライチェーン
を構築するとともに、
エネルギー供給システ
ムの柔軟性を確立し、
エネルギーセキュリテ
ィの確保に貢献するこ
とが期待される。 

将来像からバックキャ

ストして必要となる研

究開発の内容を特定す

るとともに、事業の実

施に当たっては、中間

評価によるステージゲ

ートを設け、事業の加

速・中止・統合等を柔

軟に行うOODAループの

構築によるアジャイル

な研究開発への転換、

加えて、研究開発事業

への参加主体のモティ

ベーションを向上させ

るための成果報酬、多

様なアイデアの集約と

いう観点から、ＮＥＤ

Ｏの今後の研究開発の

在り方を検討していく

べきである。 
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資の安定供給確保支援業務 
・我が国が積極的に推進している政策の一つである「特定
半導体の生産施設整備等の助成業務」では、外部有識者
による外部評価が行われ、事業執行の適切性、正確性、
迅速性の各評価指標について、2段階評点で上位の区分の
評価を獲得できた。 

 
○その他、セグメント共通内容等 
・第 4期中長期目標期間の各項目の数値目標を確実に達成
できたことは高く評価できると思う。               

・また、TSC が策定し、公表した「イノベーションの先に
目指すべき「豊かな未来」について」の将来像レポート
(2021年６月）は、その実現に向けて「大切にすべき価
値軸」や「実現すべき社会像」を明らかにし、さらに
は、現在の経済社会情勢を踏まえて「現代社会が取り組
むべきイノベーション」の事例を取りまとめたものとし
て、広く産官学の研究者、技術者の反響があり、我が国
のイノベーション政策に強く影響を及ぼすレポートとし
て評価できる。 

 
②「風力発電等技術研究
開発」では、2018 年 8
月に、日本初のバージ
型浮体式洋上風力発電
システムの組立を完了
し、2019年 5月から現
在も継続して、北九州
市響灘沖で実証運転を
実施している。組立に
あたっては、バージ型
浮体の喫水が 7.5m と
比較的浅いことを生か
し、港湾内で実施する
ことで、工程短縮・低
コスト化を図った。今
後はこれらの研究開発
成果を社会実装させる
取組を行うことによ
り、低コスト及び高効
率、信頼性、耐久性の
高い風車の開発を実現
し、我が国における国
内風車産業強化につな
げ、国内のみならず海
外も視野にいれた市場
の拡大を通し、低炭素
社会の実現に貢献する
ことが期待される。 

 
以上のことから、「研究
開発成果の最大化」に
向けて顕著な成果の創
出や将来的な成果の創
出の期待等が認められ
るため、Ａ評定とし
た。 

 
＜今後の課題＞ 
・ＮＥＤＯが行うエネル
ギーシステム分野にお
ける研究開発等の取組
は、再生可能エネルギ
ーの最大限の導入、水
素やアンモニアのサプ
ライチェーン構築を実
現するために不可欠な
ものである。今後は、
研究開発プロジェクト
において所要の研究開
発成果を得るだけでは
なく、成果を速やかに
社会実装に繋げていく
ことが必要である。 

・このため、今後の研究
開発事業の在り方とし
て、従来のように、研
究開発や社会実装を線
形的・漸進的に進める
のではなく、あるべき
将来像からバックキャ
ストして必要となる研
究開発の内容を特定す

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．技術開発マネジメン
ト等による研究成果の社
会実装の推進 
 第 4 期中長期目標期間
においては、さらなる技
術開発マネジメントの機
能強化を通じて研究開発
成果の最大化を図るとと
もに、研究成果を速やか
に社会実装へつなげるた
めの取組を強化するもの
とする。 

１．技術開発マネジメン
ト等による研究成果の社
会実装の推進 
 第 4 期中長期目標期間に
おいては、さらなる技術
開発マネジメントの機能
強化を通じて研究開発成
果の最大化を図るととも
に、研究成果を速やかに
社会実装へつなげるため
の取組を強化するものと
する。 

 １．技術開発マネジメント等による研
究成果の社会実装の推進 
・第 4 期中長期目標及び中長期計画で
定められた目標の達成に向けて、さ
らなる技術開発マネジメントの機能
強化を通じて研究開発成果の最大化
を図るとともに、研究成果を速やか
に社会実装へつなげるための取組を
強化した。 

 

 

（１）世界最先端の研究
開発プロジェクトの実施
と成果の最大化 
 NEDO が行う研究開発プ
ロジェクトについては、
事業終了段階での事後評
価結果とともに、追跡調
査によって把握される結
果により評価を行うもの
とし、以下の数値目標を
掲げ、その目標の達成状
況を公表するものとす
る。 

（１）世界最先端の研究
開発プロジェクトの実施
と成果の最大化 
機構が行う研究開発プロ
ジェクトについては、事
業終了段階での事後評価
結果とともに、追跡調査
によって把握される結果
により評価を行うものと
し、以下の数値目標を掲
げ、その目標の達成状況
を公表するものとする。 

 （１）世界最先端の研究開発プロジェ
クトの実施と成果の最大化 

 

 

○数値目標１.‐１ 
【目標】「基幹目標」 
 平成 23 年度以前に終了
したナショナルプロジェ
クト 243 件の終了 5 年経
過後の実用化達成率（製
品化又は上市段階の比
率。以下同じ。）は 26.2%
であるが、平成 27 年度以
降、長期的な技術戦略に
基づいてナショナルプロ
ジェクトが組成される仕
組みが導入され、プロジ
ェクトの難易度が上がっ
ていること、第 3 期中長
期目標における実用化達
成率目標 25%以上の数値
引き上げは、難易度が低
く実用化に近いナショナ

○数値目標１.‐１ 
【目標】「基幹目標」 
平成 23 年度以前に終了

したナショナルプロジェ
クト 243 件の終了 5 年経
過後の実用化達成率（製
品化又は上市段階の比
率。以下同じ。）は 26.2%
であるが、平成 27 年度以
降、長期的な技術戦略に
基づいてナショナルプロ
ジェクトが組成される仕
組みが導入され、プロジ
ェクトの難易度が上がっ
ていること、第 3 期中長
期目標における実用化達
成率目標 25%以上の数値引
き上げは、難易度が低く
実用化に近いナショナル

【評価軸】 
○技術開発マネジ
メントの成果が実
用化につながって
いるか。 
 
【関連する評価指
標】 
○事業終了後、5
年経過後の時点で
の実用化達成率又
は（及び）外部評
価委員会による事
後評価における
「実用化見通し」
の評価項目の評点
（評価指標） 

○数値目標１.‐１【基幹目標】 
・ナショナルプロジェクト終了後、5
年経過後時点でのアウトカムの実績
を把握するため、追跡調査により実
用化達成状況を評価した。 

・2022 年度までに調査を完了した案件
（2012～2016 年度終了プロジェク
ト）の実用化状況は以下のとおり。 

 
[エネルギーシステム分野] 
2012 ～ 2016 年 度 終 了 案 件 総 計 
37.2％ 
（74事業者／199事業者） 

 
[省エネルギー・環境分野] 
2012 ～ 2016 年 度 終 了 案 件 総 計 
39.3％ 
（35事業者／89事業者） 

 

【評価の根拠】 
・2022 年度までに追跡調査を完了した案件（2012～2016 年
度終了プロジェクト）の実用化状況は、全てのセグメン
トで目標を達成した。 

・事業終了後、5年が経過していないナショナルプロジェク
トの事後評価における「成果の実用化・事業化に向けた
取組及び見通し」においても、全てのセグメントで目標
を達成した。 
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ルプロジェクトの組成に
つながりかねない懸念が
生じるため、第 4 期中長
期目標ではナショナルプ
ロジェクトであって、非
連続ナショナルプロジェ
クト以外のものについて
は、事業終了後、5 年経
過後の時点での実用化達
成率を第 4 期中長期目標
期間全体で該当する評価
単位のそれぞれにおい
て、いずれも 25％以上と
することを目標とし、そ
の達成状況を評価する。 
 加えて、終了 5 年経過
後時点で実用化達成率の
みを評価すると、第 4 期
中長期目標期間中に終了
するナショナルプロジェ
クトの実用化達成率は反
映されないこととなるた
め、事業終了後、5 年が
経過していないナショナ
ルプロジェクト（非連続
ナショナルプロジェクト
を除く。）については、事
業終了後に実施する外部
評価委員会による事後評
価における「成果の実用
化・事業化に向けた取組
及び見通し」の評価項目
の 4 段階評点が最上位又
は上位の区分となる比率
を第 4 期中長期目標期間
全体で該当する評価単位
のそれぞれにおいて、い
ずれも 50％以上（平成 23
年度以前に終了したナシ
ョナルプロジェクト 243
件の実績は 41％）とする
ことを目標として、成果
の実用化に向けたマネジ
メントに、より一層取り
組むものとし、当該比率
を基に実用化達成率の将
来予測を行うものとす
る。 

プロジェクトの組成につ
ながりかねない懸念が生
じるため、第 4 期中長期
目標ではナショナルプロ
ジェクトであって、非連
続ナショナルプロジェク
ト以外のものについて
は、事業終了後、5年経過
後の時点での実用化達成
率を第４期中長期目標期
間全体で該当する評価単
位のそれぞれにおいて、
いずれも 25％以上とする
ことを目標とし、その達
成状況を評価する。 
加えて、終了 5 年経過

後時点で実用化達成率の
みを評価すると、第 4 期
中長期目標期間中に終了
するナショナルプロジェ
クトの実用化達成率は反
映されないこととなるた
め、事業終了後、5年が経
過していないナショナル
プロジェクト（非連続ナ
ショナルプロジェクトを
除く。）については、事業
終了後に実施する外部評
価委員会による事後評価
における「成果の実用
化・事業化に向けた取組
及び見通し」の評価項目
の 4 段階評点が最上位又
は上位の区分となる比率
を第 4 期中長期目標期間
全体で該当する評価単位
のそれぞれにおいて、い
ずれも 50%以上（平成 23
年度以前に終了したナシ
ョナルプロジェクト 243
件の実績は 41%）とするこ
とを目標として、成果の
実用化に向けたマネジメ
ントに、より一層取り組
むものとし、当該比率を
基に実用化達成率の将来
予測を行うものとする。 

[産業技術分野] 
2012 ～ 2016 年 度 終 了 案 件 総 計 
35.6％ 
（114事業者／320事業者） 

 
・事業終了後に実施する外部評価委員
会による事後評価おいて、「成果の
実用化・事業化に向けた取組及び見
通し」の評価項目の 4 段階評点が最
上位又は上位の区分となった比率に
ついて、2018 年度から 2022 年度ま
での実績は以下のとおり。 

 
［エネルギーシステム分野］ 
2018年度：50.0％ 
（1プロジェクト／2プロジェクト） 
2019年度：42.8％ 
（3プロジェクト／7プロジェクト） 
2020年度：100％ 
（4プロジェクト／4プロジェクト） 
2021年度：100％ 
（2プロジェクト／2プロジェクト） 
2022年度：100％ 
（3プロジェクト／3プロジェクト） 

 
［省エネルギー・環境分野］ 
2018年度：該当なし 
2019年度：該当なし 
2020年度：100％ 
（1プロジェクト／1プロジェクト） 
2021年度：100％ 
（4プロジェクト／4プロジェクト） 
2022年度：100％ 
（5プロジェクト／5プロジェクト） 

 
［産業技術分野］ 
2018度：50.0％ 
（1プロジェクト／2プロジェクト） 
2019年度：50.0％ 
（2プロジェクト／4プロジェクト） 
2020年度：100％ 
（5プロジェクト／5プロジェクト） 
2021年度：100％ 
（1プロジェクト／1プロジェクト） 
2022年度：100％ 
（7プロジェクト／7プロジェクト） 

るとともに、事業の実
施に当たっては、中間
評価によるステージゲ
ートを設け、事業の加
速・中止・統合等を柔
軟に行う OODA ループ
の構築によるアジャイ
ルな研究開発への転
換、加えて、研究開発
事業への参加主体のモ
ティベーションを向上
させるための成果報
酬、多様なアイデアの
集約という観点から、
ＮＥＤＯの今後の研究
開発の在り方を検討し
ていくべきである。 

 
 
省エネルギー・環境分野 
Ａ 

 
＜評定に至った根拠＞ 
 
○基幹目標の達成状況 
・ナショナルプロジェク
トの事業終了後 5 年経
過時点での実用化達成
率は、30 年度から令
和 3 年度の各年度にお
いて、目標値を大幅に
上回る実績があがって
いる。 

・ナショナルプロジェク
トの事後評価における
実用化の見通しは、平
成 30年度から令和3年
度の各年度において、
目標値を大幅に上回る
実績があがっている。 

・非連続ナショナルプロ
ジェクトにつながる先
導研究のテーマは、平
成 30年度から令和3年
度の各年度において、
目標値を大幅に上回る
実績があがっている。 

・技術インテリジェンス
機能に係る評価は、平
成 30年度から令和3年
度の各年度において、
目標値を大幅に上回る
実績があがっている。 

 
○基幹目標以外の指標の
達成状況 

・ナショナルプロジェク
トの事後評価における
マネジメント及び成果
は、平成 30 年度から
令和 3 年度の各年度に
おいて、目標値を大幅
に上回る実績があがっ
ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

省エネルギー・環境分野    

Ａ 

 

＜評定に至った根拠＞ 

○所期の目標を上回る水

準の成果が得られてお

り、研究開発マネジメ

ント上の工夫・取組に

より、業務の質的にも

顕著な成果があったと

判断し、Ａ評定とし

た。 

 

＜今後の課題＞ 

・ＮＥＤＯが行う省エネ

ルギー・環境分野にお

ける研究開発等の取組

は、徹底した省エネル

ギー社会の実現、CO2

の排出削減による地球

環境問題に対応するた

めに不可欠なものであ

る。このため、上述の

エネルギーシステム分

野での今後の取組と同

様に、今後の研究開発

の在り方を検討してい

くべきである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【重要度：高】【優先度：
高】 
 研究開発プロジェクト
の実施にかかる成果を測
る指標として、実用化に
繋がった率をもって評価
することが最も適切と考
えられるため、当該率を
もって評価を行うものと
する。ナショナルプロジ
ェクトは、民間企業等の
みでは取り組むことが困
難な、実用化・事業化ま
でに中長期の期間を要
し、かつリスクの高い技
術開発であるが、一方で
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NEDO の技術開発マネジメ
ントによって早期に実用
化し社会に実装されるこ
とも求められる。このた
め、社会実装へ向けた進
捗状況を示す本目標の重
要度は高いものであり、
かつ、平成 27 年 3 月に第
3 期中長期目標を変更
し、技術シーズの迅速な
事業化を促すため、PM へ
の大幅な権限付与等によ
るプロジェクトマネジメ
ントの強化を実施してお
り、この強化した内容を
含む NEDO の技術開発マネ
ジメントによる業務成果
を直接測るものでもある
ため、指標としての優先
度も高いものである。 
【難易度：高】 
 技術開発マネジメント
の機能強化を図る等 NEDO
の業務執行努力によっ
て、実用化達成率が高ま
るものと考えられるが、
一方で研究開発は常に不
確実性を有することに加
え、平成 27 年度以降長期
的な技術戦略に基づいて
ナショナルプロジェクト
が組成される仕組みが導
入され、プロジェクトの
難易度が上がっているた
め、難易度は高とする。 

・国際標準化の提案を行
ったプロジェクトの比
率は、平成 30 年度か
ら令和 3 年度の各年度
において、目標値を大
幅に上回る実績があが
っている。 

・新規採択に占める中
堅・中小企業等割合
は、平成 30 年度から
令和 3 年度の各年度に
おいて、目標値を大幅
に上回る実績があがっ
ている。 

・若手研究者等のプロジ
ェクト参加者数は、平
成 30年度から令和3年
度の各年度において、
目標値を大幅に上回る
実績があがっている。 

 
○次に、研究開発等にお
いても、顕著な成果が
認められる。 
①「カーボンリサイク
ル・次世代火力発電
等技術開発 CO2 有効
利用技術開発」で
は、世界最高クラス
の送電端効率 58％
HHV 達成の見通しを
得るとともに、今後
の大風量化等に向け
た要素技術開発も進
め、シミュレーショ
ン技術、計測技術等
を高度化した。今後
は、商用気導入を早
期に拡大するための
取組として、中長期
の火力発電技術の全
体プロセスの最適
化・効率化を図る。
これにより、 2030
年頃にＬＮＧ火力に
おいては、将来のガ
スタービン燃料電池
複合発電（ＧＴＦ
Ｃ）商用気として相
談痰効率６３％（高
位発熱量基準）を達
成し、さらには、Ｉ
ＧＦＣ商用機へと繋
げることで、石炭火
力として送電端効率
５５％（高位発熱量
基準）を達成するこ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

（２）技術開発マネジメ
ントの機能強化 
 ＮＥＤＯが行う技術開
発マネジメントについて
は、事業終了段階での事
後評価結果により評価を
行うものとし、以下の数
値目標を掲げ、その目標
の達成状況を公表するも
のとする。 

（２）技術開発マネジメ
ントの機能強化 
機構が行う技術開発マ

ネジメントについては、
事業終了段階での事後評
価結果により評価を行う
ものとし、以下の数値目
標を掲げ、その目標の達
成状況を公表するものと
する。 

 （２）技術開発マネジメントの機能強
化 
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○数値目標１.‐２ 
【目標】 
 第 3 期中長期目標期間
では、ＮＥＤＯが行った
技術開発マネジメントを
評価するため、ナショナ
ルプロジェクト終了後に
実施する外部評価委員会
による事後評価全体の結
果について、４段階評点
が最上位又は上位の区分
の評価を得る比率を６
０％以上とすることを目
標としていたが、第 4 期
は、マネジメント結果を
直接的に測定できる「研
究開発マネジメント」及
び「研究開発成果」の評
価項目に特化することと
し、同評価項目の４段階
評点が最上位又は上位の
区分の評価を得る比率に
ついて、第４期中長期目
標期間全体で該当する評
価単位のそれぞれにおい
て、いずれも７０％以上
（平成 28 年度までに事後
評価を完了したナショナ
ルプロジェクト 358 件の
実績値は６８％）とする
ことを目標とし、その達
成状況を評価する。 

○数値目標１.‐２ 
【目標】 
 第３期中長期目標期間
では、機構が行った技術
開発マネジメントを評価
するため、ナショナルプ
ロジェクト終了後に実施
する外部評価委員会によ
る事後評価全体の結果に
ついて、４段階評点が最
上位又は上位の区分の評
価を得る比率を６０％以
上とすることを目標とし
ていたが、第４期は、マ
ネジメント結果を直接的
に測定できる「研究開発
マネジメント」及び「研
究開発成果」の評価項目
に特化することとし、同
評価項目の４段階評点が
最上位又は上位の区分の
評価を得る比率につい
て、第４期中長期目標期
間全体で該当する評価単
位のそれぞれにおいて、
いずれも７０％以上（平
成２８年度までに事後評
価を完了したナショナル
プロジェクト３５８件の
実績値は６８％）とする
ことを目標とし、その達
成状況を評価する。 

【評価軸】 
○適切な技術開発
マネジメントを行
っているか。 
 
【関連する評価指
標】 
○事業終了後に実
施する外部評価委
員会による事後評
価における「マネ
ジメント」及び
「成果」の評点
（評価指標） 

○数値目標１.‐２ 
・事業終了後に実施する外部評価委員
会による事後評価おいて、「研究開
発マネジメント」及び「研究開発成
果」の評価項目の 4 段階評点が最上
位又は上位の区分の評価を得た比率
について、2018 年度から 2022 年度
までの実績は以下のとおり。 

 
［エネルギーシステム分野］ 
2018年度：50.0％ 
（1プロジェクト／2プロジェクト） 
2019年度：85.7％ 
（6プロジェクト／7プロジェクト） 
2020年度：100％ 
（4プロジェクト／4プロジェクト） 
2021年度：100％ 
（3プロジェクト／3プロジェクト） 
2022年度：100％ 
（3プロジェクト／3プロジェクト） 

 
［省エネルギー・環境分野］ 
2018年度：該当なし 
2019年度：該当なし 
2020年度：100％ 
（1プロジェクト／1プロジェクト） 
2021年度：100％ 
（4プロジェクト／4プロジェクト） 
2022年度：100％ 
（5プロジェクト／5プロジェクト） 

 
［産業技術分野］ 
2018年度：50.0％ 
（1プロジェクト／2プロジェクト） 
2019年度：75.0％ 
（3プロジェクト／4プロジェクト） 
2020年度：100％ 
（6プロジェクト／6プロジェクト） 
2021年度：100％ 
（2プロジェクト／2プロジェクト） 
2022年度：100％ 
（8プロジェクト／8プロジェクト） 

【評価の根拠】 
・「マネジメント」及び「成果」 （数値目標１．-２）につ
いては、全てのセグメントで目標値を上回って達成した
（達成度は 120％以上）。 

 

とが期待される。 
②「未利用熱エネルギー
の革新的活用技術研究
開発」では、従来比 2
倍の未利用熱回収性能
の冷凍機を実用化し、
2019 年度以降ドイツ
等で導入。熱利用量の
多い 15 業種を対象に
未利用熱の排出・活用
状況に関するアンケー
ト を 実 施 し 、 全 国
1,273 事業所の回答か
ら得られた分析結果を
報告書として公表し
た。今後は、欧米等の
競合国も積極的に取り
組んでいることから、
研究開発のみならず評
価方法の標準化や規格
化のための調査を同時
並行的に実施する。こ
れにより、未利用熱を
有効活用できるシステ
ムを確立し、産業分
野、運輸分野、民生分
野における社会実装を
実現し、更なる省エネ
化を進めることが期待
される。 

 
以上のことから、「研究
開発成果の最大化」に
向けて顕著な成果の創
出や将来的な成果の創
出の期待等が認められ
るため、Ａ評定とし
た。 

 
＜今後の課題＞ 
・ＮＥＤＯが行う省エネ
ルギー・環境分野にお
ける研究開発等の取組
は、徹底した省エネル
ギー社会の実現、CO2
の排出削減による地球
環境問題に対応するた
めに不可欠なものであ
る。このため、上述の
エネルギーシステム分
野での今後の取組と同
様に、今後の研究開発
の在り方を検討してい
くべきである。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）技術戦略に基づい
たチャレンジングな研究
開発の推進 

国費を原資とするナシ
ョナルプロジェクトでは
基本的に成功率を高める
取組が求められるところ
であるが、成功率だけを
目標にするとリスクが高
い研究開発が実施されに
くい懸念が生じる。ＮＥ
ＤＯが今後取り組むべき
20 年、30 年先の市場を創
出する技術は、現在の類
似技術の延長線上の改
良・漸進的進展のみなら
ず、非連続な飛躍が必要
と考えられる。このた
め、現時点ではリスクが
高い研究開発テーマにも
果敢に挑戦することが求
められる。 

（３）技術戦略に基づい
たチャレンジングな研究
開発の推進 
国費を原資とするナシ

ョナルプロジェクトでは
基本的に成功率を高める
取組が求められるところ
であるが、成功率だけを
目標にするとリスクが高
い研究開発が実施されに
くい懸念が生じる。機構
が今後取り組むべき２０
年、３０年先の市場を創
出する技術は、現在の類
似技術の延長線上の改
良・漸進的進展のみなら
ず、非連続な飛躍が必要
と考えられる。このた
め、現時点ではリスクが
高い研究開発テーマにも
果敢に挑戦することが求
められる。 

 （３）技術戦略に基づいたチャレンジ
ングな研究開発の推進 
・技術開発リスクが極めて高い一方で
成功した場合の経済・社会に及ぼす
効果が極めて大きい非連続ナショナ
ルプロジェクトにつながる技術テー
マに積極的に取り組んでいくため、
「NEDO 先導研究プログラム」におい
て、非連続ナショナルプロジェクト
につながるテーマを積極的に設定し
た。 
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研究開発の企画・立案
段階でその研究開発目標
が達成できないリスクを
定量的に評価することは
困難であるが、技術開発
リスクが極めて高い一方
で成功した場合の経済・
社会に及ぼす効果が極め
て大きい非連続ナショナ
ルプロジェクトにつなが
る技術テーマに積極的に
取り組んでいくべきであ
り、その取組を促すため
の数値目標を以下のとお
りとする。 

 研究開発の企画・立案
段階でその研究開発目標
が達成できないリスクを
定量的に評価することは
困難であるが、技術開発
リスクが極めて高い一方
で成功した場合の経済・
社会に及ぼす効果が極め
て大きい非連続ナショナ
ルプロジェクトにつなが
る技術テーマに積極的に
取り組んでいくべきであ
り、その取組を促すため
の数値目標を以下のとお
りとする。 

産業技術分野 Ａ 
 
＜評定に至った根拠＞ 
 
○基幹目標の達成状況 
・ナショナルプロジェク
トの事業終了後 5 年経
過時点での実用化達成
率は、平成 30 年度か
ら令和 3 年度の各年度
において、目標値を大
幅に上回る実績があが
っている。 

・ナショナルプロジェク
トの事後評価における
実用化の見通しは、平
成 30年度から令和3年
度の各年度において、
目標値を大幅に上回る
実績があがっている。 

・非連続ナショナルプロ
ジェクトにつながる先
導研究のテーマは、平
成 30年度から令和3年
度の各年度において、
目標値を大幅に上回る
実績があがっている。 

・技術インテリジェンス 
機 能 に 係 る 評 価
は、平成 30 年度から
令和 3 年度の各年度に
おいて、目標値を大幅
に上回る実績があがっ
ている。 

 
○基幹目標以外の指標の
達成状況 

・ナショナルプロジェク
トの事後評価における
マネジメント及び成果
は、平成 30 年度から
令和 3 年度の各年度に
おいて、目標値を大幅
に上回る実績があがっ
ている。 

・国際標準化の提案を行
ったプロジェクトの比
率は、平成 30 年度か
ら令和 3 年度の各年度
において、目標値を大
幅に上回る実績があが
っている。 

・新規採択に占める中・
中小企業等割合は、平
成 30年度から令和3年
度の各年度において、
目標値を大幅に上回る
実績があがっている。 

・若手研究者等のプロジ 
ェ ク ト 参 加 者 数
は、平成 30 年度から
令和 3 年度の各年度に
おいて、目標値を大幅

産業技術分野 Ａ 

 

＜評定に至った根拠＞ 

○所期の目標を上回る水

準の成果が得られてお

り、研究開発マネジメ

ント上の工夫・取組に

より、業務の質的にも

顕著な成果があったと

判断し、Ａ評定とし

た。 

 

＜今後の課題＞ 

・ＮＥＤＯが行う産業技

術分野における研究開

発等の取組は、我が国

の産業技術力の強化の

ために不可欠なもので

ある。このため、上述

のエネルギーシステム

分野での今後の取組と

同様に、今後の研究開

発の在り方を検討して

いくべきである。  

加えて、特に量子・Ａ

Ｉ分野など、幅広い産

業に大きな影響を与え

得る先端技術に関する

情報や、研究開発・社

会実装の手法に関する

情報等を迅速かつ効率

的に収集・分析し、必

要な施策の企画等を行

うことも必要であるた

め、ＮＥＤＯにおける

「技術インテリジェン

ス機能」を高める取組

を実施すべきである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○数値目標１.‐３ 
【目標】「基幹目標」 
 ナショナルプロジェク
ト実施前に行う先導研究
において、外部審査委員
会において非連続ナショ
ナルプロジェクトにつな
がるものとして分類され
るテーマを第４期中長期
目標期間全体で該当する
評価単位のそれぞれにお
いて、いずれも全体の
40％以上とする目標を新
たに設ける。 
※数値目標を見直し、令
和４年度は 65％以上とす
ることを目標とする。 

○数値目標１.‐３ 
【目標】「基幹目標」 
 ナショナルプロジェク
ト実施前に行う先導研究
において、外部審査委員
会において非連続ナショ
ナルプロジェクトにつな
がるものとして分類され
るテーマを第４期中長期
目標期間全体で該当する
評価単位のそれぞれにお
いて、いずれも全体の４
０％以上とする目標を新
たに設ける。 
※経済産業省が定める第
４期中長期目標における
数値目標の見直しを踏ま
え、令和４年度は６５％
以上とすることを目標と
する。 

【評価軸】 
○ＮＥＤＯがチャ
レンジングな研究
開発に積極的に取
り組んでいるか 
 
【関連する評価指
標】 
○非連続ナショナ
ルプロジェクトに
つながるものとし
て分類される先導
研究テーマの設定
状況（評価指標） 

○数値目標１.‐３ 「基幹目標」 
【非連続ナショナルプロジェクトにつ
ながるものとして分類される先導研
究テーマの設定状況（評価指標）】 

・ナショナルプロジェクト実施前に行
う先導研究において、外部審査委員
会において非連続ナショナルプロジ
ェクトにつながるものとして分類さ
れるテーマの割合について、2018 年
度から 2022年度の実績は以下のとお
り。 

 
［エネルギーシステム分野］ 
75.0％（12 テーマ（非連続テーマ
数）／16テーマ（テーマ設定数）） 

 
［省エネルギー・環境分野］ 
83.3％（15 テーマ（非連続テーマ
数）／18テーマ（テーマ設定数）） 

 
［産業技術分野］ 
70.0％（28 テーマ（非連続テーマ
数）／40テーマ（テーマ設定数）） 

 
［新産業創出・シーズ発掘等分野］ 
56.7％（17 テーマ（非連続テーマ
数）／30テーマ（テーマ設定数）） 

 
※2018～2022年度までの合計 

【評価の根拠】 
・非連続ナショナルプロジェクトにつながるものとして分
類される先導研究テーマの設定状況は、全てのセグメン
トで目標値を上回って達成した。 

 

 

【重要度：高】【優先度：
高】 
 ＮＥＤＯが今後取り組
むべき 20年、30年先の市
場を創出する技術は、現
在の類似技術の延長線上
の改良・漸進的進展のみ
ならず、非連続な飛躍が
必要と考えられ、こうし
た技術の開発はリスクが
極めて高い一方、成功し
た場合の経済・社会に及
ぼす効果が大きいと考え
られるものである。上記
の目標設定により、従来
型の研究開発に加えて、
アイデアの斬新さと経
済・社会的インパクトを
重視した研究開発に挑戦
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することを促す仕掛けを
取り入れ、非連続なイノ
ベーションの創出を加速
するチャレンジングな研
究開発の推進に適した手
法の拡大に取り組むこと
は、重要度及び優先度が
いずれも高いものであ
る。 
【難易度：高】 
 非連続ナショナルプロ
ジェクトにつながるもの
として分類される先導研
究の創出は、類似技術の
発展・改良のための先導
研究に比して、大きな発
想の転換や独創性のある
技術の組み合わせなど、
従来の発想にはない高度
な提案が必要となるた
め、相当の困難性が認め
られるため、難易度は高
とする。 

に上回る実績があがっ
ている。 

 
○次に、研究開発等にお
いても、顕著な成果が
認められる。 

①日本経済再生本部にて
策定された「ロボット
新戦略」（ 2015 年 2
月）に基づき、ロボッ
トの社会実装と研究開
発を加速するため、経
済産業省とともに、
2021 年度、愛知県・
福島県において、ロボ
ッ ト の 国 際 大 会
「World Robot Summit 
2020（WRS2020）」を開
催した。日本発のルー
ルで開発競争を加速さ
せることを目的に、4
カテゴリー（ものづく
り、サービス、インフ
ラ・災害対応、ジュニ
ア）、全 9 種目の競技
会 「 World Robot 
Challenge 」（ Aichi 
Sky Expo, 2021/9／福
島 RTF, 2021/10）を開
催し、22 の国・地域
から 87 チームが参加
した。現地の医療関係
者（感染症対策専門
医）と連携の上、独自
の感染症対策のガイド
ラインを策定し、抗原
検査を実施するなどク
ラスター発生等を未然
に防いだ。感染症対策
ガイドラインは愛知
県、福島県にも展開
し、競技会等の感染症
対策の基準となった。 

②「人工知能技術適用に
よるスマート社会の実
現」では、岡山県警察
本部の協力の下、岡山
市内の交差点で AI に
よる渋滞予測を活用し
て信号を制御する実証
実験に国内で初めて成
功した。さらに AI を
活用した自律・分散交
通信号機による実道路
における実証実験を静
岡県にて 2022 年 3 月
に開始した。今後は、
プロジェクト実施者が
「空間の移動」、「生産
性」、「健康、医療・介
護」の３分野において
データ等を水平展開す
る。これにより、人工
知能関連産業の新規市

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）国際標準化等を通
じた研究開発成果の事業
化支援 

研究開発成果を速やか
に社会実装につなげると
ともに、研究開発成果を
取り入れた製品等の国際
的な競争力を確保するた
め、ナショナルプロジェ
クトの企画段階におい
て、当該分野の技術や関
連する規制・標準の動向
を把握し、ナショナルプ
ロジェクトの「基本計
画」に、研究開発と標準
化戦略及び知的財産マネ
ジメントを一体的に推進
する体制を記載するもの
とする。また、標準化の
中でも先端技術の国際標
準化が国際的な競争力を
確保するために重要であ
ることから、その取組を
促すための数値目標を以
下のとおりとする。 
 なお、ナショナルプロ
ジェクト以外の事業につ
いてもナショナルプロジ
ェクトに準じて研究開発
成果の事業化支援に取り
組むものとする。 

（４）国際標準化等を通
じた研究開発成果の事業
化支援 
研究開発成果を速やか

に社会実装につなげると
ともに、研究開発成果を
取り入れた製品等の国際
的な競争力を確保するた
め、ナショナルプロジェ
クトの企画段階におい
て、当該分野の技術や関
連する規制・標準の動向
を把握し、ナショナルプ
ロジェクトの「基本計
画」に、研究開発と標準
化戦略及び知的財産マネ
ジメントを一体的に推進
する体制を記載するもの
とする。また、標準化の
中でも先端技術の国際標
準化が国際的な競争力を
確保するために重要であ
ることから、その取組を
促すための数値目標を以
下のとおりとする。 
 なお、ナショナルプロ
ジェクト以外の事業につ
いてもナショナルプロジ
ェクトに準じて研究開発
成果の事業化支援に取り
組むものとする。 

 （４）国際標準化等を通じた研究開発
成果の事業化支援 
・研究開発成果を速やかに社会実装に
つなげるとともに、研究開発成果を
取り入れた製品等の国際的な競争力
を確保するため、ナショナルプロジ
ェクトの企画段階における技術戦略
策定段階おいて、当該分野の技術や
関連する規制・標準の動向を把握す
るものとした。また、ナショナルプ
ロジェクトの「基本計画」に、研究
開発と標準化戦略及び知的財産マネ
ジメントを一体的に推進する体制を
記載するものとした。具体的には、
プロジェクトの特性に応じて、「基
本計画」に標準化及び知的財産に関
する方針等を記載するものとした。 

・併せて、従前の NEDOにおける標準化
に関する活動を概観・整理し、出口
戦略として意義のある標準化の検討
や標準化に係る具体的な取組の促進
のため、技術戦略策定段階、プロジ
ェクト推進段階及びフォローアップ
段階の各段階における標準化の検
討・実施のための体制を強化し、
2020 年度より本格運用を開始した。
特に、技術戦略策定段階等におい
て、各技術分野の実情に応じた標準
化を行うため、標準専門家等との議
論を必要に応じて実施するものとし
た。また、フォローアップ段階にお
ける体制強化として、2020 年度に
NEDO ホームページに標準化相談窓口
を開設した。さらに、事業者フォロ
ーアップの更なる充実として、2020
年度に経済産業省の「標準化活用支
援パートナーシップ制度」へパート
ナー機関として加盟し、同制度に基
づき（一財）日本規格協会の標準化
アドバイザーによる標準化の戦略的
活用に関する情報提供・助言等が１

【評価の根拠】 
・主な業務実績等に記載のとおり、プロジェクトの特性に
応じた活動に係る整理・検討を行うことで、機構全体に
おける標準化に係る取組の更なる強化を実現した。 

・個別の具体的取組の強化を図り、標準化提案に係る着実
な活動が実施できている。 
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事業者になされた。 
・また、標準化の中でも先端技術の戦
略的な国際標準化は国際的な競争力
を確保するために重要であるため、
それを促す取組として、NEDO プロジ
ェクトの実施者が技術開発成果の社
会実装として国際標準化活動を効果
的に行うための「標準化マネジメン
トガイドライン」を 2018年度に公表
し、標準化に対する関係者の意識向
上を図った。加えて、2022 年度に
は、NEDO プロジェクトにおける標準
の戦略的活用の検討手法に力点を置
いて同ガイドラインの改定を行い、
内容を充実させるとともに、理解を
深めるための研修を実施した。 

・さらに、プロジェクト関係者の標準
に対する意識向上のため、標準化に
関する研修を充実させ、人材育成を
図った。 

場に先行者として参入
することで、2030 年
時点における物流、運
輸、介護・健康・福祉
等の分野の人工知能関
連産業の新規市場約
38 兆 7000 億円の獲得
をめざすことに貢献す
ることが期待される。 

・「高効率・高速処理を
可能とする AI チッ
プ・次世代コンピュー
ティングの技術開発」
では、AIエッジ LSIを
試作・評価。AI 認識
処理と画像処理それぞ
れで、GPU と比較して
10 倍以上の電力効率
を達成した。さらに、
汎用 CPU と比較して、
SLAM 処理時間が 1/20
の処理時間の短縮を達
成した。今後は、プロ
ジェクト実施中におい
ても社会ニーズを適切
に捉えた実施内容とな
っていることを定期的
に精査することによっ
て、社会実装に繋げて
いく。これにより、Ａ
Ｉ関連ハードウェア世
界市場において、研究
開発成果の一部が市場
に出る 2032年に約 9，
300 億円、さらに成果
の 普 及 が 加 速 す る
2037年に約 1.9兆円の
市場を獲得することに
貢献することが期待さ
れる。 

③「革新的新構造材料等
研究開発」では、革新
的材料、接合技術の有
効性や構造最適化も含
めた手法による設計を
行い、車体構造の最適
化を図った。難燃性マ
グネシウム材と接着・
接合技術を新幹線車両
の部分構体や ALFA-X
客室床板に適用して信
頼性を確認した。8 つ
の研究拠点とこれらを
結ぶマルチマテリアル
連携研究ハブを含む体
制を構築した。今後
は、引き続いて社会ニ
ーズにあった研究開発

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○数値目標１‐４ 
【目標】 
 研究開発成果の社会実
装及び国際的な競争力確
保への取組を評価するた
め、新たに国際標準化に
係る指標を設定する。具
体的には、ナショナルプ
ロジェクトにおける国際
標準化に係る取組を含ん
だ基本計画のうち、ＩＳ
Ｏ、ＩＥＣ、フォーラム
規格等国際標準化の提案
を行ったプロジェクトの
比率を該当する評価単位
のそれぞれにおいて、い
ずれも第４期中長期目標
期間中全体で１５％以上
（第 3 期中長期目標期間
中における実績は１２．
９％）とすることを目標
とする。なお、国内外の
関係機関との連携が必須
となる国際標準化活動に
おいて、提案をリードす
ることは、相当の困難性
があるものである。 

○数値目標１‐４ 
【目標】 
 研究開発成果の社会実
装及び国際的な競争力確
保への取組を評価するた
め、新たに国際標準化に
係る指標を設定する。具
体的には、ナショナルプ
ロジェクトにおける国際
標準化に係る取組を含ん
だ基本計画のうち、ＩＳ
Ｏ、ＩＥＣ、フォーラム
規格等国際標準化の提案
を行ったプロジェクトの
比率を該当する評価単位
のそれぞれにおいて、い
ずれも第４期中長期目標
期間中全体で１５％以上
（第３期中長期目標期間
中における実績は１２．
９％）とすることを目標
とする。なお、国内外の
関係機関との連携が必須
となる国際標準化活動に
おいて、提案をリードす
ることは、相当の困難性
があるものである。 

【評価軸】 
○国際標準化に取
り組んでいるか。 
 
【関連する評価指
標】 
○国際標準化提案
を行ったプロジェ
クトの割合（評価
指標） 

○数値目標１.‐４ 
【国際標準化提案を行ったプロジェク
トの割合（評価指標）】 

・ナショナルプロジェクトにおける国
際標準化に係る取組を含んだ基本計
画のうち、ISO、IEC、フォーラム規
格等国際標準化の提案を行ったプロ
ジェクトの比率については以下のと
おり。 

 
【エネルギーシステム分野】 
22.2％（2件（提案実績）／9件（標
準化提案を行う基本計画数）） 

 
【省エネルギー・環境分野】 
33.3％（1件（提案実績）／3件（標
準化提案を行う基本計画数）） 

 
【産業技術分野】 
43.8％（7 件（提案実績）／16 件
（標準化提案を行う基本計画数）） 

【評価の根拠】 
・国際標準化提案を行ったプロジェクトの割合は、全ての
セグメントで目標値を上回って達成した。 

 

（５）上記の数値目標を
達成するための技術開発
マネジメントの実施 
上記の（１）から（４）
の数値目標を達成するた
め、以下のとおり、政策
当局と密接に連携しつ
つ、産業技術政策などの
実施機関として適切に技
術開発マネジメントに取
り組むものとする。 

（５）上記の数値目標を
達成するための技術開発
マネジメントの実施 
 上記の（１）から（４）
の数値目標を達成するた
め、以下のとおり、政策
当局と密接に連携しつ
つ、産業技術政策などの
実施機関として適切に技
術開発マネジメントに取
り組むものとする。 

 （５）上記の数値目標を達成するため
の技術開発マネジメントの実施 
・上記の（１）から（４）の数値目標
を達成するため、以下のとおり、政
策当局と密接に連携しつつ、産業技
術政策などの実施機関として適切に
技術開発マネジメントに取り組ん
だ。 
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①ナショナルプロジェク
トの実施 
ⅰ）企画（Plan）・実施
(Do)段階 
 企画段階においては、
内閣府の戦略的イノベー
ション創造プログラム
（ＳＩＰ）等ＮＥＤＯ以
外の公的機関が戦略を策
定し推進するものを除
き、ＴＳＣが策定する技
術戦略及びプロジェクト
構想に基づき企画立案す
ることを基本とする。プ
ロジェクト構想が策定さ
れた段階でＰＭを選定
し、そのＰＭが主体とな
って、基本計画の策定、
実施体制の構築を行うも
のとする。なお、ＰＭの
選定にあたっては、産業
界、大学等、ＮＥＤＯ内
外からの登用を含め、当
該プロジェクトの技術開
発マネジメントに最適な
技術開発マネジメント体
制を構築する。基本計画
には事業終了時や中間時
点での達成目標を定量的
かつ明確に示すととも
に、市場創出効果、雇用
創造効果、広範な産業へ
の波及効果、中長期視点
からの我が国産業競争力
強化への貢献、内外のエ
ネルギー・環境問題等の
社会的課題の解決への貢
献、費用対効果等の観点
から事前評価を行うもの
とする。 
 実施段階においては、
プロジェクト期間を複数
のステージに分割し、必
要な実施体制の見直し等
を柔軟に図る「ステージ
ゲート方式」を必要に応
じて活用するものとす
る。また、挑戦的なテー
マに対しベンチャー企業
等から広く技術やアイデ
アを募集する観点から、
書面審査だけではなく提
案者によるデモンストレ
ーション等によるコンテ
ストを設け、その成績に
応じて助成金の交付等を
行う「アワード方式」に
ついても特性に応じて活
用することができるもの
とする。 

①ナショナルプロジェク
トの実施 
ⅰ）企画（Plan）・実施
(Do)段階 
企画段階においては、

助成により実施するもの
及び内閣府の戦略的イノ
ベーション創造プログラ
ム（ＳＩＰ）等機構以外
の公的機関が戦略を策定
し推進するもの等を除
き、ＴＳＣが策定する技
術戦略及びプロジェクト
構想に基づき企画立案す
ることとする。プロジェ
クト構想が策定された段
階でＰＭを選定し、その
ＰＭが主体となって、基
本計画の策定、実施体制
の構築を行うものとす
る。なお、ＰＭの選定に
あたっては、産業界、大
学等、機構内外からの登
用を含め、当該プロジェ
クトの技術開発マネジメ
ントに最適な技術開発マ
ネジメント体制を構築す
る。基本計画には事業終
了時や中間時点での達成
目標を定量的かつ明確に
示すとともに、市場創出
効果、雇用創造効果、広
範な産業への波及効果、
中長期視点からの我が国
産業競争力強化への貢
献、内外のエネルギー・
環境問題等の社会的課題
の解決への貢献、費用対
効果等の観点から事前評
価を行うものとする。 
 基本計画策定後、円滑
かつ迅速な事業実施、推
進を図るため、極力多く
の事業について、政府予
算の成立を条件として、
実施年度の前年度の３月
までに公募を開始する。
公募は、ホームページ等
のメディアの最大限の活
用等により採択基準を公
表しつつ実施する。ま
た、公募に際しては、機
構のホームページ上に、
公募開始の１ヶ月前（緊
急的に必要なものであっ
て事前の周知が不可能な
ものを除く。）には公募に
係る事前の周知を行う。
さらに、十分な審査期間
と体制構築に必要な期間
を適切に確保することを
最大限留意することを前
提に、応募総数が多い場
合等、特段の事情がある

 ①ナショナルプロジェクトの実施 
ⅰ）企画（Plan）・実施(Do)段階 
・企画段階においては、助成により実
施するもの及び内閣府の戦略的イノ
ベーション創造プログラム（SIP）
等機構以外の公的機関が戦略を策定
し推進するもの等を除き、NEDO 技術
戦略研究センター（以下「TSC」と
いう。）が策定する技術戦略及びプ
ロジェクト構想に基づき企画立案を
実施した。プロジェクト構想が策定
された段階でプロジェクトマネージ
ャー（以下「PMgr」という。）を選
定し、その PMgrが主体となって、基
本計画の策定、実施体制の構築を実
施した。 

・なお、PMgr の選定にあたっては、産
業界、大学等、機構内外からの登用
を含め、当該プロジェクトの技術開
発マネジメントに最適な技術開発マ
ネジメント体制を構築するととも
に、マネジメント体制に応じたＰＭ
の在り方についても検討した。令和
3 年度からは、プロジェクトの難度
や特性に応じて適切な PMgrを指名す
るため、PM 選定レビュープロセスを
導入した。基本計画には事業終了時
や中間時点での達成目標を定量的か
つ明確に示すとともに、市場創出効
果、雇用創造効果、広範な産業への
波及効果、中長期視点からの我が国
産業競争力強化への貢献、内外のエ
ネルギー・環境問題等の社会的課題
の解決への貢献、費用対効果等の観
点から事前評価を実施した。 

・基本計画策定後、円滑かつ迅速な事
業実施、推進を図るため、多くの事
業について、実施年度の前年度の３
月までに公募を開始した。公募は、
ホームページ等のメディアの最大限
の活用等により採択基準を公表しつ
つ実施した。また、公募に際して
は、機構のホームページ上に、公募
開始の 1 ヶ月前（緊急的に必要なも
のであって事前の周知が不可能なも
のを除く。）には公募に係る事前の
周知を実施した。 

・さらに、十分な審査期間と体制構築
に必要な期間を適切に確保すること
を最大限留意することを前提に、応
募総数が多い場合等、特段の事情が
ある場合を除き、公募から事業開始
までの期間を事業毎に設定し、事務
の合理化・迅速化を図った。また、
事業毎に公募から採択決定までの期
間を公募要領に明記し、公募を実施
した。決定した実施体制の公表や実
施体制に含まれなかった者に対する
理由の通知を行う等、実施体制の決
定過程の透明性を確保した。 

・実施段階においては、プロジェクト
期間を複数のステージに分割し、必
要な実施体制の見直し等を柔軟に図
る「ステージゲート方式」を必要に

【評価の根拠】 
・「主な業務実績等」において言及された PMgr について
は、プロジェクトマネジメントを行う職員の経験・技能
を多段階で評価し、マネジメントの高度化及び適切な配
置を促進する仕組みとして、プロジェクトマネジメント
レベル認定制度を創設し、運用を開始。NEDO 職員のプロ
ジェクトマネジメント能力の更なる高度化を図るととも
に、プロジェクトのマネジメントの難易度に応じた最適
な人材配置・獲得の仕組みを実現。 

・「サプライチェーンの迅速・柔軟な組換えに資する衛星を
活用した状況把握システムの開発・実証」では、成果に
応じて助成金の交付を行う「アワード方式」を採用し、
成果に応じて懸賞金の交付を行う取組を実施。 

を推進し、確実な実用
化へと繋げていく。こ
れにより、現在使用さ
れている輸送機器の原
材料を革新的新構造材
料に置き換えることで
軽量化を図り、 2030
年のおいて、373.8 万
トンの CO2 削減及び
1.2 兆円の売り上げが
期待される。 

 
以上のことから、「研究
開発成果の最大化」に
向けて顕著な成果の創
出や将来的な成果の創
出の期待等が認められ
るため、Ａ評定とし
た。 

 
＜今後の課題＞ 
・ＮＥＤＯが行う産業技
術分野における研究開
発等の取組は、我が国
の産業技術力の強化の
ために不可欠なもので
ある。このため、上述
のエネルギーシステム
分野での今後の取組と
同様に、今後の研究開
発の在り方を検討して
いくべきである。 
加えて、特に量子・Ａ
Ｉ分野など、幅広い産
業に大きな影響を与え
得る先端技術に関する
情報や、研究開発・社
会実装の手法に関する
情報等を迅速かつ効率
的に収集・分析し、必
要な施策の企画等を行
うことも必要であるた
め、ＮＥＤＯにおける
「技術インテリジェン
ス機能」を高める取組
を実施すべきである。 

 
 
新産業創出・シーズ発掘
等分野 Ａ 

 
＜評定に至った根拠＞ 
 
○基幹目標の達成状況 
・非連続ナショナルプロ
ジェクトにつながる先
導研究のテーマは、平
成 30年度から令和3年
度の各年度において、
目標値を大幅に上回る
実績があがっている。 

・研究開発型ベンチャー
が民間ベンチャーキャ
ピタル等から得た外部

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新産業創出・シーズ発掘

等分野 Ａ 

 

＜評定に至った根拠＞ 

 

○所期の目標を上回る水

準の成果が得られてお

り、研究開発型スター

トアップ支援のための

マネジメント上の工

夫・取組により業務の

質的にも顕著な成果が

あったと判断し、Ａ評

定とした。 
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場合を除き、公募から事
業開始までの期間を事業
毎に設定し、事務の合理
化・迅速化を図ることと
する。また、事業毎に公
募から採択決定までの期
間を公募要領に明記し公
募を行う。決定した実施
体制の公表や実施体制に
含まれなかった者に対す
る理由の通知を行う等、
実施体制の決定過程の透
明性を確保することとす
る。 
実施段階においては、

プロジェクト期間を複数
のステージに分割し、必
要な実施体制の見直し等
を柔軟に図る「ステージ
ゲート方式」を必要に応
じて活用するものとす
る。また、挑戦的なテー
マに対しベンチャー企業
等から広く技術やアイデ
アを募集する観点から、
書面審査だけではなく提
案者によるデモンストレ
ーション等によるコンテ
ストを設け、その成績に
応じて助成金の交付等を
行う「アワード方式」に
ついても特性に応じて活
用することができるもの
とする。 

応じて活用した。研究開発ナショナ
ルプロジェクトのうち、例えば、
「IoT 社会実現のための革新的セン
シング技術開発」や「炭素循環社会
に貢献するセルロースナノファイバ
ー関連技術開発」等の基本計画にお
いて、ステージゲート方式を行い研
究開発テーマ継続是非を決定する旨
を記載した。また、挑戦的なテーマ
に対しベンチャー企業等から広く技
術やアイデアを募集する観点から、
「次世代人工知能・ロボット中核技
術開発／次世代人工知能技術分野」
の公募において書面審査やプレゼン
テーションだけでなく実技によるコ
ンテスト方式の審査を実施し、その
成績に応じて委託費を決定した。
「サプライチェーンの迅速・柔軟な
組換えに資する衛星を活用した状況
把握システムの開発・実証」及び
「次世代人工知能・ロボットの中核
となるインテグレート技術開発」で
は、「アワード方式」を採用し、成
果に応じて懸賞金の交付を行う取組
を実施した。 

 

資金は、平成 30 年度
から令和 3 年度の各年
度において、目標値を
大幅に上回る実績があ
がっている。 

 
○基幹目標以外の指標の
達成状況 

・新規採択に占める中
堅・中小企業等割合
は、平成 30 年度から
令和 3 年度の各年度に
おいて、目標値を大幅
に上回る実績があがっ
ている。 

・若手研究者等のプロジ 
ェ ク ト 参 加 者 数
は、平成 30 年度から
令和 3 年度の各年度に
おいて、目標値を大幅
に上回る実績があがっ
ている。 

 
○次に、研究開発等にお
いても、顕著な成果が
認められる。 

①オープンイノベーショ
ン促進を継続して実施
し、研究開発型スター
トアップの育成に取り
組んだ結果、これまで
NEDO が支援した研究
開発型ベンチャーのう
ち、IPO（株式公開）
を果たしたのは 34 社
であり、上場した企業
について、2021 年度
末時点での時価総額は
1 兆円を達成した。②
「研究開発型スタート
アップ支援事業」で
は、技術シーズを基に
起業・事業化を目指す
研究開発型スタートア
ップに対して研究開発
を支援するとともに、
NEDO 事業後の事業化
の加速を意識し、事業
化の専門家や VC、事
業会社等のスタートア
ップ・エコシステムを
構成する複数のプレイ
ヤーを巻き込んだ伴走
型の支援を実施した。
VC 等から 10 億円前後
の大型資金調達を実施
した事業者が複数あっ
た。これは、NEDO の
公的支援による民間資
金の呼び水効果として
評価できるものであ
る。 

③「NEDO 先導研究プロ
グラム」では、研究テ

 

＜今後の課題＞ 

・新産業創出・シーズ発

掘等分野において、Ｎ

ＥＤＯは、研究開発型

スタートアップへの支

援の取組を実施してき

ているが、新たなイノ

ベーションの担い手と

して期待されるスター

トアップに対しビジネ

スプラン構築から起

業、事業化まで一貫し

て支援していくこと

が、ますます重要であ

る。 

このため、研究開発型

スタートアップの育

成・支援の中核機関と

してＮＥＤＯが機能す

るよう今後の業務の在

り方を検討するべきで

ある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅱ）評価 (Check)及び反
映・実行（Action）段階 
評価段階においては、中

間評価及び事後評価の実
施、また、必要に応じて
追跡調査・評価を実施す
ることとし、産業界、学
術界等の外部の専門家・
有識者を活用し厳格に行
い、各評価結果について
は、技術情報等の流出等
の観点に配慮しつつ、可
能な範囲で公表するもの
とする。追跡調査・評価
では、これまでの機構の
研究開発成果が活用され
た製品・プロセス等につ
いて、それらが社会にも
たらした経済効果（アウ
トカム）を把握する既存
の取組を継続するととも
に、第４期中長期目標期
間の機構の技術開発マネ
ジメントで期待される研
究成果を予測し、その成
果を活用して実用化が期
待される製品等の売上げ
等の予測を行うことによ
って将来的な経済効果
（アウトカム）を推計す

ⅱ）評価 (Check)及び反
映・実行（Action）段階 
評価段階においては、中
間評価及び事後評価の実
施、また、必要に応じて
追跡調査・評価を実施す
ることとし、産業界、学
術界等の外部の専門家・
有識者を活用し厳格に行
い、各評価結果について
は、技術情報等の流出等
の観点に配慮しつつ、可
能な範囲で公表するもの
とする。追跡調査・評価
では、これまでの機構の
研究開発成果が活用され
た製品・プロセス等につ
いて、それらが社会にも
たらした経済効果（アウ
トカム）を把握する既存
の取組を継続するととも
に、第４期中長期目標期
間の機構の技術開発マネ
ジメントで期待される研
究成果を予測し、その成
果を活用して実用化が期
待される製品等の売上げ
等の予測を行うことによ
って将来的な経済効果
（アウトカム）を推計す

 ⅱ ） 評 価 (Check) 及 び 反 映 ・ 実 行
（Action）段階 
・個々の事業に係る中間評価、事後評
価及び追跡評価については、産業
界、学術界等の外部の専門家・有識
者を活用し厳格に実施した。 

・2020 年度以降は新型コロナウイルス
感染症拡大における制約の中、Web
会議システム、音響設備、ネットワ
ークの環境整備等を行い、オンライ
ン評価分科会を実施した。また、委
員に事業内容を十分にご理解いただ
き、評価者・被評価者の間で活発な
議論を促進するために、オンライン
評価分科会開催前に書面による事前
質疑も実施した。 

・さらに、現地調査会は感染症対策を
前提に、可能な範囲で実施した。 

・2018 年度から 2022 年度にかけてナ
ショナルプロジェクトについては、
外部の専門家・有識者による中間評
価を計 59 件、事後評価を計 55 件実
施した。これらの評価結果について
は、確定次第、可能な範囲で機構ホ
ームページ上において公表した。 

・中間評価が確定した後に、その結果
をプロジェクト運営に反映した。ま
た、事後評価が確定した後に、結果
を以後の機構のマネジメントの改善
に活用した。 

【評価の根拠】 
・2020 年度以降は新型コロナウイルス感染症拡大における
制約の中、Web会議システム、音響設備、ネットワークの
環境整備等を行い、オンライン評価分科会を実施した。 

・2018年度から 2022年度にかけてナショナルプロジェクト
については、外部の専門家・有識者による中間評価を計
59件、事後評価を計 55件実施した。これらの評価結果に
ついては、確定次第、可能な範囲で機構ホームページ上
において公表した。 

・追跡調査・評価では、これまで機構の研究開発成果が活
用された製品・プロセス等について、それらが社会にも
たらしたアウトカムの把握として、上市・製品化した主
要 122 製品に関する経済効果等の調査を実施した。また
2018 年度からは試算対象となる製品の精査及び新規製品
の探索を行うとともに、効果・便益に関する新たな表現
方法の検討を実施した。その取組については CSTI 評価専
門調査会（内閣府）が作成した好事例集に選出された。 
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る新たな取組を検討す
る。 
 なお、非連続ナショナ
ルプロジェクトについて
は、評価段階において、
実用化・事業化の見通し
に加え、獲得された知見
の他の技術や用途への波
及効果等の観点から多面
的に評価する。 
・実行段階においては、
各評価結果から得られた
技術開発マネジメントに
係る多くの知見、教訓、
良好事例等を蓄積するこ
とにより、マネジメント
機能全体の改善・強化に
反映させる。 

る新たな取組を検討す
る。 
 なお、非連続ナショナ
ルプロジェクトについて
は、評価段階において、
実用化・事業化の見通し
に加え、獲得された知見
の他の技術や用途への波
及効果等の観点から多面
的に評価する。 
また、反映・実行段階に
おいては、各評価結果か
ら得られた技術開発マネ
ジメントに係る多くの知
見、教訓、良好事例等を
蓄積することにより、マ
ネジメント機能全体の改
善・強化に反映させる。 

・中間評価、事後評価及び追跡評価の
各結果から得られた知見、教訓につ
いては、新規着任者およびプロジェ
クトマネジメント人材に対する意見
交換活動を通じて共有した。 

・追跡調査・評価では、これまで機構
の研究開発成果が活用された製品・
プロセス等について、それらが社会
にもたらしたアウトカムの把握とし
て、上市・製品化した主要 122 製品
に関する経済効果等の調査を実施し
た。また、2018 年度からは試算対象
となる製品の精査及び新規製品の探
索を行うとともに、効果・便益に関
する新たな表現方法の検討を実施し
た。これらの取組については CSTI評
価専門調査会（内閣府）が作成した
好事例集に選出した。また、新たな
指標に着目したアウトカム評価の手
法の検討を実施した。 

・追跡調査等で得られた知見、教訓、
良好事例のノウハウ等は、マネジメ
ント機能全体の改善・強化に反映さ
せるために推進部署への意見交換活
動を通じて還元した。 

・2018 年度から 2022 年度にかけて非
連続ナショナルプロジェクトの評価
項目・基準に基づき、中間評価及び
事後評価を実施した。 

・中間評価・事後評価結果から得られ
た技術開発マネジメントに係る多く
の知見、教訓、良好事例等を、マネ
ジメント機能全体の改善・強化に、
より速やかに反映させるべく、2021
年度に評価の実施とマネジメント機
能全体の検討を同じ部署で担えるよ
う組織変更を行うとともに、評価か
ら得られた知見等を、新規着任者を
含むプロジェクトマネジメントを担
う人材に共有を図りプロジェクトマ
ネジメントのさらなる高度化に向け
た取組を実施した。 

・第 4 期中長期目標期間の機構の技術
開発マネジメントで期待される研究
成果を予測し、その成果を活用して
実用化が期待される製品等の売上げ
等の予測を行うことによって将来的
な経済効果（アウトカム）を推計す
る新たな取組として、基本計画にお
けるアウトカム目標の考え方を整理
するための「アウトカム目標設定ガ
イドライン」を 2018年 5月に策定し
た。2019 年度には、技術開発・実証
に取り組むべき革新技術の評価の一
助とすべく作成した「持続可能な社
会の実現に向けた技術開発総合指
針」（以下、「総合指針」という）を
もとにアウトカムを算出するなどの
取組を「アウトカム目標設定のガイ
ドライン」に反映し、技術戦略策定
時のアウトカム試算に適用開始し
た。これにより研究開発の成果によ
って将来もたらされる具体的なアウ
トカムまでの道筋をより明確化して

ーマ毎の委員会等にお
いて、当該テーマに関
する助言をいただき、
国家プロジェクト化又
は実用化等を目指した
適切な指導を実施し
た。その結果、 2021
年 7 月までに終了した
先導研究のテーマ 187
件の中で、78 件もの
テーマが国家プロジェ
クト等に移行した。今
後は、技術シーズレベ
ルから大規模プロジェ
クトに移行したものか
ら研究成果があがり、
社会実装されること
で、研究開発成果が実
装された高性能製品の
売り上げによる経済波
及効果やエネルギーの
使用の合理化・CO2 排
出量の削減効果が期待
されるものである。 

 
以上のことから、「研究
開発成果の最大化」に
向けて顕著な成果の創
出や将来的な成果の創
出の期待等が認められ
るため、Ａ評定とし
た。 

 
＜今後の課題＞ 
・新産業創出・シーズ発
掘等分野において、Ｎ
ＥＤＯは、研究開発型
スタートアップへの支
援の取組を実施してき
ているが、新たなイノ
ベーションの担い手と
して期待されるスター
トアップに対しビジネ
スプラン構築から起
業、事業化まで一貫し
て支援していくこと
が、ますます重要であ
る。 

このため、研究開発型ス
タートアップの育成・
支援の中核機関として
ＮＥＤＯが機能するよ
う今後の業務の在り方
を検討するべきであ
る。 
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推計し、よりわかりやすいアウトカ
ムの説明に努めた。 

特定公募型研究開発業務 
Ｂ 

 
＜評定に至った根拠＞ 
 
○基幹目標の達成状況 
・グリーンイノベーショ
ン基金事業において、
プロジェクト実施に対
する NEDO の貢献度
は、令和３年度目標値
に 対 す る 達 成 度 が 
133％となっており目
標を大幅に上回ってい
る。 

 
○次に、研究開発等にお
いても、以下のとおり
各大規模事業について
着実に執行している。 

 
①「グリーンイノベーシ
ョン基金事業」では、
関係省庁の担当課室と
緊密に連携し、これま
で NEDO が蓄積してき
た知見やネットワーク
を活かして積極的に情
報提供や資料作成を行
い、担当課室の「研究
開発・社会実装計画」
作成を支援した。計画
作成を終える見込みの
19 件のプロジェクト
全てで公募開始予定で
あり、着実にプロジェ
クトを立ち上げてい
る。また、研究開発を
開始したプロジェクト
のモニタリング・評価
の取組も開始見込みで
ある。併せて、基金事
業の特設サイトを開設
して関連情報の一元化
を行うとともに、基金
事業のコンセプト動画
や特集記事の掲載、ダ
ッシュボード構築を行
うなど、積極的な広報
活動も実施した。 

②「ムーンショット型研
究開発事業」では、ム
ーンショット目標及び
経済産業省が策定した
研究開発構想を踏ま
え、13 件の研究開発
プロジェクト（温室効
果ガス、窒素化合物、
海洋プラスチック）を
開始した。 

③「ポスト 5G 情報通信
システム基盤強化研究
開発事業」では、ポス

特定公募型研究開発業務 

Ｂ 

 

＜評定に至った根拠＞ 

 

○基金事業における公

募・採択時の広報等に

ついて適切に業務が行

われていることが確認

できたため、Ｂ評定と

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅲ）国際標準化等を通じ
た研究開発成果の事業化
支援の具体的な取組内容 
・プロジェクト企画段階
の取組 
 国内外の市場を獲得す
るため、有望技術と社会
課題・市場課題と当該分
野の規制・標準等の動向
把握・分析を踏まえ、知
的財産権、標準化、性能
評価、環境影響評価、ロ
ードマップ・ガイドライ
ン、データベース策定、
産業人材育成、規制構築
のための実証等の社会実
装に必要となる要素を可
能な限り特定するものと
する。 
 産業構造審議会 産業技
術環境分科会 基準認証小
委員会の「今後の基準認
証の在り方 答申」（平成
29年 10月）を踏まえ、先
端分野や異業種横断分野
を中心に、技術開発成果
に関するＩＳＯ・ＩＥＣ
等の国際標準化を図るた
め、プロジェクト「基本
計画」において標準化に
係る取組を具体的に記載
してプロジェクトを実施
するものとする。その
際、技術戦略を踏まえた
社会実装への効果の高い
国際標準の獲得を目指す
ものとする。また、鉱工
業分野、エネルギー・環
境分野における標準化提
案・審議を実施する国内
外の標準関係団体との連
携強化を図るものとす
る。 
 知的財産マネジメント
については、プロジェク
トで創出された知的財産
には原則として日本版バ
イドール条項を適用し、
知的財産の受託者帰属を
通じて研究活動を活性化
し、その成果を事業活動
において効率的に活用で
きるようにするものとす
る。 
 また、プロジェクトの
目的を達成するために、
プロジェクト開始までに

ⅲ）国際標準化等を通じ
た研究開発成果の事業化
支援の具体的な取組内容 
・プロジェクト企画段階
の取組 
 国内外の市場を獲得す
るため、有望技術と社会
課題・市場課題と当該分
野の規制・標準等の動向
把握・分析を踏まえ、知
的財産権、標準化、性能
評価、環境影響評価、ロ
ードマップ・ガイドライ
ン、データベース策定、
産業人材育成、規制構築
のための実証等の社会実
装に必要となる要素を可
能な限り特定するものと
する。 
 産業構造審議会 産業技
術環境分科会 基準認証小
委員会の「今後の基準認
証の在り方 答申」（平成
２９年１０月）を踏ま
え、先端分野や異業種横
断分野を中心に、技術開
発成果に関するＩＳＯ・
ＩＥＣ等の国際標準化を
図るため、プロジェクト
「基本計画」において標
準化に係る取組を具体的
に記載してプロジェクト
を実施するものとする。
その際、技術戦略を踏ま
えた社会実装への効果の
高い国際標準の獲得を目
指すものとする。また、
鉱工業分野、エネルギ
ー・環境分野における標
準化提案・審議を実施す
る国内外の標準関係団体
との連携強化を図るもの
とする。 
 知的財産マネジメント
については、プロジェク
トで創出された委託事業
の知的財産には原則とし
て日本版バイドール条項
を適用し、知的財産の受
託者帰属を通じて研究活
動を活性化し、その成果
を事業活動において効率
的に活用できるようにす
るものとする。 
また、プロジェクトの

目的を達成するために、
プロジェクト開始までに

 ⅲ）国際標準化等を通じた研究開発成
果の事業化支援の具体的な取組内容 
・国内外の市場を獲得するため、有望
技術と社会課題・市場課題と当該分
野の規制・標準等の動向把握・分析
を踏まえ、知的財産権、標準化、性
能評価、環境影響評価、ロードマッ
プ・ガイドライン、データベース策
定、産業人材育成、規制構築のため
の実証等の社会実装に必要となる要
素を可能な限り特定するようにし
た。 

・産業構造審議会 産業技術環境分科会 
基準認証小委員会の「今後の基準認
証の在り方 答申」（平成 29 年 10
月）を踏まえ、先端分野や異業種横
断分野を中心に、技術開発成果に関
する ISO・IEC等の国際標準化を図る
ため、プロジェクト「基本計画」に
おいて標準化に係る取組を具体的に
記載してプロジェクトを実施した。
具体的には、プロジェクトの特性に
応じて、「基本計画」に標準化及び
知的財産に関する方針等を記載する
ものとした。その際、技術戦略を踏
まえた社会実装への効果の高い国際
標準の獲得を目指した。 

・併せて、従前の NEDOにおける標準化
に関する活動を概観・整理し、出口
戦略として意義のある標準化の検討
や標準化にかかる具体的な取組みの
促進のため、技術戦略策定段階等に
おける標準化の検討・実施のための
体制を強化し、2020 年度より本格運
用を開始した。特に、技術戦略策定
段階等において、各技術分野の実情
に応じた標準化を実施するため、必
要に応じて標準専門家等と議論を行
うようにした。加えて、NEDO プロジ
ェクトの実施者が技術開発成果の社
会実装として国際標準化活動を効果
的に行うための「標準化マネジメン
トガイドライン」を 2018年度に公表
し、2019 年度以降、標準化に対する
関係者の意識向上のために当ガイド
ラインの普及・周知をしつつ、2022
年度には、NEDO プロジェクトにおけ
る標準の戦略的活用の検討手法に力
点を置いて同ガイドラインの改定を
行い内容を充実させた。また、鉱工
業分野、エネルギー・環境分野にお
ける標準化提案・審議を実施する国
内外の標準関係団体との連携強化を
図っている。 

・さらに、プロジェクト関係者の標準
に対する意識向上のため、標準化に
関する研修を充実させ、人材育成を

【評価の根拠】 
・主な業務実績等に記載のとおり、プロジェクトの特性に
応じた活動に係る整理・検討を行うことで、機構全体に
おける標準化に係る取組の更なる強化を実現した。 

・従前の NEDO における標準化に関する活動を概観・整理
し、出口戦略として意義のある標準化の検討や標準化に
かかる具体的な取組みの促進のため、技術戦略策定段階
等における標準化の検討・実施のための体制を強化し、
2020年度より本格運用を開始した。 

・プロジェクトの目的を達成するために、プロジェクト開
始までにプロジェクト参加者間で知的財産合意書を策定
することや海外市場展開を勘案した出願を原則化した
「知財マネジメント基本方針」及びプロジェクトにおけ
るデータの取扱を定めた「データマネジメントに係る基
本方針」を全ての委託事業に適用した。 
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プロジェクト参加者間で
知的財産合意書を策定す
ることや海外市場展開を
勘案した出願を原則化し
た「知財マネジメント基
本方針」を全プロジェク
トに適用するものとす
る。 

プロジェクト参加者間で
知的財産合意書を策定す
ることや海外市場展開を
勘案した出願を原則化し
た「知財マネジメント基
本方針」を全ての委託事
業に適用するものとす
る。 

図った。 
・知的財産マネジメントについては、
プロジェクトで創出された委託事業
の知的財産には原則として日本版バ
イドール条項を適用し、知的財産の
受託者帰属を通じて研究活動を活性
化し、その成果を事業活動において
効率的に活用できるようにするもの
としている。ただし、研究開発の受
託者が国外企業等（日本以外の国の
企業、大学又は研究機関をいう。）
の場合には、当該受託者と NEDOの持
分の合計のうち 50％以上の持分は
NEDOに帰属するものとした。  

・また、知的財産マネジメントに関し
て、2019 年度には、「委託研究開発
における知的財産マネジメントに関
する運用ガイドライン」（経済産業
省）の改訂に伴い、研究成果に係る
知的財産権について国外企業等と
NEDOとの共有（持分の 50％以上は機
構に帰属）を原則とすることや親会
社又は子会社（これらの会社が国外
企業等である場合に限る。）への移
転等の場合には、NEDO に事前連絡の
上、NEDO の承認を得るものとするこ
とを加える等、「NEDO プロジェクト
における知的財産マネジメント基本
方針」の改訂を実施した。2020 年度
には、安全保障に関するライセン
ス・ポリシーの議論を受けた、同
「委託研究開発における知的財産マ
ネジメントに関する運用ガイドライ
ン」の改訂に伴い、バイドール条項
を適用した知的財産権について適切
なライセンスが行われるように周知
を実施した。2021 年度には、「ナシ
ョナルプロジェクトの知的財産戦略
事例集」（経済産業省）の作成に協
力すると共に、当該事例集の機構内
周知を進め、知的財産戦略の考え方
の浸透を図った。2022 年度には、オ
ープン・クローズ戦略に則り、研究
開発成果の秘匿化・権利化・公表等
の取扱いが適切に行われることを促
すことを目的として、当該成果の取
扱い方針並びに取扱い及びその判断
理由の報告を求めることとした「委
託研究開発における知的財産マネジ
メントに関する運用ガイドライン」
（経済産業省）の改訂に伴い、
「NEDO プロジェクトにおける知的財
産マネジメント基本方針」を改訂し
た他、昨年度に引き続き「ナショナ
ルプロジェクトの知的財産戦略事例
集」（経済産業省）の機構内周知を
進め、知的財産戦略の考え方の浸透
を図った。また、上記運用ガイドラ
インの調査（経済産業省）に協力し
た。 

・さらに、プロジェクトの目的を達成
するために、プロジェクト開始まで
にプロジェクト参加者間で知的財産
合意書を策定することや海外市場展

ト 5G の社会実装に向
けて公募を複数回行
い、約 60 テーマを本
格的に開始し、技術推
進委員会やステージゲ
ート審査など進捗管理
等を適切に実施した。 

④「先端半導体製造技術
つくば拠点 オープニ
ングシンポジウム」や
新産業技術促進検討会
シンポジウムを他機関
と共同開催し、さらに
は CEATEC 等の展示
会・学会で出展・講演
を行い、プロジェクト
を PRした。 

⑤「経済安全保障重要技
術育成プログラム事
業」では、令和 3 年度
補正予算において、経
済安全保障重要技術育
成基金に係る予算措置
が講じられたことに伴
い、経済安全保障事業
準備室を速やかに設置
し、当該事業実施のた
めの基金を造成した。
また、基金造成に伴い
関係規程を策定した。 

 
以上のとおり、「研究開
発成果の最大化」に向
けた着実な成果が認め
られるため、Ｂ評定と
した。 

 
 
特定半導体の生産施設整
備等の助成業務 Ｂ 

 
＜評定に至った根拠＞ 
 
5G 促進法/NEDO 法の改正
（2022年 3月施行）に
伴い、NEDO は新たな
業務として、特定半導
体の生産施設整備等の
助成業務を実施してお
り、令和 3 年度補正予
算の成立（2021 年 12
月）後、速やかに関係
規程の整備を進め、
2022年 3月中に基金造
成を完了した。 

 
以上、業務を着実に実施
したことが確認できた
ため、Ｂとした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特定半導体の生産施設整

備等の助成業務及び特定

重要物資の安定供給確保

支援業務 Ｂ 

 

＜評定に至った根拠＞ 

○特定半導体の生産施設

整備等の助成業務や特

定重要物資の安定供給

確保支援業務につい

て、着実な業務が実施

されたと判断できるこ

とから、Ｂ評定とし

た。 
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開を勘案した出願を原則化した「知
財マネジメント基本方針」及びプロ
ジェクトにおけるデータの取扱を定
めた「データマネジメントに係る基
本方針」を全ての委託事業に適用し
た。 

 

・プロジェクト終了後の
取組 
 ＮＥＤＯの研究開発成
果を事業活動において活
用しようとする者に対す
る出資（金銭の出資を除
く。）並びに人的及び技術
的支援を行うとともに、
株式会社ＩＮＣＪなど事
業化促進に資する機能を
有する外部機関と積極的
に連携することにより、
技術開発の成果の事業化
を促進するものとする。 

・プロジェクト終了後の
取組 
 機構の研究開発成果を
事業活動において活用し
ようとする者に対する出
資（金銭の出資を除く。）
並びに人的及び技術的支
援を行うとともに、株式
会社ＩＮＣＪなど事業化
促進に資する機能を有す
る外部機関と積極的に連
携することにより、技術
開発の成果の事業化を促
進するものとする。 

 ・中堅・中小・ベンチャー企業に対す
る事業化支援の一環として、金融機
関への仲立ちを行うことによる支援
を実施した。具体的には、株式会社
JIC や株式会社日本政策金融公庫
（JFC）等に対し、資金需要のある
NEDO 事業者の紹介を行うことで、出
資や融資の実行につなげ、ビジネス
展開を後押しした。2018 年度は 1 件
の紹介を実施した。2019 年度は 7 件
の紹介を実施し、1 件の資金獲得に
成功した。2020 年度は 20 件の紹介
を実施し、4 件の資金獲得に成功し
た。2021 年度は 24 件の紹介を実施
し、7 件の資金獲得に成功した。
2022 年度は 13 件の紹介を実施し、1
件の資金獲得に成功した。 

【評価の根拠】 
・「主な業務実績等」の記載の通り、金融機関等へののべ65
件の紹介を実施し、13 件の資金獲得に成功するという成
果を上げた。 

 

また、技術開発の成果
を速やかに実用化・事業
化に繋げるよう、ＮＥＤ
Ｏとして事業者に対し、
技術開発成果を経営にお
いて有効に活用するため
の効果的方策（技術開発
マネジメント、テーマ選
定、提携先の選定、経営
における活用に向けた他
の経営資源との組み合わ
せ等）を提案するなど、
技術経営力の強化に関す
る助言を積極的に行うも
のとする。 

また、技術開発の成果
を速やかに実用化・事業
化に繋げるよう、機構と
して事業者に対し、技術
開発成果を経営において
有効に活用するための効
果的方策（技術開発マネ
ジメント、テーマ選定、
提携先の選定、経営にお
ける活用に向けた他の経
営資源との組み合わせ
等）を提案するなど、技
術経営力の強化に関する
支援を積極的に行うもの
とする。 

 ・技術開発の成果を速やかに実用化・
事業化に繋げるよう、NEDO として事
業者に対し、技術開発成果を経営に
おいて有効に活用するための効果的
方策（技術開発マネジメント・テー
マ選定、提携先の選定・経営におけ
る活用に向けた他の経営資源との組
み合わせ等）を提案するなど、技術
経営力の強化に関する助言を積極的
に行った。 

・具体的には、対面でのピッチやオン
ラインピッチなどを平均年 6 回程度
行い、外部イベントと連携を通し
て、WEB 展示や JOINT セッションな
どを行った。 

 

【評価の根拠】 
・対面でのピッチやオンラインピッチなどを平均年 6 回程
度行い、外部イベントと連携を通して、WEB 展示や JOINT
セッションなどを行った。 

 

さらに、技術開発の成
果をユーザーにサンプル
提供し、その評価結果か
ら課題を抽出する技術シ
ーズマッチングを行う
等、技術開発の成果のユ
ーザー・市場・用途の開
拓に係る支援を行うもの
とする。 

さらに、技術開発の成
果をユーザーにサンプル
提供し、その評価結果か
ら課題を抽出する技術シ
ーズマッチングを行う
等、技術開発の成果のユ
ーザー・市場・用途の開
拓に係る支援を行うもの
とする。 

 ・「イノベーションジャパン」・「World 
Robot Summit」等の開催や、大規模
展示会を含め 68件の展示会への出展
により、広く取組・成果の紹介やビ
ジネスマッチングの場の提供等を行
った(WEB 開催含む)。2020 年度以降
コロナ禍でマッチングイベント自体
が減少している中でも、対面・オン
ラインによるハイブリッドでの実施
や、デジタルコンテンツの活用によ
り、マッチングの機会を提供する支
援を行った。 

 
各年度における展示会実績は以下のと
おり。 

 2018年度：20件 
 2019年度：19件 
 2020年度：8件 

【評価の根拠】 
・68 件の展示会への出展により、広く取組・成果の紹介
や、ビジネスマッチングの場の提供等を行った。2020 年
度以降コロナ禍でマッチングイベント自体が減少してい
る中でも、オンライン・ハイブリッドでの実施や、デジ
タルコンテンツの活用により、マッチングの機会を提供
する支援を行った。 
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 2021年度：13件 
 2022年度：8件 

 

②ナショナルプロジェク
ト以外の事業の実施（実
証事業、テーマ公募型事
業、国際実証・国際共同
事業） 

企 画 （ Plan ）・ 実 施
（ Do ） 段 階 、 評 価
（Check）及び反映・実行
（Action）段階において
は、技術戦略策定を除
き、１.（５）①に準じ
て、業務を行うものとす
る。 

②ナショナルプロジェク
ト以外の事業の実施（実
証事業、テーマ公募型事
業、国際実証・国際共同
事業） 
企 画 （ Plan ）・ 実 施

（ Do ） 段 階 、 評 価
（Check）及び反映・実行
（Action）段階において
は、技術戦略策定を除
き、１.（５）①に準じ
て、業務を行うものとす
る。 

 ②ナショナルプロジェクト以外の事業
の実施（実証事業、テーマ公募型事
業、国際実証・国際共同事業） 
・企画（Plan）・実施（Do）段階、評
価 （ Check ） 及 び 反 映 ・ 実 行
（Action）段階においては、技術戦
略策定を除き、１ .（５）①に準じ
て、業務を行った。 

 

 

― 具体的には、テーマ公
募型事業においては、各
事業の目的に応じた良質
な提案を集めることが重
要であることに鑑み、全
国で制度説明を行い提案
者の掘り起こしを推進す
る。また採択するテーマ
については、各制度の目
的に応じ、達成目標を定
量的かつ明確に示すとと
もに、採択にあたっては
産業界、学術界等の外部
の専門家・有識者を活用
し厳格に行う。評価段階
においては、各テーマ公
募型事業の目的が達成さ
れるよう制度評価を行
い、不断の見直しを行
う。また、各テーマ公募
型事業において採択した
テーマについては、産業
界、学術界等の外部の専
門家・有識者を活用し評
価を厳格に行う。 

 ・テーマ公募型事業においては、地方
自治体や経済産業局等と連携、一部
オンラインも活用しつつ全国で制度
説明等を 500 回以上行い、提案者の
掘り起こしを実施した。採択にあた
っては、産業界、学術界等の外部の
専門家・有識者を活用し厳格に審査
を実施した。事業の実施中には技術
委員会を開催し、各テーマの研究開
発の進捗、課題等を把握するととも
に、外部の専門家・有識者からのフ
ィードバックを行うことで研究開発
を推進した。 

 

 

― 国際実証・国際共同事
業においては、原則制度
の実施方法や事業内容に
ついて機構と相手国政府
機関等との間で合意文書
を締結した上で実施す
る。 

 ・国際実証・国際共同事業において
は、制度の実施方法や事業内容につ
いて機構と相手国政府機関等との間
で MOU等を締結した上で実施した。 
2018年度～2022年度までの MOU等新
規締結件数：計 16件 

 
【エネ実証】 
・2018年度～2022年度までの MOU等新
規締結件数：5件 

※2018 年度 インドネシア共和国工業
省と MOU締結 

1件 
※2022 年度 フィリピン・基地転換開
発公社と MOU 

締結 1件 
ベトナム・ティエ

ンザン省と LOI交換 
1件 
米国・カリフォル

ニア州と LOI交換 
1件 

         インド・デリー政

【評価の根拠】 
・国際エネルギー実証事業において 5件、JCM事業において
2件、アジア資源循環型実証において 2件、コファンド事
業において 2 件、相手国政府機関等との間で MOU 等の合
意文書を締結した。 

・制度外では IEEE（米・電気電子学会）、NSTDA（タイ国立
科学技術開発庁）、EUREKA（欧州先端技術共同研究計
画）、BRIN（インドネシア国家研究イノベーション庁）ウ
ズベキスタン政府と MOU等の合意文書を締結した。 
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府交通局と LOI交換 
1件 
 

【新革新】 
・クリーンエネルギー分野における革
新的技術の国際共同研究開発事業に
おいては、クリーンエネルギー分野
における非連続的な価値の創造に繋
がる技術シーズを発掘・育成のた
め、我が国が諸外国の有する技術・
研究資源を活用した国際共同研究開
発を支援した。2020年度から2022年
度までの公募において、国内研究機
関等から 84件の提案を受理し、海外
の研究機関等との国際共同研究 24件
の採択を決定し、事業を開始した。 

 
【コファンド】 
・2018年度～2022年度までの MOU等新
規締結件数：2件 

 ※2019年度 チェコとMOUを締結 1
件 

 ※2020 年度 コファンド事業公募実
施に際し、欧州を中心とする各国の
R&D・イノベーション支援機関のネ
ットワークである Eurekaの多国間共
同 公 募 ス キ ー ム （ Eureka 
Globalstars）を活用するため、
2020年 2月に当時の Eureka議長（オ
ランダ）との Declaration of Intent
（DOI）を締結１件 

 
【JCM】 
・2018年度～2022年度までの MOU等新
規締結件数：2件 

 ※2019年度 タイエネルギー省と LOI
交換 1件 

 ※2020年度 タイエネルギー省と LOI
交換 1件  

 
【アジア省エネ】 
・2018 年度～2023 年 3 月末までの MOU
等新規締結件数：2件 

 ※2018 年度 タイ工業省（MOI）と
の MOU締結 
1件 

 ※2020 年度 タイ工業省工場局
（DIW）との MOU締結 1件 

 
【制度外】 
・2018年度～2022年度までの MOU等新
規締結件数：5件 

 ※タイ国立科学技術開発庁(NSTDA)
と MOUを締結 1件 

 ※ウズベキスタンとLOIを締結 1件 
 ※米国電気電子学会（IEEE）と MOU
を締結 1件 

 ※インドネシア国家研究イノベーシ
ョン庁（BRIN）と MOUを締結 1件 

 ※太陽エネルギー分野での協力に関
する日本政府、太陽に関する国際的
な同盟（ISA）、株式会社国際協力銀
行(JBIC)、独立行政法人国際協力機
構(JICA)及び NEDO5 者間の協力覚書
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（MoC）の締結 

 

③国際的な議論への貢献
及び関係機関との連携等 
世界トップレベルの産官

学関係者が一堂に会し
て、地球温暖化問題の解
決に向けたエネルギー・
環境技術のイノベーショ
ンを促進する方策を議論
する国際会議ＩＣＥＦ
(Innovation for Cool 
Earth Forum)等の国際的
な取組への貢献、先進諸
国等との連携を着実に進
めるものとする。また、
国連サミットで採択され
た持続可能な開発目標
(Sustainable 
Development 
Goals:SDGs）を踏まえ、
我が国における持続可能
な開発の実施指針（平成
28年 12月持続可能な開発
目標（SDGs）推進本部決
定）への対応についても
検討する。 
 さらに、日本の技術の
海外展開と海外における
技術開発動向把握のた
め、海外の研究開発機関
や政府機関との協力関係
を強化する。その際に
は、一方的な技術流出に
ならないよう双方にとっ
てＷｉｎ－Ｗｉｎの関係
となるような連携の推進
を図る。 

③国際的な議論への貢献
及び関係機関との連携等 
 世界トップレベルの産官
学関係者が一堂に会し
て、地球温暖化問題の解
決に向けたエネルギー・
環境技術のイノベーショ
ンを促進する方策を議論
する国際会議ＩＣＥＦ
(Innovation for Cool 
Earth Forum)、世界の最
新技術を日本に集め、日
本発のルールで開発競争
を加速させることを目的
と し た Ｗ Ｒ Ｓ （ World 
Robot Summit）等の国際
的な取組への貢献、先進
諸国等との連携を着実に
進めるものとする。 
 また、国連サミットで
採択された持続可能な開
発 目 標 （ Sustainable 
Development 
Goals:SDGs）を踏まえ、
我が国における持続可能
な開発の実施指針（平成
２８年１２月持続可能な
開発目標（SDGs）推進本
部決定）への対応につい
ても検討する。 
 また、日本の技術の海
外展開の促進及び海外に
おける技術開発動向把握
のため、海外の研究開発
機関や政府機関との協力
関係を強化する。その
際、一方的な技術流出に
ならないよう双方にとっ
てＷｉｎ－Ｗｉｎとなる
関係構築を目指す。 

 ③国際的な議論への貢献及び関係機関
との連携等 
＜ICEF＞ 
・エネルギー・環境分野のイノベーシ
ョンを通じて気候変動問題を解決す
るため、世界トップレベルの産学官
関係者の議論と協力を促進する国際
的なプラットフォームを目指し、第
5～9回 Innovation for Cool Earth 
Forum（ICEF）を開催した。元 IEA
（国際エネルギー機関 ）事務局長の
田中伸男氏を筆頭に世界各国・各界
の有識者からなる運営委員会を組織
し、①ステートメント（産学官それ
ぞれが果たすべき役割や国際協力の
必要性について提言）、②トップ 10
イノベーション/イノベーション事
例/ビジネスパビリオン（エネルギ
ー・環境分野の優れた技術やビジネ
スモデルのイノベーションを募集・
選定・紹介）、③ロードマッププロ
ジェクト（革新的な低炭素技術の開
発・普及に向けたビジョンの共有と
議論促進のためのロードマップを作
成）④セッション(各テーマに沿っ
て産学官が討論を通じて知見を交換
するとともに、社会、技術イノベー
ションについて講演)の 4 つを主軸
に、技術分野に関する知識の深化、
気候変動対策への適用や国際連携等
の今後のあり方検討を行い、情報発
信した。 

・コロナ禍に於いてもオンライン配信
を活用し、第 8 回会議では過去最高
規模の 87 の国・地域から、約 2,000
人の参加登録を得た。 

・会議後には、COP 等の国際会議に参
加し、ロードマップをはじめとする
ICEF の成果を広く海外に発信するこ
とで、気候変動問題の解決に向けた
イノベーションの重要性の認知拡大
に貢献した。 

 
＜水素閣僚会議＞ 
・水素の利活用をグローバルな規模で
推進し、関係各国が歩調を合わせ一
層の連携を図るプラットフォームと
して、水素閣僚会議を 2018年度に経
済産業省との共催にて世界で初めて
開催した。以降、2022 年度まで毎年
度、開催している。NEDO は開催方式
の検討・準備、講演者との連絡調整
など、運営業務全般にわたって貢献
した。各回とも、各国閣僚や IEA
（国際エネルギー機関）などの国際
機関および世界のリーダー企業が参
加し、水素関連の取組状況や課題、

 
【評価の根拠】 
＜ICEF＞ 
・2014年より、Innovation for Cool Earth Forum（ICEF）
の年次総会を東京で開催した（これまで計 9 回開催し、
2020年、2021年はオンラインでの開催）。 

・年次総会の成果であるロードマップや NEDO 取組を気候変
動条約締約国会議（COP）、BNEF サミット上海において発
表。ICEF及び NEDOのプレゼンス向上にも貢献した。 

・IEA（国際エネルギー機関）、UNIDO(国際連合工業開発機
関)、BNEF(ブルームバーグニューエナジーフィナンス)を
後援機関として開催した。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【評価の根拠】 
＜水素閣僚会議＞ 
・第 1回で議長声明として発表した Tokyo Statement（東京
宣言）を皮切りに、各国が水素の利活用に向けた取組を
推進し、グローバルでの協調がこれまで以上に図られた
ことで、水素社会構築に向けた世界の気運の拡大に大き
く貢献した。 

・2020、2021 年度はコロナ禍の情勢下において、オンライ
ン形式、2022 年度は対面とオンラインのハイブリットに
て開催した。 

 
 
 
 
【評価の根拠】 
＜WRS＞ 
・競技会では社会課題からの競技設定や世界に先駆けた標
準となるルール作りを行うとともに、展示会・セミナ
ー・体験会など多くの人的交流を促進する多様な取組も
融合させるなど、日本が世界をリードする新たなロボッ
ト・イノベーションの仕掛けづくりを主導した。 

・競技会による新技術の創出とその技術の展開、発展につ
ながった。 

・コロナ禍でも対応できる世界をリードするリアルとリモ
ートのハイブリットな競技会、展示会を実現し、かつ、
他の展示会や競技会の基準となる感染症対策を確立し
た。 
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国際協力の強化についての認識を共
有し、グローバルな水素の利活用に
向けた政策の方向性について議論を
行った。第１回で議長声明として発
表した Tokyo Statement（東京宣
言）を皮切りに、各国が水素の利活
用に向けた取組を推進し、グローバ
ルでの協調がこれまで以上に図られ
たことで、水素社会構築に向けた世
界の気運の拡大に大きく貢献した。 

 
＜WRS＞ 
・日本発のルールで開発競争を加速さ
せることを目的とした“World Robot 
Summit 2018（WRS2018）”を 2018 年
10 月に東京にて開催した。具体的に
は、4 つのカテゴリー（ものづく
り、サービス、インフラ・災害対
応、ジュニア）のロボット競技会を
開催し、23 ヵ国 126 チームが参加し
て、多様な技術やアイデアを披露す
ることで、イノベーションの創出を
予見させる場となった。同時開催す
る展示会では、94 社・団体が出展
し、ロボットの現在と未来の姿を発
信した。さらに、会期中に国内外の
ロボット関連の有識者 100 名以上が
登壇する 37のステージプログラム、
体験・実演企画等も実施した。 

・新型コロナウイルス感染症拡大の影
響により延期となった“World Robot 
Summit 2020（WRS2020）”について、
オンライン対応等の適切な感染拡大
防止対策を講じて、愛知大会を 2021
年 9 月に無観客で実施し、3 つのカ
テゴリー（ものづくり、サービス、
ジュニア）の競技会に 14か国・地域 
58チームが参加した。 

・福島大会を 2021 年 10 月に有観客で
実施し、総来場者数は 3,861 名、イ
ンフラ・災害対応カテゴリーの競技
会に 8か国・地域 29チームが参加し
た。オンライン会場には 62社・団体
が出展し、最新のロボット技術を発
信するとともに、有識者等が登壇す
る 19のステージプログラムを実施し
た。両大会とも新型コロナウイルス
感染症によるクラスター発生等を未
然に防ぎ、全日程を完了した。2024
年度以降の次期 WRS 福島大会の開催
に向けた復興庁 国際教育研究拠点推
進事業との連携のための準備を進め
るほか、民間主導で開催するための
体制構築や競技再設計、新競技の調
査を完了した。現在、次期 WRS の体
制や計画、競技の案を経産省に共有
して今後の取組について検討中であ
る。 

 

④各事業の効率的な実施 
 各事業の実施に当たり、
事業実施者における交付
申請・契約・検査事務な
どの手続きの公正さを確
保しつつ簡素化するとと

④各事業の効率的な実施 
 各事業の実施に当たり、
引き続き、交付申請・契
約・検査事務などに係る
事業実施者の事務負担を
極力軽減するとともに、

 ④各事業の効率的な実施 
・2018年 4月～2023年 3月末における
資産の有効活用については、他の委
託事業及び助成事業への転用が
3,368 件、公共機関や大学等への無
償譲渡は 3,360 件、委託先等への有
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もに、委託事業において
は技術開発資産等の事業
終了後の有効活用を図る
ものとする。 
 また、事業の予見性を
高めるとともに進捗に応
じた柔軟な執行を可能と
するために導入した「複
数年度契約」や、技術開
発のニーズに迅速に応え
る「年複数回採択」等の
制度面・手続き面の改善
を引き続き行うものとす
る。 

委託事業においては技術
開発資産等の事業終了後
の有効活用を図るものと
し、事業終了後の処分に
要する期間について、平
均３ヶ月以内とする。 
 手続き面では、事業の
予見性を高めるととも
に、進捗に応じた柔軟な
執行を可能とするために
導入した「複数年度契
約」や、技術開発ニーズ
に迅速に応える「年複数
回採択」等の制度面、手
続き面の改善を行う。 

償譲渡は 3,623件であった。 
・事業終了から有償譲渡が完了するま
での期間については、事業期間中か
ら手続きを開始するなど処分手続き
の早期化を継続しており、平均 3 ヶ
月を下回った。 

・国からの運営費交付金に加え補助金
により造成した基金を原資とする事
業について、最長 3 年間程度の複数
年度契約、交付決定を実施した。 

・制度面、手続き面の改善について
は、統合イノベーション戦略に記載
の若手研究者の自発的な研究活動の
実施、エフォート管理の共通化、研
究以外の業務代行経費（バイアウト
制）、大学・国立研究開発法人等の
間接経費率の引き上げに加え、従事
日誌の週単位での記載、複数の研究
費制度による共用設備の購入、論文
謝辞等に係る体系的番号の導入、成
果報告書・実績報告書等の提出期限
の延長、学生研究員の適用範囲の拡
大、など委託及び助成事業の制度
面、手続面の改善を新たに実施し
た。また、2019 年 10 月の消費税率
の変更については、変更契約を省略
するなど手続きの簡素化を図った。 

・感染症対策等の影響を考慮し、事業
者における研究員及び補助員のテレ
ワークでの従事を可能とするととも
に、感染症対策等に関連する事業者
からの問い合わせを「Q&A」として
広くホームページで周知するなどを
通じて、事業者の利便性向上を図っ
た。 

・機構と事業実施者双方における事務
の効率化を目指すため、事業実施者
からの提出物について、WEB 上での
手続きを用いた電子システム化の導
入等を通じて、文書や書類につい
て、原則、押印不要とした。 

 

⑤各事業における技術流
出の防止 
 各事業の実施に当たり、
科学技術イノベーション
総合戦略 2017 において、
技術情報流出の防止強化
のため、公的研究機関等
において、外国為替及び
外国貿易法の遵守徹底な
どの安全保障貿易管理の
取組の促進や、機微な技
術を適切に管理するため
の体制整備が求められて
いることを踏まえ、その
ための具体的取組内容を
整備するものとする。 

⑤各事業における技術流
出の防止 
 各事業の実施に当たり、
科学技術イノベーション
総合戦略２０１７におい
て、技術情報流出の防止
強化のため、公的研究機
関等において、外国為替
及び外国貿易法の遵守徹
底などの安全保障貿易管
理の取組の促進や、機微
な技術を適切に管理する
ための体制整備が求めら
れていることを踏まえ、
公募要領へ安全保障貿易
管理の留意点の記載や、
必要に応じて事業者の管
理体制の確認等を行う。 

 ⑤各事業における技術流出の防止 
・各事業の実施に当たり、科学技術イ
ノベーション総合戦略 2017や科学技
術イノベーション総合戦略 2021にお
いて、技術情報流出の防止強化のた
め、公的研究機関等において、外国
為替及び外国貿易法の遵守徹底など
の安全保障貿易管理の取組の促進や
機微な技術を適切に管理するための
体制整備が求められていることを踏
まえ、公募要領へ安全保障貿易管理
の留意点の記載や必要に応じて事業
者の管理体制の確認等を実施した。
また、「研究活動の国際化、オープ
ン化に伴う新たなリスクに対する研
究インテグリティの確保に係る対応
方針について」（統合イノベーショ
ン戦略推進会議）を踏まえた対応を
実施した。 
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２．世界に通用するオー
プンイノベーションの促
進と研究開発型ベンチャ
ー企業の育成 

２．世界に通用するオー
プンイノベーションの促
進と研究開発型ベンチャ
ー企業の育成 
 
 第４期中長期目標にお
ける数値目標を第４期中
長期計画においても同様
に以下のとおり掲げ、そ
の達成状況を評価するも
のとする。 
  
○数値目標２.‐１ 
○数値目標２.‐２ 

 ※下欄に記載 
 
 この数値目標を達成す
るため、以下の取組を行
うものとする。 

 ２．世界に通用するオープンイノベー
ションの促進と研究開発型ベンチャ
ー企業の育成 

 

 

組織や業種等の壁を越
えて、技術やノウハウ、
人材等を組み合わせ、新
たな価値を創造する企業
の「オープンイノベーシ
ョン」の取組を積極的に
推進しつつ、新規産業・
雇用の創出の担い手とし
て、新規性・機動性に富
んだ「研究開発型ベンチ
ャー企業」等の育成を図
るため、ＮＥＤＯは、①
民間ベンチャーキャピタ
ルやカタライザー等と連
携した補助事業や研修事
業、②オープンイノベー
ション・ベンチャー創造
協議会等の幅広いネット
ワークの構築、③ナショ
ナルプロジェクトのマネ
ジメントで培ってきた先
進的技術に関する高い目
利き能力を活かした支援
を実施してきているとこ
ろ。 
 

組織や業種等の壁を越
えて、技術やノウハウ、
人材等を組み合わせ、新
たな価値を創造する企業
の「オープンイノベーシ
ョン」の取組を積極的に
推進しつつ、新規産業・
雇用の創出の担い手とし
て、新規性・機動性に富
んだ「研究開発型ベンチ
ャー企業」等の育成を図
るため、機構は、①民間
ベンチャーキャピタルや
カタライザー等と連携し
た補助事業や研修事業、
②オープンイノベーショ
ン・ベンチャー創造協議
会等の幅広いネットワー
クの構築、③ナショナル
プロジェクトのマネジメ
ントで培ってきた先進的
技術に関する高い目利き
能力を活かした支援を実
施してきているところ。 
 

 ・組織や業種等の壁を越えて、技術や
ノウハウ、人材等を組み合わせ、新
たな価値を創造する企業の「オープ
ンイノベーション」の取組を積極的
に推進しつつ、新規産業・雇用の創
出の担い手として、新規性・機動性
に富んだ「研究開発型スタートアッ
プ企業」等の育成を図るため、NEDO
は、１．民間ベンチャーキャピタル
やカタライザー等と連携した補助事
業や研修事業、２．オープンイノベ
ーション・ベンチャー創造協議会等
の幅広いネットワークの構築、３．
ナショナルプロジェクトのマネジメ
ントで培ってきた先進的技術に関す
る高い目利き能力を活かした支援を
実施した。 

・これらのリソースを活かし、第４期
中長期目標期間においては、NEDO が
研究開発型スタートアップの支援に
必要な「技術的目利き」を行いつ
つ、民間資金や政府資金を研究開発
型スタートアップのシード期に引き
込み、「技術とマネーの結節点」と
して研究開発型スタートアップ・エ
コシステム創出のハブ機能を果たす
とともに、他公的支援機関等と連携
しつつ次の産業の担い手となるスタ
ートアップの育成及び研究開発型ス
タートアップ・エコシステムの実現
を目指した。 

・具体的には、国内外の認定 VC（43
社・チーム）によるシード期の研究
開発型スタートアップに対する事業
化支援を開始した。また、2021 年度
以降、他部署の事業者も事業カタラ
イザ―を利用できるよう制度を設け
た。 

・オープンイノベーション・ベンチャ
ー創造協議会では、NEDO ピッチを実
施し延べ 3,600 名近くの参加者を集
めた。イベント開催やホームページ
や SNS での情報発信等を通じて、会
員数も 1,903名まで増加した。 

・J-Startup に関する取組では、事務

【評価の根拠】 
・研究開発型スタートアップの支援に必要な「技術的目利
き」を行いつつ、民間資金や政府資金を研究開発型スタ
ートアップのシード期に引き込み、「技術とマネーの結節
点」として研究開発型スタートアップ・エコシステム創
出のハブとして機能するとともに、他公的支援機関等と
連携しつつ、次の産業の担い手となるスタートアップの
育成及び研究開発型スタートアップ・エコシステムの実
現に貢献した。 

・オープンイノベーション・ベンチャー創造協議会では、
NEDOピッチを実施し延べ 3,600名近くが参加した。 

・J-Startupに関する取組では、事務局として経済産業省や
JETRO 等と協力して活動し、J-Startup 企業の露出機会増
加のために、毎年 ILS、BioJapan、nano tech等のイベン
トにおいて展示やピッチイベント等の枠を設けた。 
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局として経済産業省や JETRO 等と協
力して活動し、J-Startup 企業の露
出機会増加のために、毎年 ILS、
BioJapan、nano tech 等のイベント
において展示やピッチイベント等の
枠を設けた。また、2021 年から新た
な取組として「ちょっと先のおもし
ろい未来」へ参加し、会員専用サイ
トへのコンシェルジュ機能の搭載
等、サポーター企業との連携強化の
取組を進め、2022 年度は、国内スタ
ートアップの取組を紹介する番組を
制作・放映したり、次なるステップ
に向けて有識者意見を聴取する等の
活動を進めた。 

・さらに、2020 年度には NEDO が事務
局となり、スタートアップ支援を目
的として、政府系の 9 機関（協力機
関）と「スタートアップ・エコシス
テムの形成に向けた支援に関する協
定書」を締結し、スタートアップ支
援 機 関 連 携 協 定 （ 通 称 「 Plus 
“ Platform for unified support 
for startups”」）を創設し、機関間
連携を活用しつつ、ワンストップ窓
口（通称「Plus one」）を開設した。
また、各機関と具体的案連携につい
て議論を開始した。具体的には、
2020 年度 STS 第 2 回公募から JST が
実施する START 事業との連携（審査
における一定の優遇）を開始した。
2021 年度においては他機関との合同
説明を開催した。NEP の公募情報を
各連携機関のホームページ・メルマ
ガ等で案内をしてもらう等の連携を
進 め た 。 2022 年度 にお い て は
「Plus」に関して、スタートアップ
への支援施策の拡充のため、「Plus
拡大発足式」にて新たに金融等の 7
機関とスタートアップ支援機関連携
協定を締結した。 

 

 これらのリソースを活
かし、第４期中長期目標
期間においては、ＮＥＤ
Ｏが研究開発型ベンチャ
ーの支援に必要な「技術
的目利き」を行いつつ、
民間資金や政府資金を研
究開発型ベンチャーのシ
ード期に引き込み、「技術
とマネーの結節点」とし
て研究開発型ベンチャ
ー・エコシステム創出の
ハブとして機能するとと
もに、他公的支援機関等
と連携しつつ官民のベン
チャー支援のハブを担う
ことを目指すものとす
る。 
 この取組を促すため、
第４期中長期目標におけ
る数値目標を以下のとお
り掲げ、その達成状況を
評価するものとする。 

 これらのリソースを活
かし、第４期中長期目標
期間においては、機構が
研究開発型ベンチャーの
支援に必要な「技術的目
利き」を行いつつ、専門
家等と連携し研究開発型
ベンチャーの事業計画策
定の支援等を行う。ま
た、民間資金や政府資金
を研究開発型ベンチャー
のシード期に引き込み、
シーズ段階から事業化ま
での一貫した支援体制を
構築し、「技術とマネーの
結節点」として研究開発
型ベンチャー・エコシス
テム創出のハブとして機
能するとともに、他公的
支援機関等との事業の相
互的な連携や情報の交換
等を通じ、官民のベンチ
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ャー支援のハブを担うこ
とを目指すものとする。 

 

○数値目標２.‐１ 
【目標】 
 イノベーションの担い
手として重要な技術集約
型の中堅・中小・ベンチ
ャー企業の育成・支援に
意識的に取り組む観点か
ら、新規採択額（特定公
募型研究開発業務を除
く。）に占める中堅・中
小・ベンチャー企業の採
択額の割合について２
０％以上とすることとす
る。なお、評価単位毎の
目標は中長期計画におい
て明示するものとする。 
※中堅企業：従業員１，
０００人未満又は売上
１，０００億円未満の企
業であって 
中小企業を除く。 

○数値目標２.‐１ 
【目標】 
 イノベーションの担い
手として重要な技術集約
型の中堅・中小・ベンチ
ャー企業の育成・支援に
意識的に取り組む観点か
ら、新規採択額（特定公
募型研究開発業務を除
く。）に占める中堅・中
小・ベンチャー企業の採
択額の割合について２
０％以上とすることとす
る。 
※中堅企業：従業員１，
０００人未満又は売上
１，０００億円未満の企
業であって中小企業を除
く。 
 
 なお、評価単位毎の目
標は以下のとおりとす
る。 
 
エネルギーシステム分

野       
１５％ 

 省エネルギー・環境分
野       

１５％ 
産業技術分野            
 １５％ 

 新産業創出・シーズ発
掘等 
分野 

  ６０％ 

【評価軸】 
○研究開発型ベン
チャー企業等の育
成に積極的に取り
組んでいるか。 
 
【関連する評価指
標】 
○新規採択額に占
める中堅・中小・
ベンチャー企業の
採択額の割合（評
価指標） 

○数値目標２.‐１ 
【新規採択額に占める中堅・中小・ベ
ンチャー企業の採択額の割合（評価
指標）】 

・新規採択額（特定公募型研究開発業
務を除く。）に占める中堅・中小・
ベンチャー企業の採択額の割合につ
いて、第 4期中長期目標期間中の実
績は以下のとおり。 

 
［エネルギーシステム分野］ 
21.4％ 
（273.0億円／1,273.4億円） 

 
［省エネルギー・環境分野］ 
39.2％ 

 （435.4億円／1,110.9億円） 
 
［産業技術分野］ 
22.1％ 

 （392.4億円／1,776.7億円） 
 
［新産業創出・シーズ発掘等分野］ 
 81.4％ 
 （244.9億円／300.9億円） 
 
（全体） 
30.2％ 

 （1,345.7億円／4,461.9億円） 

【評価の根拠】 
・公募に際して、中小企業等の応募に加点を行うなどの取
組を通じた結果として、新規採択額に占める中堅・中
小・ベンチャー企業の目標割合は、すべての評価単位で
目標を達成し、また、機構全体でも、30％を超えるなど
目標を上回る実績を達成した。 

 

○数値目標２.‐２ 
【目標】「基幹目標」 
 ＮＥＤＯが技術と資金
の結節点となり、研究開
発型ベンチャー支援のハ
ブとしての役割を果たす
ことを測る指標として、
民間ベンチャーキャピタ
ル等からの資金呼び込み
額を指標とする目標を新
たに設ける。 
 具体的には、ＮＥＤＯ
の支援をきっかけとし
て、研究開発型ベンチャ
ーが民間ベンチャーキャ

○数値目標２.‐２  
【目標】「基幹目標」 
 機構が技術と資金の結
節点となり、研究開発型
ベンチャー支援のハブと
しての役割を果たすこと
を測る指標として、民間
ベンチャーキャピタル等
からの資金呼び込み額を
指標とする目標を新たに
設ける。 
 具体的には、機構の支
援をきっかけとして、研
究開発型ベンチャーが民
間ベンチャーキャピタル

【評価軸】 
○研究開発型ベン
チャー支援のハブ
としての役割を果
たしているか。 
 
【関連する評価指
標】 
○ＮＥＤＯ支援額
に対する民間ベン
チャーキャピタル
等からの資金呼び
込み額比率（評価
指標） 

○数値目標２.‐２ 「基幹目標」 
【NEDO 支援額に対する民間ベンチャー
キャピタル等からの資金呼び込み額
比率（評価指標）】 

・民間ベンチャーキャピタル等から得
た外部資金を機構支援額で除して得
られる倍率について、2022 年度末時
点での実績は以下のとおり。 

 
［新産業創出・シーズ発掘等分野］ 
7.20倍 
（外部資金獲得額 460.5億円／ 
機構支援額 63.9億円） 

【評価の根拠】 
・資金呼び込み倍率について、目標を上回る 7.20 倍（目
標：7.08倍以上）を達成した。 

・民間投資のタイミング等に鑑み、年間の公募予定を事前
に公開の上、複数回公募を実施するなど、弾力的に事業
を運営した。 

・ベンチャーキャピタルからの資金調達を目指す、創業期
の起業家・スタートアップへ事業化の専門家による伴走
支援を実施した。 
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ピタル等から得た外部資
金を指標とし、民間ベン
チャーキャピタル等から
得た外部資金をＮＥＤＯ
支援額で除して得られる
倍率について、該当する
評価単位のそれぞれにお
いて、いずれも第３期中
長期目標における実績見
込み（2.25 倍）から５割
引き上げ 3.46 倍以上とす
ることを第４期中長期目
標期間の目標とする。 
 ※数値目標を見直し、
令和４年度は 7.08 倍以
上とすることを目標とす
る。 

等から得た外部資金を指
標とし、民間ベンチャー
キャピタル等から得た外
部資金を機構支援額で除
して得られる倍率につい
て、該当する評価単位の
それぞれにおいて、いず
れも第３期中長期目標に
おける実績見込みの倍率
（２．２５倍）から５割
引き上げ３．４６倍以上
とすることを第４期中長
期目標期間の目標とす
る。 
 ※経済産業省が定める
第４期中長期目標におけ
る数値目標の見直しを踏
まえ、令和４年度は７．
０８倍以上とすることを
目標とする。 

 

【重要度：高】、【優先
度：高】 
 ＮＥＤＯが研究開発型
ベンチャーの支援に必要
な「技術的目利き」を行
いつつ、民間ベンチャー
キャピタル等からの資金
を呼び込む上で、「技術と
マネーの結節点」として
ベンチャー支援のハブと
なる役割を果たすことが
最も重要であり、優先的
に取り組むべきものであ
ることから、重要度及び
優先度が高いものであ
る。 
【難易度：高】 
 研究開発型ベンチャー
の初期段階の研究開発リ
スクの低減をＮＥＤＯの
支援により実施しつつ、
民間ベンチャーキャピタ
ル等からの投資等の資金
を呼び込むものである
が、民間ベンチャーキャ
ピタル等の投資規模の判
断についてＮＥＤＯが決
定できるものではないこ
とに加え、世界的な金融
危機が発生した際には投
資額が大きく落ち込むな
ど金融経済情勢に大きく
左右される外的要因もあ
るため。 

    

 

また、オープンイノベー
ションの促進、研究開発
型ベンチャー企業の育成
に 係 る 取 組 を 以 下 の
（１）及び（２）のとお
り行うものとする。 

また、オープンイノベー
ションの促進、研究開発
型ベンチャー企業の育成
に 係 る 取 組 を 以 下 の
（１）及び（２）のとお
り行うものとする。 

   

 
（１）オープンイノベー
ションの促進 

（１）オープンイノベー
ションの促進 

 （１）オープンイノベーションの促進 
・我が国企業のオープンイノベーショ
ンの取組を促進すべく、産業界の取

【評価の根拠】 
・NEDO ピッチを実施し延べ約 3,600 名が参加した。また、
オープンイノベーション・ベンチャー創造協議会の会員
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  近年、組織や業種等の
壁を越えて、技術やノウ
ハウ、人材等を組み合わ
せ、新たな価値を創造す
る企業の「オープンイノ
ベーション」の取組が重
要となってきていること
から、第３期中長期目標
期間において、その取組
を促進すべく、技術ニー
ズとシーズのマッチング
の推進、中堅・中小・ベ
ンチャー企業の共同研究
等支援の取組を実施して
きたところである。 
 第４期中長期目標期間
においては、引き続き、
我が国企業のオープンイ
ノベーションの取組を促
進すべく、産業界の取組
への関与・支援、技術ニ
ーズと技術シーズのマッ
チングを促進するととも
に、中堅・中小・ベンチ
ャー企業と革新的な技術
シーズを事業化に結びつ
ける「橋渡し」機能の能
力を有する機関との共同
研究への支援を行うもの
とする。 

 近年、組織や業種等の壁
を越えて、技術やノウハ
ウ、人材等を組み合わ
せ、新たな価値を創造す
る企業の「オープンイノ
ベーション」の取組が重
要となってきていること
から、第３期中長期目標
期間において、その取組
を推進すべく、技術ニー
ズとシーズのマッチング
の推進、中堅・中小・ベ
ンチャー企業の共同研究
等支援の取組等を実施し
てきたところである。 
 第４期中長期目標期間
においては、引き続き、
我が国企業のオープンイ
ノベーションの取組を推
進すべく、オープンイノ
ベーション・ベンチャー
創造協議会の運営及びオ
ープンイノベーション白
書の発行、国内外の技術
普及・推進機関と連携支
援等を通じ、産業界の取
組への関与・支援、技術
ニーズと技術シーズのマ
ッチングを推進するとと
もに、中堅・中小・ベン
チャー企業と革新的な技
術シーズを事業化に結び
つける「橋渡し」機能の
能力を有する機関との共
同研究への支援を行うも
のとする。 

組への関与・支援、技術ニーズと技
術シーズのマッチングを促進すると
ともに、中堅・中小・ベンチャー企
業と革新的な技術シーズを事業化に
結びつける「橋渡し」機能の能力を
有する機関との共同研究への支援を
行った。 

・NEDO ピッチを実施し延べ約 3,600 名
が参加した。また、オープンイノベ
ーション・ベンチャー創造協議会の
会員に向けたメールマガジンを年間
約 50報発信し、他支援機関の公募情
報やイベント情報の周知等を実施し
た。さらに、毎年、オープンイノベ
ーション・ベンチャー創造協議会と
して、「横浜オープンイノベーショ
ン EXPO」、「イノベーションストリー
ム KANSAI」、「新価値創造展」、
「Japan Venture Awards 」、「イノベ
ーション・リーダーズ・サミット」
等の外部イベントを連携して開催
し、また NEDO内の他部門が主催・共
催するイベントへのスタートアップ
出展をイノベーション推進部が斡旋
等の取組を進めた。これらの取組を
通して、経済産業省、NEDO の施策に
係る事業発信を行ったほか、積極的
な働きかけによりオープンイノベー
ション・ベンチャー創造協議会の会
員数増加にもつながり、オープンイ
ノベーション活動のすそ野拡大に大
いに貢献した。 

 

に向けたメールマガジンを年間約 50 報発信し、他支援機
関の公募情報やイベント情報の周知等を実施した。さら
に、毎年、オープンイノベーション・ベンチャー創造協
議会として、「横浜オープンイノベーションEXPO」、「イノ
ベーションストリームKANSAI」、「新価値創造展」、「Japan 
Venture Awards 」、などの外部イベントを連携して開催
した。 

 

（２）研究開発型ベンチ
ャー企業の育成 

ＮＥＤＯはこれまで中
堅・中小・ベンチャー企
業を技術面から支援し、
研究開発助成等による研
究開発リスクの低減に貢
献してきており、第３期
中長期目標期間には、研
究開発型ベンチャー企業
等の育成を図ることを目
的として、シーズ発掘か
ら民間リスクマネーの獲
得、事業化の支援に至る
までのシームレスな支援
環境の構築等を実施して
きたところである。 
 経済の活性化や新規産
業・雇用の創出の担い手
として、新規性・機動性
に富んだ「研究開発型ベ
ンチャー企業」等の育成
がより一層重要になって
きていることにも鑑み、
ベンチャー企業への実用
化助成事業における取組
等を一層推進する。 

（２）研究開発型ベンチ
ャー企業の育成 
ＮＥＤＯはこれまで中

堅・中小・ベンチャー企
業を技術面から支援し、
研究開発助成等による研
究開発リスクの低減に貢
献してきており、第３期
中長期目標期間には、研
究開発型ベンチャー企業
等の育成を図ることを目
的として、シーズ発掘か
ら民間リスクマネーの獲
得、事業化の支援に至る
までのシームレスな支援
環境の構築等を実施して
きたところである。 
 経済の活性化や新規産
業・雇用の創出の担い手
として、新規性・機動性
に富んだ「研究開発型ベ
ンチャー企業」等の育成
がより一層重要になって
きていることにも鑑み、
ベンチャー企業への実用
化助成事業における取組
等を一層推進する。 

 （２）研究開発型ベンチャー企業の育
成 
・我が国におけるベンチャー・エコシ
ステムの構築が重要であることに鑑
み、諸外国の先進的な取組も参考に
しつつ、ベンチャーキャピタル及び
事業会社等との協調支援の取組を一
層推進し、研究開発型ベンチャー企
業の成長と新陳代謝を促進する環境
づくりを行うほか、官民の支援機関
及び地方との連携体制を強化し、研
究開発型ベンチャー企業の一層の底
上げを図った。さらに、我が国にお
ける企業意識の醸成・浸透に係る取
組を行った。特に、NEDO の支援を受
けた研究開発型ベンチャー企業の成
功事例の紹介に努めた。 

 
１ 「 NEDO Technology 
Commercialization Program（TCP）」
（2014年度～） 

・2020 年度から実施方法を見直し、1
次ステージの NEDO事業案件の発掘及
び成長促進・育成（NEP への連携）、
2外部事業との連携強化、3事業のス
マート化のため適切なリソース割り
振りを意識した制度設計とした。23
の観点から、TCP 候補者の選出は、

＜研究開発型スタートアップ支援事業＞ 
・第 4 期中長期目標期間中には、業務実績にある通り、
「NEP」、「STS」、「PCA」、「TRY」の各事業を開始する等、
シーズ段階から事業化まで一貫した支援体制を構築する
ことで、スタートアップが保有する技術の事業化を通
じ、イノベーション創出及び経済の活性化等を実現する
ことを目指し、ベンチャーキャピタル等との協調支援の
取組を一層推進するとともに、研究開発型スタートアッ
プの成長と新陳代謝を促進する環境づくりを行った。 
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 上記事業の実施に当た
っては、我が国における
ベンチャー・エコシステ
ムの構築が重要であるこ
とに鑑み、諸外国の先進
的な取組も参考にしつ
つ、ベンチャーキャピタ
ル及び事業会社等との協
調支援の取組を一層推進
し、研究開発型ベンチャ
ー企業の成長と新陳代謝
を促進する環境づくりを
行うほか、官民の支援機
関及び地方との連携体制
を強化し、研究開発型ベ
ンチャー企業の一層の底
上げを図る。さらに、我
が国における企業意識の
醸成・浸透に係る取組を
行う。特に、ＮＥＤＯの
支援を受けた研究開発型
ベンチャー企業の成功事
例の紹介に努めるものと
する。 
 また、１.（５）②に準
じて、業務を行うものと
する。 

 上記事業の実施に当た
っては、我が国における
ベンチャー・エコシステ
ムの構築が重要であるこ
とに鑑み、諸外国の先進
的な取組も参考にしつ
つ、ベンチャーキャピタ
ル及び事業会社等との協
調支援の取組を一層推進
し、研究開発型ベンチャ
ー企業の成長と新陳代謝
を促進する環境づくりを
行うほか、官民の支援機
関及び地方との連携体制
を強化し、研究開発型ベ
ンチャー企業の一層の底
上げを図る。さらに、我
が国における企業意識の
醸成・浸透に係る取組を
行う。特に、ＮＥＤＯの
支援を受けた研究開発型
ベンチャー企業の成功事
例の紹介に努めるものと
する。 
 また、１.（５）②に準
じて、業務を行うものと
する。 

「後援を行った地域・民間イベント
からの選出」、「17 協定大学からの選
出」に加え、「文科省 Edge-Nextから
の推薦」も加えた 3 ルートを設定。
各ルート及び公募から数チームの候
補者選出し、最優秀賞、優秀賞など
を選出した。最優秀賞、優秀賞受賞
者 に は 次 ス テー ジ であ る NEDO 
Entrepreneurs Program（NEP）への
優遇措置を実施した。 

 
２「 NEDO Entrepreneurs Program」
（2018年度～） 

・事業化の専門家（起業家や VC等）で
ある事業カタライザーがビジネスプ
ラン構築に係る支援を行いつつ、研
究開発に係る資金的な支援を実施。
また、公募にあたっては WEB 広告の
掲載やスタートアップ支援機関連携
協定の連携先、その他各地の大学、
地方自治体等を通じ積極的な広報活
動を実施した。 

 
３「シード期の研究開発型スタートア
ップ（STS）に対する事業化支援」
（2015年度～） 

・機構が認定した国内外の民間ベンチ
ャーキャピタル等（認定 VC）からの
出資を条件として、機構からの研究
開発に係る資金的な支援と認定 VCに
よる出資・ハンズオンとの連携によ
る協調支援を実施した。 

 
４ 「 Product Commercialization 
Alliance（PCA）」(2020年度～） 

・提案から概ね 3 年で継続的な売上を
立てる具体的な計画がある事業者を
支援するために 2020年度から実施し
た（国庫補助金により措置）。 

 
５「経済構造の転換に資するスタート
アップの事業化促進事業（TRY）」
（2021年度～） 

・社会構造の転換から生じる市場の変
化の兆しを得て、この機会を大きな
チャンスと捉えてマーケットニーズ
を捉えた事業転換を狙う事業者を支
援するために 2021年度から実施した
（令和 2 年度第 3 次補正予算により
措置）。 

 
６「地域に眠る技術シーズやエネルギ
ー・環境分野の技術シーズ等を活用
したスタートアップの事業化促進事
業」 

・デジタルトランスフォーメーション
やカーボンニュートラルといった構
造変化のなかで、持続可能な成長を
実現する、イノベーションの担い手
であるスタートアップへの支援を通
じた新たな技術･事業創出を加速す
べく、エネルギー環境分野等、社会
課題を解決するための具体的な事業
計画があり、持続可能な社会の創出
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に資するスタートアップの事業化を
支援するために 2022年度に実施した
（令和 3年度補正予算により措置）。 

 
その他に、以下の取組を実施した。 
・地域発・大学発のシーズの発掘や事
業化・起業支援を目的に、関係機関
との連携を強化するため、川崎市と
起業家支援のワンストップ拠点
「Kawasaki-NEDO Innovation Center
（K-NIC）」の運用をしているとこ
ろ、コロナ禍によりイベント開催に
は厳しい制約が課される中であって
も、感染症対策にも十分留意しつ
つ、対面とオンライン配信のハイブ
リット形式やホームページや SNS の
活用等を積極的に実施することによ
り、会員登録数が増加。また、K-
NIC を活用したスタートアップ支援
策の一案として、2020 年度より K-
NIC ハンズオン支援プログラムを開
始し、研究開発型スタートアップ支
援事業への応募を慫慂。さらに大学
との連携強化を目的に、2018 年度以
降 17の大学と連係協定を締結し、協
定先の 14大学との学内イベントへの
協賛や NEDO賞の授与等を通じた連携
を続けている。 

・研究開発型スタートアップの支援者
育成を目的に、 研修や NEDO 支援現
場での OJT 機会等の提供する「高度
専 門 支 援 人 材 育 成 プ ロ グ ラ ム
（SSA）」は、コロナ禍により 2020、
2021 年度は中断を余儀なくされたも
のの、その間に研修内容の高度化等
の改善を進め、感染症対策にも十分
配慮した上で、2022 年度より再開し
た。 

・「 Plus: Platform for unified 
support for startups」の下、他機
関との合同説明（JICA、AMED）の開
催や、STS における JST 実施事業
(START)との連携（審査における一
定の優遇）等を実施した。 

・NEDO 事業に採択されたスタートアッ
プの活動の広報イベントとして「マ
ザーズ上場 4 社、成功の鍵」、
「Startup における資本政策＆知財
戦略について」等を開催した。 

 

３．技術に対するインテ
リジェンス向上による技
術開発マネジメントの強
化 
 

３．技術に対するインテ
リジェンス向上による成
果の最大化 
 第４期中長期目標にお
ける数値目標を第４期中
長期計画においても同様
に以下のとおり掲げ、そ
の達成状況を評価するも
のとする。 
 
○数値目標３.‐１ 

 ○数値目標３.‐２ 
 ※下欄に記載 
 

 ３．技術に対するインテリジェンス向
上 による成果の最大化 
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この数値目標を達成する
ため、以下の取組を行う
ものとする。 

 

（１）技術情報の収集・
分析に関する機能強化及
び政策エビデンスの提供 

ＴＳＣを中心として、
国内外の有望技術・先端
技術と社会課題・市場課
題の動向に関する情報を
収集・把握し、それら情
報に基づいて、技術革新
がもたらす将来の国内外
市場を分析し、その成果
を政策当局に政策エビデ
ンスとして提供するとと
もに、産学官の連携によ
りその市場の獲得につな
げるための政策立案への
協力を行うものとする。
そのために、国内外にお
ける革新的な技術の探
索、その技術を実用化す
るまでのボトルネックの
見極め、将来の国内外の
市場に及ぼすインパクト
の予測及びこれら分析に
基づく政策エビデンスの
提供に関する機能及び能
力の向上に取り組むもの
とする。その際、特許庁
の技術動向調査等行政機
関が実施する調査研究か
らの技術動向の把握、最
新の科学技術情報を持つ
研究機関等との連携強化
及び国内外における研究
者、技術者等とのネット
ワーク構築に取り組むも
のとする。また、国だけ
ではなく民間企業におけ
るイノベーション促進に
も資する活動の成果の積
極的な発信とフィードバ
ックに基づく質的向上を
目指す。 
 政策エビデンスを提供
する活動の一つとして、
ＴＳＣは「技術戦略」を
策定する。「技術戦略」
は、これら国内外の技術
情報の収集・分析の成果
を踏まえた、技術革新が
もたらす将来の国内外市

（１）技術情報の収集・
分析に関する機能強化及
び政策エビデンスの提供 
 ＴＳＣを中心として、
国内外の有望技術・先端
技術と社会課題・市場課
題の動向に関する情報を
収集・把握し、それら情
報に基づいて、技術革新
がもたらす将来の国内外
市場を分析し、その成果
を政策当局に政策エビデ
ンスとして提供するとと
もに、産学官の連携によ
りその市場の獲得につな
げるための政策立案への
協力を行うものとする。
そのために、国内外にお
ける革新的な技術の探
索、その技術を実用化す
るまでのボトルネックの
見極め、将来の国内外の
市場に及ぼすインパクト
の予測及びこれら分析に
基づく政策エビデンスの
提供に関する機能及び能
力の向上に取り組むもの
とする。その際、特許庁
の技術動向調査等行政機
関が実施する調査研究か
らの技術動向の把握、最
新の科学技術情報を持つ
国立研究開発法人科学技
術振興機構研究開発戦略
センター（ＣＲＤＳ）等
との連携強化及び国内外
における研究者、技術者
等とのネットワーク構築
に取組むものとする。ま
た、国だけではなく民間
企業におけるイノベーシ
ョン促進にも資する活動
の成果の積極的な発信と
フィードバックに基づく
質的向上を目指す。 
 政策エビデンスを提供
する活動の一つとして、
ＴＳＣは「技術戦略」を
策定する。「技術戦略」
は、これら国内外の技術
情報の収集・分析の成果

 （１）技術情報の収集・分析に関する
機能強化及び技術戦略の策定 
・TSC を中心として、国内外の有望技
術・先端技術と社会課題・市場課題
の動向に関する情報を収集・把握
し、それら情報に基づいて、技術革
新がもたらす将来の国内外市場を分
析し、その成果を政策当局に政策エ
ビデンスとして提供するとともに、
産学官の連携によりその市場の獲得
につなげるための政策立案への協力
を実施した。例えば、2020 年 1 月に
策定された「革新的環境イノベーシ
ョン戦略」の実行に向け設置された
「グリーンイノベーション戦略推進
会議」及びワーキンググループにお
いて、委員として政策議論に参画す
るとともに、「CCUS/カーボンリサイ
クル」、「モビリティ」、「水素」等の
重要分野において、日本が推進すべ
き技術課題の抽出や研究開発の方向
性について提言を実施した。また、
TSC が考えるマテリアルの目指すべ
き方向性として、「ウェルビーイン
グ促進」と「レジリエンス強化」の
二つを取り纏め、内閣府へタイムリ
ーに情報提供を行う等、2021 年 4 月
に策定された「マテリアル革新力強
化戦略」に貢献した。さらに、経済
産業省「カーボンリサイクル技術ロ
ードマップ」の改訂、経済産業省
「繊維製品における資源循環システ
ム検討会」、経済産業省「ネガティ
ブエミッション市場創出に向けた検
討会」に際し、技術情報の提供等を
タイムリーに実施する等、TSC のイ
ンテリジェンスを国の様々な重要政
策に反映させた。そのために、外部
リソースを最大限有効に活用しつ
つ、実現を目指す将来像の具体化
や、各種の指標を用いた技術の俯瞰
等を行うとともに、国内外における
革新的な技術の探索、その技術を実
用化するまでのボトルネックの見極
め、将来の国内外の市場に及ぼすイ
ンパクトの予測及びこれら分析に基
づく政策エビデンスの提供に関する
機能及び能力を向上しつつ、政策ニ
ーズに柔軟に対応し取り組んだ。と
りわけ、「革新的環境イノベーショ
ン戦略」や「総合指針」に基づく取

【評価の根拠】 
・政策当局の要請、政策ニーズに柔軟に対応しつつ、TSCが
実施した調査・分析に基づく政策エビデンスの提供を実
現。 

・令和 2 年 1 月に策定された「革新的環境イノベーション
戦略」の実行に向け設置された「グリーンイノベーショ
ン戦略推進会議」及びワーキンググループにおいて、委
員として政策議論に参画。 

・政策エビデンスを提供する活動の１つとして、「技術戦
略」策定に向けた活動を実施。2018年度から 2022年度に
おいて、37 本の技術戦略を策定し、87 件の産学連携プロ
ジェクトの立案に技術戦略等が活用された。 
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場の分析及び、産学官の
連携等によりその市場獲
得につなげるための施策
（研究開発プロジェクト
を含む）の方向性からな
る資料である。また、ビ
ジョン、政策動向も勘案
した政策当局との議論を
通じ、技術分野毎に企業
が抱える共通の課題や技
術領域を抽出することに
より、産学官連携等によ
る課題解決に向けた取組
を促進するものとする。
その際、内容の客観性を
担保するため、情報の取
扱に注意しつつ、策定途
中の案のとりまとめの方
向性について複数の外部
専門家から意見を聞くも
のとする。 

を踏まえた、技術革新が
もたらす将来の国内外市
場の分析及び、産学官の
連携等によりその市場獲
得につなげるための施策
（研究開発プロジェクト
を含む）の方向性からな
る資料である。また、ビ
ジョン、政策動向も勘案
した政策当局との議論を
通じ、技術分野毎に企業
が抱える共通の課題や技
術領域を抽出することに
より、産学官連携等によ
る課題解決に向けた取組
を促進するものとする。
その際、内容の客観性を
担保するため、情報漏え
いに注意しつつ、策定途
中の案について、その案
のとりまとめの方向性に
ついて技術分野毎の有識
者をフェローとして採用
すること等により、積極
的に複数の外部専門家か
ら意見を聞くものとす
る。 

組の具体化として、NEDO が策定する
技術戦略等において、総合指針で提
唱した評価指標（「CO2 削減ポテンシ
ャル」、「CO2 削減コスト」）に基づき
定量的な評価を行っていく取組を
2020 年度より開始した。国内外の状
況の変化を受けて、2022 年度には
「総合指針」の改訂案を作成した。
また、ビジネスモデルの変化や新た
な価値観が与える今後の技術変化の
方向性に係る分析を行うとともに、
産業構造やサプライチェーンに係る
分析の視点を強化した活動を実施し
た。また、特許庁の技術動向調査等
行政機関が実施する調査研究からの
技術動向の把握、最新の科学技術情
報を持つ国立研究開発法人科学技術
振興機構等との連携強化及び国内外
における研究者、技術者等とのネッ
トワーク構築に向けた取組を検討し
た。また、ワークショップや TSC 
Foresight セミナーの開催等を通
じ、国だけではなく民間企業におけ
るイノベーション促進にも資する活
動の成果の積極的な発信とフィード
バックに基づく質的向上の向けた取
組を実施した。 

・政策エビデンスを提供する活動の一
つとして、「技術戦略」策定に向け
た活動を実施した。策定にあたって
は、政策当局とも議論しビジョン、
政策動向も勘案しながら、技術分野
毎に企業が抱える共通の課題や技術
領域を抽出することにより、産学官
連携による課題解決に向けた取組を
促進した。その際、内容の客観性を
担保するため、情報漏えいに注意し
つつ、策定途中の案について、その
案のとりまとめの方向性について技
術分野毎の有識者をフェローとして
採用すること等により、積極的に複
数の外部専門家から意見を聞く取組
を実施した。2018 年度から 2022 年
度において、37 本の技術戦略を策定
し（2018 年度：9 本、2019 年度：7
本、2020 年度：6 本、2021 年度：9
本、2022 年度：6 本）、87 件の産学
連携プロジェクトの立案（2018 年
度：18 本、2019 年度：18 本、2020
年度：17本、2021年度：21本、2022
年度：13 本）に技術戦略等が活用さ
れた。 
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 さらに、海外事務所も
最大限活用して、ＴＳＣ
の技術情報収集・分析に
関する機能強化及び政策
エビデンス提供能力の向
上のための体制強化に取
り組むとともに、必要に
応じて、ＮＥＤＯ事業推
進部の職員を関与させる
仕組みを導入するものと
する。 
 加えて、科学技術イノ
ベーション総合戦略 2017
で指摘されているよう
に、技術力は我が国の経
済・社会活動を支える基
盤であるとともに、国及
び国民の安全・安心を確
保するための基盤ともな
っており、安全保障に資
する技術を幅広く活用
し、民生分野における科
学技術イノベーションを
促進することも期待され
る。このため、我が国の
科学技術の現状の情報収
集、客観的根拠に基づく
先端技術の進展予測、国
内外の科学技術の動向把
握などについて、科学技
術の変化により安全保障
を巡る環境にもたらされ
る影響を含めて俯瞰し、
ゲームチェンジャーとな
る可能性のあるような先
進技術について技術情報
の収集・分析を行う体制
を整備することが必要で
ある。 

さらに、海外事務所も最
大限活用して、ＴＳＣの
技術情報収集・分析に関
する機能強化及び政策エ
ビデンスの提供能力の向
上のための体制強化に取
り組むとともに、必要に
応じて事業推進部の職員
を戦略策定に関与させる
仕組みを導入するものと
する。 
 科学技術イノベーショ
ン総合戦略２０１７で指
摘されているように、技
術力は我が国の経済・社
会活動を支える基盤であ
るとともに、国及び国民
の安全・安心を確保する
ための基盤ともなってお
り、安全保障に資する技
術を幅広く活用し、民生
分野における科学技術イ
ノベーションを促進する
ことも期待される。この
ため、我が国の科学技術
の現状の情報収集、客観
的根拠に基づく先端技術
の進展予測、国内外の科
学技術の動向把握などに
ついて、科学技術の変化
により安全保障を巡る環
境にもたらされる影響を
含めて俯瞰し、ゲームチ
ェンジャーとなる可能性
のあるような先進技術に
ついて技術情報の収集・
分析を行う体制を整備す
ることが必要である。 
 なお、政策エビデンス
の提供及びプロジェクト
構想の策定に当たって
は、必要に応じて、方法
論募集（注１）、ワークシ
ョップ（注２）、先導調査
（注３）及び先導研究
（注４）の結果を活用す
る。 
（注１）方法論募集（Ｒ
Ｆ Ｉ ： Request for 
Information） 
産学官におけるアイデア
や研究状況を把握するた
め、技術開発の様々な方
法論を広く募集する。 
（注２）ワークショップ 
技術開発の対象技術や実
施者の候補・水準・可能
性等の把握や発掘のた
め、産学官の関係者を一
同に集め、大学や公的研
究機関と産業界とが基礎
研究も含め具体的技術課
題等について双方向で話
し合い、議論を行う。 

 ・さらに、TSC の技術情報収集・分析
に関する機能強化及び技術戦略策定
能力の向上のための体制強化の取組
として、2019 年 10 月のバイオエコ
ノミーユニットの創設、2020 年 4 月
の新領域・融合（ゼロエミ農水連
携）ユニットの創設等により、政府
戦略と連動した体制強化を実施。ま
た、各技術戦略策定や調査の実施に
おいて、事業推進部の職員を関与さ
せる仕組みを導入し、強化・実施し
た。 

・海外における技術情報収集・分析に
関する機能強化の一環として、2018
年 4 月に海外技術情報ユニットを新
設し、国際部・海外事務所・推進部
等と連携しつつ、海外の技術を取り
巻く環境変化をエリア別に収集・分
析・共有した。また、「コロナ危機
を受けた海外の動向」「バイデン次
期大統領で変わる米国の技術イノベ
ーション・気候変動政策」「グロー
バルな半導体競争 ―エコシステム
確保をかけて―」、「ウクライナ・ロ
シアレポート－エネルギー資源、鉱
物資源・希ガス、デジタル・宇宙分
野へのインパクト－」、「COP27 に向
けたカーボンニュートラルに関する
海外主要国（米・中・EU・英・独・
インドネシア・エジプト・インド）
の動向」など、タイムリーに成果物
の対外発信を実施した。 

・なお、政策エビデンスの提供及びプ
ロジェクト構想の策定に当たって
は、必要に応じて、方法論募集（注
1）、ワークショップ（注 2）、先導調
査（注 3）及び先導研究（注 4）の結
果を活用した。 

 
（注 1）方法論募集（RFI：Request 
for Information） 
産学官におけるアイデアや研究状況
を把握するため、技術開発の様々な
方法論を広く募集する。 

（注 2）ワークショップ 
技術開発の対象技術や実施者の候
補・水準・可能性等の把握や発掘の
ため、産学官の関係者を一同に集
め、大学や公的研究機関と産業界と
が基礎研究も含め具体的技術課題等
について双方向で話し合い、議論を
行う。 

（注 3）先導調査 
国内外における、①学会発表の内
容、②論文動向・特許動向、③産業
界の研究開発動向、④当該技術によ
る経済・社会インパクト、⑤当該技
術普及のための方策等を把握するた
め、技術戦略及びプロジェクト構想
の策定の際に調査を行う。 

（注 4）先導研究 
候補となる技術課題の現状水準、今
後の発展可能性及び限界を確認する
とともに、競合技術・代替技術の把

― 
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（注３）先導調査 
国内外における、①学会
発表の内容、②論文動
向・特許動向、③産業界
の研究開発動向、④当該
技術による経済・社会イ
ンパクト、⑤当該技術普
及のための方策等を把握
するため、技術戦略及び
プロジェクト構想の策定
の際に調査を行う。 
（注４）先導研究 
候補となる技術課題の現
状水準、今後の発展可能
性及び限界を確認すると
ともに、競合技術・代替
技術の把握のため、研究
者等への委託により予備
的な研究を行う。 

握のため、研究者等への委託により
予備的な研究を行う。 

 

（２）人材の流動化促
進、育成 

技術インテリジェンス
の向上を図るため、ＴＳ
Ｃにおいて、内部人材の
育成を図るとともに、ク
ロスアポイントメント制
度の活用、外部人材の中
途採用、国立研究開発法
人等の研究機関や大学に
おける研究者等幅広い人
事交流を行うものとす
る。 
 また、民間企業や大学
等の技術開発における中
核的人材として活躍しイ
ノベーションの実現に貢
献するＰＭ人材が不足し
ており、その育成を図る
ことが急務である。この
ため、将来のＰＭ人材の
候補を採用して多様な実
践経験を積ませること
や、利益相反に配慮しつ
つ民間企業・大学・ＮＥ
ＤＯを含む研究開発法人
においてすでに技術開発
マネジメントの実績を有
する人材を積極登用する
など、ＰＭ人材のキャリ
アパスの確立に貢献する
ものとするとともに、政
策当局と連携し、政策担
当者を含む技術開発成果
の社会実装をリードする
人材の育成に貢献する。 

（２）人材の流動化促
進、育成 
 技術インテリジェンス
の向上を図るため、ＴＳ
Ｃにおいて、内部人材の
育成を図るとともに、ク
ロスアポイントメント制
度の活用、外部人材の中
途採用、国立研究開発法
人等の研究機関や大学に
おける研究者等幅広い人
事交流を行うものとす
る。 
 また、民間企業や大学
等の技術開発における中
核的人材として活躍しイ
ノベーションの実現に貢
献するＰＭ人材が不足し
ており、その育成を図る
ことが急務である。この
ため、将来のＰＭ人材の
候補を採用して多様な実
践経験を積ませること
や、利益相反に配慮しつ
つ民間企業・大学・機構
を含む研究開発法人にお
いてすでに技術開発マネ
ジメントの実績を有する
人材を積極登用するな
ど、ＰＭ人材のキャリア
パスの確立に貢献ととも
に、政策当局と連携し、
政策担当者を含む技術開
発成果の社会実装をリー
ドする人材の育成に貢献
する。 
 加えて、ＴＳＣが世界
の最新技術動向と我が国
における産業動向を踏ま
えた実効性のある政策エ
ビデンス提供を実施でき
るよう、事業推進部の職
員を戦略策定に関与させ
る仕組みを導入する。こ
れに伴い、事業推進部に

 （２）人材の流動化促進、育成 
・技術インテリジェンスの向上を図る
ため、TSC において、研修等を通じ
て内部人材の育成を図るとともに、
企業や大学での実務経験を有する外
部人材を、プロジェクトの企画・運
営等を担う者として、計 100 名を採
用した。 

 ・2018年度：11名 
 ・2019年度：21名 
 ・2020年度：21名 
 ・2021年度：35名 
 ・2022年度：12名 
・民間企業や大学等の技術開発におい
て中核的人材として活躍しイノベー
ションの実現に貢献する PM人材の育
成を図るため、民間企業・大学・研
究開発法人等から毎年 280 人以上を
受け入れた。 

 ・2018年度：288名 
 ・2019年度：347名 
 ・2020年度：357名 
 ・2021年度：389名 
 ・2022年度：424名 
・PM 人材の育成のため、将来の PM 人
材の候補として若手職員に多様な実
戦経験を積ませている。PM の出身組
織の実績内訳は以下のとおり。 

 ・2018 年度：民間、官庁からの出向
31名、プロパー職員 21名 

 ・2019年度：民間からの出向28名、
プロパー職員 19名 

 ・2020 年度：民間、官庁からの出向
31名、プロパー職員 23名 

 ・2021 年度：民間、官庁からの出向
32名、プロパー職員 31名 

 ・2022 年度：民間、官庁からの出向
37名、プロパー職員 33名 

・さらに、NEDO 自身のプロジェクトマ
ネジメント能力の更なる高度化のた
め、プロジェクトマネジメント経
験・技能を多段階で評価し、固有職
員の育成、スキルアップを目的とし
たプロジェクトマネジメントレベル
認定制度を創設した。 

【評価の根拠】 
・NEDO 自身のプロジェクトマネジメント能力の更なる高度
化のため、プロジェクトマネジメント経験・技能を多段
階で評価し、固有職員の育成、スキルアップを目的とし
たプロジェクトマネジメントレベル認定制度を創設し
た。 

・TSCが世界の最新技術動向と我が国における産業動向を踏
まえた実効性のある政策エビデンス提供を実施できるよ
う、事業推進部の職員を戦略策定に関与させ、事業推進
部においても引き続き、内部人材の育成を図るととも
に、プロジェクト管理等に係る透明性を十分に確保した
上で、一定の実務経験を有する優秀な人材など、外部人
材の中途採用等を実施し、人材の流動化を促進して、
NEDO のマネジメント能力の底上げと質の高い技術戦略の
策定に資するための技術インテリジェンスの向上を図っ
た。 
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おいても引き続き、内部
人材の育成を図るととも
に、プロジェクト管理等
に係る透明性を十分に確
保した上で、一定の実務
経験を有する優秀な人材
など、外部人材の中途採
用等を毎年度実施し、人
材の流動化を促進して、
機構のマネジメント能力
の底上げと質の高い政策
エビデンス提供に資する
ための技術インテリジェ
ンスの向上を図るものと
する。 

・加えて、TSC が世界の最新技術動向
と我が国における産業動向を踏まえ
た実効性のある政策エビデンス提供
を実施できるよう、事業推進部の職
員を戦略策定に関与させ、事業推進
部においても引き続き、内部人材の
育成を図るとともに、プロジェクト
管理等に係る透明性を十分に確保し
た上で、一定の実務経験を有する優
秀な人材など、外部人材の中途採用
等を実施し、人材の流動化を促進し
て、機構のマネジメント能力の底上
げと質の高い政策エビデンス提供に
資するための技術インテリジェンス
の向上を図った。 

 

（３）情報発信の推進 
 ＮＥＤＯの技術インテ
リジェンスの成果につい
て、機微情報の管理に万
全を期しつつ積極的にセ
ミナー等による情報発信
を推進することにより、
様々な分野における技術
情報を有する企業・大
学・国立研究開発法人等
の研究者との連携を深め
ることでＮＥＤＯの技術
インテリジェンス能力の
向上を図るものとする。 
 なお、ＮＥＤＯが技術
インテリジェンスの向上
に積極的に取り組むこと
を促すため、以下の数値
目標を掲げ、その達成状
況を評価するものとす
る。 

（３）情報発信の推進 
 機構の技術インテリジ
ェンスの成果について、
機微情報の管理に万全を
期しつつ積極的にセミナ
ー等による情報発信を推
進することにより、様々
な分野における技術情報
を有する企業・大学・国
立研究開発法人等の研究
者との連携を深める。 
 また、機構の技術開発
プロジェクトに併設す
る、ＮＥＤＯプロジェク
トを核とした人材育成、
産学連携等の総合的展開
事業を活用して、当該技
術や技術経営人材の育成
のほか、先端的な成果を
発信し、企業や大学の研
究者や技術開発部門の担
当者との人的交流を深め
る。 

 （３）情報発信の推進 
・機構の技術インテリジェンスの成果
（政策エビデンス、TSC Foresight
等）について、ステークホルダーの
巻き込み強化や適時に議論を喚起す
る観点から、政策当局への提供や機
微情報の管理に万全を期しつつ積極
的にセミナー等による情報発信を推
進することにより、様々な分野にお
ける技術情報を有する企業・大学・
国立研究開発法人等の研究者との連
携を深めた。2018 年度から 2022 年
度にかけて新たに 44 本の「 TSC 
Foresight」レポートを公表した
（2018 年度：7 本、2019 年度：4
本、2020 年度：16 本、2021 年度：9
本、2022 年度：8 本）。また、「TSC 
Foresight」レポートの公表に連動
し、2018 年度から 2022 年度にかけ
て合計 14 回のセミナーを開催した
（2018 年度：4 回、2019 年度：3
回、2020 年度：3 回、2021 年度：2
回、2022年度：2回）。このうちレポ
ート公表に当たっては、社会変化の
動向、政策の検討スケジュール、関
連プロジェクトの開始タイミング等
を意識したタイムリーな成果の発
信・対話を強化した。特に、政府の
「革新的環境イノベーション戦略」
策定の動きにあわせて気候変動問題
の解決に向けた技術開発の在り方や
目指すべき方向性などをまとめた
「持続可能な社会の実現に向けた技
術開発総合指針 2020」（NEDO 総合指
針）やコロナ禍後の将来社会像や期
待されるイノベーションを分析・発
信した「コロナレポート」、豊かな
未来の実現に寄与するイノベーショ
ンの推進を目的に取りまとめた将来
像レポート「イノベーションの先に
目指すべき『豊かな未来』」につい
ては、政策当局、産業界、学術界か
ら多くの取材・講演・執筆等の依頼
があり、研究開発機関ではない流通
関係企業や金融機関などの新たなス
テークホルダーからの反響も得た。 

・また、海外の研究開発動向につい
て、海外公的機関の最新情報の概要

【評価の根拠】 
・主な業務実績等において言及したとおり、プロジェクト
を核とした人材育成、産学連携等の総合的展開事業を活
用して、当該技術や技術経営人材の育成のほか、先端的
な成果を発信し、企業や大学の研究者や技術開発部門の
担当者との人的交流を深める活動を実施した。 

・2018 年度から 2022 年度にかけて新たに 44 本の「TSC 
Foresight」レポートを公表した（2018 年度：7 本、2019
年度：4 本、2020 年度：16 本、2021 年度：9 本、2022 年
度：8 本）。また、「TSC Foresight」レポートの公表に連
動し、2018 度から 2022 年度にかけて合計 14 回のセミナ
ーを開催した（2018 年度：4 回、2019 年度：3 回、2020
年度：3 回、2021年度：2回、2022年度：2回）。 

・コロナ禍後の将来社会像や期待されるイノベーションを
分析・発信した「コロナレポート」については、政策当
局、産業界、学術界から多くの取材・講演・執筆等の依
頼があり、研究開発機関ではない流通関係企業や金融機
関などの新たなステークホルダーからの反響も得た。 

・海外の研究開発動向について、海外公的機関の最新情報
の概要を取りまとめた NEDO 海外技術情報を計 1,042 件発
信した。 
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を取りまとめた NEDO海外技術情報を
計 1,042件発信した。 

 
【海外技術情報の発信数（モニタリン
グ指標）】 

【エネルギーシステム分野】 209件 
 
【省エネルギー・環境分野】 132件 
 
【産業技術分野】 701件 
 
・NEDO プロジェクトを核とした人材育
成、産学連携等の総合的展開事業に
おいて、計画期間中に 12 講座実施
し、講義・実習により延べ 5,500 名
以上が受講した。 

・また、シンポジウムやワークショッ
プを 60回以上開催し、延べ 2,900名
以上が参加した。また、学会発表を
約 140回、企業との共同研究を 45件
実施した。 

 

○数値目標３.‐１ 
【目標】「基幹目標」 
 ＴＳＣには、最新の技
術動向や市場動向に関す
る情報を収集・分析し、
成果を政策遂行のための
エビデンスとして政策当
局に提供するとともに、
成果を発信していくこと
が期待される。一連の活
動は高い専門性が求めら
れること、活動の成果の
定量的な把握が困難な場
合もあることから、活動
全体に対する総合的な評
価を実施し、その評点を
目標として設定する。 
 具体的には、外部有識
者により構成される委員
会において、①内外の技
術情報の収集・分析、②
政策エビデンスの提供、
③活動の成果の発信の３
つの観点で、策定した資
料の政策文書への引用
数、施策立案等に活用さ
れた技術戦略の数等の定
量指標も用いながら評価
し、該当する評価単位の
それぞれにおいて、４段
階評点の平均が最上位ま
たは上位の区分の評価と
なることを目標とする。 

○数値目標３.‐１ 
【目標】「基幹目標」  
 ＴＳＣは、最新の技術
動向や市場動向に関する
情報を収集・分析し、成
果を政策遂行のためのエ
ビデンスとして政策当局
に提供するとともに、成
果を発信していく。一連
の活動は高い専門性が求
められること、活動の成
果の定量的な把握が困難
な場合もあり、活動全体
に対する総合的な評価を
実施し、その評点を目標
として設定する。 
 具体的には、外部有識
者により構成される委員
会において、①内外の技
術情報の収集・分析、②
政策エビデンスの提供、
③活動の成果の発信の３
つの観点で、策定した資
料の政策文書への引用
数、施策立案に活用され
た技術戦略の数等の定量
指標も用いながら評価
し、該当する評価単位の
それぞれにおいて、４段
階評点の平均が最上位ま
たは上位の区分の評価と
なることを目標とする。 

【評価軸】 
○ＴＳＣの技術イ
ンテリジェンス
が、政策・施策や
研究開発等に活用
されているか。 
 
【関連する評価指
標】 
○外部有識者委員
会による評価の評
点（評価指標） 

○数値目標３.‐１【基幹目標】 
・技術に対するインテリジェンスにつ
いて、2018年度、2019年度は、技術
戦略が産学連携研究開発プロジェク
トに 110％以上つながることを達成
した。2020 年度からは外部評価制度
に目標が変更され、①内外の技術情
報の収集・分析、②政策エビデンス
の提供、③活動の成果の発信の 3 つ
の観点で、策定した資料の政策文書
への引用数、施策立案に活用された
技術戦略の数等の定量指標も用いな
がら評価を実施。4 段階評点の平均
が最上位または上位の区分の評価と
なることを達成した。 

 
・なお、2018 年度から 2019 年度の実
績において、産学連携研究開発プロ
ジェクトにつながった技術戦略（大
幅改訂を含む）割合は、110％以上
の目標に対して以下のとおり。 

［エネルギーシステム分野］ 
167％（10 プロジェクト／6 技術戦
略） 

［省エネルギー・環境分野］ 
150％（6 プロジェクト／4 技術戦
略） 

［産業技術分野］ 
317％（19 プロジェクト／6 技術戦
略） 

 
・外部有識者により構成する委員会に
おける評価単位のそれぞれにおい
て、4 段階評点の平均が最上位また
は上位の区分の評価となる目標に対
して以下のとおり。 

［エネルギーシステム分野］ 
2020年度： 3.0点 
2021年度： 2.8点 
2022年度： 3.0点 

［省エネルギー・環境分野］ 
2020年度： 2.8点 
2021年度： 2.8点 

【評価の根拠】 
・評価対象であるエネルギーシステム、省エネルギー・環
境、産業技術の全てのセグメントで目標を達成した。 
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2022年度： 3.0点 
 

［産業技術分野］ 
2020年度： 3.0点 
2021年度： 2.8点 
2022年度： 2.8点 

 

【重要度】高、【優先度】
高、【難易度】高 
 ＴＳＣには、最新の技
術動向や市場展望を把握
した上で、国内外の有望
技術の発掘、先を見据え
た中長期の技術動向、産
業構造をも見据えた政策
エビデンスの提供を求め
ている。また、民間企業
が研究開発費の多くを短
期的研究に振り向ける傾
向がある中、研究開発、
市場獲得・開拓までを通
じたイノベーションシス
テムの構築や、勝ち筋と
なり得る「戦略分野」の
見極めを行ったうえで、
国が中長期的な研究を支
援していくことが求めら
れており、その戦略分野
の見極めを行う役割を担
うＴＳＣの技術インテリ
ジェンス機能の向上が第
４期中長期目標の重要な
ミッションとして位置付
けられていることから、
本目標の重要度及び優先
度は高とする。 
 なお、こうした活動に
は、特許庁の技術動向調
査等行政機関の調査研究
や他の国立研究開発法人
の調査研究等も活用しつ
つ情報収集・分析を進め
るだけでなく、地道な研
究論文の調査、国内外の
多くの研究者との直接対
話等から、その技術的内
容を理解して整理するこ
とが必要。また、政策エ
ビデンスの提供にあたっ
ては、有望技術について
の社会課題・市場課題の
動向把握・分析を産官学
関係者の意見を踏まえつ
つ取りまとめることが必
要である。これらの一連
の作業を実施したうえ
で、中長期的な視点に立
った情報収集、分析の実
施と技術インテリジェン
ス蓄積と、その成果とし
ての政策エビデンスの提
供は、相当の困難性が伴
うため、本目標の難易度
は高とする。 

―    
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○数値目標３.‐２ 
【目標】 
 ＮＥＤＯ事業（戦略的
イノベーション創造プロ
グラム（ＳＩＰ）事業等
内閣府が戦略を策定し推
進するものを除く。）に参
加する 40 才以下の若手研
究員及び女性研究員を、
年間 1,400 人以上とする
こととする。なお、評価
単位毎の目標は中長期計
画において明示するもの
とする。 
 ※数値目標を見直し、
令和４年度は 6,200 人以
上とすることを目標とす
る。 

○数値目標３.‐２ 
【目標】 
 機構事業（戦略的イノ
ベーション創造プログラ
ム（ＳＩＰ）事業等内閣
府が戦略を策定し推進す
るものを除く。）に参加す
る４０才以下の若手研究
員及び女性研究員を、年
間１，４００人以上とす
ることとする。 
 なお、評価単位毎の目
標は以下のとおりとす
る。 
 エネルギーシステム分

野     ５００
人 

 省エネルギー・環境分
野   

２００人 
産業技術分野            
５００人 

 新産業創出・シーズ発
掘等分野  

２００人 
 
※経済産業省が定める第
４期中長期目標における
数値目標の見直しを踏ま
え、令和４年度は６，２
００人以上を目標とし、
評価単位毎の目標は以下
のとおりとする。 
 エネルギーシステム分

野 
 １，６００人 

 省エネルギー・環境分
野 
 １，５００人  

 産業技術分野 
 ２，５００人 

 新産業創出・シーズ発
掘等分野  

６００人 

【評価軸】 
○ＮＥＤＯのマネ
ジメント能力向上
に資する人材の育
成等に取り組んで
いるか。 
 
【評価指標】 
○ＮＥＤＯ事業に
参加する４０才以
下の若手研究者及
び女性研究者の人
数（評価指標） 

○数値目標３.‐２ 
【NEDO 事業に参加する 40 才以下の若
手研究員及び女性研究員の人数（評価
指標）】 
・NEDO 事業（内閣府が戦略を策定し、
推進する戦略的イノベーション創造
プログラム（SIP）事業を除く。）に
参加する 40才以下の若手研究員及び
女性研究員について、2022 年度まで
の実績（年度平均値）は以下のとお
り。 

 
【エネルギーシステム分野】 
1,892人 

 
【省エネルギー・環境分野】 
1,655人 

 
【産業技術分野】 
2,558人 

 
【新産業創出・シーズ発掘等分野】 
683人 

 
（参考：NEDO全体） 
合計 6,788人 

【評価の根拠】 
・民間企業、大学等において中核的な人材として活躍し、
イノベーションの実現に貢献する 40 才以下の若手研究員
及び女性研究員を養成していくことを目的として、第 4
期中長期目標期間の実績として、全てのセグメントで目
標を大幅に上回り、達成した。 

 

４．技術分野ごとの目標 
 第４期中長期目標期間
における技術分野ごとの
取組は、「未来投資戦略
2017」、「エネルギー基本
計画」、「エネルギー・環
境イノベーション戦略」
等の政府の方針を踏ま
え、以下の分野ごとに技
術開発を実施するものと
し、ＮＥＤＯにおいて作
成する中長期計画又は年
度計画において、分野ご
とに長期的に目指すべき
目標及び第４期中長期目
標期間中に達成すべき技
術水準や技術開発目標な
どの達成水準を明示して
取り組むものとする。 

４．技術分野ごとの目標 
第４期中長期目標期間に
おける技術分野ごとの取
組は、「未来投資戦略２０
１７」、「エネルギー基本
計画」、「エネルギー・環
境イノベーション戦略」
等の政府の方針を踏ま
え、以下の分野ごとに技
術開発を実施する。分野
ごとに長期的に目指すべ
き目標及び第４期中長期
目標期間中に達成すべき
技術水準や技術開発目標
などの達成水準を事業毎
に策定する基本計画に明
示して取り組む。 
 また、世界的な技術革
新や市場動向の状況を十
分に把握しつつ、必要に

 ４．技術分野ごとの目標 
・第 4 期中長期目標期間における技術
分野ごとの取組は、「未来投資戦略
2017」、「エネルギー基本計画」、「エ
ネルギー・環境イノベーション戦
略」等の政府の方針を踏まえ、以下
の分野ごとに技術開発を実施した。
分野ごとに長期的に目指すべき目標
及び第 4 期中長期目標期間中に達成
すべき技術水準や技術開発目標など
の達成水準を事業毎に策定する基本
計画に明示し、事業を実施した。 

・また、世界的な技術革新や市場動向
の状況を十分に把握しつつ、必要に
応じて中長期計画又は年度計画にお
ける達成すべき技術水準・技術開発
目標をより野心的なものに見直す等
の対応を適切に実施した。 
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 また、世界的な技術革
新や市場動向の状況を十
分に把握しつつ、必要に
応じて中長期計画又は年
度計画における達成すべ
き技術水準・技術開発目
標をより野心的なものに
見直す等の対応を適切に
行うものとする。 

応じて中長期計画又は年
度計画における達成すべ
き技術水準・技術開発目
標をより野心的なものに
見直す等の対応を適切に
行うものとする。 
 

 

【エネルギーシステム分
野】 
 「エネルギー基本計
画」、「水素基本戦略」に
基づき、再生可能エネル
ギーの導入加速、蓄電池
などのエネルギーの貯蔵
手段の確保、水素の利活
用を着実に進めること等
が求められている。この
ため、再生可能エネルギ
ーについては、太陽光発
電、風力発電、地熱発
電、バイオマスエネルギ
ー、波力・潮力等の海洋
エネルギー、その他の再
生可能エネルギー熱利用
の低コスト化・高効率化
や多様な用途の開拓に資
する研究開発、再生可能
エネルギー発電の既存系
統への接続量増加のため
の系統運用技術の高度化
や送配電機器の技術実
証、蓄電池などのエネル
ギー貯蔵に関する技術開
発、水素の製造から貯
蔵・輸送、利用に関わる
技術開発や社会実装等を
戦略的に推進するものと
する。さらに、エネルギ
ー分野における新市場の
創出と、国際展開の強化
による成長戦略の実現に
向け我が国の再生可能エ
ネルギー、蓄電池、水素
等のエネルギーシステム
分野の国際展開を進展さ
せるため、各国の政策、
規制環境等を踏まえ、日
本の優れた技術を核に、
海外実証事業等を強力に
推進するものとする。加
えて、他国への温室効果
ガス削減技術等の普及等
の国際的な取組を通じ
て、実現した温室効果ガ
ス排出削減・吸収を国際
貢献として示していくと
ともに、我が国の削減目
標の達成にも資するよう

【エネルギーシステム分
野】 
 新たなエネルギーシス
テムの構築に向け、以下
の個別技術、システム技
術の開発を総合的に進め
ていく。 
 再生可能エネルギー発
電の既存系統への接続量
増加のための系統運用技
術の高度化や送配電機器
の技術実証では、太陽光
発電等の分散型エネルギ
ーの大量導入による配電
網の電圧上昇等の課題を
克服し、再生可能エネル
ギーを最小の社会コスト
で最大限導入できる次世
代電力網の構築に向けた
共通基盤の技術開発や太
陽光・風力の自然変動電
源の発電量の予測技術を
高精度化・実用化する技
術の開発等を推進する。 
 蓄電池などのエネルギ
ーの貯蔵能力強化に関す
る技術開発では、現行の
リチウムイオン電池（現
行 LIB）に比べ、エネルギ
ー密度の高い全固体 LIB
や新原理により性能を大
幅に向上させた革新型蓄
電池の共通基盤技術の研
究開発等を行う。 
 水素の製造から貯蔵・
輸送、利用に関わる技術
開発では、超高圧水素技
術等を活用した低コスト
水素供給インフラ構築に
向けた研究開発や次世代
燃料電池の実用化に向け
た低コスト化・耐久性向
上等のための研究開発、
未利用エネルギーを活用
した大規模水素サプライ
チェーン構築の基盤とな
る技術開発、大量の水素
を利活用する技術開発
等、水素利用社会の構築
に向けた取組を推進す
る。 

 【エネルギーシステム分野】 
●太陽光発電主力電源化推進技術開発 
 [2020～2024年度] 
【主な成果、アウトプット等】 
・太陽光パネル設置におけるガイドラ
イン策定において地上設置型太陽光
発電システムの設計ガイドラインを
2019 年に公開した後、将来の太陽光
発電の一層の導入量拡大にむけて太
陽光発電の特殊な設置形態（傾斜地
設置型・営農型・水上設置型）の安
全性に関するガイドラインの暫定版
を 2021年度に公開した。 

 
【主なアウトカム、社会的インパクト

等】 
・左記ガイドラインの策定の他、太陽
光発電の長期安定的導入のための技
術開発により、2030 年時点で導入を
期待する小規模発電設備（50kW 以
下）の 20GWレベルでの導入が期待さ
れる。 

 
【その他影響・マネジメントの工夫
等】 
・傾斜地、営農、水上における設計・
施工のガイドラインについて、昨今
の社会的ニーズに対応するため、早
急な成果の普及を実現すべく 2021年
度に暫定版を公開した。併せて、近
年事故が多発する水上・傾斜地を中
心に、杭基礎の抵抗力、載荷試験、
水中アンカーの耐力、フロートへの
荷重等、既存ガイドラインでカバー
できていない実証データの収集を実
施するための事業を追加。既存事業
と連携することで 2022年度末のガイ
ドライン完成版に反映した。 

・また、プロジェクトは 2022年度の中
間評価を踏まえ、的確な進捗評価と
最終目標へ向けたフィードバックを
着実に行うことにより、一層の成果
の創出に努める。 

 
●バイオマスエネルギーの地域自立シ
ステム化実証事業 
[2014～2021年度] 
【主な成果、アウトプット等】 
・「バイオマスエネルギー地域自立シ
ステムの導入要件・技術指針」、及

 
【評価の根拠】 
・地上設置型太陽光発電システムの設計ガイドラインを
2019 年に、太陽光発電の特殊な設置形態（傾斜地設置
型・営農型・水上設置型）の安全性に関するガイドライ
ンを 2021年度に公開した。 

・近年事故が多発する水上・傾斜地を中心に、杭基礎の抵
抗力、載荷試験、水中アンカーの耐力、フロートへの荷
重等、既存ガイドラインでカバーできていない実証デー
タの収集を実施するための事業を追加し、2022 年度末の
ガイドライン完成版に反映した。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【評価の根拠】 
・日本初となる大型縦型乾式メタン発酵施設を導入し、2年
以上の実証実験により、バイオガスを安定的に発生させ
ること、発酵に係る細菌のメカニズムを元に最適な原料
の投入バターンを導くことに成功した。また、実証事業
を通じて 1t 当たりの CO2 削減コストについて、目標値を
上回る成果を実現した。 
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二国間オフセット・クレ
ジット制度（ＪＣＭ）を
活用していく。 
 「エネルギー・環境イ
ノベーション戦略」で
は、削減ポテンシャル・
インパクトが大きい有望
技術として、蓄エネルギ
ー分野では次世代蓄電
池、水素等製造・貯蔵・
利用、創エネルギー分野
では次世代太陽光発電、
次世代地熱発電が特定さ
れるとともに、ＡＩ、ビ
ックデータ、ＩｏＴ等の
活用によるエネルギーシ
ステム統合技術の重要性
についても言及してい
る。これらの技術をはじ
めとした長期的な視点に
立った技術について、従
来の発想によらない革新
的な技術の発掘や開発に
取り組むものとする。 
 

 再生可能エネルギーに
ついて、技術開発を進め
る。太陽光発電では、大
幅な発電コスト低減を実
現する可能性が高い太陽
電池や周辺機器等を対象
として技術開発を行うほ
か、性能評価等の共通基
盤技術の開発、太陽光パ
ネルに対応する低コスト
リサイクル・リユース技
術の開発等に取り組む。
風力発電では着床式・浮
体式洋上風力発電のコス
ト低減に向けた技術開
発・実証・導入支援等を
進めるほか、風車部品の
故障による停止時間を縮
小させるためのメンテナ
ンスシステムの開発等を
行う。地熱発電では、我
が国の豊富な地熱資源を
活かすための高性能な地
熱発電システムの開発等
に取り組む。バイオマス
エネルギーでは食糧と競
合しないバイオ燃料の実
用化に向けた研究開発の
ほか、地域で自立したバ
イオマスエネルギーの活
用モデルを確立させるた
めの実証事業等に取り組
む。波力・海流等の海洋
エネルギーでは、海洋エ
ネルギー発電システムの
実用化に向けた長期実証
研究等に取り組む。再生
可能エネルギー熱利用で
は、コストダウンを目的
とした再生可能エネルギ
ー利用技術の開発や蓄熱
利用等を含むトータルシ
ステムの高効率化・規格
化、熱量評価技術の高精
度化等に取り組む。 

び「事業性・地域経済性評価ツー
ル」を公表した。 

・原料別、事業モデル別に合わせて 35
件の事業性評価（FS)を実施し、外
部有識者による評価を実施。その中
で事業性があると評価した 7 件（メ
タン発酵系 2 件、木質バイオマス系
5 件）については引き続き実証事業
を実施した。実証事業は技術指針/導
入要件に基づいて実施する事で技術
指針/導入要件の内容について検証す
ると共に、既存技術の改良改善や要
素技術の高効率性、高品質性、低コ
スト性を実証し、健全な運用が可能
な地域システムを提示した。 

・実証事業を通じて 1t当たりの CO2削
減コスト 5,647 円/t-CO2 を達成した
（目標値 6,700円/t-CO2)。 

・日本初となる大型縦型乾式メタン発
酵施設を導入し、2 年以上の実証実
験により、バイオガスを安定的に発
生させること、発酵に係る細菌のメ
カニズムを元に最適な原料の投入バ
ターンを導くことが出来た。バイオ
ガス発電機を軸としたエネルギー創
出により、システム全体の温室効果
ガス削減の実現も出来、目標を達成
した。また、事業として成立するこ
とも検証できた。 

 
【主なアウトカム、社会的インパクト

等】 
・「バイオマスエネルギー地域自立シ
ステムの導入要件・技術指針」、及
び「事業性・地域経済性評価ツー
ル」により、バイオマスエネルギー
への参入を検討する事業者に対し
て、事業計画の作成に当たり、これ
らの活用を促すことによりバイオマ
スエネルギーの利用拡大に貢献す
る。 

・2030 年度までに地域で自立したバイ
オマスエネルギーを 50 万 kW 導入す
る。 

・本実証の知見を元に各種企業、自治
体にコンサルティングを行い、類似
施設の増加につなげる。本施設はそ
のための訓練施設の役割も担う。本
事業と同種の施設は２例目として
2021 年に埼玉県に竣工している。ま
た、本事業の成果は「バイオマスエ
ネルギーの地域自立システムの導入
要件・技術指針」に反映し、これか
らバイオマスエネルギー導入を行う
事業者の成功率を向上させる。 

 
【その他影響・マネジメントの工夫
等】 
・導入要件・技術指針の策定に当たっ
ては、FS 事業者へのコンサルティン
グにより、不足する知見やデータ等
を収集し、より実用的なガイドライ
ン「導入指針・技術指針」の改訂に
反映した。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【評価の根拠】 
・世界有数規模の水電解装置を備えた水素製造試験施設
「福島水素エネルギー研究フィールド」（FH2R）を整備
し、太陽光発電の電力を最大限有効活用して水素製造を
行う Power to Gasの実証試験を開始した。 

・世界で初めて水素キャリア（有機ケミカルハイドライド
及び液化水素）を用いた国際間での大量な水素の海上輸
送実証試験に成功した。 
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・実証事業については外部有識者によ
る技術検討委員会で主に技術的な点
について評価・助言すると共に、事
業継続可否を評価する仕組みを作
り、改善指導を行うことでより良い
成果を出せるようにした。 

・各地でワークショップを開催し、ガ
イドライン及び FS／実証事業の普
及、紹介を行った。 

・外部有識者による技術検討委員会で
主に技術的な点について、モニタリ
ング評価委員会で主に経済性につい
て事業の進捗をチェックし、改善す
べき点を事業者に指摘することでよ
りよい成果が出せるように務めた。 

 
●水素社会構築技術開発事業 
[2014～2025年度] 
【主な成果、アウトプット等】 
・福島県浪江町において、世界有数規
模の水電解装置を備えた水素製造試
験施設「福島水素エネルギー研究フ
ィールド」（FH2R）を整備し、太陽
光発電の電力を最大限有効活用して
水素製造を行う Power to Gasの実証
試験を開始した。また、未利用資源
を活用した国際間での水素サプライ
チェーンの実証研究に取り組み、世
界で初めて水素キャリア（有機ケミ
カルハイドライド及び液化水素）を
用いた国際間での大量な水素の海上
輸送実証試験に成功した。 

・水素発電に関し、世界で初めて、水
素ガスタービン発電設備による市街
地で水素 100％による熱電供給を達
成した。また将来の事業用水素発電
の実現に向け数百 MW級発電用大型ガ
スタービン向け燃焼器を開発した。
加えてドライ方式燃焼器を用いた水
素ガスタービン発電の窒素酸化物排
出量について、大気汚染防止法の規
制値の半分である、35ppm 下を達成
した。また、水素・天然ガスの混合
燃料に対して、幅広い混合率での運
転を実現する技術を開発、その実証
運転に成功した。 

 
【主なアウトカム、社会的インパクト

等】 
・発電分野等における水素の利活用が
抜本的に拡大。2030 年頃には世界に
先駆け本格的な水素サプライチェー
ンを構築するとともに、エネルギー
供給システムの柔軟性を確立し、エ
ネルギーセキュリティの確保に貢献
する。 

・本事業で得られた成果を基に、自立
的な水素の普及拡大・社会実装を目
指し、グリーンイノベーション基金
事業における「大規模水素サプライ
チェーンの構築」プロジェクト及び
「再エネ等由来の電力を活用した水
電解による水素製造」プロジェクト
を開始した。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【評価の根拠】 
・第 1世代全固体 LIBは、4×12.5cm10積層実証セルにて
体積エネルギー密度 450Wh/L以上を達成し、次世代全固
体 LIBでは、目標を大きく超える 860Wh/L以上の初期性
能を実証した。 

・革新型蓄電池実用化促進基盤技術開発や NEDO 先導研究プ
ログラムをはじめとした NEDO 事業に加え、ガバニングボ
ード等を通じて、文部科学省・JSTが所管する蓄電技術開
発事業との密な連携を実施した。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【評価の根拠】 
・既存系統の空き容量の中でノンファーム型接続を最大限
受け入れた場合でも、計画通りに出力制御を行い、適正
な運用を可能とする制御方式を確立した。また、制度の
議論に基づき、当初の計画になかったローカル系統も対
象範囲とし、再給電方式も追加しつつ、シンプルで効率
的なシステムを開発した。 
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【その他影響・マネジメントの工夫
等】 
・海外の取組も参考に、地域において
水素製造から利用に至る統合的な水
素利活用モデル構築に向けた事業を
立ち上げ、国内外での調査・実証を
開始した。 

・水素そのものに対する認知拡大及び
社会受容性の獲得等の普及促進に向
け、水素エネルギーに特化した Web
サイトを構築した。YouTuber による
体験といった新たな視点での情報発
信により一部動画の再生回数は 200
万回を超えるなど（動画再生総数
は、300 万回を超えるなど）、高い関
心を得た。また全国各地で高校生向
けに水素学習プログラムを開催し、
その様子を新聞広告や NEDO YouTube
に掲載するなど積極的な発信を行っ
た。 

・さらに外部機関と積極的に連携し、
オリンピックや耐久レース等で FH2R
および山梨で製造した水素の活用を
図り、水素の PRに努めている。 

 
●先進・革新蓄電池材料評価技術開発
（第２期） 

[2018～2022年度] 
【主な成果、アウトプット等】 
・第 1世代全固体 LIBは、4×12.5cm10
積層実証セルにて体積エネルギー密
度 450Wh/L 以上を達成した。次世代
全固体 LIB では、目標を大きく超え
る 860Wh/L 以上の初期性能を実証し
た。 

・第一世代/次世代の標準電池モデル
開発を進め、ともに仕様書を策定し
た。 

・充放電特性・電池パック発熱挙動の
シミュレーション技術を高度化し、
次世代全固体 LIB への適用を実施し
た。 

・全固体 LIB に適用可能な安全性試験
法を開発した。検討結果を国際標準
化に向け電池標準化 WGに提供した。 

・社会システム将来像を検討し、EV／
PHEV 普及課題および全固体 LIB が目
指す技術開発の方向性を提言した。 

 
【主なアウトカム、社会的インパクト

等】 
・2035 年時点での経済効果が、①電池
パックの生産・販売については約
2,700 億円／年、②EV・PHEV の生
産・販売については約 1.1 兆円／年
となり、CO2削減効果は約 210万トン
／年となる。 

 
【その他影響・マネジメントの工夫
等】 
・NEDO 技術委員会の委員構成を事業進
捗に応じて変更した。事業後半は実
用化を見据え企業中心とした委員構
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成とすることで、より実用視点での
課題認識に対する助言を集め研究開
発にフィードバックした。 

・事業 3 年目の中間年度に、アカデミ
ア 17機関を対象にステージゲート審
査を実施した。事業後半 2 年間の契
約継続可否を判断し、予算の選択・
集中化を推進した。 

・革新型蓄電池実用化促進基盤技術開
発や NEDO先導研究プログラムをはじ
めとした NEDO事業に加え、ガバニン
グボード等を通じて、文部科学省・
JST が所管する蓄電技術開発事業と
の密な連携を実施した。 

・中間評価の指摘を反映しつつ、耐久
性の課題や事業後半の実施計画書を
調整した。耐久性の課題の把握や液
系 LIB との挙動の違いの明確化等も
含め、研究開発を加速・深掘りさせ
るため、2021 年は当初予算に加え、
約 3億円の増額を実施した。 

 
●再生可能エネルギーの大量導入に向
けた次世代電力ネットワーク安定化技
術開発 
[2019～2023年度] 
【主な成果、アウトプット等】 
・既存系統の空き容量の中でノンファ
ーム型接続を最大限受け入れた場合
でも、計画通りに出力制御を行い、
適正な運用を可能とする制御方式を
確立した。また、制度の議論に基づ
き、当初の計画になかったローカル
系統も対象範囲とし、再給電方式も
追加しつつ、シンプルで効率的なシ
ステムを開発した。これらの成果を
踏まえ実施した中間評価において
は、中間目標（2021 年度末）に対し
て、A評価相当となった。 

・全国 40 カ所に設置した PMU（Phasor 
Measurement Unit）を用いて、一般
送配電事業者間で時刻同期のとれた
詳細計測データを比較・検証可能な
慣性力等の常時監視システムを構築
するための基盤技術を開発するとと
もに、慣性力等が具備されている制
御装置の機能検証等を実施した。 

・2022 年度に 2021 年度終了 3 テーマ
に係る事後評価を実施し、委員から
多くの肯定的なコメント、及び 4 段
階評点の平均が上位の区分の評価を
得た。 

 
【主なアウトカム、社会的インパクト

等】 
・政策に基づき、2024 年度にノンファ
ーム型接続等を実現することで、電
力系統に接続できる再エネが増加
し、再エネの大量導入に貢献でき
る。 

・グリッドコードに「力率一定制御」
を規定するにあたり、本事業の検討
結果が活用された。この議論を基に
2025 年 4 月に系統連系技術要件を改
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定予定。JET 低圧系統連系保護装置
等の試験方法通則にも反映済み。 

 
【その他影響・マネジメントの工夫
等】 
・NEDO はプロジェクトリーダー(PL)及
びサブプロジェクトリーダー(SPL)
を設置し、経済産業省や電力系統に
関連する機関とも緊密に連携し、最
新の政策及び技術動向を確認しなが
ら、効果的なマネジメントを実施し
た。制度の議論に基づき、当初の計
画になかったローカル系統も対象範
囲とし、再給電方式も追加しつつ、
シンプルで効率的なシステムを開発
した。将来的な市場主導型の混雑管
理手法の導入を見据え、2022 年度に
は「市場主導型の系統混雑管理手法
に関する動向調査及び課題等の抽出
検討」を実施し、市場主導型の系統
混雑管理手法への移行の課題と選択
肢の整理を行った。 

・外部有識者で構成される検討委員会
を設置し、半年に 1 回程度事業全体
の進捗状況と今後の計画について報
告し、助言を得て進めている。この
検討委員会においては、原課である
資源エネルギー庁新エネルギー課以
外にも、電力基盤整備課や電力広域
的運営推進機関（OCCTO）、送配電網
協議会（2020 年までは電気業連合
会）等もオブザーバとして参加し、
必要に応じて助言を得ている。 

 

― さらに、エネルギー分
野における新市場の創出
と、国際展開の強化によ
る成長戦略の実現に向
け、我が国の再生可能エ
ネルギー、蓄電池、水素
等のエネルギーシステム
分野の国際展開を進展さ
せるため、各国の政策、
規制環境等を踏まえ、日
本の優れた技術を核に、
相手国政府・企業と共同
で海外実証事業等を行
う。 
加えて、他国への温室

効果ガス削減技術等の普
及等の国際的な取組を通
じて、実現した温室効果
ガス排出削減・吸収を国
際貢献として示していく
とともに、我が国の削減
目標の達成にも資するよ
う二国間オフセット・ク
レジット制度（ＪＣＭ）
を活用していく。具体的
には我が国の優れた低炭
素技術・システムの有効
性を最大限に引き出すプ
ロジェクトの可能性調査
や、我が国の貢献による
温室効果ガス削減効果を

 ●エネルギー消費の効率化等に資する
我が国技術の国際実証事業 
[1993～2025年度] 
【主な成果、アウトプット等】 
・2018 年に米国初となるレドックスフ
ロー電池の電力卸売市場での運用を
開始。短周期の出力と長時間の電力
量いずれの充放電要求にも対応可能
なレドックスフロー電池の特性を生
かし、電力品質を維持するための調
整力・予備力を調達するためのアン
シラリーサービス市場や需要に応え
て電力を供給することを目的とした
エネルギー市場での取引を組み合わ
せ、季節・時間帯に応じた運用手法
を検証・確認した。 

・2021年には、66軒の需要家が含まれ
る実配電網でレドックスフロー電池
を自立電源としたマイクログリッド
を構築。停電状態から蓄電池を起動
するブラックスタート移行と、需要
家が停電を感じない無瞬断でのシー
ムレス移行を実施し、日米で初めて
両移行方式によるマイクログリッド
運用に成功した。 

・2022 年には、本実証事業で得られた
成果の社会実装を推進するために現
地での成果報告会を実施し、多くの
潜在顧客に向け成果を発信。現地の
政府機関や電力会社等の協力を得な
がら、160 名に及ぶ参加者を得て成

【評価の根拠】 
・66 軒の需要家が含まれる実配電網でレドックスフロー電
池を自立電源としたマイクログリッドを構築し、停電状
態から蓄電池を起動するブラックスタート移行と、需要
家が停電を感じない無瞬断でのシームレス移行を実施
し、日米で初めて両移行方式による平常時・非常時の併
用運転に成功した。 

・本実証事業で得られた成果の社会実装を推進するため
に、現地の政府機関や規制当局等を巻き込みながら、加
州のみならず米国各地の電気事業関連会社等を招待し、
現地での成果報告会を実施した。 
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測定・報告・検証（ＭＲ
Ｖ）するための手法開発
及び削減量の定量化事業
を行う。 
上記の取組に加えて、

「エネルギー・環境イノ
ベーション戦略」では、
削減ポテンシャル・イン
パクトが大きい有望技術
として、蓄エネルギー分
野では次世代蓄電池、水
素等製造・貯蔵・利用、
創エネルギー分野では次
世代太陽光発電、次世代
地熱発電が特定されると
ともに、ＡＩ、ビックデ
ータ、ＩｏＴ等の活用に
よるエネルギーシステム
統合技術の重要性につい
ても言及している。これ
らの技術をはじめとした
長期的な視点に立った技
術について、従来の発想
によらない革新的な技術
の発掘や開発に取り組
む。 
これらの技術の社会実

装を通じて、政府の２０
３０年の再生可能エネル
ギーの導入目標達成、更
には２０５０年を見据え
たさらなる導入拡大に資
する。 
 令和２年度補正予算
（第３号）において措置
された交付金により、風
力発電導入のために未開
発海域における調査を実
施する等、ポストコロナ
に向けた経済構造の転
換・好循環の実現を目指
す。この事業は令和２年
度の途中から講じられる
が、事業の終了まで、同
年度及びそれ以降の業務
実績等報告書に実施状況
を記載する。 

功裏に終了した。報告会では実証成
果の報告に加えて、日米の専門家を
交えてパネルディスカッションも実
施。中立的な専門家からの意見によ
り、長時間エネルギー貯蔵技術に関
するレドックスフロー電池の適用可
能性をアピールした。また、同日に
サイトツアーを実施し、現地の電力
事業関係者を含む 100 名以上が参
加。レドックスフロー電池を実見し
てもらうことで同電池の信頼性を PR
した。 

 
【主なアウトカム、社会的インパクト

等】 
・再生可能エネルギーの導入拡大とあ
わせて電力取引市場の整備が進む米
国において、技術の成立性検証に加
え、実際のビジネス環境で運用・評
価まで行うことで、レドックスフロ
ー電池の信頼性を明らかにし、事業
終了から社会実装までの期間を短縮
できると期待できる。さらに早期に
マイクログリッド運用の実績を積む
ことで、米国における災害時の電力
供給の信頼性・確実性向上（レジリ
エンシー向上）に寄与するととも
に、台風等の自然災害の多い我が国
での普及可能性を高めることができ
る。 

 
【その他影響・マネジメントの工夫
等】 
・米国は停電が多いことに加え、山火
事、ハリケーン、洪水等の自然災害
の増加に伴うレジリエンシー向上へ
の意識の高まりを背景に、現地系統
運用機関や電力会社等のマイクログ
リッドに対する期待も高まってい
た。これを受け NEDOは外部有識者委
員会を複数回開催し、委員の助言を
踏まえて委託先がマイクログリッド
運用の計画を策定し、効果等をシミ
ュレーションした結果、委員からも
実証の意義が認められたことから、
2020 年にプロジェクトを拡充。2021
年に日米において初めてレドックス
フロー電池を用いたマイクログリッ
ド運用を成功させ、現地のニーズに
いち早く対応できることを確認し
た。 

・また、本実証事業で得られた成果の
社会実装を推進するために、現地で
の成果報告会を実施。発信力を最大
限に上げるために、現地の政府機関
や規制当局等を巻き込みながら、加
州のみならず米国各地の電気事業関
連会社等を招待した。また、本事業
成果普及展開先のターゲットである
電力／配電関係者やエネルギー政策
/規制当局関係者が多く集まる米国
最大の配電関係展示会
（Distributech）に合わせて開催す
ることで、本事業の成果を広く発信

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【評価の根拠】 
・我が国では過去に事例のないセントラル方式による取組
について先鞭を付ける実施例を作るとともに、今後の調
査実施に際しての手法・仕様の一般化に向けた中間とり
まとめを公表して国内外の業界関係者から大きな注目を
集めている。今後調査仕様の一般化がなされることで洋
上風力発電の事業性評価の効率向上、案件形成の加速化
に資する成果となった。 
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するとともに、社会実装を推進し
た。 

 
●風力発電等導入支援事業／洋上ウィ

ンドファーム開発支援事業／洋上風
力発電の地域一体的開発に向けた調
査研究事業 

[2021～2022年度] 
・本事業は、令和 2 年度補正予算（第
3 号）事業として企画立案・開始さ
れた。 

【主な成果、アウトプット等】 
・2020年度時点で具体的な案件形成の
進んでいない未開発の 3海域におい
て、風況等の概況調査、環境影響評
価等に必要な調査、漁業実態調査、
洋上風力発電設備の導入ポテンシャ
ルの試算を行った。 

・風況・海底地盤等の洋上風力発電の
基本設計に必要な項目のほか、環境
影響評価のうち初期段階（配慮書・
方法書）で事業者が共通して行う項
目等について、産業界や学識経験者
の意見も踏まえ、調査手法や仕様の
整理を行い、調査手法・仕様の一般
化に向けた中間とりまとめを公表し
た。 

 
【主なアウトカム、社会的インパクト
等】 

・今後の洋上風力の案件形成にあた
り、本事業で検証された日本版セン
トラル方式（初期段階から政府や自
治体が関与し、より迅速・効率的に
風況等の調査、適時に系統確保等を
行う仕組み）を各地域で適用し、継
続的な区域指定につなげていくこと
により、2030年 10GW、2040年 30～
45GWの洋上風力発電の案件形成に資
する。 

 
【その他影響・マネジメントの工夫
等】 

・実施者主体の技術委員会の設置を必
須とし、NEDOも積極的に参画をする
一方、有識者と実施者のコミュニケ
ーションを直接、密接に行なうこと
で、プロジェクトがより良い方向に
進むよう導いた。 

・経済産業省と連携し、地元自治体や
地域の関係者、漁業者、漁業団体と
直接意見交換することで信頼関係の
構築に努めた。 

・調査手法・仕様の一般化に関して
は、中間取りまとめを作成・公表し
たうえで広く意見聴取を行い、記載
内容の精査を行った。 
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【省エネルギー・環境分
野】 
 「エネルギー基本計
画」に基づき、徹底した
省エネルギー社会の実
現、化石燃料の製鉄及び
発電利用にあたって環境
負荷を低減しつつ利用す
ること等が求められてい
る。このため、省エネル
ギー・温室効果ガス排出
削減に資する技術開発、
水素還元を活用すること
で温室効果ガス排出量を
根本的に下げるための環
境調和型製鉄プロセス技
術開発及び発電効率を大
きく向上させることで発
電量当たりの温室効果ガ
ス排出量を抜本的に下げ
るための高効率火力発電
技術開発を推進するとと
もに、化石燃料の徹底的
な効率利用を図りつつ、
二酸化炭素回収・有効利
用・貯留（ＣＣＵＳ）の
実用化を目指した技術開
発等を戦略的に推進する
ものとする。 
 さらに、フロン対策技
術、リサイクルシステム
の構築に向けた技術開発
等の３Ｒ技術及び水循環
技術に関する技術開発・
技術実証を推進するもの
とする。 

【省エネルギー・環境分
野】 
 省エネルギー・温室効
果ガス排出削減に資する
技術開発、具体的には環
境中に排出される未利用
熱を効果的に削減（断
熱、蓄熱）、回収（熱電変
換、排熱発電）、再利用
（ヒートポンプ）するた
めの技術開発や、鉄鋼業
の製鉄プロセスの省エネ
ルギー・温室効果ガス排
出削減のために水素還元
やフェロコークスを活用
する環境調和型製鉄プロ
セス技術開発及び発電効
率を大きく向上させるこ
とで発電量当たりの温室
効果ガス排出量を抜本的
に下げるための高効率火
力発電技術開発を推進す
るとともに、化石燃料の
徹底的な効率利用を図り
つつ、二酸化炭素回収・
有効利用・貯留（ＣＣＵ
Ｓ）の実用化を目指した
技術開発等を戦略的に推
進する。また、革新的な
省エネルギー技術をシー
ズ発掘から事業化まで一
貫して支援を行うテーマ
公募型事業等に関する技
術開発に取り組む。 
 さらに、フロン対策技
術は次世代の冷媒候補物
質を冷媒として使用した
場合のリスク評価手法の
確立や実用環境下での評
価を行うことによる新た
な冷媒に対応した省エネ
ルギー型冷凍空調機器等
の開発基盤の整備等に関
する技術開発等に取り組
む。 
 廃小型家電等を製品レ
ベル・部品レベルで自動
選別するプロセス及び高
効率な製錬プロセスなど
を構築するための３Ｒ技
術の技術開発等や水循環
技術に関する技術開発・
技術実証を推進するもの
とする。 
 

 【省エネルギー・環境分野】 
●未利用熱エネルギーの革新的活用技
術研究開発 
[2015～2022年度] 
【主な成果、アウトプット等】 
・熱流センサーを用いた相変化中の物
質の熱流出入量の計測技術を開発し
た。 

・熱利用量の多い 15業種を対象に未利
用熱の排出・活用状況に関するアン
ケートを実施し、全国 1,273 事業所
の回答から得られた分析結果を報告
書とし公表した。 

・世界で初めて熱電変換材料の厚さ方
向の変換性能を正確に計測する手法
を開発した。 

・高い耐久性と信頼性を持つ熱電発電
試験用標準参照モジュールを開発し
た。 

・小型で軽量な自然冷却型有機熱電モ
ジュールを開発し、100℃～120℃の
低温熱源による電力での無線通信を
世界で初めて実証した。 

・塗布構造吸収器を採用した車載向け
小型吸収冷凍機を開発した。 

・熱機能材料の熱伝導率を手軽で高精
度に計算するソフトウェアを開発し
た。 

・セレン化銀を使用した室温付近で高
性能を示す熱電変換材料を開発し
た。 

・世界最大 6.2kW の無電力熱エネルギ
ーを輸送できるループヒートパイプ
を開発した。 

・ヒートポンプ導入効果を定量評価で
きる、ヒートポンプシミュレーター
を開発、WEB で公表し、現在約 30 の
ユーザーがダウンロードし使用して
いる。 

・熱関連材料の熱物性を容易に検索可
能なデータベースシステムを開発・
公開した。 

・産業用高効率高温ヒートポンプ開発
において、最高温度 200℃で運転可
能であり、温水温度 80→180℃で
COP3.5 を実現する試作機を開発し、
試験運転を通じて、2025 年の製品化
に向け最終目標 COP3.5が達成できる
見通しが得られた。 

・ヒートポンプ等の統合シミュレーシ
ョン技術の構築に関して、産業用ヒ
ートポンプ適用のモデルケース検討
事例の拡充とデータ信頼性向上のた
め、工場における排熱実態の調査件
数を増やした。 

・既に公開している熱関連材料の熱物
性を容易に検索可能なデータベース
システムについて、更なる利便性向
上を目的にアプリケーションプログ
ラムの作成に着手した。 

 
【主なアウトカム、社会的インパクト

等】 

 
【評価の根拠】 
・産業用高効率高温ヒートポンプ開発において、最高温度
200℃で運転可能であり、温水温度 80→180℃で COP3.5を
実現する試作機を開発し、試験運転を通じて、2025 年の
製品化に向け最終目標 COP3.5 が達成できる見通しが得
た。 

・従来比 2 倍の未利用熱回収性能の冷凍機を実用化し、
2019 年度以降ドイツ等で導入し、事業化に成功した。
2022年 5月には NEDO実用化ドキュメントにて公開した。 
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・産業用ヒートポンプシミュレーター
を WEB で公開しており、今後は、業
界団体や電化をサポートしている電
力会社、産業用ヒートポンプを扱う
エンジニアリング会社等の導入を検
討している企業に使われ、工場の未
利用熱の有効活用が推進される見込
みである。 

・熱電変換材料の厚さ方向の変換性能
を正確に計測する手法を採用した評
価装置を計測器メーカーが 2019 年 4
月に販売開始した。2023 年 3 月には
簡易版の販売開始した。 

・熱関連材料の熱物性を容易に検索可
能なデータベースシステムを開発・
公開したことで、従来熱関連材料の
研究開発において、研究開発担当者
が個別の原著出典を遡るなど、各種
の熱物性データの検索に時間を要し
ていたという課題を解決し、研究開
発の加速に貢献する。 

・従来比 2 倍の未利用熱回収性能の冷
凍機を実用化し、2019 年度以降ドイ
ツ等で導入された。2022 年 5 月に
NEDO 実用化ドキュメントを公開し
た。 

・日独の産業熱利用の状況や課題につ
いての議論を深堀りし、日独間での
産業排熱利用に関する詳細な情報を
共有するとともに、将来的な協力可
能性の模索等を目的として、2019 年
度にドイツ連邦環境・自然保護・原
子力安全省（BMU）の委託を受けた
独コンサルタント企業ＥCOS と共同
で「産業排熱利用／日独エキスパー
トワークショップ」を開催した。 

・2050 年カーボンニュートラルに向け
て、国のクリーンエネルギー戦略の
検討等でも示されるように、産業用
ヒートポンプの必要性・重要性は高
まっているところ、未利用熱プロジ
ェクトで開発された産業用高効率高
温ヒートポンプの早期実用化を推進
していく。 

・また、ヒートポンプの導入拡大を図
るため、未利用熱プロジェクトで開
発されたヒートポンプ統合シミュレ
ーターの普及も併せて推進すること
が重要であり、各種システムやデー
タベースの公開やアプリ開発等によ
るアクセシビリティの向上によって
研究開発を加速化していくことが期
待される。 

 
【その他影響・マネジメントの工夫

等】 
・運営管理に当たって、効率的かつ効
果的な方法を取り入れることとし、
次に掲げる事項を実施した。  

①研究開発項目間での連携推進 
・研究開発項目「熱電変換材料・デバ
イスの研究開発」にて開発した熱電
発電モジュールを、研究開発項目

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【評価の根拠】 
・3T 高温超電導 MRI システムが医療現場に浸透することに
より、現行よりも高解像度な医療画像取得が可能にな
り、脳梗塞などの微小領域疾患の診断が期待できる。ま
た、いち早く世界市場に高温超電導技術による小型 3T マ
グネットを浸透させることができれば、我が国の MRI の
世界シェアを拡大できる。 
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「熱マネジメントの研究開発」の組
合員へ提供し、評価を実施した。 

②事業者ヒアリングの実施 
・事業者の現地ヒアリングを実施し、
事業の進捗・課題、社会実装・実用
化の方向性について確認するととも
に、研究設備などの見学を行った。
ヒアリングの結果を踏まえ、アプリ
の追加開発や工場の排熱実態調査の
件数増の要望について、速やかに予
算を増額し、研究開発の更なる推進
を促した。 

 
③様々な手段を活用した成果の発信 
・エレクトロヒートシンポジウムや
ENEX 等の展示会出展に加え、プロジ
ェクト紹介動画（NEDO Channel）の
作成、Focus NEDOや日刊工業新聞へ
の寄稿、関係団体での講演などの広
報活動に注力した。また、2 月 27 日
には成果の社会実装・実用化を促進
するため、関係業界・事業者向けの
成果報告会を開催し、NEDO 外から
590 名が参加し、事後アンケートで
は多数成果への関心が寄せられた。 

 
●高温超電導実用化促進技術開発 
[2016～2020年度] 
【主な成果、アウトプット等】 
①．高温超電導送配電技術開発  
運輸分野への高温超電導適用基盤技術
開発 

・宮崎実験センターに敷設した 1.2km
の断熱管により長距離冷却システム
を構築し、初期冷却、圧力損失、熱
侵入量、温度分布を評価した。さら
に約 350ｍの断熱管を接続し、1.5km
級の長距離冷却システムを構築し
た。1.2km と同様に初期冷却、圧力
損失、熱侵入量、温度分布を評価し
た。2 台直列運転（タンデム運転）、
サブクーラ運転も行い、これらを含
め、2km 以上の長距離冷却システム
の指針を示した。 

・冷却システムの状態監視について
は、蓄積したデータをもとに判定基
準を用いて総合的に診断する方法の
検証、評価を行い、状態監視・診断
技術の健全性を確認した。 

②．高温超電導高磁場マグネットシス
テム技術開発  

高温超電導コイルの実用化技術開発 
・1/2 サイズアクティブシールド型 3T
高温超電導マグネットの冷却・励磁
特性試験を実施した。製作時の超電
導特性劣化のため、最終的な励磁は
0.3T に留まったが、成体マウスの撮
像には成功した。超電導の劣化を引
き起こした要因について FTA（Fault 
Tree Analysis）を用いた分析を進
め、ホールボディマグネットの製作
に向けて必要な対策について検討を
行った。また、小型・軽量化を目指
し、7T 検証コイルの試作を行い、
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FTA から得た対策を一部反映するこ
とで、6.5Tまでの励磁に成功した。 

高温超電導コイルの劣化部位特定およ
び劣化要因検討 

・コイルから素線までを統合して評価
可能な磁気顕微鏡手法を確立し、局
所的な欠陥位置をピンポイントで特
定して微細組織観察を行うことによ
り、樹脂離型処理不良に起因するコ
イル冷却時の超電導層の劣化モード
と、巻線あるいは含浸工程における
線材端部の機械的な損傷に起因する
超電導層の劣化モードを明らかにし
た。 

電源分離システムの実証、省エネ性の
測定 

・電源分離システムも含めた三種の駆
動用電源を製作し、ドライブモード
における省エネ性を測定して比較評
価した。また、高安定磁場 0.1ppm／
ｈ以下を達成するための電源および
電流制御方法を検討した。低温超電
導 MRI マグネットを用いた磁場計測
およびイメージング試験にて評価し
て目途を得た後、1/2 サイズアクテ
ィブシールド型 3T高温超電導マグネ
ットを用いてマウス胎児の鮮明な画
像を得た。 

MRI 高温超電導マグネットのシステム
最適化の検討 

・3T ホールボディ高温超電導マグネッ
トについて、線電流近似と免疫遺伝
アルゴリズムを連携した最適化設計
を実施した。最適なマグネット形状
の温度依存性の検討にも成功し、冷
凍機能力、コイル形状や必要線材
長、冷却法の変更に伴うクライオス
タットとの関係を議論し、即ち全身
撮像用超電導マグネットに適用でき
るシステム最適化設計法を実現し
た。 

高温超電導線材の超電導接続技術開発 
・市販高温超電導線材に対し、銀保護
層の上からはんだで接続する方法に
ついて、長尺にわたり均一に接続す
る技術を開発し、接続部抵抗が接続
部の面積に反比例することを実験的
に示した。さらに高温超電導層と銀
保護層の間の抵抗を 1/10に低減する
超電導層最表面最適化技術を開発
し、接続部抵抗 6.3×10^-12Ωを実
証した。 

コイル保護・焼損対策手法の開発～永
久電流モードに対する保護・焼損対
策技術開発 

・共巻き導体による異常検出と抵抗シ
ョート法によるホットスポット抑制
を組み合わせた、新しい高温超電導
コイルの保護方法技術を開発した。
小規模コイルの実証試験から、数値
解析を通じてについて、大規模マグ
ネットシステムへも適用可能な汎用
技術として確立させた。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【評価の根拠】 
・本技術開発を成果を踏まえた研究開発事業者の取組によ
り、1,700℃級ガスタービンの実証発電設備（出力 56.6
万 kW）で、2020 年 4 月までに定格条件まで運転すること
に成功し、実証運転を開始した。本機種は世界最高クラ
スの発電端効率 58％（高位発熱量基準））に達した。 
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【主なアウトカム、社会的インパクト
等】 

①．高温超電導送配電技術開発  
・電力ケーブルへの超電導ケーブルシ
ステム適用では、従来の地中ケーブ
ルに対して送電損失を 1/2 程度に抑
えられることから、例えば、110kV
以上 275kV 以下の地中ケーブルのう
ち 20％が超電導ケーブルに置き換わ
り、ケーブルの年間平均利用率を
50％と仮定した場合、年間 51GWh 省
エネルギー効果が得られる見込み。 
鉄道き電線への超電導ケーブルシス
テム適用では、大幅な電圧降下ロス
削減、回生電力の利用により、2030
年度において年間 69GWh 省エネルギ
ー効果が得られる見込み。加えて、
電圧降下抑制により運行間隔の短
縮、変電所間隔の拡大などが図れ
る。なお、超電導ケーブルを用いた
鉄道き電線システムの国内の市場規
模は、2030 年度において年間 50 億
円程度見込まれる。  

  
②．高温超電導高磁場マグネットシス
テム技術開発  

・MRI 用途を主眼とした高温超電導マ
グネットは 30K 程度での運転を想定
する。現行の低温超電導 MRI マグネ
ットの温度が 4.2Kであるため、消費
電力は 30％低減（2kW/台）となり、
年間 17MWh/台の省エネ効果が期待で
きる。2030 年度において年間 65GWh
省エネルギー効果が得られる見込
み。 また、高温超電導 MRIマグネッ
トは、現行の低温超電導マグネット
と同一サイズでの高磁場化が可能と
なる。これにより、現在広く医療現
場で使用されている 1.5T低温超電導
MRI システムの寿命によるシステム
置き換えの際、3T 高温超電導マグネ
ットが採用される可能性が高くな
る。この 3T高温超電導 MRIシステム
が医療現場に浸透することにより、
現行よりも高解像度な医療画像取得
が可能になり、脳梗塞などの微小領
域疾患の診断が期待できる。さら
に、高磁場 MRI システムの実現によ
り、神経系や細胞レベルでの診断に
向けた医療情報の提供が可能になる
ことも期待されている。また、いち
早く世界市場に高温超電導技術によ
る小型 3Tマグネットを浸透させるこ
とができれば、これまで立ち後れて
いた我が国の MRI の世界シェアを拡
大できる。なお、高温超電導マグネ
ットを用いた MRI の国内の市場規模
は、2030 年度において年間 965 億円
程度見込まれる。 

 
【その他影響・マネジメントの工夫

等】 
・超電導技術委員会（送配電及び
MRI）を 2 回／年 開催し、タイミン

 
 
 
 
 
 
 
【評価の根拠】 
・冷媒の状態方程式の国際規格である ISO17584 にて、本プ
ロジェクトの成果を用いて開発した 3 種の HFO 冷媒状態
方程式が標準として新たに盛り込まれた。 

・事業成果のアウトリーチ活動として、WG の結果をプログ
レスレポートとしてまとめ、日本冷凍空調学会のホーム
ページにて公開している。また、毎年、冷凍空調学会の
基調講演にて PMgr が NEDO 事業について講演を行ってい
る。 
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グを計り、現地にて現物を見ながら
の委員会も設定。技術開発のスムー
ズな進捗に貢献した。 

 
●カーボンリサイクル・次世代火力発
電等技術開発 
高効率ガスタービン技術実証事業／
1,700℃級ガスタービン 
[2016～2020年度] 
【主な成果、アウトプット等】 
・目標達成に向けた要素技術の 13の研
究開発目標をすべて達成し、送電端
効率 58％（高位発熱量基準）達成の
見通しを得た。また、今後の大風量
化、高効率化、高信頼性化に向けた
要素技術開発も進め、シミュレーシ
ョン技術、実験技術、計測技術の高
度化を図ることができた。 

・本技術開発を踏まえた、研究開発事
業者の自主実証事業において、
1,700℃級ガスタービンの実証発電
設備（出力 56.6 万 kW）で、2020 年
４月までに定格条件まで運転するこ
とに成功し、実証運転を開始した。
本機種は世界最高クラスの発電端効
率 58%（高位発熱量基準）） に達
し、事業目標の効率達成の見通しを
得られる成果を示した。 

 
【主なアウトカム、社会的インパクト
等】 

・本事業の開発成果により、次世代火
力発電に係る技術ロードマップに示
される日本の火力発電の高効率化に
関する目標として、2020 年頃に LNG
火力においては、超高温（1,700℃
以 上 ） ガ ス タ ー ビ ン 複 合 発 電
（GTCC）商用機として送電端効率
58％（高位発熱量基準）を達成す
る。 

・ガス価格が 10US$／mmbtu程度におい
て、650MW の発電設備を運用する場
合（設備利用率 70%、負荷 100%）を
想定すると、送電端効率を 52%から
58%（高位発熱量基準）に高めるこ
とにより、年間 24億円程度の燃料代
の節約となる。 

・CO2 削減効果として、ガスタービン
コンバインドサイクルを 1,500℃級
ガスタービンから 1,700℃級ガスタ
ービンへ高効率化を図ることによ
り、 CO2 排出原単位は、 0.35kg-
CO2/kWh から 0.31kg-CO2/kWh に改善
する。既存の火力発電の 30～50％を
高効率ガスタービンコンバインドサ
イクルに置き換えると、発電所から
発生する CO2 発生量の 10～17％を削
減可能である。 

 
【その他影響・マネジメントの工夫
等】 

・予算原課と毎月連絡会を開催してお
り、各事業の進捗報告および新規事
業に関する協議を行っている。これ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【評価の根拠】 
・実高炉試験を想定した常温 COG 吹込操業条件において安
定操業が維持されることを確認した。さらに、水素利用
による CO2 削減効果の最大化に向けて、外部水素導入操
業等により別条件操業のデータも蓄積し、水素利用上限
（CO2削減限界）を見極める目途を得た。 
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を踏まえて、実用化のニーズや見通
しによる優先度を判断し、技術開
発・実証の方針、プロセスについて
不断の見直しを行った。 

・多様な技術分野にわたる開発が必要
となることから、研究開発実施者か
ら高度な専門技術を有するプロジェ
クトリーダー(PL)を選定し、NEDO 環
境部プロジェクトマネージャーが適
時 PL と協議して、必要に応じて指
示・サポートする体制とした。 

・PMgr は、プロジェクトで取り組む技
術分野について、内外の技術開発動
向、政策動向、市場動向等について
調査し、技術の普及方策の分析及び
検討を行った。さらに、研究開発の
進捗状況を把握するため、定例報告
（月間工程表、執行管理表等）によ
る確認のほか、現地調査並びに適宜
ヒアリングにより実施状況を確認し
た。 

・中間評価の指摘を踏まえ、実用化・
事業化の担い手を実施体制に組み込
んだ。この他、受注活動を通して、
ユーザーの意見を聴取し、製品開発
に反映すると共に、電気事業者向け
NEDO 火力発電技術開発成果発表会
（協力：電気事業連合会）を開催
し、電気事業者へ本事業の成果を発
信した。 

 
●省エネ化・低温室効果を達成できる
次世代冷媒・冷凍空調技術及び評価
手法の開発 

[2018～2022年度] 
【主な成果、アウトプット等】 
◆次世代冷媒の基本特性に関するデー
タ取得及び評価 

・各種冷媒物性を評価可能なデータ基
盤と状態方程式を確立するととも
に、伝熱データベースを作るととも
に伝熱性能評価式を構築した。冷媒
の状態方程式の国際規格である
ISO17584 にて、本プロジェクトの成
果を用いて開発した 3 種の HFO 冷媒
状態方程式が標準として新たに盛り
込まれた。 

・上記に基づき、機器としての評価が
可能な評価装置熱交換器、サイク
ル、LCCP の各種シミュレーターを開
発することによって、理論面と実際
の機器データの両面から，機器性能
を評価できる体制を構築した。開発
したシミュレーターによる解析結果
を元に冷媒充填量に関する国際規格
（IEC60335-2-89）の見直しが行わ
れ、大型内蔵ショーケースでの低
GWP冷媒使用に貢献する。 

・次世代冷媒として期待される国産混
合冷媒の燃焼特性評価等を実施。国
際標準やデータベースへの反映が期
待出来る。 

◆次世代冷媒の安全性・リスク評価手
法の開発 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【評価の根拠】 
・「プラント内利用のための低コスト型三相同軸超電導ケー
ブルシステムの開発」において、全長約 200m の三相同軸
超電導ケーブルを急こう配・高低差 5m が 2 度あり、2 カ
所で曲がりが入る形態で屋外民間プラントに世界で初め
て敷設し、通電試験を完了した。 
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・極めて GWP の小さい HFO 系冷媒の普
及のため、リスク評価に必要な共通
基盤的な特性や HFO 冷媒の固有反応
の抑制に関する研究を実施し、産業
界に情報を提供した。 

・低 GWP 冷媒の室内漏洩時における家
庭用電気製品などによる着火リス
ク、影響評価を行うため各種機器類
の点火能評価および点火時のフィジ
カルハザード評価を実施。本検討は
産業界と連携して行い、今後の低
GWP 冷媒・機器の規格化に必要な情
報を提供した。 

◆次世代冷媒及び次世代冷媒適用技術
の開発 

・GWP10 以下直膨型空調機器用の新た
な混合冷媒を開発し、R474A として
国際規格に登録した。空調機の基礎
検討を行い、可能性を確認できた。
今後、新たなグリーン冷媒として、
幅広く適用を検討していく。 

・大形クーリングユニットの研究にお
いては、従来機器と比べ、定格条件
並びにフィールド実使用条件で年間
COP が 100%以上、機器販売価格が
140%以下という当初目標を達成する
技術を確立した。 

・コンデンシングユニットの冷凍サイ
クル仕様と対応冷媒種（R454C）に
て、実運転での省エネ性 5％改善を
達成した。 

・大型蒸発器にも対応する 30、40馬力
の CO2 冷凍機を製品化。高外気温度
対応、未利用熱利用、中高温領域適
用拡大などの実用化へ向けた技術的
な課題も解決した。 

 
【主なアウトカム、社会的インパクト
等】 

・次世代冷媒及び次世代冷媒適用冷凍
空調機器の特性データや安全性・リ
スク評価手法の国際規格化・国際標
準化及び国際データベース等への登
録を行う。 

・次世代冷媒を適用して、現状市販さ
れているフロン冷媒適用機器と同等
以上の性能を有し、かつ年間消費電
力量で現行機器より 10％省エネを達
成する機器の開発に貢献する。これ
らの国内普及によって、モントリオ
ール議定書キガリ改正における日本
の HFC 生産・消費量削減目標（2029
年までに 70％削減、2036 年までに
85％削減）及びパリ協定における日
本の HFC排出削減目標（約 10百万 t-
CO2、2030 年までに 2013 年比で約
32％の削減）の達成に貢献する。 

・途上国の削減義務が厳しくなる 2040
年代（2047 年までに 85％削減）に
は、特に、4 兆円の市場規模が推算
される家庭用空調機器の世界市場に
おいて、次世代冷媒適用機器の普及
による日本企業のシェア拡大に貢献
する。 

・新型コロナウイルス拡大に伴い経済活動が低迷する中、
中小企業・スタートアップが持つ省エネ技術の実用化・
商品化を支援するため、応募要件を緩和（省エネ効果量
を通常の半分とする 5 万 kl）し緊急公募を実施し、11 件
を採択した。その中で、エレファンテック株式会社が第
８回「JEITA ベンチャー賞」を受賞した。 
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【その他影響・マネジメントの工夫
等】 

・委託実施者間で研究内容の共有がで
きる機会を設けるとともに、NEDO・
実施者・業界団体等関係者での定期
的な WGを開催し意見交換を行ってい
る。 

・NEDO 事業の成果のアウトリーチ活動
として、WG の結果をプログレスレポ
ートとしてまとめ、日本冷凍空調学
会のホームページにて公開してい
る。また、毎年、冷凍空調学会の基
調講演にて PMgr が NEDO 事業につい
て講演を行っている。 

・2018年度～2021年度において毎年、
技術推進委員会を開催するととも
に、定期的なプロジェクトリーダー
（PL）ヒアリングを開催し、外部の
有識者から事業推進に向けた意見を
いただくとともに、PL による適切な
進捗管理を行うことで効率的な研究
開発の推進と委託事業全体としてま
とまりのある研究開発成果となるよ
うマネジメントに努めている。 

 
●環境調和型プロセス技術の開発 
[2013～2022年度] 
【主な成果、アウトプット等】 
【フェロコークス】 
◆フェロコークス中規模設備での製造
技術実証 

・中規模設備(原料前処理設備、連続
混練成形設備、および乾留設備)を
完成させ、製造能力 300トン/日を確
認した。 

◆一般炭、低品位原料使用時の製造技
術 

・選定した一般炭 2 銘柄および低品位
鉄鉱石 1 銘柄を用いて中規模設備で
成型を行い、成型物強度を確認し
た。 

◆実高炉でのフェロコークス長期使用
効果検証 

・フェロコークスを実高炉に装入する
ための適切な装入方法を提示した。 

・中規模設備で製造したフェロコーク
スを実高炉へ、装入量 45kg/トン、
及び、30kg/トンで連続的に装入す
べく、連続運転によるフェロコーク
スの造り溜めを実施し、実高炉への
投入試験を 2回実施した。 

◆新バインダー強度発現実証 
・製造した新規固形バインダー使用時
の成型物の強度の目標を達成した
（ I 型ドラム強度： ID30/15＞＝
85）。 

・フェロコークスのドラム強度：
DI150/15＞＝80を達成した。 

・新規液体バインダーの製造オプショ
ンを提示した（既存液体バインダー
（SOP）と同等）。 

◆フェロコークス導入効果の検証 
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・中規模設備で製造したフェロコーク
スの高温性状評価を行い、その結果
を反映させた高炉内反応シミュレー
ターの試作品を完成させた。また、
このシュミレーターを用いてアウト
カム目標に対する試算を実施した。 

・省エネルギー効果見込み：23.7 万
kl/年 

・CO2削減量見込み：94.5万 t/年 
 
・2018 年度から 2022 年度の事業期間
に試験高炉の操業を行い、実高炉試
験を想定した常温 COG 吹込操業条件
において安定操業が維持されること
を確認した。さらに、所内水素利用
の CO2 削減効果に見通しがたったの
で、水素利用による CO2 削減効果の
最大化に向けて、外部水素導入操業
等により別条件操業のデータも蓄積
し、水素利用上限（CO2 削減限界）
を見極める目途を得た。また、事業
期間の中で精度向上を行ってきた、
数値モデルによるシミュレーション
結果と近似した CO2 排出削減効果を
確認し、試験高炉操業と数値モデル
の相互検証も行った。これらの結果
により高炉からの CO2 排出削減量
10％以上を達成する実機適合化技術
の見通しを得た。 

 
【主なアウトカム、社会的インパクト
等】 

【フェロコークス】 
（１）省エネルギー効果、CO2 削減効
果 

・2030 年頃までに 1,500 トン／日規模
の実機 5 基を導入し、溶銑製造量
2,000 万トン／年（400 万ｔ/年高炉
5 基）に対して、省エネルギー効果
量として原油換算量で 19.4 万 kl／
年、CO2 削減量は 82 万 t／年を見込
む。 

（２）経済効果 
・フェロコークス原料炭の一般炭への
利用拡大を進めることにより、約
280億円/年の経済効果を見込む。 

（３）海外展開 
・今後、鉄鋼需要の増加が見込まれ
る、インドなどを中心に海外展開
し、2050 年までに、環境調和型プロ
セ ス 技 術 （ フ ェ ロ コ ー ク ス
+COURSE50）によって年間 2.5億トン
の CO2排出削減を見込む。（日本鉄鋼
連盟の公表資料による。） 

 
・2030 年に実用化開始を目指し､製鉄
所における現状の全排出レベルに比
較して総合的に約 30％(185 万 tCO2/
年､2030 年に初号機 1 基で適用時を
想定)の CO2削減可能な技術を確立す
ることで､地球温暖化防止に貢献す
る｡また、コークス投入量の削減に
より 29億円規模／年の経済効果が見
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込まれる(炭素税等、条件が変化し
た場合の規模)。 

・これらの運転実績を踏まえて、2050
年までに国内で稼働中の高炉 27基に
適用した場合で、CO2 削減 4,990 万
tCO2/年-コークス投入量の削減によ
り 800 億円規模／年の経済効果を見
込む。また、高炉を水素還元活用型
に更新するための改造市場として 2
兆 7,000 億円規模を見込む。さら
に、鉄鋼の海外生産及び海外製品の
輸入を抑制し、国内高炉を操業する
ことにより、鉄鋼業（製造業）の国
内総生産市場 18 兆円維持に貢献す
る。 

 
【その他影響・マネジメントの工夫
等】 

【フェロコークス】 
技術検討委員会 
・2018～2022 年度で技術検討委員会を
計 17回開催した。実証設備の稼働に
おいてのトラブルへの対策や、省エ
ネルギー効果量の目標達成のため、
操業条件の変更や条件の追加につい
て論議した。特に、COURSE50 との相
乗効果創出の課題については、有識
者からのアドバイスにより課題が解
決され、実証開発の推進に貢献し
た。 

 
・研究内容の進捗状況確認と今後の方
針の協議、及び技術全体のシステム
化について、実施者が主催する毎月
の企画・運営会議及びサブテーマ進
捗会議、また年に 2回の COURSE50委
員会に参加し、実施者との連携を緊
密性の高いものとした。 

・加えて、事業期間全体では、4 回の
技術検討委員会を NEDO 主催で実施
し、外部有識者のコメントを随時、
研究内容に反映してマネジメントし
た。 

・また、次期フェーズⅡ-STEP2 の計画
が、GI 基金の製鉄プロセス事業へと
移行される変更においては、研究開
発内容を精査して、GI 基金事業の計
画と実施内容や費用の重複の回避、
同計画においてフェーズⅡ-STEP1 ま
での成果の滞りない活用を実現する
ため、計画内容をマネジメントし
た。 

 
●戦略的省エネルギー技術革新プログ
ラム 

[2012～2024年度] 
【主な成果、アウトプット等】 
・2018～2020 年度までで 75 件のテー
マを採択した（2020 年度まで公募実
施、2020 年度の緊急追加公募の採択
分を含む）。本プロジェクトにおけ
る 2030年度の省エネ効果量は 351万
kl（2021 年度時点の追跡調査にて製
品化・上市段階にある事業者を積算
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したもの）を見込んでおり、開発技
術の社会実装・実用化を通じて、エ
ネルギー基本計画に基づく 2030年度
の省エネ効果量の目標実現に寄与し
ている。 

・「プラント内利用のための低コスト
型三相同軸超電導ケーブルシステム
の開発」（実証開発フェーズ、助成
先：昭和電線ケーブルシステム株式
会社）において、全長約 200ｍの三
相同軸超電導ケーブルを急こう配・
高低差 5ｍが 2度あり、2カ所で曲が
りが入る形態で屋外民間プラントに
世界で初めて敷設、2021 年 12 月に
通電試験を完了した。 

・「低温廃熱利用を目的としたハスク
レイ蓄熱材及び高密度蓄熱システム
の開発」（実証開発フェーズ、助成
先：高砂熱学工業株式会社、石原産
業株式会社、東京電力エナジーパー
トナー株式会社）にて、100℃以下
の低温廃熱を利用可能な蓄熱システ
ムの本格実証試験実施。実証試験に
より、蓄熱システム技術（蓄熱材、
蓄熱槽、蓄熱・放熱方法等）を確立
し、ビジネスモデル確立に向けたシ
ミュレーション手法を構築した。さ
らに、本事業の成果が「コージェネ
大賞 2021 産業用部門 優秀賞」の受
賞に繋がった。 

・「再構成可能なモジュール型単位操
作の相互接続に基づいた医薬品製造
用 iFactory の開発」（テーマ設定型
事業者連携スキーム、助成先：株式
会社高砂ケミカル、田辺三菱製薬株
式会社、コニカミノルタケミカル株
式会社、横河ソリューションサービ
ス株式会社、テックプロジェクトサ
ービス株式会社、大成建設株式会
社、株式会社島津製作所、三菱化工
機株式会社）にて、プロトタイプの
製作と実証を進め、医薬品製造にお
ける省エネルギー化・生産と資源の
効率化に貢献する生産設備を構築し
た。さらに、本事業の成果が「日本
オープンイノベーション大賞、経済
産業大臣賞」の受賞に繋がった。 

 
【主なアウトカム、社会的インパクト
等】 

・エネルギー基本計画に基づき、産
業、民生、運輸の各部門における我
が国の省エネルギー対策を推進する
ための革新的な省エネルギー技術を
開発する本事業の取組により、省エ
ネルギーの技術開発・普及が拡大さ
れることで、我が国におけるエネル
ギー消費量を 2030年度に原油換算で
1,000万 kl削減する。 

 
【その他影響・マネジメントの工夫
等】 

・NEDO のマネジメントとして、以下の
点を実施した。 
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a)ステージゲート、中間評価の実施 
・採択後において、進捗状況を適切に
把握することに加え、事業の進展を
踏まえ継続すべきか否か、有識者に
よる審査を行った。2018 年度から
2022年度で計 107件（2018年度に 33
件、2019 年度に 19 件、2020 年度に
30 件、2021 年度に 20 件、2022 年度
に 5件実施済）。 

 
b）中小・ベンチャー企業の支援 
・新型コロナウイルス拡大に伴い経済
活動が低迷する中、中小企業・スタ
ートアップが持つ省エネ技術の実用
化・商品化を支援するため、応募要
件を緩和（省エネ効果量を通常の半
分とする 5 万 kl）し緊急公募を実施
した。本公募には、中小企業・スタ
ートアップより 43件の提案があり、
11 件を採択といった実績をあげると
ともに、エレファンテック株式会社
が第 8 回「JEITA ベンチャー賞」を
受賞するといった成果もあげること
ができた。 

 
c）代表者面談 
・事業者に事業終了後の事業化の意識
を高めてもらい、また国費による支
援事業であることについて改めて認
識してもらうため、事業開始時や中
間評価後など節目のタイミングで、
NEDO 担当理事が事業者の代表と面談
する機会を設けた。 

 
d）専門家派遣・技術委員会 
・想定外の技術課題を抱えている事業
者の有無を確認、その課題を把握
し、適切な有識者を選定し、事業者
に派遣した。2018 年度から 2022 年
度で計 60 件（2018 年度に 16 件、
2019 年度に 14 件、2020 年度に 15
件、2021 年度に 6 件、2022 年度に 9
件）。 

・特に、採択事業者のうち、株式会社
ノベルクリスタルテクノロジーにつ
いては、新型コロナ等の外部環境の
変化による開発遅延のリスクを回避
するために、事業期間中に共同研究
先・委託先を追加した。世界初とな
るアンペア級・1200V 耐圧の「酸化
ガリウムショットキーバリアダイオ
ード」の開発につながった。 
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 加えて、エネルギー分
野における新市場の創出
と、国際展開の強化によ
る成長戦略の実現に向
け、省エネルギー・環境
分野の国際展開を進展さ
せるため、各国の政策、
規制環境等を踏まえ、日
本の優れた技術を核に、
海外実証事業等を強力に
推進するものとする。ま
た、他国への温室効果ガ
ス削減技術等の普及等の
国際的な取組を通じて、
実現した温室効果ガス排
出削減・吸収を国際貢献
として示していくととも
に、我が国の削減目標の
達成にも資するよう二国
間オフセット・クレジッ
ト制度（ＪＣＭ）を活用
していく。 
 「エネルギー・環境イ
ノベーション戦略」にお
いても、省エネルギー分
野で削減ポテンシャル・
インパクトが大きい有望
技術として、多目的超電
導、革新的生産プロセ
ス、超軽量・耐熱構造材
料及び二酸化炭素固定
化・有効利用技術が特定
されており、これらの技
術をはじめとした長期的
な視点に立った技術につ
いて、従来の発想によら
ない革新的な技術の発掘
や開発に取り組むものと
する。 

さらに、エネルギー分
野における新市場の創出
と、国際展開の強化によ
る成長戦略の実現に向
け、我が国の省エネルギ
ー・環境分野の国際展開
を進展させるため、各国
の政策、規制環境等を踏
まえ、日本の優れた技術
を核に、相手国政府・企
業と共同で海外実証事業
等を行う。 
加えて、他国への温室

効果ガス削減技術等の普
及等の国際的な取組を通
じて、実現した温室効果
ガス排出削減・吸収を国
際貢献として示していく
とともに、我が国の削減
目標の達成にも資するよ
う二国間オフセット・ク
レジット制度（ＪＣＭ）
を活用していく。具体的
には我が国の優れた低炭
素技術・システムの有効
性を最大限に引き出すプ
ロジェクトの可能性調査
や、我が国の貢献による
温室効果ガス削減効果を
測定・報告・検証（ＭＲ
Ｖ）するための手法開発
及び削減量の定量化事業
を行う。 
上記の取組に加えて、

「エネルギー・環境イノ
ベーション戦略」におい
ても、省エネルギー分野
で削減ポテンシャル・イ
ンパクトが大きい有望技
術として、多目的超電
導、革新的生産プロセ
ス、超軽量・耐熱構造材
料及び二酸化炭素固定
化・有効利用技術が特定
されており、これらの技
術をはじめとした長期的
な視点に立った技術につ
いて、従来の発想によら
ない革新的な技術の発掘
や開発に取り組む。 
これらの技術の社会実

装を通じて、２０３０年
の省エネルギー目標（エ
ネルギー需要を対策前比
１３％削減）及びフロン
削減目標（２０３６年に
８５％減）等の達成に資
する。 
 

 ●エネルギー消費の効率化等に資する
我が国技術の国際実証事業（再掲） 

[1993～2025年度] 
【主な成果、アウトプット等】 
◆広東省における電力需給調整アグリ
ゲーションに適用可能なエネルギー
マネジメントシステム実証事業 

・実証事業においては、コロナ禍の渡
航制限等大幅な活動制約にも関わら
ず、中国側関係者と綿密に協議・調
整してリモート対応を補完するため
に現地ネットワークを最大限活用す
る等の協力を獲得し、予定期間内に
実証を完了させた。結果的に、目標
を大きく上回るエネルギー削減効果
を得た。（省エネ効果は原油換算年
間計 11,432kl（目標値を 3.4％超
過 ）、 温 室 効 果 ガ ス 削 減 は 同
30,781t-CO2 （目標値を 5.4％超
過））これによって、年間 2億 640万
円相当のコスト削減効果も達成し
た。 

・フォローアップにおいては、国際実
証において取得したデータを、省エ
ネ部が実施する国内研究開発事業で
ある「未利用熱エネルギーの革新的
活用技術研究開発」のシミュレータ
ー開発に活用できるように関係者間
の NDA締結等を支援した。 

◆製鉄所向けエネルギーセンターの最
適制御技術実証事業（インド） 

・フォローアップ後、2 件の商談を開
始。省エネ効果（目標 :984TJ/年 
実績 :1,230TJ/年）、 CO2 削減効果
（目標：71,367 トン/年 実績：
89,306トン/年）を達成した。 

 
【主なアウトカム、社会的インパクト
等】 

・日本では得られないデータを国内の
研究開発に活用することで、シミュ
レーション技術の向上を促進し、エ
ネルギー管理技術等の開発を加速さ
せることが期待できる。 

◆広東省における電力需給調整アグリ
ゲーションに適用可能なエネルギー
マネジメントシステム実証事業 

・紡績、縫製業界に絞り、日本企業の
提携先である現地の大企業（日系グ
ローバルアパレルメーカーの提携先
の 167／248社が中国企業）をターゲ
ットとしてフォローアップ事業を実
施。世界トップクラスのエネルギー
消費国であり、2025 年の GDP 当たり
のエネルギー消費量の 13.5％削減を
目指す中国において、事業成果を現
地で広範に普及させることで、エネ
ルギー消費量の大幅な削減（原油換
算の年間省エネ効果：11,432kl）が
期待できる。 

◆製鉄所向けエネルギーセンターの最
適制御技術実証事業（インド） 

・日本の省エネシステムを、世界第 2
位の生産･輸出を誇りかつ CO2排出量

【評価の根拠】 
・海外での実証データが国内の異なる分野（未利用熱エネ
ルギー活用技術）の NEDO プロジェクトに活用できるよ
う、関係者間の NDA 締結等を支援し、実証成果を還元さ
せた。 

・NEDO－国家発展改革委員会の枠組み及び協力実績を引き
続き活用し、日本企業単独では難しい新たな中国企業と
事業者の、実証事業終了後の良好な関係作りを支援、実
証技術の信頼性向上、新たな顧客との関係構築の円滑化
に寄与した。 
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が増大するインド鉄鋼分野に導入、
普及展開することで、インドが目指
す 2070年カーボンニュートラルに大
きく貢献した。 

 
【その他影響・マネジメントの工夫
等】 

◆広東省における電力需給調整アグリ
ゲーションに適用可能なエネルギー
マネジメントシステム実証事業 

・海外での実証データが国内の異なる
分野（未利用熱エネルギー活用技
術）の NEDOプロジェクトに活用でき
るよう、提供を提案、実証成果を還
元させた。 

・NEDO－国家発展改革委員会の枠組み
及び協力実績を引き続き活用し、日
本企業単独では難しい新たな中国企
業と事業者の、実証事業終了後の良
好な関係作りを支援、実証技術の信
頼性向上、新たな顧客との関係構築
の円滑化に寄与した。 

・事業終了後すみやかに、コロナ禍で
も、成果普及のための現地企業の調
査開始を促し、スピーディーな成果
普及のためのアクションがとれるよ
う助言した。 

◆圧縮天然ガス（CNG）車普及に向け
たインフラ構築を含む持続可能な環
境整備・実証事業（インドネシア） 

・都市型充填所における洪水により機
器が水没したものの、相手国政府機
関の協力を得ながら、相手国企業と
議論を重ねて責任関係を明確化し、
当初スケジュールに対して遅滞な
く、実証での実施項目を完遂した。
その後もプロジェクト終了まで良好
な関係を継続させた。 

◆製鉄所向けエネルギーセンターの最
適制御技術実証事業（インド） 

・事業終了直前コロナによる渡航制限
が発生。インド側と協議・調整を行
い、同国から実証期間を 2 年間延長
するための合意を取り付け、必要な
実証データをすべて取得し、実証事
業を完遂した。 

・実証事業で得られた成果を生かし、
他の製鉄所への成果普及を図るべ
く、フォローアップ事業の実施を判
断。実証サイト企業新規ニーズの発
掘、他製鉄所への商談につながっ
た。 

・PR 動画を日本語・英語版で制作し、
YouTube NEDOチャンネルへ投稿し、
実証事業の成果普及のツールとして
活用した。 

◆日本・タイ中小企業マッチング・国
際実証事業掘り起し 

・2022 年にバンコク事務所と日本・タ
イ省エネ技術導入・支援に関するウ
ェビナーを共催し、タイにて中小企
業個別面談会を実施した。 

・島根県の中小企業イーグリッドの
「電動バイクの消費エネルギーの効

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【評価の根拠】 
・先進高炉に関しては高炉への常温水素吹込みや高温水素
の活用による CO2 排出削減効果、水素還元の拡大、高炉
ガス改質によるカーボンニュートラルでの活用等を検討
した。 

・製鉄所での CCUS、バイオマス利用の技術ポテンシャル調
査を実施し、製鉄排ガスの特徴、地域性を生かした CCUS
展開イメージ案などを検討した。 

・わが国鉄鋼業の 2050 年ゼロカーボン・スチール実現に向
けた、個別技術開発及び全体ロードマップを作成した。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【評価の根拠】 
・10t/d規模の CO2分離・回収設備の実証試験を行い、運転
時間：連続 244 時間、のべ 528 時間以上という試験目標
を達成した。 
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率化を実現するためのドライバーの
行動解析およびバッテリーセル状態
解析の実証研究（タイ・バンコク
都）」が採択され、基礎調査を開始
した。 

 

●「ゼロカーボン・スチール」の実現

に向けた技術開発 
[2019～2021年度] 
【主な成果、アウトプット等】 
・「ゼロカーボン・スチール」の実現
に向けた先進高炉の概念設計に取組
む為の技術調査、シャフト炉、流動
層での水素還元、水素還元鉄の溶
解・精錬技術に関わる技術調査を実
施した。 

・先進高炉に関しては高炉への常温水
素吹込みや高温水素の活用による
CO2 排出削減効果、水素還元の拡
大、高炉ガス改質によるカーボンニ
ュートラルでの活用等を検討した。 

・シャフト炉、流動層に関しては技術
調査を実施、劣質鉱石や水素還元時
のボトルネック課題を抽出、両プロ
セスの利点、課題点を比較整理し
た。 

・水素直接還元鉄の溶解精錬で課題と
なるスラグ生成量、りん挙動を定量
的に検討した。 

・製鉄所での CCUS、バイオマス利用の
技術ポテンシャル調査を実施し、製
鉄排ガスの特徴、地域性を生かした
CCUS 展開イメージ案などを検討し
た。 

・既存製鉄所でのエネルギー簡易モデ
ルを作成した上で、水素直接還元や
電気炉にも展開し、CO2 排出削減や
ゼロカーボン製鉄所実現に向けた各
プロセスの比較検討を実施した。 

・以上の調査・検討結果を踏まえて、
わが国鉄鋼業の 2050 年ゼロカーボ
ン・スチール実現に向けた、個別技
術開発及び全体ロードマップを作成
した。 

 
【主なアウトカム、社会的インパクト
等】 

・2050 年以降の出来るだけ早いうちに
水素還元製鉄等による「ゼロカーボ
ン・スチール」の実現を目指す。 

 
【その他影響・マネジメントの工夫
等】 

・事業者が主催する定期的な進捗会議
（全 3 回）に予算原課と共にオブザ
ーバー参加するとともに、従事日誌
の内容聴取・確認により進捗管理を
行った。 

 
●炭素循環型セメント製造プロセス技
術開発 

[2019～2021年度] 
【主な成果、アウトプット等】 
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・10t/d規模の CO2分離・回収設備の実
証試験を行い、運転時間：連続 244
時間（目標：100 時間以上）、のべ
528 時間以上という試験目標を達成
した。 

・回収した CO2 の有効利用に関する実
証試験において以下の目標を達成し
た。 

a. 廃コンクリートへの CO2固定化 
 76kgCO2/t-cem（目標 70kgCO2/t-cem
以上） 

b. コンクリートスラッジへの CO2固定
化技術 

 約 250kg CO2/t-cem 以上（目標
125kgCO2/t-cem以上） 

c. 低炭素型炭酸化養生コンクリート製
品 

 405kgCO2/t-cem 削 減 （ 目 標
320kCO2/t-cem以上） 

d. 生コンクリートへの CO2 固定化技術 
 19kg CO2/t-cem 以 上 （ 目 標
10kgCO2/t-cem以上） 

また、事業目標に対して、以下のとお
り全項目を達成した。 

・研究発表：3件 
・雑誌等への掲載：8件 
・特許出願：2020年度 5件、2021年度
7件 

・今後は自主研究でデータを蓄積す
る。 

【主なアウトカム、社会的インパクト
等】 

・社会実装の初期段階として、2030 年
度までに、国内のセメント工場 30ヶ
所（2019 年 4 月時点）の 1 割に相当
する 3 工場に開発技術の導入を目指
す。 

 
【その他影響・マネジメントの工夫
等】 

・本助成事業は、開始から 2 年弱の期
間で大物の設備（10t/d CO2 分離・
回収設備)を設置し、実証試験する
というクリティカルな工程のため、
月例報告として来年度までの設置工
事工程を提出させることで進捗管理
を行っている。また、事業者主催で
年 2 回の技術推進委員会を設け、外
部有識者のコメントを随時、研究内
容に反映できるよう計画している。 

・コロナ感染症による影響を最小化す
るため 6月から 11月の据付工事完了
まで毎月進捗打合せを行った。ま
た、海外 SVの入国助勢について経産
省に速やかに連絡し、円滑にマネジ
メントを行った。変更計画手続きに
より事業期間を 2 月末から 3 月末に
延長し、事業年度内に計画通り助成
事業を完了した。 
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【産業技術分野】 
 「未来投資戦略 2017」
に基づき、成長の実現に
向けて、ＩｏＴ、人工知
能、ロボット等の第四次
産業革命の技術革新をあ
らゆる産業に取り入れ、
さまざまな社会課題を解
決する Society5.0 を世界
に先駆けて実現する必要
がある。また、モノとモ
ノ、人と機械・システ
ム、人と技術、異なる産
業に属する企業と企業な
ど、さまざまなものをつ
なげる新たな産業システ
ム （ Connected 
Industries）への変革を
推進する必要がある。 

【産業技術分野】 
ＩｏＴ、人工知能、ロ

ボット等の第四次産業革
命の技術革新により様々
な社会課題を解決する
Society5.0 を実現すると
ともに、様々なものをつ
なげる新たな産業システ
ム （ Connected 
Industries）への変革を
推進すべく、以下の取組
を行う。 

 【産業技術分野】   

 

 以上を踏まえ、産業技
術分野においては、 
・Society5.0 を世界に先
駆けて実現するため、
技術革新のスピード、
ビジネス環境の変化等
を踏まえつつ、ビッグ
データのリアルタイム
処理、電子デバイス、
家電、ネットワーク／
コンピューティングに
関する課題に係るＩｏ
Ｔ・電子・情報技術開
発、 

・我が国の産業構造の特
徴を活かし、川上、川
下産業の連携、異分野
異業種の連携を図りつ
つ、革新的材料技術・
ナノテクノロジーや希
少金属代替・使用量低
減技術等の材料・ナノ
テクノロジー技術開
発、 

・国立研究開発法人日本
医療研究開発機構にお
ける医療分野を除く、
ゲノム情報・制御関連
技術及び細胞機能解
明・活用技術への取組
等のバイオシステム及
びバイオテクノロジー
技術開発、 

・これまでロボットが導
入されていなかった分
野へのロボット利用拡
大に向けた新しいコン
セプトの産業用ロボッ
トの開発、ロボット技
術の活用への期待が高
い災害対応ロボットや
無人システム、ロボッ
ト技術を活用したメン
テナンス用機器の開
発・導入支援等及び人

・Society5.0 を世界に先
駆けて実現するため、
技術革新の変化等を踏
まえ、ビッグデータの
リアルタイム処理、電
子デバイス、家電、ネ
ットワーク／コンピュ
ーティングに関する課
題に対応するためのＩ
ｏＴ・電子・情報技術
開発を行う。具体的に
はエッジ側での超低消
費電力ＡＩコンピュー
ティングや、新原理に
より高速化と低消費電
力化を両立する次世代
コンピューティング、
光エレクトロニクスを
用いた光電子変換チッ
プ内蔵基板技術等に関
する技術開発に取り組
む。 

・我が国の産業構造の特
徴を活かし、川上、川
下産業の連携、異分野
異業種の連携を図りつ
つ、革新的材料技術・
ナノテクノロジーや希
少金属代替・使用量低
減技術等の材料・ナノ
テクノロジーの技術開
発、具体的には、輸送
機器の軽量化のための
構造材料の開発や、小
型・高効率モーターを
実現する高性能磁石等
の開発、高度な人工知
能等の計算科学を駆使
した材料開発システ
ム、化学品製造プロセ
ス技術等に関する技術
開発に取り組む。 

・国立研究開発法人日本
医療研究開発機構にお
ける医療分野を除く、

 ●人工知能技術適用によるスマート社
会の実現 

[2018～2022年度] 
【主な成果、アウトプット等】 
◆交通信号制御 
・2020年～2021年に岡山県で実施した
「人工知能（AI）を活用した交通信
号制御の実証実験」において交差点
に設置するセンサー数を大幅に削減
できることを検証した。この成果に
基づき 2024年度以降に全国交通管制
システム AI技術を導入することを目
指し、具体的な仕様検討が進められ
ることとなった。 

・2022 年 3 月には静岡県にて AI 技術
の活用による低コストで高度な交通
信号技術の確立を目指した実証実験
を開始した。現状の信号機に比べて
15～20％程度の平均旅行時間短縮に
よる時間便益の向上と CO2 削減への
貢献が期待される。 

◆植物工場 
・2021 年 AI を活用した野菜 5 品目の
需要予測（市場価格予測）技術を開
発し実証実験を実施、AI 予測により
廃棄量を削減できる可能性を確認し
た。 

・2022 年度は、需要予測、生産制御、
次世代植物生産システムにより農業
のバリュチェーン効率化、社会課題
（廃棄ロス削減、生産・物流効率
化、農業環境改善）解決に向けた技
術を開発した。 

・特に成長速度制御システム開発によ
る植物工場での成長制御（成長促
進、成長抑制）の検証液肥の状況を
検出するイオンセンシング技術を用
いた有機半導体による小型・フィル
ムセンサーを開発した。 

・2023 年 3 月に人工知能（AI）を活用
した、ホウレンソウ苗移植時の良苗
判定技術を開発した。この技術を植
物工場で実験し、収穫量を 17％増大
できることを検証できた。 

 

【評価の根拠】 
・岡山県で実施した交通信号制御の実証実験において、交
差点に設置するセンサー数を大幅に削減できることを検
証し、2024年度以降に全国交通管制システム AI技術を導
入するための具体的な仕様検討が進めた。 

・静岡県で実施した低コストで高度な交通信号技術の確立
を目指した実証実験を開始し、現状の信号機に比べて 15
～20％程度の平均旅行時間短縮による時間便益の向上と
CO2削減への貢献が期待されている。 
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工知能を含めた次世代
ロボット技術等のロボ
ット・ＡＩ技術開発、 

・新しい製造システムと
して、大規模な生産設
備が不要で、設備投資
とエネルギー消費を大
幅に削減できる少量多
品種生産に対応した製
造システムの実用化に
向けた技術、ＩｏＴや
ＡＩ等を活用し、サイ
バー空間を活用した新
たなものづくりシステ
ムのためのネットワー
ク型のデジタルプラッ
トホーム技術開発等の
ものづくり技術開発、 

・各分野の境界分野及び
分野を跨ぐ技術の融合
領域における技術開
発、 

を重点的に推進するもの
とする。 

ゲノム情報・制御関連
技術及び細胞機能解
明・活用技術への取組
等のバイオシステム及
びバイオテクノロジー
の技術開発、具体的に
は植物等による物質生
産機能を制御・改変
し、省エネルギー・低
コストな高機能製品を
生産する技術等に関す
る技術開発等に取り組
む。 

・Society5.0 の実現のた
めの中核技術として期
待されるロボット技術
について、ロボットの
利用拡大に向けて、新
しいコンセプトの産業
用ロボット、災害対応
ロボットや無人システ
ム、メンテナンス用の
ロボットや機器、人工
知能を含めた次世代技
術等の開発を行う。具
体的には、ロボット導
入コストの低減に向け
たプラットフォーム、
災害状況の調査のため
のロボット、インフラ
維持管理のためのロボ
ットやセンサー（ワー
ド紙下線要削除）、同じ
空域を飛行する複数の
ドローンの運航を管理
するシステム等の開発
や実証を行う。さら
に、未だ実現していな
い次世代の人工知能・
ロボット技術の開発に
取り組む。 

・我が国が強みを有する
ものづくり技術につい
て、Society5.0 の実現
のための中核技術とし
て期待される人工知能
技術等との融合を目指
し、新たな製造システ
ムとして、ＩｏＴやＡ
Ｉ、ビッグデータ等を
活用し、設備投資とエ
ネルギー消費を大幅に
削減でき、少量多品種
生産にも対応した新た
なものづくりシステム
のためのネットワーク
型のデジタルプラット
ホーム技術開発等を行
う。具体的には高付加
価値の部品等の製造に
適した三次元積層造形
技術（高速化、高精度
化、高機能化等）の基
盤的な開発や、これま

【主なアウトカム、社会的インパクト
等】 

・人工知能技術を他に先駆けて開発
し、人工知能関連産業の新規市場に
先行者として参入することで、2030
年時点における物流、運輸、介護・
健康・福祉、観光、農林水産及び卸
売・小売等で分野の人工知能関連産
業の新規市場約 38兆 7,000億円の獲
得を目指す。 

 
【その他影響・マネジメントの工夫
等】 

・2020 年度に実施した中間評価の結果
から、2021 年度以降は「『呼び水』
視点を踏まえた出口戦略の具体化・
詳細化」を目指して継続 11テーマに
対して、プロジェクトリーダー(PL)
によるチェックポイント、技術委員
によるテーマ検討会、年末のテーマ
推進委員会を実施し、研究開発の進
捗を確認すると共に委託先の指導、
メンタリングを実施した。 

・特に 2020年度推進委員会で課題指摘
のあった 3 テーマ「3D マップ」、「ス
マートフードチェーン」、「製剤処
方」については、重点テーマとして
個別の指導回数を増やして研究内
容、方針に関する指導を行いながら
出口戦略に向けた計画の策定を支援
した。 

・2022 年度の PL によるチェックポイ
ントでは、実施者の課題解決への支
援として、「医療分野の個人情報取
り扱い」について、PL の助言をもと
に有識者と接点を持ち、実施者の社
会実装に向けた課題解決につなげる
などの成果があった。また、2022 年
9月テーマ検討会（委員会）、2023年
3 月成果報告会（委員会）を開催
し、最終年度成果の最大化、社会実
装シナリオ（出口戦略）策定を後押
しするよう委託先へのメンタリン
グ、指導強化を最後まで行った。 

・2022 年度は最終年度であることから
成 果 の 広 報 拡 大 を 強 化 し 、
CEATEC2022、BioJapan 等ビジネス展
示会への出展、日刊工業新聞へのプ
ロジェクト成果広報記事の執筆掲
載、委託先と連携した成果ニュース
リリースの活性化、成果ハンドブッ
クの公開等、アウトリーチの拡大に
取り組んだ。 

 
●ロボット・ドローンが活躍する省エ
ネルギー社会の実現プロジェクト 

[2017～2022年度] 
【主な成果、アウトプット等】 
・リモート IDに必要となる技術的な事
項について検討・決定を行う場とし
て、政府内に設置されたリモート ID
実装 WG やリモート ID 技術基準 WG、
業界団体 JUAV に対し、DRESS プロジ
ェクトで取り組んでいる R-IDの研究

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【評価の根拠】 
・国内最大規模での運航管理システムに同時接続した飛行
実証において、世界初非協調型でのヘリ・無人機相対速
度 200km/hの衝突回避実証も実施した。 

・配送や整備、点検作業を無人航空機やロボットで置き換
えた場合、2030 年に物流分野では約 8.6 万トン、インフ
ラ点検分野では従来の 10％が置き換わるとして、約 30万
トンの CO2排出削減が見込まれる。 
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でにない高効率かつ高
輝度（高出力・高ビー
ム品質）なレーザー技
術等に関する技術開発
に取り組む。 

・各分野の境界分野及び
分野を跨ぐ技術の融合領
域における技術開発、具
体的には次世代航空機を
リードするような、低コ
スト化、安全性向上等に
寄与する先進技術等に関
する技術開発に取り組
む。 

開発成果等の情報提供、意見交換を
通して、リモート ID制度・運用設計
やデバイス等の開発・製造技術や技
術基準の策定に貢献した。2021 年 6
月に官民協議会でリモート IDの技術
基準案がだされた、Bluetooth5.0 を
搭載した通信制御基板を、約 1/4 ま
で小型化し、ドローンへの実装可能
なデバイスを開発した。 

・無人航空機の第二種認証に対応した
証明手法の事例検討 WGを発足した。
安全基準の区分ごとにサブ WGを設置
し、機体・型式認証に向けた課題を
整理した（業界から総勢 100 名を超
える参加）。安全基準項目「起こり
得る故障」に関して模擬飛行試験を
実施した（その様子は NHK でも放
映）。活動成果をまとめ、活動成果
報告会を実施した。 

・ISO/TC20/SC16 に対し、 Collision 
Avoidance（衝突回避）に関する標
準化提案を推進した。2019 年 11 月
から AdHoc 会議（小委員会）の設立
の承認以降、委員会活動に参画し
た。2020 年 11 月に総会での NP の予
定だったが、議論を踏まえ、①
ConOps への衝突回避の概念組み込
み、②衝突回避センサーユニット、
③UTM 機能構造に組み込みとアイテ
ムは 3 つに分かれた。本事業におけ
る ISO 提案の状況等は、2023 年 3 月
末時点で①情報提供機能データモデ
ルが IS 発行済み、②UTM 機能構造は
IS として規殿発行待ちの状態、③衝
突回避 ConOps は無事②に組み込ま
れ、規格発行待ち状態、④衝突回避
センサーユニットは CD 投票済み
（30．60）となっている。 

・飛行実証として、運航管理システム
の地域実証（ 13 地域、同時実証
他）、FIMS機能拡張実証（12月）、非
協調型衝突回避実証（12 月ほか）、
ヘリ等の有人機の位置識別・ドロー
ンとの空域共有実証などを実施し
た。 

・国内最大規模での運航管理システム
に同時接続した飛行実証を実施し、
世界初非協調型でのヘリ・無人機相
対速度 200km/h での衝突回避実証を
実施した。 

・無人航空機を対象としたサイバーセ
キュリティガイドラインを策定・プ
レスリリースを実施した。 

・空飛ぶクルマの先導調査研究とし
て、国内での発展を踏まえ、成熟度
レベルを設定し、技術ロードマップ
を策定・公表した。事業計画を策定
に必要な標準化・制度動向について
整理を行い、これが新規参入意向の
ある企業等へも波及するように、情
報の提供や業界の理解醸成を目的と
して標準化連絡会、成果報告会など
を実施した。 
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・WRS 災害対応ロボット競技で用いら
れた STM の評価手法の 1 つである
Negotiate が、NIST と連携して、
2022 年 6 月の ASTM(世界最大の標準
化団体) E54.09 Robotics委員会で、
規格化の対象として議題に挙げら
れ、現在 ASTMの規格として再現性や
運用性等の総合的評価が行われてい
る。他の STM についても、NIST との
意見交換を継続している。また次期
WRS については、METI、事業者と連
携して検討中である。 

 
【主なアウトカム、社会的インパクト
等】 

・本プロジェクトの成果の普及によ
り、配送や整備、点検作業を無人航
空機やロボットで置き換えた場合、
2030 年に物流分野では約 8.6 万ト
ン、インフラ点検分野では従来の
10％が置き換わるとして、約 30万ト
ンの CO2 排出削減が見込まれる。ま
た、ターゲットとする分野の市場と
してのポテンシャルは、2030 年には
約 8,000 億円と推測され、研究開発
の成果は早期の市場拡大とそれに伴
う日本企業による更なる海外市場参
入に寄与する。 

・アウトプットに記載をしているとお
り、ISO への提案等を積極的に実施
している状況である。 

・リモート ID等については、開発や開
発に当たって収集した情報を政府に
提供、議論に参加し、関連技術基準
に反映した。 

・航空局における「無人航空機の型式
認証等における安全基準及び均一性
基準に対する検査要領及び関連ガイ
ドライン」の検討に合わせ、その解
釈、基準等を踏まえた、企業等の開
発活動を促進する検討をするため、
2022月 12月まで検討した。 

・官民協議会との連携により、2021 年
度以降のドローンによる物流実現に
技術的側面から貢献した。 

・福島県、南相馬市との協力協定をベ
ースに、福島イノベーションコース
ト構想の推進に貢献した。 

・運航管理システムの地域実証を主導
した、KDDI 社がよりビジネスを推進
するため、KDDI スマートドローン社
を 2022年初旬に設立した。 

 
【その他影響・マネジメントの工夫
等】 

・技術委員会等で進捗を確認し、進捗
評価等を行った。また、政府要請、
ISO 対応等を図るため、技術委員会
に諮りながら加速対応を行った。 

・政府の官民協議会等に参加し、政府
ロードマップに合わせて、研究開
発・開発成果等の提供等を図るこ
と、及びきめ細かい国交省はじめと
した省庁への情報提供、視察の設定

【評価の根拠】 
・物流拠点から住宅や指定地への配送（ラストワンマイル
物流）において、「遠隔・非対面・非接触」を実現するた
め、自動走行ロボットを用いて、集合住宅や市街地、商
業施設、工業地帯などで走行させる実証を一部では公道
を含む形で実施した。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【評価の根拠】 
・業者・METI と協働で記者説明会を開催し、試作機を展示
すると共にこれまでの活動成果並びに今後の見通しを説
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などにより、制度整備及び検討など
に貢献した。 

・ISO への提案体制を強固にするた
め、デジュール対応の項目を継続実
施し、適時の情報収集、情報発信な
どを実施した。 

・経済産業省をハブとして、関係省庁
との連携を諮っており、適時、飛行
試験等の政府視察会等を実施した。 

・ドローンの性能評価について、機体
認証制度開始にあたっての証明手法
事例の検討のため、関係団体等関係
者に広く声がけをし、WG、活動成果
報告会等を実施した。航空局と連携
しながら実施した。 

・運行管理システムの地域実証を行う
に当たって、先行地域実証を行い、
住民説明会、プレス説明会を同時に
行うなど、単なる研究開発だけでな
く、社会受容性の向上などにも取り
組んだ。 

・ドローンの社会受容性向上、分かり
やすい成果発信、南相馬市との連携
協定の履行等のために、前年度に作
成した小中学生向けの動画を活用し
たクイズなどを展示会や、NEDO トッ
プページでのバナー掲載など実施し
た。 

・METI、WRS 事務局とは定期打合せを
実施した。競技委員会、福島県知事
とも適時会議を開催して連携して進
めている。 

 
●自動走行ロボットを活用した新たな
配送サービス実現に向けた技術開発
事業 

[2020～2021年度] 
・本事業は、令和 2 年度補正予算（第
1 号）事業として企画立案・開始さ
れた。 

【主な成果、アウトプット等】 
・2020年度に公募を実施し、13件の提
案について審査を行い、10 件を実施
先として決定した。物流拠点から住
宅や指定地への配送（ラストワンマ
イル物流）において、「遠隔・非対
面・非接触」を実現するため、自動
走行ロボットを用いて、集合住宅や
市街地、商業施設、工業地帯などで
走行させる実証を 2020 年 11 月以降
順次実施しており、一部では公道で
の実証を行った。 

・実証では、障害物検知・停止あるい
は回避技術、自律移動する技術、遠
隔監視システム、自動地図生成技
術、ユーザーインタフェース、ロボ
ット本体の異常検知技術、通信安定
度評価、ロボットに対する受容性等
の項目を検証した。また一部の事業
者は本事業終了後、2022年 3月 31日
まで事業を継続し、一人の遠隔操縦
者により 4 台までのロボット走行を
実現するとともに、累計で 1,000km
の走行実績をあげ、安全性に関する

明した。当日の NHK のテレビニュースで放映され、多く
の業界新聞や雑誌記事においても好評が得られた。 

・試作機を作り潜在ユーザに使って頂いた結果をフィード
バックする事で、より具体的な「お客様の声」を開発に
反映していくアジャイル開発を基本プロセスとし、計 4
モデルの開発と 2 回の操作体験会を行うことで、操作性
などの定性的な仕様も開発に反映させた。 
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エビデンスを蓄積することができ
た。 

  
【主なアウトカム、社会的インパクト
等】 

・本事業は、自動走行ロボットを活用
した配送の実現に向けた官民協議会
（2019 年 9 月設立）と連携して、以
下に関する情報を同協議会に提供
し、2022 年 4 月の低速・小型の自動
配送ロボットに関する制度化を含む
「道路交通法の一部を改正する法
律」の成立に貢献した。 

・事業化に向けて核となるユースケー
スの明確化 

・自動走行ロボットの仕様に関する安
全性評価や自動走行ロボットの安全
な運用体制の構築 

・自動走行ロボット活用に関する制
度・法令などの検討・整備 

 
【その他影響・マネジメントの工夫
等】 

・外部有識者による技術推進委員会を
開催し、進捗を確認するとともに、
技術面および事業面について出口を
見据えたアドバイスを実施した。 

・開発成果の実地確認を含めて、延べ
15 回の技術委員会及び指導を実施し
た。 

・経済産業省主催の官民協議会の参考
情報として、当該事業の内容及び結
果を報告・共有した。（第 2 回～第 7
回） 

・本事業終了後に NEDO講座を活用し、
自動配送ロボットを活用した配送サ
ービス実現を加速させるための社会
受容性やビジネスモデル検討を目的
に、NEDO 事業参画者を中心に自治
体、ロボットメーカー等による講
演、ステークホルダー間の情報共有
の場を企画した。計 5 回のシンポジ
ウム・セミナーを開催し、聴講者の
延べ人数は 1,154名となっている。 

・また、NEDO 講座を通じて本事業成果
の実用化・事業化促進に向けて以下
の取組を実施した。 

①事業の周知を目的とし、実証実験の
様子を含む自動配送ロボットの紹介
動画を作成し、上記シンポジウムや
官民協議会において発信した。 

②中国における自動配送ロボットの動
向調査、国内自治体における買物弱
者対策調査、遠隔操作安全性調査を
実施し、国内の自動配送ロボット関
連事業者および機関へ調査結果を発
信した。 

③ロボットデリバリー協会の遠隔操作
における安全性に係る検証を支援
し、技術開発だけでなく、安全な社
会実装に向けたルール整備にも貢献
した。 

 
●安全安心なドローン基盤技術開発 

 
 
 
 
【評価の根拠】 
・人工知能スタートアップ企業の研究開発を促進すること
による人工知能技術の社会実装を加速するために、アー
リーステージの優れたスタートアップ企業を表彰するコ
ンテストや受賞者を対象としたビジネスマッチングなど
を実施した。 

・世界初、世界トップレベルを含む人工知能の基礎研究結
果を「人工知能学会誌特集号」に 24 本の論文として掲載
された。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【評価の根拠】 
・エッジデバイスでの高度 AI処理を実現させるため、AIエ
ッジ LSI を試作し、AI 認識処理と画像処理において、汎
用 GPU と比較して 10 倍以上の電力効率と、リアルタイム
SLAMの自己位置推定処理時間を CPUと比較して 1/20の短
縮を達成する世界最先端のスペックを実現する技術を開
発した。 
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[2019～2021年度] 
・本事業は、令和元年度補正予算（第
1 号）事業として企画立案・開始さ
れた。 

【主な成果、アウトプット等】 
◆全体 
・2021年４月に事業者・METIと協働で
記者説明会を開催し、試作機を展示
すると共にこれまでの活動成果並び
に今後の見通しを説明。当日の NHK
のテレビニュースで放映され、多く
の業界新聞や雑誌記事においても好
評が得られた。 

・2021 年４月に地方自治体・電力系企
業向けに試作機の操縦体験会を開催
し、スペック上の機能･性能だけで
無く操作性などの定性的な能力に関
しても満足が得られることが確認で
きた。 

◆研究開発項目①（委託事業） 
・最大離陸重量 1.7kg と小型でありな
がら 3 種類のカメラがワンタッチで
切替でき、耐風圧速度 15m/s、準天
頂衛星システム「みちびき」や最新
情報によるリモートＩＤにも対応、
更には ISO15408に即したセキュリテ
ィ分析/対策が施された試作機によ
って、ベンチマークレベルの性能･
機能であることが検証できた。 

・作製したフライトコントローラーの
API 並びに主要標準部品の接続仕様
を公開するウェブサイトを開設し、
本公開情報に基づき(株)ACSL と(株)
石川エナジ―リサーチの提携がプレ
スリリースされた。 

◆研究開発項目②（助成事業） 
・試作したバッテリー、モータ/ESC、
カメラ/ジンバル等の主要部品を研
究開発項目①で試作した機体に実装
し、飛行を含む各種テストによって
ベンチマークレベルの性能が発揮で
きることを実証した。 

・繊細な組立を要する機体と部品を低
コストで量産でき、高い信頼性を確
保するための技術を、試作を繰り返
しながら機能･性能を向上するアジ
ャイルに開発で実現できた。 

 
【主なアウトカム、社会的インパクト
等】 

・政府調達をはじめとする分野での ド
ローンの利活用拡大に寄与し、我が
国のドローン産業の競争力強化と、
関連するビジネスエコシステムの醸
成を目指す。 

・2025 年には国内の機体売上は 1,300
億円に達すると言われており、
(株)ACSL は 8％シェアの 100 億円の
売上を中期計画に掲げている。 

・災害対応、インフラ点検、監視・捜
索等のビジネスクリティカルな利用
での、データの漏洩やハッキングを
防止するドローンシステムが作製で
きた。 
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・今回の事業ではサービス開発は行っ
ていないが、2025 年には 4,300 億円
に達すると言われているサービス市
場の重要なデータが、安全安心に取
得・運用できるシステムを開発でき
たことは、安全安心な社会の礎にな
るだけで無く、社会認知の向上にも
大きな意味を持つと認識する。 

 
【その他影響・マネジメントの工夫
等】 

・主要省庁への 3 回に渡るヒアリング
により、政府調達に資する小型ドロ
ーンの仕様を策定した。 

・NEDO・METI・コンソーシアム代表に
よ る PMO （ Project Management 
Office）を設置し、週一のリモート
会議で政府政策との歩調を合わせな
がら全体の進捗を管理した。 

・試作機を作り潜在ユーザに使って頂
いた結果をフィードバックする事
で、より具体的な「お客様の声」を
開発に反映していくアジャイル開発
を基本プロセスとし、計 4 モデルの
開発と 2 回の操作体験会を行うこと
で、操作性などの定性的な仕様も開
発に反映できた。 

・ハード設計・ソフトウェア設計・セ
キュリティ・生産/保守の各マネジ
メントスキームをコンソ内横断で組
織し、最低 1回/月のリモート会議で
各モジュールの進捗を管理した。 

・セキュリティ基準が無い為、外部知
見者（CCDS）へのヒアリングにより
独自のガイドラインを策定した。 

・中央省庁が 2021年度の調達予算を確
保した 4月に METIと協働で記者説明
会を行い、当日の NHK ニュースや多
くの業界雑誌に掲載されたことで、
年度内に調達可能である事をアピー
ルできた。 

・NEDO 米国オフィスとの情報交換によ
り、米国における政府調達等の情報
を収集した。 

 
●次世代人工知能・ロボット中核技術
開発 

[2015～2019年度] 
【主な成果、アウトプット等】 
・ロボット・人工知能に関する人工知
能、センサ、アクチュエータ等の革
新的な技術開発を実施した。 

・企業が参画したテーマについて、委
託終了後に成果を活用したサービス
の開始や世界初の技術の実用化を開
始する。 

・ 企業が参画していないテーマについ
ては、企業とのビジネスマッチング
を開催した。 

・大学の研究者による大学発ベンチャ
ーが起業され、市場性のある製品に
するための社会実装に向けた研究開
発を実施中である。 

【評価の根拠】 
・日本の AI チップ開発加速を目的として AI チップ設計拠
点の整備を進め、大規模 LSI 向けエミュレータや EDA ツ
ール、IP 等を導入し 2019 年 10 月に試行運用を開始し
た。 
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・世界初、世界トップレベルを含む人
工知能の基礎研究結果を「人工知能
学会誌特集号」に 24本の論文として
掲載した。 

 
【主なアウトカム、社会的インパクト
等】 

・本事業の成果・取組から、3 つの事
業「人と共に進化する次世代人工知
能に関する技術開発」（2020～2024
年度）、「人工知能技術適用によるス
マート社会の実現」（2018～2022 年
度）、「次世代人工知能・ロボットの
中核となるインテグレート技術開
発」（2018～2023 年度）を立ち上げ
た。また、ロボット活用型市場化適
用技術開発プロジェクトにも成果が
活用されるなど、NEDO における人工
知能及びロボットに関する事業の根
幹として活用した。 

・プロジェクト期間中に 13社のスター
トアップが設立され、現在の企業評
価額は 180 億円（2023 年 4 月現在)
となっている（INITIAL のデータベ
ース調べ）。 

・スタートアップ以外に、8 件が製品
化・事業化フェーズに移行してい
る。 

 
【その他影響・マネジメントの工夫
等】 

・各種施策や社会ニーズの変化に合わ
せて、事業運営を毎年見直した。プ
ロジェクトの成果を元に、３つの事
業を立ち上げた。 

・成果の実用化を加速させるために、
採択やステージゲート審査におい
て、実用化・事業化計画を評価基準
として使用、 事業化体制確立のため
に、ビジネスマッチングやスタート
アップ設立を推進し、成果の実用化
を推進した。 

・成果普及のため、ニュースリリー
ス・記者会見を活用した。 

・人工知能スタートアップ企業の研究
開発を促進することによる人工知能
技術の社会実装を加速するために、
アーリーステージの優れたスタート
アップ企業を表彰するコンテストや
受賞者を対象としたビジネスマッチ
ングなどを実施した。 

・委託期間中に NEDO事業の研究成果を
活用した製品やサービスの有償販売
を想定した、実施計画書及び中間年
報の記載方法を確立した。 

・プロジェクト期間中に成果最大化を
目指し、期間中 17件総額 203百万円
の加速予算による開発を促進した。 

 
●高効率・高速処理を可能とする AIチ
ップ・次世代コンピューティングの
技術開発 

[2016～2027年度] 
【主な成果、アウトプット等】 

 
 
 
 
【評価の根拠】 
・高速・高密度実装を実現する実装技術として、通信波長
帯の光信号を低損失で伝送できる光 IC・光ファイバー間
の 3次元光配線技術を世界で初めて開発した。 

・並列分散システムの研究開発において、世界で初はじめ
て、波長多重や波長ルーティングなどの光接続技術を用
いて、全サーバボード間を結合した光電子融合ラック型
サーバシステムを開発した。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【評価の根拠】 
・本事業で得られた研究成果の社会実装を目的としてコン
ソーシアムを設立し、レーザー加工プラットフォームの
構築に取り組んだ。事業参画者がメンバーとなって発足
したコンソーシアムは、現在、事業外部から幅広い分野
の企業・大学等が参画しており、2023 年 2 月現在 108 法
人 111グループが参加している。 

・プロジェクトで開発された最先端のレーザー光源や加工
機を集約し、各装置が持つ加工品質の計測・評価技術や
データベースといった共通基盤技術を組み合わせること
で、レーザー加工の課題解決に寄与するプラットフォー
ム「柏Ⅱプラットフォーム」を構築した。 
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・AI エッジコンピューティングに関す
る研究開発において、エッジデバイ
スでの高度 AI処理を実現させる技術
として、AI エッジ LSI を試作し、AI
認識処理と画像処理において、汎用
GPU と比較して 10 倍以上の電力効
率、リアルタイム SLAMの自己位置推
定処理時間を CPUと比較して 1/20の
短縮を達成するなど世界最先端のス
ペックを実現する技術や、ディープ
ニューラルネットワークの高精度モ
デルに対して認識精度の劣化を 1.7%
に抑制しながら 1/16に圧縮する技術
の実現、RISC-V 普及の障壁であった
RISC-V向けの OS、各種並列化フレー
ムワーク、コンパイラ基盤、並列プ
ログラム処理のための開発ツールを
組み合わせて包括的なソフトウェア
開発環境を世界で初めての実現な
ど、エッジ領域におけるエネルギー
消費効率 10倍以上を達成する技術の
開発を推進している。研究成果等
（ディープラーニングモデルの新た
な軽量化技術を開発、AI の深層学習
用ニューラルネットワークモデル向
け自動圧縮・実装ツールを開発、AI
エッジ LSIで AI認識・画像処理効率
10 倍、SLAM 時間 1/20 を達成、AI に
最適な量子化値を割り当てる低ビッ
ト量子化技術を開発、スマホやロボ
ットなどで高効率な AI処理を行うプ
ロセッサーアーキテクチャーを開
発、「オープンコミュニティ powered 
by TRASIO」を設立など）に関するプ
レスリリースを 8件実施した。 

・次世代コンピューティングに関する
研究開発では、次世代データセンタ
向けの基盤技術として、プロセッサ
とメモリを機能分離するディスアグ
リゲーション型次世代データセンタ
の超低消費電力化に向け、光スイッ
チと電気スイッチのハイブリッド構
成による、超多ポート(1000 ポート
級）、伝送速度 1Tbps以上、高速切替
（100μs 程度）の低電力データ伝送
システムを確立。また、次世代デー
タベース向け OSS として、国産の新
DB エンジン「剱（つるぎ)」を開発
した。 

 
【主なアウトカム、社会的インパクト
等】 

・想定する社会実装先（自動運転、産
業機械、医療・福祉等）での AI関連
ハードウェア世界市場において、研
究開発成果の一部が市場に出る 2032
年に約 9,300 億円、さらに成果の普
及が加速する 2037年に約 1.7兆円の
市場獲得し、それに付随するソフト
ウェア及びサービス等により更なる
波及効果の創出を目指す。 

・さらに、エッジやクラウド等の省電
力化を実現し、2037 年において約
3,275万 t／年の CO2削減を目指す。 
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【その他影響・マネジメントの工夫
等】 

・技術推進委員会を実施し、研究開発
内容・予算について、必要に応じて
変更を実施した。 

・最終年度に向けた成果最大化を図る
ため、PL サイトビジットを実施し
た。コロナ禍のためオンラインで実
施したが、オンラインの利点を活か
し、技術推進委員も参加した。 

・研究開発項目②の研究開発項目を、
研究開発状況に応じて「量子関連コ
ンピューティング」「脳型等データ
処理高度化関連技術」「光コンピュ
ーティング関連技術」に整理した。
量子関連コンピューティングについ
ては実証研究を進めるプレイヤーと
して、日立製作所を再委託先に加
え、CMOS アニーリング技術を活用し
たソフトウェアの実証を進めると共
に、脳型等データ処理高度化関連技
術、光コンピューティング関連技術
については、先導研究の結果を用い
た追加公募を実施し、研究開発体制
の拡充を行った。 

・マネジメントに活用する指標となる
技術動向、市場動向、知財,に関す
る情報を得るべく調査事業を開始
し、2023 年度以降の事業計画及び今
後の研究開発の課題設定に向けた準
備を行った。 

・課題検討委員会を実施し、先導調査
研究における成果及び成果より抽出
された課題について評価・検討を行
った。その結果重要と考えられる研
究開発テーマを重点課題として設定
し、研究開発項目④の公募を実施し
た。 

・事前評価委員会を開催し、次年度よ
り実施予定の新政策に対して評価・
検討を行った。 

 
●AI チップ開発加速のためのイノベー
ション推進事業 

[2018～2022年度] 
【主な成果、アウトプット等】 
・研究開発項目①：AI チップに関する
アイディアの実用化開発（助成事
業）おいては、計五回の公募を行
い、計 18 事業者（1 回目：5 事業
者、2 回目：5 事業者、3 回目：3 事
業者、4 回目：3 事業者、5 回目：2
事業者）採択、AI チップ関連の研究
開発を実施、内 15事業者（内 2事業
者は事業化前倒しのため 1 年目で終
了、残り 13事業者が 2年目へ）がス
テージゲートを通過、計画通り終了
し、最終目標を達成した。 

・研究開発項目②：AI チップ開発を加
速する共通基盤技術開発（委託事
業）においては、日本の AIチップ開
発加速を目的として AIチップ設計拠
点の整備を進め、大規模 LSI 向けエ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【評価の根拠】 
・新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の症例報告に特
化した検索エンジンを開発し、「日本医師会 COVID-19 有
識者会議」のウェブサイトへ 2020 年 5 月 3 日に公開し
た。症例の文脈をたどり、生じたイベントの時系列と、
医学用語の関係を図示することで、COVID-19 症例の可視
化と、簡単な分析を可能とした。また、日本内科学会ホ
ームページにも公開され、10 万の内科学会会員向けに無
料で公開され、内科の診療支援に役立てられた。 
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ミュレータや EDA ツール、IP 等を導
入し 2019 年 10 月に試行運用を開始
した（プレス発表実施）。引き続き
拠点の整備を進め、外部利用者は事
業終了時までに累計で 74件となり、
最終目標である 15 件を大幅に超え
た。また、開発を進める AIチップ向
け独自 IPの評価プラットフォームの
実証のため、外部協力者の IP6 個を
搭載した評価チップ（AI-One）にお
いては、目標通り外部協力者の IP評
価が確実に出来ることを実証できた
（プレス発表を 2021 年 5 月と 2022
年 3 月に実施した。また本成果を国
際学会 DAC 2022（2022 年 7 月）、業
界フォーラム SNUG Japan（2022年 9
月）、展示会 CEATEC（2022 年 10
月）、展示会 EdgeTech+2022（2022年
11 月）、業界フォーラム DSF2022
（2022 年 11 月）の場で NEDO 成果と
して発表）。さらに設計技術の更な
る高度化のため AI-Oneをベースとし
た 12nm 版の AI-Two の開発を進め、
試作チップの作成及び動作実証を実
施し、目標通り外部協力者の IP評価
が出来るレベルであることを確認で
きた。事業終了後の AIチップ設計拠
点の自立については、実施者と方向
性を議論、関連部門との調整を実施
し、国立研究開発法人産業技術総合
研究所の共用施設として設立し、
2023 年 4 月から運用を開始する。最
後に、2023 年 3 月に AI-Two 及び AI
設計拠点の運用開始に関するニュー
リリースを実施するとともに事業の
成果報告会を開催し、約 150 名の方
にご参加いただいた。 

  
【主なアウトカム、社会的インパクト
等】 

・2032 年のエッジ向け AI チップの世
界市場で約 750 億円の市場獲得を目
指す。 

なお、研究開発項目①については 2023
年以降順次技術の実用化率 50%以上
を目指す。 

  
【その他影響・マネジメントの工夫
等】 

・研究開発項目①：AI チップに関する
アイディアの実用化開発（助成事
業）においては、全採択者のサイト
ビジットをプロジェクトリーダー
(PL)と共に実施。進捗の確認と共に
ステージゲート審査や事業終了に向
けたフォローを行った。また、ステ
ージゲート委員からの改善コメント
への対応や新型コロナウイルスの影
響対策のため、計画変更や期間延
長、交付金額の変更等を随時実施
し、成果を最大化させた。 

・研究開発項目②：AI チップ開発を加
速する共通基盤技術開発（委託事
業）においては、事業内流用含む加

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【評価の根拠】 
・評価技術として、産業利用を指向した世界初の小型加速
器駆動中性子源(AISTANS）の建設＋小型装置ネットワー
クによる中性子の新しい利用形態の構築を図った。ま
た、成果のデータをプロジェクト後も有効に活用するた
め、産総研マルチマテリアル研究部門をハブとした拠点
の体制を構築した。 

・オートモーティブワールドにてブースを出展し、構造部
材試作品などのマルチマテリアル車体部品の展示を行い
約 4,000 名の方に来場いただくなど、成果の PR に努め
た。 
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速資金を投入し、拠点の設備の増強
や整備の前倒し、また、開発を進め
た AI チップ関連 IP の評価環境を提
供する AI チップ向け独自 IP の評価
プラットフォームの実証チップ AI-
One、AI-Two のスケジュールの前倒
しを実施した。AI-One については本
成果を関連国際学会や業界のフォー
ラム等で NEDO事業の成果として発表
させた。また、進捗の確認、問題点
に対する議論を進めるため、毎月実
施者と NEDO、PLで定例会を開催し、
実施者との問題意識の共通化を図っ
た。 

・研究開発項目①及び②の連携を図る
とともに、人材育成も併行的に行う
ため、毎月一回の頻度でフォーラム
を開催（計 45回開催）した。 

 
●超低消費電力型光エレクトロニクス
実装システム技術開発 

[2013～2021年度] 
【主な成果、アウトプット等】 
・高速・高密度実装を実現する実装技
術として、通信波長帯の光信号を低
損失で伝送できる光 IC・光ファイバ
ー間の 3 次元光配線技術を世界で初
めて開発した。 

・並列分散システムの研究開発におい
て、世界で初はじめて、波長多重や
波長ルーティングなどの光接続技術
を用いて、全サーバボード間を結合
した光電子融合ラック型サーバシス
テムを開発した。電気スイッチを介
した従来のデータ伝送方式と比べ、 
計算速度を最大 98倍高速化し、従来
システムに比べて電力量の 30％以上
の削減の効果が得られることを実証
した。 

・光パッケージの物理仕様（サイズ、
ピンアサイン）、インターフェース
標準化を達成した（IEC Si フォト
ニクスのチップスケールパッケージ
標準（2019 年 5 月発行）、光トラン
シーバ性能標準（2020年4月発行）、
125μm ピッチファイバー（従来の 2
倍密度）インターフェース標準
（2020年 5月発行））。 

 
【主なアウトカム、社会的インパクト
等】 

・近年の IoTや AIの進展により、爆発
的に増加しているデータ伝送量の増
加にともなう膨大な情報処理を高
速・省エネルギーで処理することを
要求されるサーバ、データセンタ、
ネットワーク機器等に本事業で開発
される光接続技術を適用し普及させ
ることにより、2030 年のグローバル
な市場創出効果は 1.26兆円と期待さ
れる。CO2 削減効果は 2030 年で約
1,500万トン／年を目指す。 

  

 
 
 
 
 
 
【評価の根拠】 
・開発成果のデータを共用してデータ駆動型材料開発に広
く利用するための AIST Materials Gate データプラット
フォーム（ DPF）並びに材料設計プラットフォーム
（MDPF）、および企業の開発を支援するためのデータ駆動
型材料設計技術利用推進コンソーシアム（40 会員）を発
足させ、研究成果の社会実装に向けた活動を積極的に行
った。 

・国際的に主要な学会誌や関心度の高い著名誌に論文掲載
される成果を創出した。 

・人工知能（AI）と分子シミュレーションを組み合わせた
世界初の解析技術を開発し、液晶がナノ構造化する際に
起こる新しい現象を発見した。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【評価の根拠】 
・世界初の成果および Nature掲載の成果を複数創出した。 
・100㎡規模の太陽光受光型光触媒水分解パネル反応器と水
素・酸素ガス分離モジュールを連結した光触媒パネル反
応システムを開発し、世界で初めて実証試験に成功し
た。 

・最終目標のSTH=10%を達成した。光触媒方式では世界トッ
プレベル。 

・人工光合成の国際コンペに参加し 1位を獲得した。 
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【その他影響・マネジメントの工夫
等】 

・新型コロナウイルス感染症の影響を
考慮して、オンラインでマネジメン
ト委員会（プロジェクトリーダー
(PL)を交えたプロジェクト内の進捗
会議）を開催し、進捗や課題を確認
し、適時フォローアップを実施し
た。 

・最終年度は、実用化・事業化に向け
たマネジメントとして、成果を持ち
帰る各企業の事業責任者を交えて事
業化ヒアリングを実施し、事業化へ
向けた意見交換を行った。また、サ
イトビジットや、展示会のイベント
実施のたびに、現場の担当者と事業
化や実用化に向けた取組を議論する
場を設けて、事業終了後の成果の活
用についての意見交換と事業化への
意識付けを行った。 

・事業終了に向けて、研究開発資産の
処分、事後評価の計画と方針検討を
早期に着手し、計画立案した。ま
た、最終成果報告会を開催して成果
を広く PRした。 

・事後評価にて、今後の実用化・事業
化に向けた成果の活用について確認
した。また、外部専門委員から、事
業化に向けた有益なアドバイスや指
導を頂き、プロジェクト終了後の各
事業者の実用化・事業化に向けた指
針とすることが出来た。 

 
●高輝度・高効率次世代レーザー技術
開発 

[2016～2021年度] 
【主な成果、アウトプット等】 
・各種レーザー光源およびレーザー加
工機の開発を進め、ほぼ全てのテー
マで 2018年度の中間目標を達成し、
レーザー光源の開発では深紫外ピコ
秒パルスレーザーや高強度パルスレ
ーザー、青色半導体レーザーの各テ
ーマにおいて、世界トップの出力達
成など成果が得られた。 

・レーザー加工プラットフォームのユ
ーザー利用を開始し、データベース
の構築を実施した。 

・本事業で得られた研究成果の社会実
装を目的としてコンソーシアムを設
立し、レーザー加工プラットフォー
ムの構築に取り組んだ。事業参画者
がメンバーとなって発足したコンソ
ーシアムは、現在、事業外部から幅
広い分野の企業・大学等が参画して
おり、2023 年 2 月現在 108 法人 111
グループが参加している。事業やユ
ーザーテストで得られた加工データ
および知財を活用した社会実装に向
けて活動している。 

・プロジェクトで開発しているレーザ
ー光源及び加工機の成果からニュー
スリリースを実施した。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【評価の根拠】 
・40 件以上のスマートセル創出のための基盤技術を確立
し、個々の成果をより活用しやすくするため、技術やデ
ータを集約しプラットフォーム化した。 

・プロジェクト成果を技術移転し、大学発ベンチャー企業
設立するなど、製品化や商用化に至った事例を複数創出
した。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【評価の根拠】 
・世界初のセルロースナノファイバー（CNF）の一貫製造プ
ロセスにおいて、目標通りベンチスケール実証を達成
し、そのコスト試算においても、当初の目標値を達成し
た。 

・本プロジェクトで開発した材料が株式会社アシックスの
ランニングシューズのミッドソール部材の原材料の一部
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－波長 266nm の深紫外ピコ秒レーザー
の高出力化に取り組み、世界最高出
力 50W の発振に成功した。高い波長
変換効率を実現する技術により、深
紫外レーザーの課題であった出力低
下を抑制した。 

－高出力青色ダイレクトダイオードレ
ーザーの波長合成技術を開発した。
ビーム品質を保ちながらレーザー光
源数を増やして高出力化する事が可
能に。今後自動車産業などで需要拡
大が見込まれるファインプロセスの
実現への貢献が期待される。 

－世界最高級出力の深紫外ピコ秒パル
スレーザー発振器を開発した。高出
力を実現することでより、生産性と
高品位加工性を両立できるレーザー
加工のツールとして、電子部品、電
気自動車、航空・宇宙などの産業
で、部品および素材加工に活用され
ることが期待される。 

－高輝度青色半導体レーザーによる、
銅の精密加工速度向上を達成した。
細菌・ウイルスリスク低減に効果の
ある銅を部材表面などにコーティン
グできることから、広いユーザーへ
の訴求につながった。 

－プロジェクトで開発された最先端の
レーザー光源や加工機を集約し、各
装置が持つ加工品質の計測・評価技
術やデータベースといった共通基盤
技術を組み合わせることで、レーザ
ー加工の課題解決に寄与するプラッ
トフォーム「柏Ⅱプラットフォー
ム」を構築した。 

－将来の超スマート社会を実現する光
源として期待される、短パルスかつ
高出力で動作可能なフォトニック結
晶レーザーの開発に成功した。超微
細加工や高精度光センシング、バイ
オイメージングといった幅広い用途
に応用が可能となった。 

－パルスエネルギーを LD励起では世界
最高出力の 250J（ジュール）とした
産業用パルスレーザー装置を開発し
た。レーザー媒質に光エネルギーを
蓄える能力の向上や、ビームの高品
質化などにより、従来の産業用パル
スレーザー装置と比べ同程度のサイ
ズながら 2 倍以上のエネルギー増幅
能力を実現した。 

 
【主なアウトカム、社会的インパクト
等】 

・レーザー加工システムの世界市場は
加速的に伸びており、予測では 2030
年には 2 兆円規模となることが見込
まれている。プロジェクトで開発す
るレーザー光源及びレーザー加工機
の社会実装を進めることにより、
2030 年に 655 万 t／年の CO2 削減、
及びレーザー加工システムの国内メ
ーカーによるシェア 35％の獲得を目
指す。 

に採用され、世界規模で販売される CNF 適用シューズと
して世界初の商品販売となった。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【評価の根拠】 
・「マネー・ロンダリング対策」で開発・実証を行った実験
用ミニシステムについては、FATFが 2021年 7月に公表し
たマネー・ロンダリング対策の DX に関する報告書におい
て、本事業を日本の先進的な取組として紹介した。 
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【その他影響・マネジメントの工夫
等】 

・プロジェクト中間及び終了時に展示
会へ出展し、サンプルなど実物展示
を行うことでプロジェクト成果を広
く発信し、ユーザー候補の獲得につ
なげた。 

・2018 年度の中間評価を受け、成果の
社会実装をさらに加速するため、追
加公募、ステージゲートを行い 4 つ
のテーマをテストユースを目指す項
目グループに再編するとともに、2
つの新規テーマによる研究開発を開
始し、産業応用に向けた体制の最適
化を行った。 

・早期の市場参入による顧客獲得のた
め、技術の切り出しにより、実用
化、事業化可能なテーマについては
積極的な製品化を推進した。 

・進捗状況や課題について共有するた
め、外部有識者からなるアドバイザ
リー委員会や実施者間での情報共有
の場として推進会議を開催した。 

・プロジェクト成果を対外的に発信す
るため、「高輝度・高効率次世代レ
ーザー技術開発 成果報告会」を開
催。開催にあたり、より広く情報を
発信するため、日刊工業新聞社主催
のモノづくり日本会議と共催で開催
した。 

・また、プロジェクト成果をまとめた
動画を 6本作成し、YouTube Channel
上で公開した。 

・新型コロナウイルス感染症の感染拡
大により、一部期間研究開発が滞ら
ざるをえなかったが、進捗状況と研
究開発体制の状況を定期的に共有す
ることで、研究開発進捗への影響を
最小限にし、最終目標達成へ向けて
開発を推進した。 

・新型コロナウイルス感染症の影響に
より感染症対策への費用負担が発生
している中小企業には、間接経費率
の変更を実施した。 

・事業参画者がメンバーとなって発足
したコンソーシアムは、プロジェク
トで開発した成果を集結し、ユーザ
ーテスト実施を開始した。 

・プロジェクトの成果及びマネジメン
トの評価のため、プロジェクトの中
間及び事後に評価委員会を実施し、
外部委員からの評価を受けた。 

 
●Connected Industries推進のための
協調領域データ共有・AI システム開
発促進事業 

[2019～2021年度] 
【主な成果、アウトプット等】 
◆当初予算事業の内容 
・業界横断型 AIシステムの開発（研究
開発項目①）及び業界共用データ基
盤の開発（研究開発項目②）につい
て、合計 25テーマを実施した。 
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・業界横断型 AIシステムは、学習用デ
ータの収集や AIモデル開発の段階を
完了し、AI システムの本格開発およ
びユーザー評価の段階へ移行。ま
た、業界共用データ基盤は、システ
ムの要件定義やプロトタイプ開発を
完了し、システムの本格開発や外部
連携の段階に移行した。 

・成果の一例として、（株）MaaS Tech 
Japan は、交通データと人流データ
を組み合わせ、混雑情報の可視化・
分析・予測を可能とするダッシュボ
ードを 2021 年 4 月 22 日～5 月 31 日
まで試験公開し、駅周辺の混雑予測
情報などを提供した結果、利用者が
「混雑を避ける・軽減する移動」へ
と行動を変容される効果が期待でき
ることを確認した。 

・新型コロナウイルス感染症（COVID-
19）の症例報告に特化した検索エン
ジンを開発し、「日本医師会 COVID-
19 有識者会議」のウェブサイトへ
2020 年 5 月 3 日に公開。症例の文脈
をたどり、生じたイベントの時系列
と、医学用語の関係を図示すること
で、COVID-19 症例の可視化と、簡単
な分析を可能とした。また、日本内
科学会ホームページにも公開され、
10 万の内科学会会員向けに無料で公
開され、内科の診療支援に役立てら
れた。 

◆令和２年度補正事業の内容 
・新型コロナウイルス感染症の世界的
流行により製造サプライチェーンの
寸断リスクが増大する中、サプライ
チェーンの迅速・柔軟な組換えを可
能とする事業体制の構築に向け、サ
プライチェーン間でシームレスなデ
ータ連携を可能とするデジタル技術
の開発を実施（10 テーマ）。先進的
な取組として、2021 年度版ものづく
り白書にて 4テーマが紹介された。 

 
【主なアウトカム、社会的インパクト
等】 

・研究開発成果の普及が本格的に加速
する 2026年に AI SaaSの世界市場に
おいて、約 3,000 億円の市場を獲得
する。 

・AI 関連産業において、グローバルに
活躍する日本発のユニコーン企業又
はこれと同等の成長性が期待される
新規上場企業を、2026 年までに 5 社
以上創出する。 

 
【その他影響・マネジメントの工夫
等】 

・新型コロナウイルス感染症の影響を
考慮し、公募や採択審査のプロセス
を全てオンラインで実施した。 

・開発が進捗した時点で、開発成果の
社会受容性についてユーザーからの
評価を受けるユーザビリティ評価を
実施し、開発計画に反映した。 
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・プロジェクト成果の最大化や加速に
繋げる取組として、プロジェクトの
各実施テーマにメンターを派遣し
（対象 3 社、計 13 回）、各実施者の
事業終了後の企業化計画のブラッシ
ュアップや、海外展開に向けた計画
の具体化・ネットワーク強化に貢献
した。 

・事業終了後の展開を促進する支援施
策として、政府系金融機関である政
策投資銀行へ橋渡し（対象 6社）。融
資に向けた継続的な関係構築や事業
化ストーリーのブラッシュアップ等
を実施した。 

・2019年度末、2020年度末、2021年 8
月にステージゲート評価を行い、事
業の加速・縮小や早期終了も含めた
柔軟なマネジメントを実施した。 

・開発成果の高度化や成果活用先の拡
大を目的とした実施者と協議を行
い、2021 年 9 月までに計画変更や加
速資金の投入を 10テーマに対して実
施した。なお、2020 年 3 月頃には、
COVID-19 に係る社会情勢を踏まえ、
開発中の症例検索エンジンを COVID-
19 でも適用できないかについて検討
し、機動的に加速資金を投入した。 

 
●革新的新構造材料等研究開発 
[2014～2022年度] 
【主な成果、アウトプット等】 
・2018 年以降の課題は、2014 年から
2017 年までプロジェクトにて開発し
た各種構造材料、接合技術の有効性
や構造最適化も含めた構造体として
の軽量化効果を明確にするために、
軽量構造設計ツールの開発を検討
し、マルチマテリアル車体設計技術
としてレベルセット法によるトポロ
ジー最適化手法を適用した。 

・また近年注目されているライフサイ
クルアセスメント（ LCA）につい
て、将来社会を見据えた材料代替効
果を定量的に求めるために、材料の
物質フローやリサイクル性なども加
味し、時間的・空間的に拡張した材
料のライフサイクル全体を評価でき
る評価手法の構築、ツールの作成を
行った。 

・評価技術としては、産業利用を指向
した世界初の小型加速器駆動中性子
源(AISTANS）の建設＋小型装置ネッ
トワークによる中性子の新しい利用
形態の構築を図った。 

・上記成果のデータをプロジェクト後
も有効に活用するため、産総研マル
チマテリアル研究部門をハブとした
拠点化構築の検討を行った。 

・最終年度は、成果の普及に努めてお
り、北大、阪大、名大での各成果報
告会キャラバン、トヨタ自動車、自
動車技術会での各成果報告会を実施
した。１月 25－27日にオートモーテ
ィブワールドにてブースを出展。構
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造部材試作品などのマルチマテリア
ル車体部品の展示を行い約 4,000 名
の方に来場いただいた。3 月 16 日に
最終成果報告会を開催。各分野で著
名な先生等にご登壇いただきコメン
トをいただいた。参加総数は 480 名
と過去最大となった。2023 年 6 月に
はプロジェクトの成果を日本語版、
英語版にて著書を刊行予定である。 

 
【主なアウトカム、社会的インパクト
等】 

・2014 年度から 2022 年度までの 9 年
間の事業であり、本事業を通じて輸
送機器の原材料を革新的新構造材料
等に置き換えることで、抜本的な軽
量化（自動車車体の場合 50％軽量
化）及び 2030年度において約 464万
トン/年の CO2排出量削減を目指す。 

 
【その他影響・マネジメントの工夫
等】 

・プロジェクト期間が 9 年間と長いた
め、その間に社会情勢も急激に変化
した。内閣府・文部科学省・経済産
業省ガバニングボードや構造材料等
技術開発アドバイザリーボードでの
外部委員による意見、毎年の技術推
進委員会でのコメントをもとに、新
構造材料技術研究組合（ISMA) と基
本計画、実施方針の検討を行うとと
もに、材料開発から材料を活かした
マルチマテリアル車体設計技術へ研
究開発内容の見直しを図った。第 3
期中間評価（2020 年度）において
も、高評価をいただくとともに研究
成果へのコメントを反映し、成果活
用に向けた拠点化テーマも創出し
た。また、毎年加速予算を獲得する
ことで、研究開発の促進を図った。
ISMA終了後の在り方検討会をMETIと
ともに実施し、外部委員の意見を参
考に、9 年間の成果を分野ごとに拠
点を構築しデータをアーカイブする
ことで一般でも活用できる体制を作
った。また、各拠点をつなぐハブ機
能を産総研に設置した。 

 
●超先端材料超高速開発基盤技術プロ
ジェクト 

[2016～2022年度] 
【主な成果、アウトプット等】 
・「Physical Review Letters」電子
版 、 ｢ Nature Communications 」、
「Applied Physics Letters」等国際
的に主要な学会誌や関心度の高い著
名誌に論文掲載される成果を創出し
た。 

・バイオエタノールからブタジエンを
合成し、それを原料にした合成ゴム
で従来と同等の性能を持つ自動車用
タイヤを試作する一連のプロセスを
実証することに成功した。 
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・｢AI が生成した材料の構造画像を用
い、物性を予測する技術を開発」
は、電子顕微鏡写真と物性を AIに学
習させることにより、複数の CNT を
任意の配合で混合した膜の画像をコ
ンピューター上で実験に比べ、
1.2％（1/80 もの短時間で生成、物
性の高精度な予測を可能にした。 

・｢液晶がナノ構造をつくる際の新現
象を発見」は人工知能（AI）と分子
シミュレーションを組み合わせた世
界初の解析技術を開発し、液晶がナ
ノ構造化する際に起こる新しい現象
を発見した。この 2 件はいずれも
「Nature Communications」に掲載さ
れた。(2021年度) 

 
【主なアウトカム、社会的インパクト
等】 

・本プロジェクトに関わる機能性材料
として 2030年に約 2兆円の新規市場
の獲得を目指す。また新材料開発の
試作期間・試作回数の短縮は省エネ
ルギー効果も期待され 2030年におけ
るプロジェクト成果の普及率が 10％
と仮定して算出される効果は CO2 約
358万 tである。 

 
【その他影響・マネジメントの工夫
等】 

・プロジェクト終了後の成果実用化に
向けて、成果実用化をメインテーマ
としたアドバイザリーボード（技術
推進委員会）を実施することにより
実施者に材料開発スキームを提供す
る基盤構築を強く促した。 

・その結果、プロジェクト終了後に開
発成果の社会実装のため DPF と産総
研コンソーシアムが発足することと
なった。その認知度向上に向けて広
報活動を積極的に行った。 

・また、産総研コンソーシアムを側面
から支援するため成果の社会実装、
人材育成のため、NEDO 特別講座を開
講した。2022 年度の講座受講者数は
延べ 1,300 人を超え、世間の関心の
高さが明らかとなった。 

・新型コロナ禍による入国制限検収が
持ち越されていた装置の件につい
て、原課の協力のもと関係省庁に立
ち上げに必要な外国人技術者の入国
協議を依頼し、技術者の入国を実
施。稼働、検収を行った。 

 
●二酸化炭素原料化基幹化学品製造プ
ロセス技術開発 

[2014～2021年度] 
【主な成果、アウトプット等】 
・世界で初めて、可視光領域で水を分
解する窒化タンタル光触媒の開発に
成功した。（2018年 9月） 

・可視光で水を水素と酸素に分解する
酸硫化物光触媒を開発した。（2019
年 7月） 
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・紫外光領域ながら世界で初めて
100％に近い量子収率（光子の利用
効率）で水を水素と酸素に分解する
粉末状の半導体光触媒を開発した。
Natureに掲載された（2020年 5月） 

・100 ㎡規模の太陽光受光型光触媒水
分解パネル反応器と水素・酸素ガス
分離モジュールを連結した光触媒パ
ネル反応システムを開発し、世界で
初めて実証試験に成功した。この研
究成果は「Nature」にも掲載した。
（2021年 8月） 

・最終目標の 1 つである太陽エネルギ
ー変換効率(STH)=10%達成した。光
触媒のみによる STH としては世界ト
ップレベル。成果報告会を開催し、
一部プレゼン資料とプロジェクトの
紹介動画を公開した。(2022年 1月) 

・人工光合成の国際コンペに参加し１
位を獲得した。(2022年 7月) 

 
【主なアウトカム、社会的インパクト
等】 

・2030 年時点で石油由来の C2～C4 オ
レフィン類の国内製造量の約 2 割で
ある 250 万トン／年を当該プロセス
にて製造することを想定。このプロ
セスの適用により、省エネ効果と
CO2 固定化により、CO2 約 868 万トン
／年の削減が期待される。 

 
【その他影響・マネジメントの工夫
等】 

・本プロジェクトは人工光合成化学プ
ロセス技術研究組合（ARPChem）を
NEDO がマネジメントし、研究開発を
行っている。 

・多数の企業と大学が参加しており検
討領域も多岐に渡るため、研究活動
全体を統括するサブプロジェクトリ
ーダー(PL)を三菱ケミカルの瀬戸山
エグゼクティブフェローに委嘱、光
触媒テーマの TLを東大の堂免特別教
授、分離膜テーマの TLを三菱ケミカ
ルの武脇主幹研究員、合成触媒テー
マの TLを東工大の辰巳名誉教授に担
当頂く体制で、各テーマ間の情報共
有と効率的な研究活動を推進した。 

 
●植物等の生物を用いた高機能品生産
技術の開発 

[2016～2021年度] 
【主な成果、アウトプット等】 
・40 件以上のスマートセル創出のため
の基盤技術を確立した。 

・個々の成果をより活用しやすくする
ため、技術やデータを集約しプラッ
トフォーム化した。 

・製品化又はサービスとして商用化に
至った事例やスタートアップ設立な
ど事業化に向けて成果が活かされて
いる事例が 10件となる。 

・基盤技術の有効性を検証するための
応用事例の中には、ターゲット化合
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物について短期間に大幅な生産性向
上に至ったテーマもある。今後、実
用化を担う企業によるさらなる開発
を進めることにより、将来的な実用
化が期待される。 

 
【主なアウトカム、社会的インパクト
等】 

・本プロジェクト及び成果が引き継が
れる後継プロジェクトにおけるプロ
ジェクト参画企業が創出するバイオ
由来製品により約 2,600 億円の市場
を形成、150万トン／年の CO2削減が
期待される。 

・プロジェクト参画企業が狙う市場規
模を積み上げると約 25兆円に相当。
プロジェクト成果が 3 割程度貢献で
きれば約 7 兆円規模の経済波及効果
が期待される。 

・プロジェクト成果を技術移転し、大
学発ベンチャー企業を設立した。 

 
【その他影響・マネジメントの工夫
等】 

・中間評価を受けて、研究テーマの重
点化や体制変更を実施した。 

・基盤開発とユーザー候補企業の連携
促進会議を実施した。 

・イベントで実施者による成果出展ス
ペースを用意し、成果の普及・利用
につながる広報機会を提供した。 

・成果集約ホームページなどプロジェ
クト終了後も継続するアウトリーチ
窓口を設置した。 

●非可食性植物由来化学品製造プロセ
ス技術開発 

[2013～2019年度] 
【主な成果、アウトプット等】 
・世界初のセルロースナノファイバー
（CNF）の一貫製造プロセスにおい
て、目標通りベンチスケール実証を
達成し、そのコスト試算において
も、当初の目標値を達成した。ま
た、こうして得られたサンプルを活
用し、用途開発に着手・展開し、複
数の用途でその材料特性の優位性を
実証した。 

・高機能リグノセルロースナノファイ
バーの製造コスト低減において、目
標値であった 1,300円/㎏を大きく下
回る 718 円/kg から 927 円/kg の見
通しを得た。 

・プロジェクト終了後も NEDO講座を継
続して開講し、CNF 先端開発技術者
の育成に取り組んでいる。 

・本プロジェクトで開発した材料が株
式会社アシックスのランニングシュ
ーズのミッドソール部材の原材料の
一部に採用。世界規模で販売される
CNF 適用シューズとして世界初の商
品販売となった。 

 
【主なアウトカム、社会的インパクト
等】 



97 

 

・石油由来化学品と比較して、性能で
同等以上かつコスト競争力のあるリ
グノ CNF の省エネ型一貫製造プロセ
スを確立することにより、製造コス
トを 2019 年度までに 1300 円/kg ま
で低減した。 

・石油由来化学品の製造プロセスと比
較して飛躍的な省エネ化を可能とす
るリグノ CNF 一貫製造プロセスを確
立し、石油由来化学品原料の使用量
削減と、化学品製造プロセスでの消
費エネルギー削減により 2030年度ま
でに 233 万 CO₂トンの省エネを達成
する。 

・自動車部材へのリグノ CNF 導入で可
能となる自動車の軽量化による燃費
向上等により、2030年度までに24万
CO₂トンの省エネを達成する。 

 
【その他影響・マネジメントの工夫
等】 

・2018 年度の技術推進委員会の指摘を
反映させ、実施体制を見直した。 

・京大集中研に設置した知財戦略委員
会にて、CNF 複合樹脂材料の競合と
なる市場の国際動向調査を行い、そ
の結果をもとに知財戦略の強化見直
しを検討した。 

・特性評価では、プロジェクト成果を
纏めるため、技術推進委員会以外に
幹事会の定期開催を推進中である。 

・2020－2022年度も継続して、NEDOブ
ース展示にて安全性評価手順書、特
性評価、市場動向調査等の資料配布
し入手 URLを周知した。 

・得られた CNF 製造技術を実用化すべ
く、助成事業にて一貫製造プロセス
のスケールアップによる実証事業と
して、さらなる普及に向けて低コス
ト CNF 製造プロセス技術開発と用途
開発となる CNF 利用技術開発と CNF
の安全性評価プロジェクトを組成し
た。また、プレイヤーのさらなる参
画とオープンイノベーションとなる
人材交流を目的に、実習をカリキュ
ラムに含めた実践的な CNF 人材育成
講座を組成した。 

 
●規制の精緻化に向けたデジタル技術
開発 

[2019～2021年度] 
【主な成果、アウトプット等】 
・モビリティ、金融、建築及び全体調
査の各分野において、予定通りの期
間で目標達成のうえ事業を完了し
た。 

◆モビリティ分野 
・自動車完成検査について、自動車メ
ーカー4 社が参画した体制での調査
により、調査対象の 11検査項目中、
追加調査が必要な 1項目を除く 10項
目で、AI 等による効率化・省人化の
実現性ありと判断し、導入に向けた
要件等を整理した。 
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◆金融分野 
・マネー・ロンダリング対策につい
て、取引モニタリング・フィルタリ
ング等の実験用ミニシステムを構築
し、実取引データを使用した検証を
実施した。また、共同利用を前提と
したオペレーションを検討し、規制
上の課題や論点を整理した。 

◆建築分野 
・ドローンによる外壁調査について、
プロペラ風の影響を最小限とした赤
外線装置と、それを搭載する安全
性・安定性を確保したドローンを開
発した。またそれを用いた外壁調査
の実施マニュアル案を作成した。 

 
・特に研究開発項目②（ⅱ）「マネ
ー・ロンダリング対策」で開発・実
証を行った実験用ミニシステムにつ
いては、FATF（金融活動作業部会：
先進主要国を中心としたマネー・ロ
ンダリング対策の検討母体であり、
各国に対して勧告を策定し査定を実
施した。事務局は OECD）が 2021年 7
月に公表したマネー・ロンダリング
対策の DXに関する報告書において、
本事業を日本の先進的な取組として
紹介された。 

・METI により実施された終了時評価の
報告書においても、「実験用ミニシ
ステムが構築・検証されたことは画
期的成果」との評価を受けている。 

 
【主なアウトカム、社会的インパクト
等】 

・各テーマにおいて、規制の精緻化に
向けた議論に反映され、一部は既に
規制見直しにつながっている。 

◆モビリティ分野 
(i)AI を活用した完成検査の自動化に
ついては、事業結果を踏まえて、ま
ずは完成検査の自動化ガイドライン
を策定するとともに、ガイドライン
も踏まえて、令和 3年 11月に国土交
通省令等を改正。 

(ii)自動車の国際基準を策定する国連
自動車基準調和世界フォーラムにお
いて、今回の基礎システムの検証結
果も踏まえて、安全性評価の議論を
進める予定である。 

◆金融分野 
(i)金融審議会・市場制度 WG 第二次報
告（2021 年 6 月 18 日公表）におい
て、本調査の結果を踏まえたプロ投
資家（個人の特定投資家）の要件の
弾力化に関する提言が行われた。こ
れを踏まえ、2021 年度中に制度改
正、2022年半ば目途に施行予定。 

(ii)全国銀行協会において、共同シス
テムに期待されるサービス内容や共
同化の運営組織のあり方などについ
て検討を進めるためのタスクフォー
スを設置し、共同化に向け議論中。
またシステムの共同化に必要な制度
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的な対応については、金融審議会に
「資金決済 WG」を設置し、令和 4 年
1月に報告書をとりまとめ公表。 

(iii)全国銀行協会にて、2023 年 1 月
株式会社マネー・ローンダリング対
策共同機構を設立を発表。同会社に
て、「取引モニタリング等の AI スコ
アリングサービス」を提供予定で、
NEC は同サービスのシステム構築ベ
ンダに選定されたことを発表（2
月）。 

◆建築分野 
(i)ドローンを利用した外壁調査を規

制に反映するため、国土交通省告示
を改正した（令和 4年 1月公布）。 

(ii)センサーによるエレベーターの定
期検査について、技術的課題を把
握。本課題の解決が確認されれば規
制見直しを検討予定である。 

【その他影響・マネジメントの工夫
等】 

・関係府省庁（経済産業省、内閣官
房、国土交通省、金融庁）との連携
の下、NEDO は管理法人として、公
募、契約、資金管理、進捗管理等を
担当した。 

・事業推進中は、規制所管省庁も進捗
会議や委託先の現地確認に参加する
等、本事業の成果を踏まえた各省庁
での規制見直しの議論が円滑に行わ
れるように情報共有を密に行った。 

 

加えて、その他鉱工業
に係る重要な技術であっ
て、民間企業等のみでは
取り組むことが困難な、
実用化・事業化までに中
長期の期間を要し、かつ
リスクの高い技術開発に
取り組むとともに、産業
技術分野の国際展開支援
として、海外実証事業等
を推進するものとする。 

また、我が国企業と優
れた技術を有する外国企
業の国際的な連携を促進
し、海外市場展開を推進
するため、国内外の企業
による共同研究に対し、
ＮＥＤＯが外国の技術開
発マネジメント機関とと
もに資金支援を行うコフ
ァンド事業を積極的に推
進するものとする。 
「エネルギー・環境イノ
ベーション戦略」では、
システムを構成するコア
技術分野（次世代パワー
エレクトロニクス、革新
的センサー等）が削減ポ
テンシャル・インパクト
が大きい技術として特定
されており、これらの技
術をはじめとした長期的
な視点に立った技術につ

その他鉱工業に係る重
要な技術であって、民間
企業等のみでは取り組む
ことが困難な、実用化・
事業化までに中長期の期
間を要し、かつリスクの
高い技術開発に取り組む
とともに、産業技術分野
の国際展開支援として、
海外実証事業等を推進す
るものとする。 
また、我が国企業と優

れた技術を有する外国企
業の国際的な連携を促進
し、海外市場展開を推進
するため、国内外の企業
による共同研究に対し、
機構が外国の技術開発マ
ネジメント機関とともに
資金支援を行うコファン
ド事業を積極的に推進す
るものとする。 
上記の取組に加えて、

「エネルギー・環境イノ
ベーション戦略」では、
システムを構成するコア
技術分野（次世代パワー
エレクトロニクス、革新
的センサー等）が、（ワー
ド紙下線要削除）削減ポ
テンシャル・インパクト
が大きい技術として特定
されており、これらの技

 ●部素材の代替・使用量低減に資する
技術開発・実証 

[2020～2021年度] 
・本事業は、令和 2 年度補正予算（第
1 号）事業として企画立案・開始さ
れた事業。 

【主な成果、アウトプット等】 
【テーマＡ１】：TbCu7 型結晶の高鉄濃
度（SmFex（X≧9））と高い保磁力
（Hcj≧8kOe）を両立できる添加元
素と作成条件を確立、微細組織形態
を明確にし、準安定状態図を完成、
寄与元素を特定でき、ネオジム磁石
と同等以上の等方性ボンド磁石を実
現、目標を達成した。新聞各紙へ掲
載 8 件、TV 放映 1 件、特許 1 件、論
文 1 件、学会発表・講演 2 件を実施
した。 

【テーマＡ２】：ネオジム磁石を超え
る TbCu7構造の SmFe系磁石材料をモ
デル部材として、データ駆動型材料
開発の要素技術を開発した。熱プラ
ズマ法による多組成粉末の１プロセ
ス合成に成功した。論文 3 件、学会
発表・講演 3件を実施した。 

【テーマＡ３】：重希土類を使用しな
いモータ駆動用システム用磁石の開
発と世界初、超高速回転 34,000rpm
と高減速（21.8）の高出力 50kW以上
の駆動システムを実証した。モータ
1/2 小型化、最大効率 93.4％の高効
率を実現した。論文 1 件、学会発
表・講演 9 回、プレス発表・ニュー

【評価の根拠】 
・TV 放映等のメディア露出や論文・学会発表等が多数とな
る成果を創出した。 

・重希土類を使用しないモータ駆動用システム用磁石の開
発と世界初の超高速回転 34,000rpm と高減速（21.8）の
高出力 50kW 以上の駆動システムの実証を実施し、モータ
1/2小型化、最大効率 93.4％の高効率を実現した。 

・SmFe系材料について Sm使用量の低減と高い保磁力を両立
できる作成条件を確立し、ネオジムや重希土類など資源
制約のあるレアアースに依存しない新規磁石材料の開発
に成功した。 
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いて、従来の発想によら
ない革新的な技術の発掘
や開発に取り組むものと
する。 

術をはじめとした長期的
な視点に立った技術につ
いて、従来の発想によら
ない革新的な技術の発掘
や開発に取り組む。 
これらの技術の社会実

装を通じて、我が国の生
産性を２０１５年までの
５年間の平均値である
０．９％の伸びから２０
２０年には年２％向上に
寄与するとともに、２０
２０年以降の更なるに生
産性向上等に資する。 
令和２年度補正予算（第
１号）において措置され
た交付金により、部素材
の代替・使用量低減を含
むサプライチェーンの強
靭化及び物流の遠隔・非
対面・非接触等、新型コ
ロナウイルス感染症の流
行下においても経済構造
の強靭化に資する事業を
実施する。さらに、令和
２年度補正予算（第３
号）において措置された
交付金により、カーボン
リサイクル実現に貢献す
るバイオ生産プロセスの
開発、ポストコロナに向
けた経済構造の転換・好
循環の実現を目指す。こ
れらの事業はいずれも令
和２年度の途中から講じ
られるが、事業の終了ま
で、同年度及びそれ以降
の業務実績等報告書に実
施状況を記載する。 

スリリース 6 件、特許 4 件実施し
た。 

【テーマＢ１】：開発した複合構造積
層磁石をロータースピンテストにて
100krpm の高速回転に耐えることを
確認し、超高速回転駆動モータシス
テムを実証した。目標 85krpmに対し
実績 91krpmで安定した高速回転を確
認した。 

【テーマＣ１】：ミキサーセトラ―比
で 1/2 以下装置規模のエマルション
フロー装置にて La、Ce、Pr、Nd混合
溶液から、セリウム純度＞99.99％
の溶液を得て、安定抽出操作が可能
であることを検証し、低品位レアア
ースの高付加価値化を実現した。 

【テーマＣ２】：低品位レアアースの
代替材利用により、模擬排ガスのラ
イトオフ性能評価にてプロピレン浄
化率 50％の温度（T50）が 300℃以下
となり、目標値を達成した。 

 
【主なアウトカム、社会的インパクト
等】 

・2030年における CO2排出削減量：969
万トン／年、電力使用料削減額：
4,193 億円／年、市場創出効果：
1,421 億円／年を実現の見込みであ
る。 

補足１）2030 年度における次世代自動
車及び、産業用モーターに高効率モ
ーターが搭載される場合、両方合わ
せ約 1,100 億円／年の市場創出への
貢献が見込まれる。供給途絶リスク
の高い重希土類のサプライチェーン
断絶リスクが解消され、レアアース
使用量削減によりサプライチェーン
断絶にも必要量確保可能である。 

補足２）2030 年における酸化セリウム
を含む主な自動車排ガス浄化触媒の
国内市場規模は、ガソリン車用触媒
(三元触媒)1,542 億円と予測、排ガ
ス規制の一層強化を受け、世界規模
で 17,063億円が見込まれる。低品位
レアアースを利用した新しい触媒材
料技術の開発が進めば、日本独自の
サプライチェーンの構築とその強靭
化が期待され、国内で 300 億円の市
場が創出され、特定の軽希土類産地
に限定されず多様なサプライチェー
ンが活用可能である。 

 
【その他影響・マネジメントの工夫
等】 

・1 年半の契約期間にて、技術推進委
員会を３回実施した。モータ技術、
重希土類技術、生産技術に精通する
有識者 5 名の教授より、指導・アド
バイスをいただき、事業化に向けた
取組を加速した。2020 年 5 月に第 1
回技術推進員会開催し、成果の確認
と取組の促進を実施した。11 月、12
月に、第 2 回技術推進員会を開催し
た。全 6 テーマについて委員長、各

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【評価の根拠】 
・産業用スマートセル（油脂酵母）の発酵培養によりパー
ム油の代替油脂を世界トップレベルの生産量となる 6 日
間で培養液 1L当たり 98g生産することに成功した。 

・微生物機能を活用した物質生産の実用化を促進させるた
め、発酵槽での培養条件の検討や生産ターゲット物質の
試作等に利用可能なバイオファウンドリ拠点を形成し
た。 
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委員、経済産業省関連者と共に各事
業者の研究開発現場を訪問、進捗状
況及び課題を把握実施した。2021 年
2 月に第 3 回技術推進委員会の成果
報告会を開催し、開発促進を実施し
た。事業者様に実用化に向けアピー
ルいただき、委員より助言と賛辞を
いただけた。 

・テーマ B1（IHI 社）粉末圧延型積層
構造磁石の特性について、粉末圧延
磁石単体としての限界性能をしっか
りと見極めるため、3 月末までの契
約期間延長の変更を実施した。委員
の指導事項をふまえ技術究明を実施
した。また、テーマ C1（産総研、原
子力研、ニッキ社）のレアアース分
離条件の検討及び対象レアアース数
増大に伴うエマ ルションフロー装置
の応用性向上の試作を加え、予算内
の柔軟な運用での加速実施を行い本
技術の汎用性及び実用性向上効果を
得た。 

 
●カーボンリサイクル実現を加速する
バイオ由来製品生産技術の開発 

[2020～2026年度] 
・令和元年度補正予算でバイオ資源活
用促進基盤技術及びバイオファウン
ドリ基盤となる生産プロセス関連技
術開発に着手し、2020 年度から継続
して実施した。 

【主な成果、アウトプット等】 
・新たな酵素群・微生物資源・植物等
の取得を進め、あわせて関連する技
術の開発を推進した。 

・生産プロセスから得られる情報等に
基づく産業用スマートセル開発の実
現を目指し、生産パラメーター情報
等をフィードバック可能とする情報
解析技術開発を推進した。 

・LCA 評価等も取り入れて技術課題の
解決と新たな技術を理解する人材の
育成を開始する。 

・微生物機能を活用した物質生産の実
用化を促進させるため、発酵槽での
培養条件の検討や生産ターゲット物
質の試作等に利用可能なバイオファ
ウンドリ拠点を形成した。（令和 2年
度補正予算（第 3 号）において実
施）。 

・バイオ由来製品の実用化に向け、産
業用物質生産システムの実証 20件に
着手した（2021 年度開始：14 件、
2022度開始：6件）。 

・産業用スマートセル（油脂酵母）の
発酵培養によりパーム油の代替油脂
を世界トップレベルの生産量となる
6 日間で培養液 1L 当たり 98g 生産す
ることに成功した。 

 
【主なアウトカム、社会的インパクト
等】 

・本プロジェクトの成果により、バイ
オ由来製品の社会実装を加速し、新
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たな製品・サービスを創出し、7 兆
円規模のバイオエコノミー市場形成
に貢献する。また、バイオによるも
のづくりを通じて 2030年に 367万 t-
CO2／年の CO2削減効果に貢献する。 

 
【その他影響・マネジメントの工夫
等】 

・プロジェクト予算を活用して期中増
額による加速を実施した。 

・内閣府が認定するグローバルバイオ
コミュニティに提案を検討する機関
と連携関係を構築した。 

・NEDO 特別講座の活用により複数機関
の人材育成事業の連携・効率化を開
始した。 

・本プロジェクトの実施者同士の意見
交換の場を形成するべくテーマ交流
会を開催した。計 67団体 146名の実
施者が参加し、情報交換・マッチン
グの場として機能した。 

・プロジェクトホームページを制作
し、基盤技術や成果事例を集約し広
報できる環境を整備した。 

 

【新産業創出・シーズ発
掘等分野】 
 オープンイノベーショ
ンの推進を図りつつ、新
たなイノベーションの担
い手として期待される中
堅・中小・ベンチャー企
業を技術面から支援し、
技術開発助成等による技
術開発リスクの低減に貢
献することにより、エネ
ルギーシステム分野、省
エネルギー・環境分野、
産業技術分野における国
内の中堅・中小・ベンチ
ャー企業の育成を図り、
有望な技術シーズを発掘
し、新産業創出へつなげ
る取組を実施するものと
する。 
 

【新産業創出・シーズ発
掘等分野 】 
 オープンイノベーショ
ンの推進を図りつつ、新
たなイノベーションの担
い手として期待される中
堅・中小・ベンチャー企
業を技術面から支援し、
技術開発助成等による技
術開発リスクの低減に貢
献することにより、エネ
ルギーシステム分野、省
エネルギー・環境分野、
産業技術分野における国
内の中堅・中小・ベンチ
ャー企業の育成を図り、
有望な技術シーズを発掘
し、新産業創出へつなげ
る取組を実施するものと
する。 
令和２年度補正予算

（第１号）において措置
された交付金により、サ
プライチェーンの迅速・
柔軟な組換えに資する研
究開発の推進による、新
型コロナウイルス感染症
の流行下においても経済
構造の強靭化に資する事
業を実施する。さらに、
令和２年度補正予算（第
３号）において措置され
た交付金により、コロナ
禍において、スタートア
ップ等への投資が後退し
ていることから、特に資
金獲得が困難なシード期
に絞り、事業化の支援を
することにより、スター
トアップエコシステムの

 【新産業創出・シーズ発掘等分野 】 
●新エネルギー等のシーズ発掘・事業
化に向けた技術研究開発事業（再
掲） 

[2007年度～] 
【主な成果、アウトプット等】 
・2018 年度に 13 件、2019 年度に 20
件、2020 年度に 24 件（第 1 回 20
件、第 2 回 4 件）、2021 年度に 22 件
（第 1 回 15 件、第 2 回 7 件）、2022
年度に 14件を採択した。 

・更なる事業化・ビジネス化に資する
ため NEDOのマネジメントの他、各種
専門家の派遣等採択者等へのハンズ
オン支援を実施した。特に株式会社
北土開発（2020 年度にアドバイザリ
ー支援を 2 回実施）は、本支援を活
用して小規模酪農家向けエネルギー
自給型乾式メタン発酵システムの製
造原価のコストダウンを達成し、特
に製造原価のうち約 4 割を占める発
酵槽は約 1,800 万円ものコスト減を
実現した。 

・これにより顧客のすそ野の広がりが
期待でき、導入見込みが持てる有望
顧客の発掘が進んでいる。 

 
【主なアウトカム、社会的インパクト
等】 

・我が国の中小企業等（ベンチャー企
業を含む。）が保有する有望な技術
シーズを基にした技術開発成果を事
業化に結び付け、我が国の新エネル
ギーの分野におけるさらなるイノベ
ーションの発展と導入普及を推進す
る。具体的には、フェーズ C・Dにつ
いては、助成事業終了後 3 年を経過
した時点で 50％以上の製品化を達成
することを目指す。 

 

 
【評価の根拠】 
・事業化・ビジネス化に資するため NEDO のマネジメントの
他、各種専門家の派遣等採択者等へのハンズオン支援を
実施した。 

・事業化率向上のための支援活動として、NEDO ベンチャー
ビジネスマッチング会を毎年度実施している。 
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維持・実現を迅速に行
い、ポストコロナに向け
た経済構造の転換・好循
環の実現を目指す。これ
らの事業は令和２年度の
途中から講じられるが、
事業の終了まで、同年度
及びそれ以降の業務実績
等報告書に実施状況を記
載する。 
加えて、令和３年度補

正予算（第１号）におい
て措置された交付金によ
り、地域の技術シーズ等
を活用してスタートアッ
プの創出に繋げる支援、
シード・アーリー期のス
タートアップの迅速なミ
ドル・レイター期への移
行に向けたビジネスモデ
ル構築支援を実施するこ
とで、未来社会を切り拓
く「新しい資本主義」の
起動に繋げ、成長と分配
の好循環の実現を目指
す。この事業は令和３年
度の途中から講じられる
が、事業の終了まで、同
年度及びそれ以降の業務
実績等報告書に実施状況
を記載する。 
令和４年度補正予算

（第２号）において措置
された補助金により、研
究開発型スタートアップ
等のニーズに対して、自
身の研究力を生かして初
期的な共同研究の実施を
行う若手研究者を支援す
る。 

【その他影響・マネジメントの工夫
等】 

・優良な案件さがしや案件磨きを目的
として WEB ページに「関心表明書」
を添付し、公募期間外でも通年で事
業者等からの相談を受け付け、随時
相談対応を実施。2019 年度 15 件、
2020 年度 11 件、2021 年度 16 件、
2022年度12件の関心表明書を受理、
相談対応を行った。 

・事業化率向上のための支援活動とし
て、有識者のアドバイスを提供し、
研究開発の円滑化、加速化すること
を目的に、フェーズ C 及び D 実施事
業者に現地中間評価委員会を実施し
た（2019年度 3件、2020年度 4件、
2021年度 11件、2022年度 7件）。 

・実施事業者に対し、必要に応じて専
門家によるアドバイザリー支援を実
施した。 

・事業化率向上のための支援活動とし
て、NEDO ベンチャービジネスマッチ
ング会を毎年度実施している。 

 
●研究開発型スタートアップ支援事業 
[2014～2023年度] 
【主な成果、アウトプット等】 
・STS（「シード期の研究開発型スター
トアップに対する事業化支援」事
業）において 2018 年度～2022 年度
にかけて計 243 件の応募に対して 76
件を採択し、事業を実施した。 

・NEP（NEDO Entrepreneurs Program）
において 2018 年度～2022 年度にか
けて計 480 件の応募に対して 168 件
を採択し、事業を実施した。 

・PCA（「Product Commercialization 
Alliance」）において、2020 年度～
2022 年度にかけて、計 101 件の応募
に対し、計 20件を採択し、事業を実
施した。 

・地域発・大学発のシーズの発掘や事
業化・起業支援を目的に、 TCP
（ NEDO Technology 
Commercialization Program）を実施
し、関係機関との連携を強化するた
め、起業家支援に係る相互協力の覚
書を締結した 17大学に対して、スタ
ートアップ支援事業に係る説明会や
起業イベントへの協賛等を実施し
た。川崎市と起業家支援のワンスト
ップ拠点 K-NIC（ Kawasaki NEDO 
Innovation Center）の共同運営を実
施中である（運用開始は 2019 年 3
月）。 

・令和 2年度第 3次補正予算により TRY
（経済構造の転換に資するスタート
アップの事業化促進事業）を実施
し、社会構造の転換から生じる市場
の変化を大きなチャンスと捉えてマ
ーケットニーズに即した事業転換を
狙う事業者を公募し、計 43件の応募
に対し、7 件交付決定し、事業を実
施した。 

 
 
【評価の根拠】 
・2022年度までに、本事業を利用した 12の企業が上場を達
成するなど、当機構が支援し上場を果たした研究開発型
スタートアップは 40社となった。 

・卒業生の成果を、エグジットを目指すスタートアップ、
これから起業するスタートアップの卵の方々に有益な情
報として届けるため、サスメド㈱やマイクロ波化学㈱と
座談会を実施し、WEB 配信や機構機関誌（Focus NEDO82
号）にてスタートアップ特集を行う等、スタートアップ
の露出向上と NEDO支援事業の成果 PRの取組に努めた。 
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・令和 3 年度補正予算により「地域に
眠る技術シーズやエネルギー・環境
分野の技術シーズ等を活用したスタ
ートアップの事業化促進事業」を実
施した。エネルギー・環境分野な
ど、ビジネスモデルの構築により一
層の課題がある研究開発テーマに対
して、審査において加点等の一定の
優遇を行う等、支援対象として強化
する取組を行った。また、公募と同
時期にエネルギー・環境分野に係る
スタートアップや研究者を対象とし
たピッチコンテストを開催し、該当
分野の活性化を図り、109 件の応募
に対して、40件を採択した。 

・2022 年度までに、過去本事業を利用
した 12の企業（ファンペップ株式会
社、QD レーザー、株式会社オキサイ
ド、株式会社 Photosysth、湖北工業
株式会社、サスメド株式会社、株式
会社イーディービー、株式会社坪田
ラボ、マイクロ波化学株式会社、フ
ルハシ EPO 株式会社、株式会社ティ
ムス、株式会社サイフューズ）が上
場を達成した。 

・卒業生の成果を、エグジットを目指
すスタートアップ、これから起業す
るスタートアップの卵の方々に有益
な情報として届けるため、サスメド
株式会社やマイクロ波化学株式会社
と座談会を実施し、WEB 配信や、機
構機関誌（Focus NEDO82号）にてス
タートアップ特集を行う等、スター
トアップの露出向上と NEDO支援事業
の成果 PRの取組に努めた。 

・オープンイノベーション・ベンチャ
ー創造協議会では、2018 年度～2022
年度までに、計 50 回 NEDO ピッチを
実施し、オンライン・オフラインで
延べ 3,600 名を超える参加者を得
た。また、メールマガジンとして計
238 報発信し、他支援機関の公募情
報やイベント情報の周知等を実施し
た。 

・「J-Startup」事業では、事務局とし
て経済産業省や JETRO 等と協力して
活動した。J-Startup 企業の露出機
会を設けるべく、NEDO 内の他部門が
主催・共催するイベント（BioJapan
等）への出展斡旋やピッチイベント
枠の提供等を実施した。また、2021
～2022 年度は「ちょっと先のおもし
ろい未来」へ参加、2022 年度には国
内スタートアップの取組を紹介する
番組の製作・BS 放映等、新たな広報
チャネルの開拓を試みた。また、会
員専用サイトに新たにコンシェルジ
ュ機能を搭載し、サポーター企業と
の連携のための基盤を構築した。 

・さらに、「 Plus : Platform for 
unified support for startups」の
下、他機関との合同説明（JICA、
AMED）の開催等の連携を進め、NEDO
の STS 支援事業では JST が実施する
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START 事業との連携（審査における
一定の優遇）を実施している。 

 
【主なアウトカム、社会的インパクト
等】 

・本事業により、シーズ段階から事業
化まで一貫した支援を実施すること
により、研究開発型スタートアップ
の創出、育成を図り、経済活性化、
新規産業・雇用の創出につなげる。
具体的には、ベンチャー・キャピタ
ルや専門家等とのネットワークを活
用したハンズオン支援を実施するこ
とで、起業・事業化を促進すると同
時に、大企業とスタートアップ事業
との連携促進の支援等を行うこと
で、民間のリスクマネーの呼び込み
を促進し、我が国のベンチャー・エ
コシステムの構築を実現する。 

・また、JOIC の運営を通じ、我が国企
業のオープンイノベーションの取組
みを推進し、組織や業種等の壁を越
えて、技術やノウハウ、人材等を組
み合わせた、新たな価値の創造に貢
献する。 

・加えて、J-Startup 事業において選
定したセレクション企業を官民で連
携して支援する体制を構築すること
で、グローバルに展開し得る日本発
ユニコーン企業の創出に寄与する。 

 
【その他影響・マネジメントの工夫
等】 

・TCP においては、イベントの後援・
審査員の派遣等、地方自治体・大学
等と連携し、地域シーズの掘り起し
を行うことに加え、次ステージの
NEDO 事業案件の発掘及び成長促進・
育成（NEP への連携）、官民他事業と
のリソースの共有化、適切なリソー
スの割り振りによる事業のスマート
化を意識した制度設計とした。 

・NEP においては、支援先である起業
家が事業に集中して取り組めるよ
う、経理処理等を支援する運営管理
法人を組み込んだ支援体制を構築し
た。特に、これから起業を志す個人
の支援先に対しては運営管理法人と
の個別契約に基づく伴走支援を実施
した。また、応募者数を増加させる
ために、広報活動に力を入れ、例え
ば、Plus に基づいた他機関との合同
説明会の開催や、アクセラレターへ
の広告の掲載などを実施した。さら
に、初めての提案者も応募しやすく
なるよう添削指導や書き方講座や、
来る VCへのプレゼン機会に向けて成
果発表の機会を設けるなどの支援を
実施した。 

・STS においては政府系機関連携によ
るスタートアップ支援として、JST-
START との連携を実施している。ま
た、シード期の事業者支援を厚くす
るため、既存の助成額:最大 7,000万

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【評価の根拠】 
・事業終了後 3 年間での実用化率 50％の目標に対して、プ
ロジェクト数 237 件の内、実用化を果たした事業者数は
132と実用化率は 55.7％に上る。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【評価の根拠】 
・本事業への提案数を増やすべく、公表情報と過去の本事
業への提案実績をもとに、提案のポテンシャルがあるに
もかかわらず本事業への提案が少ない大学に個別説明会
を開催するなどして、提案数を増やす取組を行った。 

・若手研究者と企業との共同研究成立に向けて開催するマ
ッチングイベントでは広く広報を実施し、会場では若手
研究者と企業が即日面談できるブースを設け、多くの共
同研究に向けた対話の機会を創出した。 
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以下の［STS1 コース］のほか、助成
額:最大 2 億円の［STS2 コース］を
設けている。また、海外展開支援や
海外からのリスクマネーの呼込を推
進すべく、海外に拠点を置く VCを認
定 VCとする等の取組を実施した。 

・PCA においては採択事業者に対し
て、交付申請書作成のための提案書
との変更箇所を説明した資料を配布
し、採択事業者の事務作業低減を図
っている。また、TRY と共にリアル
タイムのオンライン公募説明会を実
施し相互の質疑応答も実施した。 

・「エネルギー・環境分野の技術シー
ズ等を活用したスタートアップの事
業化促進事業」では、該当分野の更
なる活性化を目指して、助成事業実
施と並行して、公募と同時期に当該
分野に係るスタートアップ・研究者
を対象としたピッチコンテストの開
催や、同分野の現状把握と更なる支
援策検討に向けた調査事業等の取組
も進めた。 

・公募では、新型コロナ対応および事
業者の負担軽減のため、希望者に対
してアンケートシステムを活用した
電子申請による応募受付やオンライ
ンでの説明会等を実施した。 

・採択事業者に対し、交付決定後に経
理指導を行う他、研究開発など事業
へ注力できるよう、経理カタライザ
ーの派遣等、事務の負担軽減策を実
施した。 

・事業連携及び追加資金調達に繋げる
ため、展示会出展及びピッチ登壇機
会の提供等を行っている。特に他部
のイベント内で事業者の露出機会を
創出するなど工夫をしている。 

・ピッチイベントや研修、説明会等の
開催に際しては、感染症対策に十分
留意しつつ、対面開催とオンライン
配信のハイブリッド開催等の工夫を
講じた。 

 
●課題解決型福祉用具実用化開発支援
事業 

[1993～2022年度] 
【主な成果、アウトプット等】 
・事業終了後 3 年間での実用化率 50％
を目標とし、2018 年度で 3 件、2019
年度で 3 件、2020 年度で 4 件、2021
年度で 1 件を採択し、支援を開始し
た。政府予算の都合上、2022 年度は
新規公募を行わず前年度以前からの
継続 2 件を支援し事業終了となる。
1993年の事業開始以来、2021年度ま
でに採択された件数は 237 件、内実
用化を果たした事業者数は 132 と実
用化率は 55.7％に上る。 

・終了事業者の成果として、2017 年度
～2018 年度に実施したエクスポー
ト・ジャパン株式会社の開発サービ
ス「Accesible Code」がシオノギヘ
ルスケア株式会社の製品に採用され

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【評価の根拠】 
・初の懸賞金事業として最終選考会は民間宇宙イベントに
あわせて開催することで、多数の視聴者、メディア参加
を得て受賞者の成果広報を実施した。 

・1次審査通過者に対し開発環境を提供し利用拡大を図ると
共に最終審査会での審査評価により各受賞者が決定さ
れ、課題解決に資するアイデアやシステム成果が得られ
た。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【評価の根拠】 
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た。2020 年 4 月より、全国の薬局・
ドラッグストア等にて、順次販売を
開始した。また、2020 年度採択者の
株式会社ヒューマンテクノシステム
は発話障害者のための個人音声合成
器を開発し、2022 年にニュースリリ
ースを実施した。 

 
【主なアウトカム、社会的インパクト
等】 

・助成事業終了後 3 年を経過した時点
で、助成事業者のうち 50％以上が実
用化を達成していることを目標とす
る。なお、「実用化」とは、当該助
成事業により開発した製品、サービ
ス等の社会的利用(顧客への提供等)
が開始されることを指す。 

 
【その他影響・マネジメントの工夫
等】 

・採択審査や中間評価での指摘を受
け、マネジメントを強化した。具体
的には、実施中の全テーマを対象と
して、年に一度、進捗状況を確認
し、課題等について技術及び事業化
の有識者からアドバイスをする目的
で「技術委員会」を設置した。抽出
された課題の解決に向けて、NEDO 及
び実施者間での情報共有や検討を進
め、効率的・効果的なマネジメント
を実施した。 

・事業化率向上のための支援活動とし
て、オンラインによるビジネスマッ
チングイベントを 2021 年 1 月から 2
月に開催し、過去に支援を行った事
業の成果 PRや販路開拓を支援した。 

・優良な案件さがしや案件磨きを目的
として WEB ページに「関心表明書」
を添付し、公募期間外でも通年で事
業者等からの相談を受け付け、随時
相談対応を実施した。 

 
●官民による若手研究者発掘支援事業 
[2020年度～] 
【主な成果、アウトプット等】 
・共同研究フェーズ 89件、マッチング
サポートフェーズ 277 件の研究開発
テーマを採択した。 

・マッチングサポートフェーズにおい
ては、企業との共同研究等に向けた
マッチングを支援した。13 テーマ
（第 4 期中長期計画期間中にマッチ
ングサポートフェーズを終了するテ
ーマの 36％）が企業との共同研究等
の形成に至った。 

・令和４年度補正予算（第２号）にお
いて措置された補助金により、研究
開発型スタートアップ等のニーズに
対して、自身の研究力を生かして初
期的な共同研究の実施を行う若手研
究者を支援するため、間接補助事業
の公募を開始した。 

 

・2022 年 9 月までに終了した 202 テーマのうち、82 テーマ
（40.6％）が国家プロジェクト等に移行した。 
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【主なアウトカム、社会的インパクト
等】 

・個別テーマにおいては、共同研究終
了後 5 年以内を目途として実用化を
目指している。2022 年度には「半導
体製造の生産性を向上させるキラー
欠陥自動検査システムの開発」にお
ける若手研究者の研究成果が共同研
究先企業の製品に搭載され、企業か
らの共同研究費が 3 倍となったこと
で NEDOも助成金を増額し、研究規模
の拡大に至った。 

 
 
【その他影響・マネジメントの工夫
等】 

・本事業への提案数を増やすべく、公
表情報と過去の本事業への提案実績
をもとに、提案のポテンシャルがあ
るにもかかわらず本事業への提案が
少ない大学に個別説明会を開催する
などして、提案数を増やす取組を行
っている。2021 年度には年に複数回
公募を行い、提案の機会を増やし
た。将来の自律的普及実現に向け、
各大学ＵＲＡとの意見交換も行っ
た。 

・若手研究者と企業との共同研究成立
に向けて開催するマッチングイベン
トでは広く広報を実施し、2022 年度
は初の会場・オンラインのハイブリ
ッド開催を実施した結果、全 2 回で
494 名が参加した。会場では若手研
究者と企業が即日面談できるブース
を設け、多くの共同研究に向けた対
話の機会を創出した。 

・若手研究者のシーズを発信する独自
のホームページ運営も行い、マッチ
ング機会を増やした。 

・コロナ禍にあってもリモートによる
研究者全員との面談を行い、現場訪
問が可能になってからは直接の対話
も行って、継続的なコミュニケーシ
ョンの結果をマッチング支援に活か
した。 

 
●サプライチェーンの迅速・柔軟な組
換えに資する衛星を活用した状況把
握システムの開発・実証 

[2020～2022年度] 
・本事業は令和 2 年度補正予算（第 1
号）により企画立案・開始した事業
である。 

【主な成果、アウトプット等】 
・2021 年度公募において、衛星データ
を活用したサプライチェーンの状況
を把握するシステム・アプリケーシ
ョン等の開発を行うために必要とな
る開発環境整備事業実施者を採択し
事業を開始した。衛星データプラッ
トフォーム環境を整備したうえでこ
れを活用した初の懸賞金事業の募集
を開始した。 



109 

 

・2022 年度公募において、アイデア部
門・システム部門合計で 84件の応募
があった。1 次審査通過者に対し開
発環境を提供し利用拡大を図ると共
に最終審査会での審査評価により各
受賞者が決定され、課題解決に資す
るアイデアやシステム成果が得られ
た。 

 
【主なアウトカム、社会的インパクト
等】 

・サプライチェーン状況把握に貢献す
る完成度の高いサービス提供によ
り、新規ビジネスの創出が期待され
る。 

・整備された開発環境の活用普及によ
り衛星データビジネスの活性化に寄
与する。 

 
【その他影響・マネジメントの工夫
等】 

・懸賞金事業への多数の応募を募るた
め、SNS等での周知、業界紙・WEBマ
ガジンへの事前取材、専用サイトの
構築等、積極的な広報を実施した。 

・1 次審査通過者にはメンタリングを
実施。提案内容のブラシュアップ機
会を提供した。 

・最終選考会は民間宇宙イベントにあ
わせて開催することで、多数の視聴
者、メディア参加を得て受賞者の成
果広報を実施した。 

 
●NEDO先導研究プログラム 
[2014～2027年度] 
【主な成果、アウトプット等】 
・先導研究プログラムにおいて非連続
ナショナルプロジェクトにつながる
ものとして分類されるテーマの割合
は、第 4 期中長期目標期間全体で該
当する評価単位のそれぞれにおい
て、いずれも全体の 40％以上を達成
した。 

・「超極細 MgB₂超電導素線の研究開
発」においては、液体水素の冷熱を
利用した超電導モーターの実用化に
向けて、超電導線材の耐曲げひずみ
性等の課題を克服し、世界最細とな
る直径 15マイクロメートルの超極細
MgB2（二ホウ化マグネシウム）超電
導線の開発に成功する等、脱炭素社
会の実現や新産業の創出につながる
革新的な技術を創出した。 

 
【主なアウトカム、社会的インパクト
等】 

・2020～2021 年度実施テーマ「未利用
冷熱による燃焼ガス中 CO2 の回収技
術の開発」は「グリーンイノベーシ
ョン基金事業／CO2 の分離回収等技
術開発プロジェクト」、2021～2022
年度実施テーマ「ファインセラミッ
クスのプロセスインフォマティクス
基盤構築」は「次世代ファインセラ
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ミックス製造プロセスの基盤構築・
応用開発」の実施へつながる等、国
の資金による研究開発プロジェクト
へ移行するテーマを創出している。
2022 年 9 月までに終了した 202 テー
マのうち、82 テーマ（40.6％）が国
家プロジェクト等に移行した。 

 
【その他影響・マネジメントの工夫
等】 

・先導研究プログラムの公募課題設定
にあたっては、情報提供依頼（RFI)
を行うことで、産業界や大学・公的
研究機関等のニーズを幅広く収集す
るとともに、幅広い技術シーズの中
から優れたテーマを採択する。 

 

なお、ＮＥＤＯの積極的
な技術分野ごとの取組を
促すため、ＮＥＤＯにお
いて作成する中長期計画
又は年度計画において明
示する第４期中長期目標
期間中に達成すべき技術
水準や技術開発目標など
の達成状況を評価するも
のとする。 

   ―  

 

○数値目標４.‐１ 
【目標】 
 中長期計画又は年度計
画において明示する第４
期中長期目標期間中に達
成すべき技術水準や技術
開発目標などの達成水準
の達成を目標とする。な
お、評価単位毎の目標は
中長期計画又は年度計画
において明示するものと
する。 

○数値目標４.‐１ 
【目標】 
 中長期計画又は年度計
画において明示する第４
期中長期目標期間中に達
成すべき技術水準や技術
開発目標などの達成水準
の達成を目標とする。 

【評価軸】 
○個別のナショナ
ルプロジェクト等
の研究開発目標
（達成すべき技術
水準や技術開発目
標など）等が達成
できているか。ま
たは、達成できる
見込みであるか。 
 
【関連する評価指
標】 
○中長期計画又は
年度計画で明示す
る第 4期中長期目
標期間中に達成す
べき技術水準や技
術開発目標などの
達成水準の達成状
況（評価指標） 

＜各技術分野の記載内容を参照＞ 
 

＜各技術分野の記載内容を参照＞  

 

５．特定公募型研究開発
業務の実施 
 科学技術・イノベーシ
ョン創出の活性化に関す
る法律（平成 20 年法律第
63号）第 27条の２第１項
に規定する特定公募型研
究開発業務（特に先進的
で緊要な革新的技術の創
出のための研究開発等で
あって事業の実施が複数
年度にわたり、その事業
の実施者を公募により選
定するもの。以下同じ。）
を実施する。 

５．特定公募型研究開発
業務の実施 
 科学技術・イノベーシ
ョン創出の活性化に関す
る法律（平成２０年法律
第６３号）第２７条の２
第１項に規定する特定公
募型研究開発業務（特に
先進的で緊要な革新的技
術の創出のための研究開
発等であって事業の実施
が複数年度にわたり、そ
の事業の実施者を公募に
より選定するもの。以下
同じ。）を実施する。 

 ５．特定公募型研究開発業務の実施   
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①ムーンショット型研究
開発事業 
 総合科学技術・イノベ
ーション会議が決定す
る、人々を魅了する野心
的な目標及び経済産業省
が策定する研究開発構想
を踏まえ、ＮＥＤＯは、
複数の研究開発を統一的
に指揮・監督するプログ
ラム・ディレクター（Ｐ
Ｄ）の任命、ＰＭの公
募・採択、研究開発の実
施及びそれに付随する調
査・分析機能等を含む研
究開発体制の構築、中間
評価・事後評価を含めた
研究開発の進捗管理等研
究開発の実施を担うもの
とする 。また、研究開発
の推進においては、その
途中段階において研究開
発目標の達成見通しを随
時評価し、研究開発の継
続・拡充・中止などを決
定する。 

①ムーンショット型研究
開発事業 
 総合科学技術・イノベ
ーション会議が決定す
る、人々を魅了する野心
的な目標及び経済産業省
が策定する研究開発構想
を踏まえ、機構は、複数
の研究開発を統一的に指
揮・監督するプログラ
ム・ディレクター（Ｐ
Ｄ）の任命、ＰＭの公
募・採択、研究開発の実
施及びそれに付随する調
査・分析機能等を含む研
究開発体制の構築、中間
評価・事後評価を含めた
研究開発の進捗管理等研
究開発の実施を担うもの
とする。また、研究開発
の推進においては、その
途中段階において研究開
発目標の達成見通しを随
時評価し、研究開発の継
続・拡充・中止などを決
定する。 

 ① ムーンショット型研究開発事業 
・総合科学技術・イノベーション会議
が決定する、人々を魅了する野心的
な目標及び経済産業省が策定する研
究開発構想を踏まえ、NEDO は、複数
の研究開発を統一的に指揮・監督す
るプログラム・ディレクター（PD）
の任命、PM の公募・採択、研究開発
の実施及びそれに付随する調査・分
析機能等を含む研究開発体制の構
築、中間評価・事後評価を含めた研
究開発の進捗管理等研究開発を実施
した。2020 年度には 13 件、2022 年
度には 5 件の研究開発プロジェクト
並びにそのプロジェクトマネージャ
ー（PM）を採択した。 

・また、研究開発の推進においては、
その途中段階において研究開発目標
の達成見通しを随時評価し、研究開
発の継続・拡充・中止を決定した。 

 

【評価の根拠】 
・総合科学技術・イノベーション会議が決定したムーンシ
ョット目標のうち、「2050年までに、地球環境再生に向け
た持続可能な資源循環を実現」の研究推進法人を担う。 

・ムーンショット目標及び経済産業省が策定した研究開発
構想を踏まえ、18 件の研究開発プロジェクト（温室効果
ガス、窒素化合物、海洋プラスチック、自然プロセスの
人為的加速）を開始した。 

 

 

○数値目標５．－１ 
【目標】 
 第４期中長期目標期間
内に中間評価を実施した
採択事業（ステージゲー
トを通過した採択事業に
限る。）について、外部評
価委員会による中間評価
項目のうち、「研究開発マ
ネジメント」の評価項目
の４段階評点の平均が最
上位又は上位の区分の評
価となること。 

○数値目標５．－１ 
【目標】 
 第４期中長期目標期間
内に中間評価を実施した
採択事業（ステージゲー
トを通過した採択事業に
限る。）について、外部評
価委員会による中間評価
項目のうち、「研究開発マ
ネジメント」の評価項目
の４段階評点の平均が最
上位又は上位の区分の評
価となること。 

【評価軸】 
〇ＮＥＤＯがムー
ンショット 
型研究開発事業に
係る技術開発マネ
ジメントに積極的
に取り組んでいる
か。 
 
【関連する評価指
標】 
○外部評価委員会
による中間評価に
おける「マネジメ
ント」の評価項目
の評点（評価指
標） 

○数値目標５．－１ 
・第 4 期中長期目標期間内に中間評価
を実施した採択事業（ステージゲート
を通過した採択事業に限る。）につい
て、外部評価委員会による中間評価項
目のうち、「研究開発マネジメント」
の評価項目の 4 段階評点の平均が 2.8
点のため、最上位の区分の評価となっ
た。 
 

【評価の根拠】 
・外部評価委員会による中間評価項目のうち、「研究開発マ
ネジメント」の評価項目において、高い評価を獲得し
た。 

 

 

②ポスト５Ｇ情報通信シ
ステム基盤強化研究開発
事業 
 経済産業省が策定する
研究開発計画に従い、Ｎ
ＥＤＯは、事業の進捗管
理、研究開発に付随する
調査・分析等、研究開発
マネジメントの実施を担
うものとする。なお、研
究開発の推進において
は、その途中段階におい
て、研究開発目標の達成
見通しを適宜確認し、必
要に応じて所要の改善を
行うものとする。 

②ポスト５Ｇ情報通信シ
ステム基盤強化研究開発
事業 
 経済産業省が策定する
研究開発計画に従い、機
構は、事業の進捗管理、
研究開発に付随する調
査・分析等、研究開発マ
ネジメントの実施を担う
ものとする。なお、研究
開発の推進においては、
その途中段階において、
研究開発目標の達成見通
しを適宜確認し、必要に
応じて所要の改善を行う
ものとする。 

 ② ポスト 5G 情報通信システム基盤強
化研究開発事業 

・研究開発項目①ポスト 5G情報通信シ
ステムでは、コアネットワーク、伝
送路、基地局、MEC（Multi-access 
Edge Computing)、端末、超分散コン
ピューティング関連について 27テー
マ、先導研究について 24テーマを採
択し、月次報告会や技術推進委員会
等により、適切に事業の進捗管理等
を行った。 

・例えば、「ポスト 5G 情報通信システ
ムの開発／クラウド型ネットワーク
統合管理・自動最適化技術の開発
（OSS／MANO のソフトウェア）の研
究」では、Stand Alone（SA）方式
5G モバイルネットワーク（5G SA）
において、通信を行う二者間（エン
ドツーエンド）でネットワークスラ
イスを自律的・自動的に運用する

【評価の根拠】 
・ポスト 5G の社会実装に向けて、計 68 テーマを採択し、
技術推進委員会やステージゲート審査など進捗管理等を
適切に実施した。 

・「先端半導体製造技術つくば拠点 オープニングシンポジ
ウム」や「新産業技術促進検討会」を他機関と共同開催
し、さらには CEATEC などの展示会・学会で出展・講演を
行い、プロジェクトの PRを実施した。 
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「ネットワークスライシングオーケ
ストレーション技術」と人工知能
（AI）をオーケストレーターに組み
合わせて 5Gネットワーク運用を高度
化する「AI を用いた 5G スライスオ
ーケストレーション高度化技術」の
新たな開発に成功した。従来は人の
手を介して運用管理する必要があっ
たが、自動的な運用管理を可能とす
ることで、日々のネットワーク構成
の変更やサービスの追加など、膨大
な作業数の削減につながり、コスト
削減と品質の向上が期待できる。 

 
・研究開発項目②先端半導体製造技術
の開発では、前工程(More Moore 技
術）について 1 テーマ、後工程
（More than Moore技術）について 9
テーマ、露光周辺技術について 1 テ
ーマ、国際連携による次世代半導体
製造技術開発について 1 テーマ、先
導研究について 5 テーマを採択・交
付決定を行い、月次報告会や技術推
進委員会等により、適切に事業の進
捗管理等を行った。後工程について
は、海外の大手半導体メーカーの国
内法人による大型 R&D プロジェクト
の立ち上げに貢献した。また、国際
連携による次世代半導体製造技術開
発では、2020 年代後半の次世代半導
体の製造基盤確立に向け、2022 年度
より事業を開始した。 

・例えば、「先端半導体製造技術の開
発／3DIC 技術の研究開発」では、
2022 年 6 月、TSMC ジャパン 3DIC 研
究開発センターのオープニングセレ
モニーを実施し、企業・大学・公的
機関の関係者との連携を深めた。 

・経済産業省と毎月の定例ミーティン
グや実施状況等の月例報告等を行
い、方針等の協議や進捗状況を密に
確認し合いながら、適切にプロジェ
クトを運営した。 

・広報・調査として、「先端半導体製
造技術つくば拠点 オープニングシ
ンポジウム」や「新産業技術促進検
討 会 」 を 共 同 開 催 し た ほ か 、
CEATEC、SEMICON Japan、エレクトロ
ニクス実装学会への出展・講演、更
に、欧州や米国、台湾などの関係者
が参加し、サプライチェーンの発展
を議論する「Forum on Tech Supply 
Chain Partnership」や「日台産業協
力架け橋フォーラム」における講演
などを行い、国内外に向けて、広く
プロジェクトをＰＲした。また、
2021 年度には 4 件の調査事業を実施
し、今後のプロジェクト運営と成果
最大化に向けた情報収集を行った。 
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○数値目標５．－２ 
【目標】 
 事業終了後に実施する
外部評価委員会による事
後評価の結果について、
「研究開発マネジメン
ト」の評価項目の４段階
評点の平均が最上位又は
上位の区分の評価となる
こと。 

○数値目標５．－２ 
【目標】 
 事業終了後に実施する
外部評価委員会による事
後評価の結果について、
「研究開発マネジメン
ト」の評価項目の４段階
評点の平均が最上位又は
上位の区分の評価となる
こと。 

【評価軸】 
○ＮＥＤＯがポス
ト５Ｇ情報通信シ
ステム基盤強化研
究開発事業に係る
技術開発マネジメ
ントに積極的に取
り組んでいるか。 
 
 
【関連する評価指
標】 
○外部評価委員会
による事後評価に
おける「マネジメ
ント」の評価項目
の評点（評価指
標） 

○数値目標５．－２ 
・第 4 期中長期目標期間中の該当な
し。 

  

 

③グリーンイノベーショ
ン基金事業 
 グリーン成長戦略の実
行計画を踏まえ、カーボ
ンニュートラル社会に不
可欠で、産業競争力の基
盤となる、①電力のグリ
ーン化と電化、②水素社
会の実現、③CO2 固定・再
利用等の重点分野につい
て、官民で野心的かつ具
体的な 2030 年目標（性
能・導入量・価格・CO2 削
減率等）を共有した上
で、これに経営課題とし
て取り組む企業等に対し
て、10 年間、研究開発・
実証から社会実装までを
継続して支援する。この
ため、ＮＥＤＯは、経済
産業省が策定した「グリ
ーンイノベーション基金
事業の基本方針」に従っ
て、基金を造成し、産業
構造審議会のグリーンイ
ノベーションプロジェク
ト部会及び分野別ワーキ
ンググループ（以下「Ｗ
Ｇ」という。）、経済産業
省及び関係省庁等と緊密
に連携し、透明性・実効
性の高いガバナンス体制
の下で、成果を最大化で
きるよう本基金事業に取
り組んでいく。本基金事
業の実施にあたり、ＮＥ
ＤＯは、本基金の管理・
運用、担当省庁のプロジ
ェクト担当課室に対する
「研究開発・社会実装計
画」の作成支援、公募・
審査・採択・契約／交
付・検査・支払に係る事
務、プロジェクトマネー
ジャーの選任、実施者に
対する事業推進支援、プ

③グリーンイノベーショ
ン基金事業 
 グリーン成長戦略の実
行計画を踏まえ、カーボ
ンニュートラル社会に不
可欠で、産業競争力の基
盤となる、①電力のグリ
ーン化と電化、②水素社
会の実現、③CO2 固定・再
利用等の重点分野につい
て、官民で野心的かつ具
体的な２０３０年目標
（性能・導入量・価格・
CO2 削減率等）を共有した
上で、これに経営課題と
して取り組む企業等に対
して、１０年間、研究開
発・実証から社会実装ま
でを継続して支援する。
このため、機構は、経済
産業省が策定した「グリ
ーンイノベーション基金
事業の基本方針」に従っ
て、基金を造成し、産業
構造審議会のグリーンイ
ノベーションプロジェク
ト部会及び分野別ワーキ
ンググループ（以下「Ｗ
Ｇ」という。）、経済産業
省及び関係省庁等と緊密
に連携し、透明性・実効
性の高いガバナンス体制
の下で、成果を最大化で
きるよう本基金事業に取
り組んでいく。本基金事
業の実施にあたり、機構
は、本基金の管理・運
用、担当省庁のプロジェ
クト担当課室に対する
「研究開発・社会実装計
画」の作成支援、公募・
審査・採択・契約／交
付・検査・支払に係る事
務、プロジェクトマネー
ジャーの選任、実施者に
対する事業推進支援、プ

 ③グリーンイノベーション基金事業 
・機構は、経済産業省が策定した「グ
リーンイノベーション基金事業の基
本方針」に従って、基金を造成し、
適切に管理・運用を行うとともに、
産業構造審議会のグリーンイノベー
ションプロジェクト部会及び分野別
ワーキンググループ（以下「WG」と
いう。）、経済産業省及び関係省庁等
と緊密に連携し、透明性・実効性の
高いガバナンス体制の下で、成果を
最大化できるよう本基金事業に取り
組んだ。 

・具体的には、担当省庁のプロジェク
ト担当課室に対して「研究開発・社
会実装計画」の作成支援を行い、各
プロジェクトの「研究開発・社会実
装計画」の内容に基づき、19 件のプ
ロジェクトの公募・審査を行い、公
募中の 1件を除く 18件のプロジェク
トで採択先を決定し、企業等に対し
て支援を開始した。 

・加えて、プロジェクトマネージャー
の選任等により事業運営を円滑に行
う体制を整え、関連分野の技術・市
場動向の調査・分析を行い、進捗す
る 14件のプロジェクトでモニタリン
グ・評価を実施し、技術面・事業面
での専門家の助言を行った。また、
WG への進捗報告、モニタリング・評
価結果の公表を行い、プロジェクト
マネージャー等による情報共有を通
じたプロジェクト間連携も実施し
た。 

・さらに、基金事業の特設サイトを構
築し、各プロジェクトの取組内容や
特集記事、ダッシュボード等のコン
テンツを一元的に掲載し、また、国
際会議 ICEFやメディア連携シンポジ
ウムの開催等も行い、国内外の事業
者・投資家等の認知度向上に向けた
広報活動を実施した。基金事業の実
施状況・成果については、補助金交
付要綱等に基づき、経済産業省への
報告を適切に行った。 

【評価の根拠】 
・担当省庁のプロジェクト担当課室に対して「研究開発・
社会実装計画」の作成支援を行い、各プロジェクトの
「研究開発・社会実装計画」の内容に基づき、19 件のプ
ロジェクトの公募・審査を行い、公募中の 1 件を除く 18
件のプロジェクトで採択先を決定し、企業等に対して支
援を開始した。 

・基金事業の特設サイトを構築し、各プロジェクトの取組
内容や特集記事、ダッシュボード等のコンテンツを一元
的に掲載し、また、国際会議 ICEF やメディア連携シンポ
ジウムの開催等も行い、国内外の事業者・投資家等の認
知度向上に向けた広報活動を実施した。 
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ロジェクトに対する技術
面・事業面での専門家の
助言、ＷＧへのプロジェ
クトの進捗報告、プロジ
ェクトのモニタリング・
評価結果の公表、国内外
への戦略的広報・イベン
ト開催、重点分野におけ
る技術・市場動向の調査
（インテリジェンス機
能）、本基金事業の実施状
況・成果の把握と経済産
業省への報告等を担うも
のとする。ただし、本基
金事業で対象とする技術
開発テーマは革新的なも
のであり、企業等が困難
な課題に挑戦した結果と
しての計画の未達成や途
中での計画変更は当然あ
るものと考えるべきであ
るため、開発の途中段階
における進捗確認は実施
者の負担にならないよう
に配慮する。 

ロジェクトに対する技術
面・事業面での専門家の
助言、ＷＧへのプロジェ
クトの進捗報告、プロジ
ェクトのモニタリング・
評価結果の公表、国内外
への戦略的広報・イベン
ト開催、重点分野におけ
る技術・市場動向の調査
（インテリジェンス機
能）、本基金事業の実施状
況・成果の把握と経済産
業省への報告等を担って
いる。ただし、本基金事
業で対象とする技術開発
テーマは革新的なもので
あり、企業等が困難な課
題に挑戦した結果として
の計画の未達成や途中で
の計画変更は当然あるも
のと考えるべきであるた
め、開発の途中段階にお
ける進捗確認は実施者の
負担にならないように配
慮する。 

 

○数値目標５．－３ 
【目標】「基幹目標」 
 温暖化対応を経済成長
の制約やコストと捉える
のではなく、産業構造や
社会経済に変革をもたら
し、次なる成長につなげ
ていくという「経済と環
境の好循環」を作り出す
ため、本基金を呼び水と
して、民間企業等の研究
開発・設備投資を誘発
し、世界のＥＳＧ資金を
国内に呼び込むことで、
2050 年までのカーボンニ
ュートラルを実現する。
こうした本基金事業全体
の目標を達成するため、
国は、プロジェクトごと
に野心的な 2030 年目標を
設定した上で、企業等の
経営者が長期的な経営課
題として粘り強く取り組
むことへのコミットメン
トを求め、当該研究開発
目標への挑戦を促す。Ｎ
ＥＤＯは、前述の役割に
おいて最大限の努力と創
意工夫を発揮し、本基金
事業全体の目標及びプロ
ジェクトごとの研究開発
目標の達成に貢献するこ
とが期待される。このた
め、第４期中長期目標期
間においては、プロジェ
クトの企画・開始が業務
の中心となることを前提
に、ＷＧにおいて、プロ
ジェクトごとに、①プロ

○数値目標５．－３ 
【目標】「基幹目標」 
 温暖化対応を経済成長
の制約やコストと捉える
のではなく、産業構造や
社会経済に変革をもたら
し、次なる成長につなげ
ていくという「経済と環
境の好循環」を作り出す
ため、本基金を呼び水と
して、民間企業等の研究
開発・設備投資を誘発
し、世界のＥＳＧ資金を
国内に呼び込むことで、
２０５０年までのカーボ
ンニュートラルを実現す
る。こうした本基金事業
全体の目標を達成するた
め、国は、プロジェクト
ごとに野心的な２０３０
年目標を設定した上で、
企業等の経営者が長期的
な経営課題として粘り強
く取り組むことへのコミ
ットメントを求め、当該
研究開発目標への挑戦を
促す。機構は、前述の役
割において最大限の努力
と創意工夫を発揮し、本
基金事業全体の目標及び
プロジェクトごとの研究
開発目標の達成に貢献す
ることを期待されてい
る。このため、第４期中
長期目標期間において
は、プロジェクトの企
画・開始が業務の中心と
なることを前提に、ＷＧ
において、プロジェクト

【評価軸】 
○ＮＥＤＯがグリ
ーンイノベーショ
ン基金事業に係る
技術開発マネジメ
ントや広報活動に
積極的に取り組ん
でいるか。 
 
【関連する評価指
標】 
○ＷＧによる評価
の評点（評価指
標） 

○数値目標５．－３「基幹目標」 
・WG において、プロジェクトごとに、
①プロジェクト実施者に対する支
援、②担当省庁のプロジェクト担当
課室との連携、③国民・投資家等に
対する広報の観点から NEDOの貢献度
が評価された結果、４段階評点が最
上位又は上位の区分の評価となるプ
ロジェクトの比率 100％（37 プロジ
ェクト/37 プロジェクト）を達成し
た。 

 

【評価の根拠】 
・WG におけるプロジェクトごとの評価において、対象プロ
ジェクトの全てで、高い評価を獲得した。 

 



115 

 

ジェクト実施者に対する
支援、②担当省庁のプロ
ジェクト担当課室との連
携、③国民・投資家等に
対する広報の観点から、
以下の定量的指標を参考
にしつつ、貢献度を評価
し、４段階評点が最上位
又は上位の区分の評価と
なるプロジェクトの比率
を 75%以上とすることを
ＮＥＤＯの目標とする。 

ごとに、①プロジェクト
実施者に対する支援、②
担当省庁のプロジェクト
担当課室との連携、③国
民・投資家等に対する広
報の観点から、以下の定
量的指標を参考にしつ
つ、貢献度を評価し、４
段階評点が最上位又は上
位の区分の評価となるプ
ロジェクトの比率を７
５％以上とすることを目
標とする。 

 

・公募における企業等の
提案者数 
- 幅広い事業者が応募で
きるよう、公募情報の周
知広報等に努めるととも
に、提案書類を極力簡素
化し、丁寧に問い合わせ
に対応したか。 
・実施者（各者の研究開
発責任者等）に対するア
ンケート結果 
- プロジェクト実施者の
決定後、プロジェクトの
目標達成に向けて、技
術・社会実装推進委員会
による専門家の助言の提
供や連携先・支援策の紹
介等を通じて、研究開
発・社会実装の取組に係
る適切なマネジメントが
行われたか。 
・担当省庁のプロジェク
ト担当課室（各課室の管
理職等）に対するアンケ
ート結果 
  - 「研究開発・社会実
装計画」の策定・変更の
際のインテリジェンスの
提供、プロジェクト間の
連携、制度面を含めた追
加的支援の必要性に関す
る助言や進捗状況等の適
時報告等を通じたプロジ
ェクトの円滑な実施によ
り、担当省庁のプロジェ
クト担当課室と連携が図
られたか。 
・ＰＲコンテンツ（ダッ
シュボード含む）の総閲
覧数 
 - プロジェクトに関連
する情報を集約したダッ
シュボードの構築（実施
者の取組状況（提出され
た情報等）、技術・市場等
に係るかかるインテリジ
ェンス、技術・社会実装
推進委員会における議論
内容等を長期的・継続的
にアーカイブし、企業秘
密等を除き、分かりやす

・公募における企業等の
提案者数 
- 幅広い事業者が応募で
きるよう、公募情報の周
知広報等に努めるととも
に、提案書類を極力簡素
化し、丁寧に問合せに対
応したか。 
・実施者（各者の研究開
発責任者等）に対するア
ンケート結果 
- プロジェクト実施者の
決定後、プロジェクトの
目標達成に向けて、技
術・社会実装推進委員会
による専門家の助言の提
供や連携先・支援策の紹
介等を通じて、研究開
発・社会実装の取組に係
る適切なマネジメントが
行われたか。 
・担当省庁のプロジェク
ト担当課室（各課室の管
理職等）に対するアンケ
ート結果 
  - 「研究開発・社会実
装計画」の策定・変更の
際のインテリジェンスの
提供、プロジェクト間の
連携、制度面を含めた追
加的支援の必要性に関す
る助言や進捗状況等の適
時報告等を通じたプロジ
ェクトの円滑な実施によ
り、担当省庁のプロジェ
クト担当課室と連携が図
られたか。 
・ＰＲコンテンツ（ダッ
シュボード含む）の総閲
覧数 
 - プロジェクトに関連
する情報を集約したダッ
シュボードの構築（実施
者の取組状況（提出され
た情報等）、技術・市場等
に係るインテリジェン
ス、技術・社会実装推進
委員会における議論内容
等を長期的・継続的にア
ーカイブし、企業秘密等
を除き、分かりやすい形
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い形式で公開）、国内外投
資家に対するプロジェク
トの進捗・成果の情報発
信、プロジェクトに参加
していない企業等による
カーボンニュートラル関
連投資の喚起、ＳＮＳや
動画を活用した国民等に
対する将来の社会像のセ
ンスメイキング等によ
り、プロジェクトの取組
を通じて、社会全体の行
動変容に繋がったか。 

式で公開）、国内外投資家
に対するプロジェクトの
進捗・成果の情報発信、
プロジェクトに参加して
いない企業等によるカー
ボンニュートラル関連投
資の喚起、ＳＮＳや動画
を活用した国民等に対す
る将来の社会像のセンス
メイキング等により、プ
ロジェクトの取組を通じ
て、社会全体の行動変容
に繋がったか。 

 

④経済安全保障重要技術
育成プログラム事業 
 経済財政運営と改革の
基本方針及び統合イノベ
ーション戦略 2021 を踏
まえ、経済安全保障の観
点から、先端的な重要技
術に関するニーズを踏ま
えたシーズを中長期的に
育成するプログラムを推
進する。このため、ＮＥ
ＤＯは、令和３年度にお
いて、国から交付される
補助金により基金を設
け、プロジェクトを推進
する体制の整備を着実に
進める。令和４年度以降
は、国の研究開発ビジョ
ンを実現する研究開発プ
ロジェクトを実施し、技
術面での事業推進支援、
プロジェクトに付随する
調査・分析等、プロジェ
クトマネジメントの実施
等を担うものとする。研
究開発の推進において
は、その途中段階におい
て、目標の達成見通しを
適宜確認し、必要に応じ
て経済産業省等に報告す
る。 
 なお、「特定重要技術の
研究開発の促進及びその
成果の適切な活用に関す
る基本指針（令和４年９
月 30 日閣議決定）」及び
「経済安全保障重要技術
育成プログラム研究開発
ビジョン（第一次）（令和
４年９月 16 日経済安全
保障推進会議・統合イノ
ベーション戦略推進会議
合同会議決定）」を踏ま
え、事業の推進にあたっ
ては、関係者間での情報
管理を徹底した上で必要
な機微情報の共有も行い
つつ、産学官が一体とな
って取り組む。 

④経済安全保障重要技術
育成プログラム事業 
 経済財政運営と改革の
基本方針及び統合イノベ
ーション戦略２０２１を
踏まえ、経済安全保障の
観点から、先端的な重要
技術に関するニーズを踏
まえたシーズを中長期的
に育成するプログラムを
推進する。このため、機
構は、令和３年度におい
て、国から交付される補
助金により基金を設け、
プロジェクトを推進する
体制の整備を着実に進め
る。令和４年度以降は、
国の研究開発ビジョンを
実現する研究開発プロジ
ェクトを実施し、技術面
での事業推進支援、プロ
ジェクトに付随する調
査・分析等、プロジェク
トマネジメントの実施等
を担うものとする。研究
開発の推進においては、
その途中段階において、
目標の達成見通しを適宜
確認し、必要に応じて経
済産業省等に報告する。 
 なお、「特定重要技術の
研究開発の促進及びその
成果の適切な活用に関す
る基本指針（令和４年９
月３０日閣議決定）」及び
「経済安全保障重要技術
育成プログラム研究開発
ビジョン（第一次）（令和
４年９月１６日経済安全
保障推進会議・統合イノ
ベーション戦略推進会議
合同会議決定）」を踏ま
え、事業の推進にあたっ
ては、関係者間での情報
管理を徹底した上で必要
な機微情報の共有も行い
つつ、産学官が一体とな
って取り組む。 

 ④経済安全保障重要技術育成プログラ
ム事業 
・経済安全保障重要技術育成基金の設
置に伴い、当該基金事業の実施に伴
う機構内の体制構築を行うととも
に、令和 3～4年度補正予算における
経済安全保障重要技術育成基金に係
る予算措置が講じられたことに伴う
当該基金の造成・積み増しを行っ
た。また、国が策定した研究開発ビ
ジョン、研究開発構想に基づき、
NEDO において 3 件のプロジェクトに
ついて公募を行い、採択決定まで行
った。 

【評価の根拠】 
・令和 3～4 年度補正予算における当該基金の造成・積み増
しに対応した。 

・国が策定した研究開発ビジョン、研究開発構想に基づ
き、3件のプロジェクトについて公募し、採択先を決定し
た。 
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○目標５．‐４ 
【目標】 
ＮＥＤＯは、基金の設置
及び関係規程の整備を進
めＮＥＤＯは、基金の設
置及び関係規程の整備を
進め、令和４年度におい
て事業の公募を行うもの
とする。 

○目標５．‐４ 
【目標】 
基金の設置及び関係規程
の整備を進め、令和４年
度において事業の公募を
行うことを目標とする。 

【評価軸】 
○国から交付され
る補助金による基
金を設置し、関係
規程の 
整備を進め、事業
の公募が進捗した
か。 
 
【関連する評価指
標】 
○基金の設置、関
係規程の整備、事
業の公募 の進捗
（評価指標） 
○関係規程の整備
状況（モニタリン
グ指標） 

○目標５．‐４ 
・国が策定した研究開発構想に基づ
き、3 件の事業の公募を行い、採択
決定まで行った。 

  

 

⑤ディープテック・スタ
ートアップ支援事業 

物価高克服・経済再生
実現のための総合経済対
策について（令和４年１
０月２８日閣議決定）を
踏まえ、スタートアップ
の事業成長のための資金
供給の強化と事業展開を
推進するため、革新的な
技術を有し、社会課題解
決に資するディープテッ
ク分野のスタートアップ
企業が行う実用化研究開
発、量産化実証、海外技
術実証などを支援する。
ＮＥＤＯは、令和４年度
において、早期の事業執
行に向けて、国から交付
される補助金により基金
を設け、関係規程の整備
を着実に進める。 

⑤ディープテック・スタ
ートアップ支援事業 
 物価高克服・経済再生
実現のための総合経済対
策（令和４年１０月２８
日閣議決定）を踏まえ、
スタートアップの事業成
長のための資金供給の強
化と事業展開を推進する
ため、革新的な技術を有
し、社会課題解決に資す
るディープテック分野の
スタートアップ企業が行
う実用化研究開発、量産
化実証、海外技術実証な
どを支援する。機構は、
令和４年度において、早
期の事業執行に向けて、
国から交付される補助金
により基金を設け、関係
規程の整備を着実に進め
る。 

 ⑤ディープテック・スタートアップ支
援事業 
・早期の事業執行に向けて、国から交
付される補助金により基金を設け、
関係規程の整備、実施方針・公募要
領等の策定を行い、公募を開始し
た。 

  

 

○目標５．‐５ 
【目標】 
ＮＥＤＯは、早期の事業
執行に向けて、基金の設
置及び関係規程の整備を
進めるものとする。 

○目標５．‐５ 
【目標】 
早期の事業執行に向け
て、基金の設置及び関係
規程の整備を進めること
を目標とする。 

【評価軸】 
○国から交付され
る補助金により基
金を設置し、関係
規程の整備が進捗
したか。 
 
【関連する評価指
標】 
○事業の早期執行
に向けた基金の設
置及び関係規程の
整備の進捗（評価
指標） 

○目標５．‐５ 
・2022 年度に、国から交付される補助
金により基金を設け、関係規程の整
備、実施方針・公募要領等の策定を
行い、公募を開始した。 
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⑥バイオものづくり革命
推進事業 

物価高克服・経済再
生実現のための総合経済
対策について（令和４年
１０月２８日閣議決定）
を踏まえ、成長分野にお
ける大胆な投資の促進と
して、多様な原料から微
生物等を介して様々な製
品を創り出すバイオもの
づくりを対象に、実用化
研究開発・実証を継続的
に支援する。ＮＥＤＯ
は、経済産業省が策定す
る研究開発の計画に従
い、事業の進捗管理、研
究開発に付随する調査・
分析等、研究開発マネジ
メントの実施を担うもの
とする。なお、研究開発
の推進においては、その
途中段階において、研究
開発目標の達成見通しを
適宜確認し、必要に応じ
て所要の改善を行うもの
とする。ＮＥＤＯは、令
和４年度において、早期
の事業執行に向けて、国
から交付される補助金に
より基金を設け、関係規
程の整備を着実に進め
る。 

⑥バイオものづくり革命
推進事業 
物価高克服・経済再生

実現のための総合経済対
策（令和４年１０月２８
日閣議決定）を踏まえ、
成長分野における大胆な
投資の促進として、多様
な原料から微生物等を介
して様々な製品を創り出
すバイオものづくりを対
象に、実用化研究開発・
実証を継続的に支援す
る。機構は、経済産業省
が策定する研究開発の計
画に従い、事業の進捗管
理、研究開発に付随する
調査・分析等、研究開発
マネジメントの実施を担
う。なお、研究開発の推
進においては、その途中
段階において、研究開発
目標の達成見通しを適宜
確認し、必要に応じて所
要の改善を行う。機構
は、令和４年度におい
て、早期の事業執行に向
けて、国から交付される
補助金により基金を設
け、関係規程の整備を着
実に進める。 

 ⑥バイオものづくり革命推進事業 
・早期の事業執行に向けて、国から交
付される補助金により基金を設け、
関係規程の整備を着実に進めた。ま
た、経済産業省が策定する研究開発
の計画に従い、多様な未利用資源か
ら微生物等を介して様々な製品を創
り出すバイオものづくりを対象に、
実用化研究開発・実証の公募を開始
した。 

  

 

○目標５．‐６ 
【目標】 

ＮＥＤＯは、早期の事
業執行に向けて、基金の
設置及び関係規程の整備
を進めるものとする。 

○目標５．‐６ 
【目標】 
早期の事業執行に向け

て、基金の設置及び関係
規程の整備を進めること
を目標とする。 

【評価軸】 
○国から交付され
る補助金により基
金を設置し、関係
規程の整備が進捗
したか。 
 
【関連する評価指
標】 
○事業の早期執行
に向けた基金の設
置及び関係規程の
整備の進捗（評価
指標） 

○目標５．‐６ 
・国が策定した研究開発計画に基づ
き、迅速に基金の設置及び関係規程
の整備を行い、公募を開始した。 

  

 

６．特定半導体の生産施
設整備等の助成業務及び
特定重要物資の安定供給
確保支援業務の実施 

ＮＥＤＯは、早期の事
業執行に向けて、基金の
設置及び関係規程の整備
を進めるものとする。 

６．特定半導体の生産施
設整備等の助成業務及び
特定重要物資の安定供給
確保支援業務の実施 
機構は、以下の業務を

実施する。 

 ６．特定半導体の生産施設整備等の助
成業務及び特定重要物資の安定供給確
保支援業務の実施 
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①特定半導体の生産施設
整備等の助成業務の実施 
 成長戦略実行計画（令
和３年６月 18 日閣議決
定）において、デジタル
社会を支える高性能な半
導体の生産拠点について
国内立地を促進し確実な
供給体制を構築すること
が必要であることが示さ
れたことを踏まえ、特定
高度情報通信技術活用シ
ステムの開発供給及び導
入の促進に関する法律
（令和２年法律第  37 
号、以下「５Ｇ促進法」
という。）に基づいて、特
定半導体の生産施設の整
備・生産を支援する計画
認定制度が創設された。
ＮＥＤＯは、経済産業省
と緊密に連携し、５Ｇ促
進法第 29 条の規定に基
づき、基金を造成して同
法の認定を受けた事業者
（以下「認定事業者」と
いう。）に対して助成金の
交付を行い、また、認定
事業者に対して貸付けを
行う金融機関への利子補
給金の支給の業務を行
う。 

①特定半導体の生産施設
整備等の助成業務の実施 
 成長戦略実行計画（令
和３年６月１８日閣議決
定）において、デジタル
社会を支える高性能な半
導体の生産拠点について
国内立地を促進し確実な
供給体制を構築すること
が必要であることが示さ
れたことを踏まえ、特定
高度情報通信技術活用シ
ステムの開発供給及び導
入の促進に関する法律
（令和２年法律第３７
号、以下「５Ｇ促進法」
という。）に基づいて、特
定半導体の生産施設の整
備・生産を支援する計画
認定制度が創設された。
機構は、経済産業省と緊
密に連携し、５Ｇ促進法
第２９条の規定に基づ
き、基金を造成して同法
の認定を受けた事業者
（以下「認定事業者」と
いう。）に対して助成金の
交付を行い、また、認定
事業者に対して貸付けを
行う金融機関への利子補
給金の支給の業務を行
う。 

 ① 特定半導体の生産施設整備等の助
成業務の実施 

・特定半導体基金を設置し、特定半導
体基金事業費助成金交付規程等の特
定半導体助成業務を執行するために
必要な規程類を整備した。 

・3 つの認定特定半導体生産施設整備
等計画に従って実施される 6 つの助
成事業について、交付決定以降の執
行業務を適切に実施した。 

・2 つの地方において、人材育成・確
保及びサプライチェーンの強靱化に
係る委託調査事業を実施した。 

  

 

○目標６－１ 
【目標】 
ＮＥＤＯは、認定事業者
が円滑に特定半導体の生
産施設の整備・生産を進
めることができるよう迅
速かつ正確に助成業務の
執行を行うことが期待さ
れる。このため、ＮＥＤ
Ｏが実施する助成業務に
ついて外部有識者による
外部評価を行い、適切に
実施しているという評価
（２段階評点で上位の区
分の評価）となることを
目標とする。 

○目標６－１ 
【目標】 
機構は、認定事業者が円
滑に特定半導体の生産施
設の整備・生産を進める
ことができるよう迅速か
つ正確に助成業務の執行
を行うことが期待され
る。このため、機構が実
施する助成業務について
外部有識者による外部評
価を行い、適切に実施し
ているという評価（２段
階評点で上位の区分の評
価）となることを目標と
する。 

【評価軸】 
○ＮＥＤＯが特定
半導体の生産施設
整備等の助成業務
を適切に行ってい
るか。 
 
【関連する評価指
標】 
○外部有識者によ
る外部評価の評点
（評価指標） 

○目標６－１ 
・NEDO が実施する助成業務について、
経済産業省における外部評価が行わ
れ、事業執行の適切性、正確性、迅
速性の各評価指標に対して、それぞ
れ適切に実施していると評価がなさ
れた。 

 
【外部評価における主なコメント】 
・（必要な規程類が）適切に整備され
ていることを確認できた。 

・必要な体制整備と責任の明確化がな
されていることを確認できた。 

・執行実績を確認し、いずれも交付規
程に則って適切に実施されていると
評価できる。 

・グローバルな半導体産業のスピード
に追随できるようになったことは評
価できる。 

  

 

②特定重要物資の安定供
給確保支援業務 

経済施策を一体的に講
ずることによる安全保障
の確保の推進に関する法
律（令和４年法律第４３
号。以下「経済安全保障
推進法」という。）第 42 
条第２項の規定に基づ
き、安定供給確保支援独
立行政法人としてＮＥＤ
Ｏが指定されたことを踏

②特定重要物資の安定供
給確保支援業務 
 経済施策を一体的に講
ずることによる安全保障
の確保の推進に関する法
律（令和４年法律第４３
号、以下「経済安全保障
推進法」という。）第４２
条第２項の規定に基づ
き、経済産業大臣から安
定供給確保支援独立行政
法人として機構が指定さ

 ②特定重要物資の安定供給確保支援業
務 
・令和 4 年度補正予算において、安定
供給確保支援基金に係る予算措置が
講じられたことに伴い、当該基金の
設置を行うとともに、関係規程の整
備を行った。また、事業者向けの交
付規程をホームページに公開した。 
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まえ、特定重要物資に係
る安定供給確保支援業務
を行うことにより、経済
安全保障の観点から特定
重要物資のサプライチェ
ーンの強靱化に寄与して
いくものとする。 

ＮＥＤＯは経済産業省
と密接に連携し、経済安
全保障推進法に基づき安
定供給確保に取り組む事
業者に対し、国立研究開
発法人新エネルギー・産
業技術総合開発機構法
（平成１４年法律第１４
５号）第１６条の６に規
定する安定供給確保支援
基金を造成し、安定供給
確保支援業務を行う。 

れたことを踏まえ、当該
指定に係る特定重要物資
の安定供給確保支援業務
を行うことにより、経済
安全保障の観点から当該
特定重要物資のサプライ
チェーンの強靱化に寄与
していくものとする。 
 機構は経済産業省と密
接に連携し、経済安全保
障推進法に基づき、安定
供給確保に取り組む事業
者に対し、国立研究開発
法人新エネルギー・産業
技術総合開発機構法（平
成１４年法律第１４５
号）第１６条の６に規定
する安定供給確保支援基
金を設置し、安定供給確
保支援業務を行う。 

 

○目標６．‐２ 
【目標】 

ＮＥＤＯは、早期の事
業執行に向けて、基金の
設置及び関係規程の整備
を進めるものとする。 
 

○目標６．‐２ 
【目標】 
早期の事業執行に向け

て、安定供給確保支援基
金の設置及び関係規程の
整備を進めることを目標
とする。 

【評価軸】 
○国から交付され
る補助金により安
定供給確保支援基
金を設置し、関係
規程の整備が進捗
したか。 
 
【関連する評価指
標】 
○事業の早期執行
に向けた安定供給
確保支援基金の 
設置及び関係規程
の整備の進捗（評
価指標） 

○目標６．‐２ 
・基金の設置及び関係規程の整備を行
った。また、事業者向けの交付規程
をホームページに公開した。 

  

 

  ＜課題と対応＞※独立行政法人通則法第二十八条の四に基づく評価結果の反映状況 
第 4期中長期目標期間終了時に 
見込まれる業務実績評価おける 
指摘事項 

第 5期中長期計画等への反映状況 
（令和 4年度における取組・第 5期中長期計画への反映） 

○第 4 期中長期計画に基づき、さ
らなる技術開発マネジメントの機
能強化を通じて研究開発成果の最
大化を図るとともに、研究開発成
果を速やかに社会実装につなげる
ための取組を推進する。 

 

○NEDO では、「成果の実用化・事業化に向けた取組及び見通し」の評価項目とし
て、実用化・事業化に向けた具体的取組を研究開発事業の中間・事後評価で評
価し、研究開発成果の社会実装を見据えた取組を実施してきた。 

○加えて、研究開発成果をアウトカム達成に繋げていく取組を加速させるた
め、2023 年度からは事前・中間・終了時評価の各段階において、「アウトカム
（社会実装）達成までの道筋」を重点的に評価していくよう、評価項目・基準
を見直しており、評価結果を各事業等に反映していくことで、さらなるマネジ
メント機能の強化を図っていく。 

○また、具体的なプロジェクトのアウトカム目標を定めるに当たっては、NEDO
で策定したアウトカム目標設定のガイドラインを参照することとしており、市
場規模の見込みとしては、国内だけに留まるのではなく、世界市場を踏まえた
記載を検討することとしている。加えて、世界規模で技術が普及すること等を
想定して算出した CO₂削減ポテンシャルや CO₂削減コストを示した「持続可能
な社会の実現に向けた技術開発総合指針」を基にアウトカムを算出するなどの
取組を同ガイドラインにも反映し、世界水準でのアウトカムが設定できるよう
に努めている。今後もより一層の国内外の動向を加味したアウトカムの設定方
法の考え方を追求していく予定である。 

 

○世界最高水準の研究開発成果が
得られているが、これらの成果が
社会実装に繋がるよう努力が必要
である。 

 
○研究開発の成果を世界的にも貢
献できる技術に育てる検討も重要
である。 

○研究開発成果の実用化に向けた
展望を示す検討が必要である。 

 
○知財を含め、国際競争力につな
いでいくため、関連団体、関係省
庁とも広く連携することが必要で
ある。 

○国際競争力につないでいくためには、知財・標準化に係る取組が重要である
と認識しており、経済産業省と定期的に情報交換を行う等、緊密に連携してい
る。また、日本規格協会と標準化活用支援パートナーシップ制度の下、標準化
により事業拡大を目指す事業者を支援する等の連携を深めている。今後も引き
続き、関連団体・関係省庁と緊密に連携していく。 
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様式２－２－４－２ 国立研究開発法人 中長期目標期間評価   項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項） 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅱ 業務運営の効率化に関する事項 

当該項目の重要度、難

易度 

－ 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構一般管理費 

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構一般管理費 

（エネルギー需給勘定） 

 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値等 
（前中長期目標期間最終

年度値等） 

平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な情

報 

一般管理費・業務経

費の合計（一部を除

く）の効率化の実績

値 

1.10％ 

(毎年度平均) 

― 7.60％ 5.61％ 8.27% 12.11% 3.41％ 7.40％ 

 

３．中長期目標、中長期計画、主な評価軸、業務実績等、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中長期目標 中長期計画 主な評価軸

（評価の視

点）、指標等 

法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

主な業務実績等 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 

     ＜自己評価＞ Ａ 

○以下の内容のとおり、顕著な成果が出ていることか

ら、本項目の自己評価をＡとした。 

評定  Ａ 評定  Ａ 

以下のような顕著な

成果が認められるた

め、Ａ評価とした。 

 

・中長期目標期間がス

タートした後に新た

に追加された基金業

務が、令和３年度末

には累計で３兆円を

超える規模に達して

いるが、職員の増加

を極力抑えながら、

組織体制を柔軟に調

整し、業務の質を落

とすことなく対応し

ていることは、中長

期目標にある「業務

の進捗状況に応じて

機動性・効率性が確

保できるような柔軟

な組織・人員体制を

整備する。」という目

標を十分に上回る成

果であると評価でき

平成 30 年度に基金事

業が措置されてから、

毎年度、新規基金の追

加や既存基金への積み

増しが行われる中、必

要な対応を的確・迅速

に行った業績向上努力

を評価し、Ａ評定とし

た。 

 

 

 Ⅳ．業務運営の効率化に関する
事項 
１．柔軟で効率的な業務推進体
制 
（１）業務の効率化 
 第４期中長期目標期間中、一
般管理費（人件費を除く）及び
業務経費（特殊要因を除く）の
合計について、新規に追加され
るものや拡充される分及びその
他所要額計上を必要とする経費
を除き、平成２９年度を基準と
して、毎年度平均で前年度比
１．１０％の効率化を行うもの
とする。新規に追加されるもの
や拡充される分は翌年度から
１．１０％の効率化を図るもの
とする。 

Ⅱ．業務運営の効率化に関す
る事項 
１．柔軟で効率的な業務推進
体制 
（１）業務の効率化 
 第４期中長期目標期間中、
一般管理費（人件費を除く）
及び業務経費（特殊要因を除
く）の合計について、新規に
追加されるものや拡充される
分及びその他所要額計上を必
要とする経費を除き、平成２
９年度を基準として、毎年度
平均で前年度比１．１０％の
効率化を行うものとする。新
規に追加されるものや拡充さ
れる分は翌年度から１．１
０％の効率化を図るものとす
る。 

 Ⅱ．業務運営の効率化に関する事項 
１．柔軟で効率的な業務推進体制 
（１）業務の効率化 
・第 4期中長期目標期間中、一般管
理費（人件費を除く）及び業務経
費（特殊要因を除く）の合計につ
いて、新規に追加されるものや拡
充される分を除き、毎年度、達成
目標である前年度比 1.10％の効率
化を達成した。 

 

【外部有識者（業績評価点検委員）の主な意見】 
＜業務運営の効率化に関する事項＞ 
・業務の最適化と最大化に関しては特記すべきことと
して、理事長の強いリーダーシップの下、総務部の
下に経営企画室と業務改善推進室を設置し、組織の
重要事項の審議とボトムアップによる業務改善の検
討・実施を両立することで組織の業務の最適化及び
パフォーマンスの最大化を実現したことが挙げられ
る。関係各位のご努力に敬意を表したい。また、人
材育成に関しては、第 4 期中長期目標期間におい
て、NEDO の活性化並びに優秀な人材の採用及び定
着を目的として、人事部の下に人材開発室を設置。
固有職員人材育成策、プロジェクトマネージャー制
度の改革、職員表彰制度を創設し、人材育成を強力
に強化してきた点も評価できる。 

・プロジェクト推進及び事務処理に係る手続きを全て
電子的に行うプロジェクトマネジメントシステム
を、他のファンディング機関に先駆けて 2017 年度
から開発に着手し、2020 年 10 月には全 NEDO プ
ロジェクトについて運用を開始したことは、事業者
及び NEDO 双方の業務効率化に寄与するものであ
り、高く評価できる。 

・我が国にとって戦略的に極めて重要なイノベーショ
ン事業の中核にある NEDO の業務の質を低下させ
ることなく大幅に拡充した業務量をこなし切るため
の組織・業務上の創意工夫が求められる。 
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  また、総人件費については、
政府の方針に従い、必要な措置
を講じるものとする。 
 さらに、給与水準について
は、ラスパイレス指数、役員報
酬、給与規程、俸給表及び総人
件費を引き続き公表するととも
に、国民に対して納得が得られ
るよう説明するものとする。ま
た、給与水準の検証を行い、こ
れを踏まえ必要な措置を講じる
ことにより、給与水準の適正化
に取り組み、その検証結果や取
組状況を公表するものとする。 

 給与水準については、ラス
パイレス指数、役員報酬、給
与規程、俸給表及び総人件費
を引き続き公表するととも
に、国民に対して納得が得ら
れるよう説明する。また、以
下のような観点からの給与水
準の検証を行い、これを踏ま
え必要な措置を講じることに
より、給与水準の適正化に取
り組み、その検証結果や取組
状況を公表する。 
 
・法人職員の在職地域や学歴
構成等の要因を考慮しても
なお国家公務員の給与水準
を上回っていないか。 

・高度な専門性を要する業務
を実施しているためその業
務内容に応じた給与水準と
している等、給与水準が高
い原因について、是正の余
地がないか。 

・国からの財政支出の大き
さ、累積欠損の存在、類似
の業務を行っている民間事
業者の給与水準等に照ら
し、現状の給与水準が適切
かどうか十分な説明ができ
るか。 

・その他、法人の給与水準に
ついての説明が十分に国民
の理解の得られるものとな
っているか。 

 ・2018～2021 年度の給与水準につい
ては、ラスパイレス指数、役員報
酬、給与規程、俸給表及び総人件
費を公表するとともに、以下の観
点から給与水準の検証を行った。 

・ラスパイレス指数は以下のとおり
国家公務員の給与水準を上回って
いるが、当機構は技術的知見を駆
使した専門性の高い技術開発マネ
ジメント業務を実施していること
から、大学院卒が高い割合（全体
の約４割）を占めており、国家公
務員に比べて高い給与水準となっ
ている。 

 ・2018年度：108.2 
 ・2019年度：102.9 
 ・2020年度：102.9 
 ・2021年度：100.0 
 ・2022年度：102.4 
・支出予算の総額に占める国からの
財政支出額の割合は約 95％以上の
高い割合を占めているが、当機構
が実施している日本の産業競争力
強化、エネルギー・地球環境問題
の解決のための産業技術開発関連
事業、新エネルギー・省エネルギ
ー関連事業等は、いずれも民間単
独で行うことが困難であり、国か
らの財政支出によって実施される
ことを前提としていることによる
ものである。従って、国からの財
政支出の割合の高さは給与水準と
直接結びつくものではないと考え
られる。 

・また、当機構の支出総額に占める
給与、報酬等支給総額の割合は約
4％以下であり、割合としては僅少
であることから、給与水準は適切
であると考えられる。 

 

 るものである。 

・また、増加する業務

に対応するだけでな

く、理事長のリーダ

ーシップにより設置

された経営企画室や

人材開発室等が機能

し、プロパー職員自

らが組織の課題とそ

の改善策を考えると

ともに、プロパー職

員が中長期的視点に

立った人材育成プラ

ンを企画・立案し、

理事長をはじめとす

る経営層に直接提案

するなど、単に追加

された業務に場当た

り的に対応するとい

うことではなく、組

織の能力・機能を高

める取り組みが理事

長のリーダーシップ

の下に適切に実行さ

れていることは、評

価 で き る も の で あ

る。 

・加えて、国の重要政

策立案に資する取組

の一環として、例え

ば、技術戦略研究セ

ンター兼スマートコ

ミュニティ・エネル

ギーシステム部職員

が経済産業省参事に

発令され、同省電池

産業室の下で蓄電池

産業戦略（2022 年夏

頃、最終とりまとめ

の予定）の策定等に

貢献するなどの成果

をあげていることも

評価できる。 

 

  また、既往の政府の方針等を
踏まえ、組織体制の合理化を図
るため、実施プロジェクトの重
点化を図るなど、引き続き必要
な措置を講じるものとする。 
 さらに、ＮＥＤＯ・事業実施
者間の双方でプロジェクト進捗
に係る管理情報の共有が可能と
なる新たなプロジェクトマネジ
メントシステム（ＰＭＳ）の導
入を図り、業務の効率化を図る
ものとする。 

また、既往の政府の方針等
を踏まえ、組織体制の合理化
を図るため、実施プロジェク
トの重点化を図るなど、引き
続き必要な措置を講じるもの
とする。 
ＮＥＤＯ・事業実施者間の双
方でプロジェクト進捗に係る
管理情報の共有が可能となる
新たなプロジェクトマネジメ
ントシステム（ＰＭＳ）の導
入を図り、業務の効率化を図
るものとする。 
さらに、業務の効率化の一

環として、制度面、手続き面
の改善を、変更に伴う事業実
施者の利便性の低下にも留意
しつつ行うとともに、毎年
度、事業実施者に対してアン
ケートを実施し、制度面、手
続き面の改善点等について、
回答者の８割以上から肯定的
な回答を得る。また、制度
面、手続き面等について、事

 ・制度面、手続き面等に関する事業
実施者への説明会については、全
国にて延べ 21 回(2018 年度)、23
回(2019 年度)開催し、2020 年度以
降は感染症対策等の影響を考慮し
て中止を余儀なくされたため、
NEDO の WEB サイトにナレーション
付説明資料を掲載することで、WEB
上での常時開催により周知徹底を
図った。 

・また、2018～2022 年度における
「NEDO 事業に係る業務改善アンケ
ート」では、2021 年度の制度改善
の効果を確認するとともに、事業
実施者から目標値（8 割）を上回
る約 90％の肯定的な回答を得てお
り、目標を達成している。 

・業務効率化の取組としては、職員
から業務上の改善提案を募り、そ
の実現へと繋げる仕組み（業務改
善ポスト）を、2019 年度末に機構
内掲示板（イントラ）上に設置し
た。これまでに 350 件以上の改善
提案が寄せられ、各提案に対して

【評価の根拠】 
・制度面、手続き面等に関する事業実施者への説明会
については、感染症対策等の影響を考慮して中止を
余儀なくされたため、NEDO の WEB サイトにナレーシ
ョン付説明資料を掲載することで、WEB 上での常時
開催により周知徹底を図っている。 
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業実施者に対する説明会を毎
年全国で行う。 

関係部署と協力しつつ、対応を継
続して実施した。 

・また、職員が付加価値の高い業務
に専念できる環境を目指し、間接
業務･定型業務の自動化(RPA ツー
ルの導入)に継続して取り組むとと
もに、各種アプリ導入の推進、業
務フローに沿った形で関連する業
務マニュアル類や PMS 操作へ即座
にアクセスできる仕組み（マニュ
アルマップ、検索用ファイル）の
整備等を着実に実施した。 

・こうしたボトムアップでの取組に
光を当てて、更なる業務の効率化
や改善への取組を活性化させる好
循環を生み出すために、2020 年度
に表彰制度を創設した。機構内に
おける業務改善の取組を募集し、
審査を経て受賞案件を選定し、機
構内へ優良案件として情報発信を
実施した。 

・その他、コロナ感染症対策を契機
として始まったハイブリッドな勤
務環境下において、組織内のコミ
ュニケーションの改善・強化や業
務効率化を図ることを目的とし
て、Teams 等のクラウドベースの
各種アプリの活用に向けたガイド
ライン策定や活用方法の整理、オ
ンライン上での顔写真掲載による
相互識別促進の取組やスケジュー
ル共有についてのルール化を実施
した。 

・2019 年度から新たな PMS の運用を
開始し、2020年度には NEDO事業実
施者と双方でプロジェクト進捗に
係る管理情報の共有が可能な新た
な機能の利用を開始し、契約、交
付決定に係る文書や各種申請承認
などのやりとりを PMS を介して実
施することを実現した。また、公
募開始が 2020 年度の事業からは
PMS を使った契約、交付決定を原
則とし、業務の電子化、効率化を
図るとともに、2022 年 3 月からグ
リーンイノベーション基金事業や
年度末プロセスの変更などの制度
変更に対応するためのシステム改
修に着手し、2023 年 3 月までに予
定していたすべての機能をリリー
スし、業務効率化が図れた。 

・また、PMS に対するシステム評価
を行うため、PMS 利用者からの意
見・要望を収集し、要望及び PMS
のシステム的課題の抽出、取りま
とめを実施した。 

 （２）機動的・効率的な組織・
人員体制 
 関連する政策や技術動向の変
化、業務の進捗状況に応じ機動
性・効率性が確保できるような
柔軟な組織・人員体制を整備す
るものとする。その際、人員及
び財源の有効利用により組織の

（２）機動的・効率的な組
織・人員体制 
 関連する政策や技術動向の
変化、業務の進捗状況に応
じ、機動的な人員配置を行
う。また、産業界、学術界等
の専門家・有識者等の外部資
源の有効活用を行う。新たな

 （２）機動的・効率的な組織・人員
体制 
・定年制固有職員の充実を図るべ
く、各年度で新卒職員と中途採用
職員を採用した。実績は以下のと
おり。 

 ・2018年度：新卒職員 12名、中
途採用職員 6名 
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肥大化の防止及び支出の増加の
抑制を図るため、事務及び事業
の見直しを積極的に実施すると
ともに、人員及び資金の有効活
用の目標を設定し、その達成に
努めるものとする。新たな業務
を追加する場合は、その業務の
規模や特性に応じて必要な組
織・人員体制等の整備に努める
ものとする。 
 特に、ＰＭ等、高度の専門性
が必要とされる役職について
は、産学官からの優れた人材の
登用を行うこととする。また、
外部人材の登用等に当たって
は、利益相反に留意し、更なる
透明性の確保に努めるものとす
る。 

業務を追加する場合は、その
業務の規模や特性に応じて必
要な組織・人員体制等の整備
に努める。 
 特に、ＰＭ等、高度の専門
性が必要とされるポジション
については、積極的に外部人
材を登用する。なお、外部人
材の登用等に当たっては、利
害関係者排除の措置を徹底す
る等、引き続き更なる透明性
の確保に努める。 

 ・2019年度：新卒職員 13名、中
途採用職員 6名 

 ・2020年度：新卒職員 18名、中
途採用職員 14名 

 ・2021年度：新卒職員 20名、中
途採用職員 23名 

 ・2022年度：新卒職員 23名 
中途採用職員 9名 

 
※各年度の採用人数は前年度 4月 2
日～当年度 4月 1日までの総計を
記載。 

 
・また、産業界、学術界等の専門
家・有識者として、外部からアド
バイザー・プログラムマネージャ
ー及び技術戦略の検討等を担うフ
ェローを登用し、延べ 40 名が活
躍した。 

・なお、外部人材登用に当たって
は、利害関係者の有無について逐
一確認し、透明性の確保に努め
た。 

  また、ＮＥＤＯ職員の大学を
始めとする研究機関や民間企業
への派遣も含め、人材の流動化
を促進するとともに、ＮＥＤＯ
のマネジメント人材の育成に努
め、ＮＥＤＯのマネジメント能
力の底上げを図るものとする。 
さらに、常に時代の要請に対

応した組織に再編を行い、本
部、国内支部、海外事務所につ
いても、戦略的・機動的に見直
しを行うものとする。 

機構職員の民間企業への派
遣も含め、人材の流動化を促
進するとともに、機構のマネ
ジメント人材の育成に努め、
機構のマネジメント能力の底
上げを図る。 
 さらに、常に時代の要請に
対応した組織に再編を行い、
本部、国内支部、海外事務所
についても、戦略的・機動的
に見直しを行うものとする。 

 ・国の政策や民間企業の開発戦略等
の策定に係る知見・経験を深める
べく、国・民間企業等へ職員を派
遣した。派遣実績は以下のとお
り。 

 ・2018年度：7組織へ計 17名 
 ・2019年度：9組織へ計 20名 
 ・2020年度：8組織へ計 20名 
 ・2021年度：10組織へ計 24名 
 ・2022年度：15組織へ計 33名 
 
・第 4期中長期目標期間中を通じ
て、機構内職員の技術経営力の強
化を図るため「出口戦略強化セミ
ナー」やプロジェクトマネジメン
ト力強化のための「プロジェクト
マネージャー育成講座」、「産業技
術総合研修」等を実施した。2020
年度からはコロナ禍でも継続的に
研修を実施するため、オンデマン
ド配信形式に変更して実施した。
さらに、研修効果を高めるため、
感染拡大防止対策を踏まえつつ、
2021年度の「プロジェクトマネー
ジャー育成講座」はオンライン/オ
ンデマンドのハイブリッド型で実
施した。2022年度は新しい働き方
及び研修効果を考慮し、対面／オ
ンライン／オンデマンドを使い分
けて研修を実施し、職員のマネジ
メント力の維持、強化に努めた。 

・加えて、長期的にプロジェクトマ
ネジメントに係る高い専門性を持
つ職員の育成を強化するため、
2021年度より定年制固有職員を対
象としたプロジェクトマネジメン
トレベル認定制度を新たに導入し
た。2022年度末までに計 96名を
認定し、人材育成の強化に努め
た。 

 

【評価の根拠】 
・2022 年度は、国の政策や民間企業の開発戦略等の策
定に係る知見・経験を深めるべく、国・民間企業等
へ 33名の職員を派遣した。 
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【参考指標】 
 プロジェクトマネージャー育成講
座数 

 ・2018年度：15講座 
 ・2019年度：10講座 
 ・2020年度：10講座 
 ・2021年度：10講座 
 ・2022年度：15講座 

 （３）外部能力の活用 
 費用対効果、専門性等の観点
から、ＮＥＤＯ自ら実施すべき
業務、外部の専門機関の活用が
適当と考えられる業務を精査
し、外部の専門機関の活用が適
当と考えられる業務について
は、外部委託を活用するものと
する。 
 なお、外部委託を活用する際
には、ＮＥＤＯの各種制度の利
用者の利便性の確保に最大限配
慮するものとする。 

（３）外部能力の活用 
 費用対効果、専門性等の観
点から、機構自ら実施すべき
業務、外部の専門機関の活用
が適当と考えられる業務を精
査し、外部の専門機関の活用
が適当と考えられる業務につ
いては、外部委託を活用する
ものとする。 
なお、外部委託を活用する

際には、機構の各種制度の利
用者の利便性の確保に最大限
配慮するものとする。 

 （３）外部能力の活用 
・各部・課室単位で開催している会
議・委員会等につき、その議事録
作成業務を 2020年度から総務部に
て一括して専門事業者への外部委
託を実施しており、2021年度以降
も継続して実施した。 

 

 （４）情報システムの整備及び
管理 
 デジタル庁が策定した「情報
システムの整備及び管理の基本
的な方針」（令和３年 12 月 24 
日デジタル大臣決定）に則り、
投資対効果を精査した上で情報
システムの適切な整備及び管理
を行うこととし、 Portfolio 
Management 
Office（ＰＭＯ）は、ProJect 
Management Office （ Ｐ Ｊ Ｍ
Ｏ）が行う情報システムの整備
及び管理の実務を支援する。 
 デジタルトランスフォーメー
ション（ＤＸ）の推進等により
事務手続きの一層の簡素化・迅
速化を図るとともに、情報シス
テムの利用者に対する利便性向
上（操作性、機能性等の改善を
含む。）やデータの利活用及び
管理の効率化に 
継続して取り組む。また、クラ
ウドサービスを引き続き、効果
的に活用する。 

（４）情報システムの整備及
び管理 
 デジタル庁が策定した「情
報システムの整備及び管理の
基本的な方針」（令和３年１２
月２４日デジタル大臣決定）
に則り、投資対効果を精査し
た上で情報システムの適切な
整備及び管理を行うことと
し 、 Portfolio Management 
Office（ＰＭＯ）は、ProJect 
Management Office（ＰＪＭ
Ｏ）が行う情報システムの整
備及び管理の実務を支援す
る。 
 デジタルトランスフォー

メーション（ＤＸ）の推進等
により既に行っている各種申
請の電子化の範囲を拡大し、
その有効活用を図るととも
に、情報システムの利用者に
対する利便性向上（操作性、
機能性等の改善を含む。）やデ
ータの利活用及び管理の効率
化に継続して取り組む。ま
た、クラウドサービスを引き
続き、効果的に活用する。 

 （４）情報システムの整備および管
理 
・2018年度にはホームページの利用
環境整備のため、アクセシビリテ
ィ検証の実施、アクセシビリティ
向上等のためシステム改修、併せ
てホームページのセキュリティレ
ベル向上のため、常時 SSL化を実
装した。 

・2019～2020年度には、利用者が目
的のページに到達しやすくなるよ
う、グローバルナビを採用し、日
英サイトともにスマートフォン対
応とするなどの改修に取り組ん
だ。 

・2021年度には、機構の制度利用者
の利便性向上のために、中小企
業・スタートアップ企業向けの情
報発信に特化したホームページ
「StarT!Ps from NEDO」、グリーン
イノベーション基金事業について
の情報発信に特化した「GI基金ポ
ータルサイト」を新たに開設し
た。 

・また、さらなる情報発信をすべ
く、2020年度には Twitter、2021
年度には Facebook開設し、これら
SNSを活用した新着情報等の配信
を行った。 

・2022年度には、ホームページの利
便性向上のため、利用者別に必要
な情報を集約したページの作成や
動線の改善を行うホームページの
デザイン改修を行い、広報誌
Focus NEDOについても、電子化を
実施した。また、記者のオンライ
ンニーズの高まりを踏まえ、Teams

【評価の根拠】 
・2020 年度には、新型コロナウイルス感染症の感染防
止対応のため、全職員のリモートアクセス強化及び
オンライン会議のための段階的な情報基盤の構築を
実施し、幅広いネットワーク需要に対応しつつ、職
員の円滑な作業環境を図った。 

・2021 年度に公募プロセスについて、2022年度には審
査プロセスについて、それぞれ手続きの効率化と情
報セキュリティ向上のために電子化を実現した。 

・請負契約等の手続きについても、2021年度中の電子
契約導入を実現し、マニュアル策定等の環境整備を
行い、2022年度には 400件以上の電子契約を実施し
た。 
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を使った記者向けのオンラインブ
リーフィングを開始した。 

・2020年度に「公募電子化推進室」
を設置し、公募プロセスにおける
電子化を推進した。従来は郵送も
しくは直接持参としていた提案書
の受付について、提案者の事務コ
スト低減を目指し、2021年度公募
から Web上での提案書受付を実現
した。2022年度は、審査手続きの
効率化と情報セキュリティ向上を
目指し、オンライン上で審査を行
うための審査システムを導入し
た。 

・業務の電子化推進の観点から、機
構内文書の決裁等手続きとその管
理に関しては、新文書管理システ
ムを 2019年 4月から導入し、PMS
適用範囲外であった請負契約等の
手続きについても、2021年度中の
電子契約導入を実現し、マニュア
ル策定等の環境整備を行い、2022
年度には 400件以上の電子契約を
実施した。並行して、内部手続き
についても、テレワーク推進等の
観点から、押印省略や電子化等の
取組を推進した。 

  「独立行政法人等の業務・シ
ステム最適化実現方策（平成１
７年６月２９日各府省情報化統
括責任者（ＣＩＯ）連絡会議決
定）に基づきＮＥＤＯが作成し
た業務・システム最適化計画を
実施するものとする。 
 上記の取組に関連した指標
は、ＰＭＯの支援実績、クラウ
ドサービスの活用実績、業務プ
ロセスのデジタル化の実績とす
る。 

「独立行政法人等の業務・
システム最適化実現方策」に
基づき策定した「ＮＥＤＯ 
ＰＣ－ＬＡＮシステムの最適
化計画」を踏まえ、効率的な
情報システムの構築に努める
とともに、ＰＤＣＡサイクル
に基づき継続的に実施する。 
上記の取組に関連した指標

は、ＰＭＯの支援実績、クラ
ウドサービスの活用実績、業
務プロセスのデジタル化の実
績とする。 

 ・2018年 9月に「NEDO PC-LANシス
テムの業務・システム最適化計
画」を改訂し、本計画を踏まえ、
2019年度に調達した「情報基盤サ
ービス」では、新規クラウドサー
ビスの導入、ストレージの拡充、
利用しやすい申請ツールの構築、
政府機関の情報セキュリティ対策
のための統一基準に準じたセキュ
リティ対策を実施した。 

・また、2020年度には、新型コロナ
ウイルス感染症の感染防止対応の
ため、全職員のリモートアクセス
強化及びオンライン会議のための
段階的な情報基盤の構築を実施す
ることで、全職員のテレワーク環
境の整備を実現した。 

 
（PMO の支援実績） 
・DX推進会議を開催し、NEDO全体の
今後の DX施策等を議論・推進した
(2020年度 6回、2021年度 11回、
2022年度 8回)。 

 
（クラウドサービスの活用実績） 
・全職員へ Office365を導入し、更
に人事評価サービス及び名刺共有
サービスなど SaaSを積極的に活用
した。 

 
（業務プロセスのデジタル化の実
績） 

・新型コロナウイルス感染症対策と
して、2020年度から公募事業の提
案書受付・審査等のデジタル化に
取り組み、受付システムを 2020年
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度に、審査システムを 2022年度に
リリース、運用を開始した。 

 ２．公正な業務執行とアカウン
タビリティの向上 
（１）自己改革と外部評価の徹
底 
 全ての事業につき適正な評価
を行い、不断の業務改善を行う
こととする。また、評価に当た
ってはＮＥＤＯ外部の専門家・
有識者を活用するなど適切な体
制を構築するものとする。その
際、必要性、効率性、有効性の
観点にも留意しながら適切に評
価し、その後の事業改善へ向け
てのフィードバックを適正に行
うものとする。また、ＰＤＣＡ
サイクルにより、マネジメン
ト・サイクル全体の評価が可能
となるような仕組みを深化さ
せ、「成果重視」の視点を貫く
ものとする。 

２．公正な業務執行とアカウ
ンタビリティの向上 
（１）自己改革と外部評価の
徹底 
 全ての事業につき適正な評
価を行い、不断の業務改善を
行うこととする。また、評価
に当たっては機構外部の専門
家・有識者を活用するなど適
切な体制を構築することとす
る。その際、必要性、効率
性、有効性の観点にも留意し
ながら評価し、その後の事業
改善へ向けてのフィードバッ
クを行うこととする。 

 ２．公正な業務執行とアカウンタビ
リティの向上 
（１）自己改革と外部評価の徹底 
・2018年度から 2022年度までに評
価対象である全ての事業につい
て、外部有識者を活用した最適な
構成により、必要性、効率性、有
効性の観点から評価を実施した。 

・中間評価結果をその後の事業運営
に反映させ、事後評価結果は以後
の機構のマネジメントの改善に活
用した。 

 

 

 （２）適切な調達の実施 
 ｢独立行政法人における調達
等合理化の取組の推進につい
て｣（平成 27 年 5 月 25 日総務
大臣決定）に基づく取組を着実
に実施し、引き続き、外部有識
者等からなる契約監視委員会を
開催することにより契約状況の
点検を徹底するとともに、2 か
年以上連続して一者応札となっ
た全ての案件を対象とした改善
の取組を実施するなど、契約の
公正性、透明性の確保等を推進
し、業務運営の効率化を図るも
のとする。 

（２）適切な調達の実施 
 ｢独立行政法人における調達
等合理化の取組の推進につい
て｣（平成２７年５月２５日総
務大臣決定）に基づき策定さ
れた「調達等合理化計画」に
基づく取組を着実に実施する
とともに、引き続き、外部有
識者等から構成する契約監視
委員会による契約状況の点
検・見直しを行い、競争性の
ない随意契約や一者応札・応
募となった契約を対象とした
改善の取組を実施するなど、
契約の公正性、透明性の確保
等を推進する。 

 （２）適切な調達の実施 
・「調達等合理化計画」に基づく取組
として、これまで競争参加者拡大
のために取り組んできた入札予定
の事前公表、SNS公式アカウント
等による最新情報の発信、研究開
発事業等の委託事業の公募におい
て一者応募だった場合の公募期間
の延長、仕様書の具体性の確保等
を通じて、引き続き競争性の確保
に努めた。 

・これらの取組により、2018年度～
2022年度の競争性のある契約は、
契約件数全体の 95％を超えた。期
間中に締結した、調達等合理化計
画に基づき事前点検対象となる競
争性のない随意契約計 51 件につ
いては、調達等合理化計画に基づ
き、全ての案件について契約・助
成審査委員会において点検を実施
した。 

・また、契約監視委員会を開催し、
契約の点検・見直しを行った結
果、競争性のない随意契約の必要
性や一者応札・応募の改善に向け
た取組の妥当性について、同委員
会において了承を得たところであ
るが、引き続き、公募期間の延長
や仕様書の見直し等に取り組み、
一般競争入札による契約を原則と
して、競争性の確保に努めた。 
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   ＜課題と対応＞※独立行政法人通則法第二十八条の四に基づく評価結果の反映状況 

第 4 期中長期目標期間終了時に 
見込まれる業務実績評価おける 
指摘事項 

第 5期中長期計画等への反映状況 
（令和 4年度における取組・第 5期中長期計画への反映） 

○業務範囲の拡大、デジタルトラ
ンスフォーメーション（DX）推進
等の環境変化に対応し、業務を適
切に推進していくために、人材確
保、人材育成を行い、組織の強化
が必要である。 

○業務範囲・内容が拡大する中で、国立研究開発法人としての役
割を果たし、柔軟で機動的な対応をする必要がある。そのた
め、最適なシステムの構築と組織の DX を実行するための人材
を、内部での育成及び外部の高度専門人材獲得の両面から進め
た。また、2022 年度は研修カリキュラムに業務効率化のための
ITスキル獲得の研修を追加したが、2023年度はさらに、ITの基
礎知識全般を獲得する研修を組み込んだ。さらに、高度専門人
材獲得については、求める能力を精査の上、IT アーキテクト 2
名の採用につなげた。 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅲ 財務内容の改善に関する事項 

当該項目の重要度、難

易度 

－ 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構一般管理費 

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構一般管理費 

（エネルギー需給勘定） 

 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値等 
（前中長期目標期間最終

年度値等） 

平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な情

報 

期末における運営費

交付金債務残高 

― ― 307億円 491億円 711億円 737億円 411億円 411億円 

 

３．中長期目標、中長期計画、主な評価軸、業務実績等、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中長期目標 中長期計画 主な評価軸（評価

の視点）、指標等 

法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

主な業務実績等 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 

     ＜自己評価＞ Ｂ 

○以下の内容のとおり、

着実な業務運営がなされ

ていることから、本項目

の自己評価をＢとした。 

評定  Ｂ 評定  Ｂ 

＜評点に至った理由＞ 

 

・自己評価書にも記載のと

おり、債務保証経過業務

については、既存の債務

保証先等を適正に管理

し、代位弁済の発生可能

性の低減に努めた結果、

不用となった出資金１

５．４億円を国庫返納し

ており、中長期目標に記

載している業務の終了目

標に向け、着実に取り組

みが行われていることが

認められること等から、

自己評価書の「Ｂ」との

評価結果が妥当であると

判断した。 

＜評点に至った理由＞ 

 

・見込評価の記載の通り

Ｂ評定とした。 

 ２．繰越欠損金の減少 
 基盤技術研究促進事業については、
管理費の低減化に努めるとともに、資
金回収の徹底を図り、繰越欠損金を減
少させる。具体的には、技術開発委託
先等の技術開発成果の事業化や売上等
の状況把握を行い、収益・売上納付の
回収を引き続き進めるものとする。 
 基盤技術研究促進勘定において、償
還期限を迎えた保有有価証券に係る政
府出資金については、順次、国庫納付
を行うこととする。 

５．繰越欠損金の減少 
 基盤技術研究促進事業については、管理
費の低減化に努めるとともに、資金回収の
徹底を図り、繰越欠損金を減少させる。 
具体的には、技術開発委託先等の技術開発
成果の事業化や売上等の状況把握につい
て、報告徴収のみならず、技術開発委託先
への現地調査を行うなど、委託契約に従っ
た売上等の納付を慫慂し、収益・売上納付
の回収を引き続き進めるものとする。 
 基盤技術研究促進勘定において、償還期
限を迎えた保有有価証券に係る政府出資金
については、順次、国庫納付を行うことと
する。 

 ５．繰越欠損金の減少 
・「基盤技術研究促進事業」につ
いては、オンライン面談等を
活用し、管理費の低減に努め
た。また、研究開発成果の事
業化や売上等の状況について
報告書を徴収したほか、研究
委託先等への現地調査等を実
施し、売上等の納付の慫慂を
図った。 

・基盤技術研究促進勘定におい
て、償還期限を迎えた保有有
価証券に係る政府出資金につ
いては、順次、国庫納付を行
った。 

 

【外部有識者（業績点検
委員）の主な意見】 
＜財務内容の改善に関す
る事項＞ 
・運営費交付金の適切な
予算の執行管理を実施
した。また、債務保証
業務は、3 社全てが完済
し、不要となった国か
らの出資金 20 億円を全
額国庫に返納できた。 

 

 ３．自己収入の増加へ向けた取組 
 独立行政法人化することによって可
能となった事業遂行の自由度を最大限
に活用し、国以外から自主的かつ柔軟
に自己収入を確保していくことが重要
である。 
 このため、補助金適正化法における
研究設備の使用の弾力化、成果把握の
促進による収益納付制度の活用など、
自己収入の増加に向けた検討を行うと
ともに、自己収入の獲得に引き続き努
めるものとする。 

６．自己収入の増加へ向けた取組 
 独立行政法人化することによって可能と
なった事業遂行の自由度を最大限に活用
し、国以外から自主的かつ柔軟に自己収入
を確保していくことが重要である。このた
め、補助金適正化法における研究設備の使
用の弾力化、成果把握の促進による収益納
付制度の活用など、自己収入の増加に向け
た検討を行うとともに、自己収入の獲得に
引き続き努めるものとする。 

 ６．自己収入の増加へ向けた取
組 
・運営費交付金の現金の運用等
により、自己収入の獲得に努
めた。 
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 ４．運営費交付金の適切な執行に向け
た取組 
 各年度において適切な予算執行を行
うことにより、運営費交付金債務の不
要な発生を抑制する。 

７．運営費交付金の適切な執行に向けた取
組 
 各年度において適切な予算執行を行うこ
とにより、運営費交付金債務の不要な発生
を抑制する。 

 ・年度末における契約済又は交
付決定済でない運営費交付金
債務を抑制するために、事業
の進捗状況の把握等を中心と
した予算の執行管理を実施
し、計画した業務を完了させ
た。2022年度末の運営費交付
金の執行残は約 411億円。 

【評価の根拠】 
・独立行政法人における
運営費交付金のメリッ
トを最大限に活用する
という観点を踏まえ、
事業進捗の管理及び期
中や期首における適切
な予算の再配分等によ
る効率的な活用を実施
した。 

 ― ８．短期借入金の限度額 
 運営費交付金の受入の遅延、補助金、受
託業務に係る経費の暫時立替えその他予測
し難い事故の発生等により生じた資金不足
に対応するための短期借入金の限度額は、
４００億円とする。 

 ８．短期借入金の限度額 
（実績無し） 

 

 ― ９．剰余金の使途 
各勘定に剰余金が発生したときには、後

年度負担に配慮しつつ、各々の勘定の負担
に帰属すべき次の使途に充当できる。 
・技術開発業務の促進 
・広報並びに成果発表及び成果展示等 
・職員教育、福利厚生の充実と施設等の
補修、整備 

・事務手続きの一層の簡素化、迅速化及
び委託・助成先の事業管理に必要なデ
ータベースの充実等を図るための電子
化の推進 

・債務保証に係る求償権回収及び事業実
施により発生した債権回収等業務に係
る経費 

 ９．剰余金の使途 
・機構の主たる業務である研究
開発関連業務は、運営費交付
金等を財源として着実に実施
しており、2022 年度末の利益
剰余金は、3 勘定（一般勘
定、電源利用勘定、エネルギ
ー需給勘定）で主に研究開発
資産売却収入等で計上された
118 億円に加え、運営費交付
金債務の全額収益化に伴う
411 億円の計 529 億円を計上
した。 

・なお、これらの利益は、総務
省の示す認定基準に合致しな
いことから、目的積立金の申
請はしていない。 

 

 

 ５．債務保証経過業務 
 新エネルギーの導入に係る債務保証
業務については、平成２２年度に新規
引受を停止しているが、債務保証先の
適切な管理に加えて、既に発生した求
償権については、回収の最大化に努
め、本中長期目標期間中に業務を終了
し、国から受けた出資金の残額を確定
させたうえで国庫返納を完了すること
を目指す。 

１０．債務保証経過業務 
 新エネルギーの導入に係る債務保証業務
については、保証継続案件及び求償権を有
している案件について、債務保証先を適切
に管理するとともに求償権の回収の最大化
に努め、業務の終了を目指す。また、これ
を踏まえ、国から受けた出資金の残額を確
定させたうえで国庫返納を完了することを
目指す。 

 １０．債務保証経過業務 
・新エネルギー債務保証業務に
ついては、3 社（2018 年 3 月
末保証残額 10.6億円）全てが
完済した。また、国から受け
た出資金 20億円の全額を国庫
返納した。 

【評価の根拠】 
・債務保証については、3
社全てが完済した。 

・国から受けた出資金 20
億円全額を国庫に返納
した。 

 
 

 

 ― １１．その他主務省令で定める事項等 
（１）施設及び設備に関する計画（記載事
項なし） 

 １１．その他主務省令で定める
事項等 
（１）施設及び設備に関する計
画 
（該当無し） 
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 ― （２）人事に関する計画 
（ア）方針 
 技術開発マネジメントの質的向上、知識
の蓄積、継承等の観点から職員の更なる能
力向上に努めるとともに、組織としての柔
軟性の確保、多様性の向上等の観点から、
産学官から有能な外部人材を積極的に登用
し、一体的に運用する。 
 
（イ）人員に係る指標 
 技術開発マネジメント業務については、
業務のマニュアル化の推進等を通じ、定型
化可能な業務は極力定型化し、可能な限り
アウトソーシング等を活用することによ
り、職員をより高次の判断を要するマネジ
メント業務等に集中させるとともに、人件
費の抑制を図る。 
 
（参考１）常勤職員数 
・期初の常勤職員数       
 １０００人  
 
・期末の常勤職員数の見積もり： 
総人件費については、政府の方針に従
い、必要な措置を講じる。 

 
（参考２）中長期目標期間中の人件費総額 
 第４期中長期目標期間中の人件費総額見
込み 
３５，０６２百万円 

 ただし、上記の額は、役員報酬並びに職
員基本給、職員諸手当、超過勤務手当に相
当する範囲の費用である。 

 （２）人事に関する計画 
（ア） 
・機構内職員の技術経営力の強
化を図るため「出口戦略強化
セミナー」及びプロジェクト
マネジメント力強化のための
「プロジェクトマネージャー
育成講座」を実施した。「プロ
ジェクトマネージャー育成講
座」は 2019年度の実施を踏ま
え、2020年度はより効果的な
プログラムとなるように一部
を再構成し、新たに「産業技
術総合研修」も追加し、オン
デマンド配信を行った。さら
に、研修効果を高めるため
2021年度「プロジェクトマネ
ージャー育成講座」はオンラ
イン/オンデマンドのハイブリ
ッド型で実施した。2022年度
は新しい働き方及び研修効果
を考慮し、対面/オンライン/
オンデマンドを使い分けて研
修を実施している。（再掲） 

・外部人材の登用に関しては、
プロジェクト管理等を担う実
務経験を有する外部人材を
2018年度に 17名、2019年度
に 21名、2020年度に 21名、
2021年度に 35名、2022年度
に 12名中途採用した。 

 
（イ） 
・技術開発マネジメント業務に
ついては、契約業務のマニュ
アル化の推進等を行い、出
張・外勤管理支援業務等につ
いて、アウトソーシング等を
活用することにより、職員を
より高次の判断を要するマネ
ジメント業務等に集中させる
とともに、人件費の抑制を図
った。 

  

 ― （３）中長期目標の期間を超える債務負担 
 中長期目標の期間を超える債務負担につ
いては、業務委託契約等において当該事業
のプロジェクト基本計画が中長期目標期間
を超える場合で、当該債務負担行為の必要
性、適切性を勘案し合理的と判断されるも
のについて予定している。 

 （３）中長期目標の期間を超え
る債務負担 
 （実績なし） 

  

 ― （４）国立研究開発法人新エネルギー・産
業技術総合開発機構法第１９条第１項に規
定する積立金の使途 
 前中長期目標期間以前に自己収入財源で
取得し、第４期中長期目標期間へ繰り越し
た有形固定資産の減価償却に要する費用等
に充当する。 

 （４）国立研究開発法人新エネ
ルギー・産業技術総合開発機
構法第 19条第 1項に規定する
積立金の使途 

・第 3期中長期目標期間からの
繰越積立金 1,318 百万円全額
を有形固定資産の減価償却に
要する費用等に充当した。 

  

 

 

  



133 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅳ その他業務運営に関する重要事項 

当該項目の重要度、難

易度 

－ 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構一般管理費 

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構一般管理費 

（エネルギー需給勘定） 

 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値等 
（前中長期目標期間最終

年度値等） 

平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な情

報 

新規研修コース設置

数 

５コース以上 

 

― １コース ２コース 1コース ２コース 7コース 13コース 

外部の技術開発現場

等への派遣数 

１名以上 

(毎年度) 

― 17名 20名 20名 24名 33名 114名 

博士号、修士号等の

取得数 

５名以上 

 

― ０名 

（在学中２名） 

１名 

（在学中１名） 

2名 

（在学中 2名） 

1名 

（在学中 6名） 

4名 

（在学中 3名） 

8名 

 

３．中長期目標、中長期計画、主な評価軸、業務実績等、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中長期目標 中長期計画 主な評価軸（評価

の視点）、指標等 

法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

主な業務実績等 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 

     ＜自己評価＞ Ｂ 

○以下の内容のとおり、着実な業務

運営がなされていることから、本項

目の自己評価をＢとした。 

評定  Ｂ 評定  Ｂ 

＜評点に至った理由＞ 

 

・自己評価書にも記載の

とおり、不正事案への

対処において、第３期

中長期目標期間中に発

生した研究費不正使用

事案を踏まえて策定し

た再発防止策の徹底を

行ったこと、組織の中

核を長期に担う人材で

ある定年制固有職員の

人材育成策を策定し、

組織に求められる役割

や機能を踏まえ、必要

な人材を提示したこと

等の取組を着実に進め

ていることが認められ

るため、本項目はＢ評

価と判断した。 

 

＜評定に至った理由＞ 

 

・見込評価記載のとお

り、Ｂ評定とした。  １．積極的な広報の推進 
 産業界を含め、国民全般に対し、Ｎ
ＥＤＯの取組や、それにより得られた
具体的な技術開発成果の情報発信を図
り、また、ＮＥＤＯがこれまで実施し
てきた技術開発マネジメントに係る成
功事例を積極的にＰＲするなど、国内
外に向けた幅広いソリューションの提
供を行うものとする。 

１．積極的な広報の推進 
 産業界を含め、国民全般に対し、機
構の取り組む事業やそれにより得られ
た技術開発成果の情報発信を図るとと
もに、これまで実施してきた技術開発
マネジメントに係る成功事例を積極的
にＰＲするなど、国内外に向けた幅広
いソリューションの提供を行うことと
する。 

 １．積極的な広報の推進 
・2018 年度から 2022 年度まで
に、NEDO プロジェクトの成功
事例 31 件を Web コンテンツ
「NEDO 実用化ドキュメント」
に掲載し、累積として全 124
件を公開した。 

・また、Web 掲載案件の要約を
掲載した冊子版（日本語、英
語）を毎年度作成し、展示会
等で配布した。取り上げた事
例は、機構内のプロジェクト
マネジメントに関する研修等
においても活用した。 

・2022 年度末までに、産業界を
含め、国民全般に対し、機構
の取組やそれにより得られた
具体的な技術開発成果の情報
発信を図るべく、ニュースリ
リース 566 件、ホームページ
での NEDO の取組紹介ページ
「最近の動き」 339 件の掲
載、記者会見（現地見学会を
含む）67件、広報誌等 25冊の
発行、成果報告会・セミナ
ー・シンポジウム（オンライ
ン開催を含む）249 件を実施
した。機構設立 40 年の 2020
年度には「40 年史」を発刊し
た。新聞記事 9,238 件、テレ
ビ放映 154 件のメディア露出

【外部有識者（業績点検委員）の主
な意見】 
＜その他業務運営に関する重要事項
＞ 
・持続可能な社会の実現を象徴する
シンボルマークを制定し、社会へ
の速やかな働きかけとしてニュー
スリリースの発信や記者説明会の
開催等、積極的に取り組んでい
る。SNS 等の展開も多様に行われ
ているが、課題は質と訴求力の向
上である。一般の国民にどれだけ
関心を持ってもらえるか。パーソ
ナリティの起用も含めてさらに工
夫を高めて欲しい。 

・今後 NEDOがさらにイノベーション
の一大拠点として責任を果たすた
めに、具備すべき新たな機能とそ
のための必要な人材要件の洗い出
しが求められる。同時にこれら新
たな人材の獲得も求められる。 
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があった。各年度における実
績は以下のとおり。 

・2020 年度に Twitter、ウェブ
マ ガ ジ ン 、 2021 年 度 に
Facebook、GI 基金ポータルサ
イト、中小企業・スタートア
ッ プ 支 援 ホ ー ム ペ ー ジ
「StarT!Ps from NEDO」を開
設した。各種ＳＮＳを活用
し、情報発信の強化・各サイ
トへの流入促進に取り組ん
だ。 

・2022 年度は、職員によるプロ
ジェクト紹介動画、 Focus 
NEDO 付録動画、中小企業・ス
タートアップ向けの動画とい
った動画コンテンツの充実化
に取り組んだ。 

 
・ニュースリリース 
 2018年度：143件 
 2019年度：174件 
 2020年度：106件 
 2021年度：99件 
 2022年度：79件 
 
・最近の動き 
 2018年度：122件 
 2019年度：106件 
 2020年度：34件 
 2021年度：51件 
 2022年度：76件 
 
・記者会見 
 2018年度：31件 
 2019年度：24件 
 2020年度：5件 
 2021年度：3件 
 2022年度：9件 
 
・広報誌（Focus NEDO、NEDOの
ご案内、 アニュアルレポー
ト） 

 2018年度：6冊 
 2019年度：8冊 
 2020年度：5冊 
 2021年度：6冊 
 2022年度：6冊 
 
 
・成果報告会・セミナー・シン
ポジウム 
2018年度：62件 

 2019年度：47件 
 2020年度：49件 
 2021年度：62件 
 2022年度：61件 
 
・新聞記事 
2018年度：1,572件 

 2019年度：1,556件 
 2020年度：1,435件 
 2021年度：2,696件 
 2022年度：約 3,400件 
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・ＴＶ放映 
2018年度：33件 
2019年度：23件 

 2020年度：28件 
 2021年度：57件 
 2022年度：32件 
 
・世界への情報発信について
は、ニュースリリース 53件、
広報誌等 27 冊、「最近の動
き」の英語版 217 件を作成
し、英語版 Web サイトへの掲
載を行った。各媒体の作成件
数の実績は以下のとおり。 

 
・ニュースリリース 
 2018年度：18件 
 2019年度：17件 
 2020年度：9件 
 2021年度：9件 
 2022年度：6件 
 
・広報誌（Focus NEDO、NEDOの
ご案内、 アニュアルレポー
ト） 

 2018年度：6冊 
 2019年度：9冊 
 2020年度：6冊 
 2021年度：6冊 
 2022年度：6冊 
 
・最近の動き 
 2018年度：100件 
 2019年度：95件 
 2020年度：9件 
 2021年度：13件 
 2022年度：25件 

 ２．法令遵守等内部統制の充実及びコ
ンプライアンスの推進 
 内部統制については、「独立行政法人
の業務の適正を確保するための体制等
の整備」（平成 26 年 11 月 28 日総務省
行政管理局長通知）を踏まえ、内部統
制の推進に関する規程を整備し、当該
規程に基づきＮＥＤＯ自身が作成・公
表している「内部統制の推進に関する
基本方針」・「行動計画」を定めるとと
もに、内部統制・リスク管理推進委員
会を設置し、役職員の職務の執行が法
令・規定等に適合することを確保する
ための体制、役職員の職務の執行に係
る情報の保存及び管理に関する体制の
確保、業務の適正を確保される体制等
について、引き続き、着実に実行する
ものとする。また、内部統制の仕組み
が有効に機能しているかの点検・検証
を踏まえ、当該仕組みが有効に機能す
るよう、更なる充実・強化を図るもの
とする 
 なお、法令遵守や法人倫理確立等コ
ンプライアンスの取組については、今
後更なる徹底を図るべく、管理部門の
効率化に配慮しつつ、ＮＥＤＯが果た

２．法令遵守等内部統制の充実及びコ
ンプライアンスの推進 
 内部統制については、「独立行政法人
の業務の適正を確保するための体制等
の整備」（平成２６年１１月２８日総務
省行政管理局長通知）を踏まえ、内部
統制の推進に関する規程を整備し、当
該規程に基づき機構自身が作成・公表
している「内部統制の推進に関する基
本方針」・「行動計画」を定めるととも
に、内部統制・リスク管理推進委員会
を設置し、役職員の職務の執行が法
令・規定等に適合することを確保する
ための体制、役職員の職務の執行に係
る情報の保存及び管理に関する体制の
確保、業務の適正を確保される体制等
について、引き続き、着実に実行する
ものとする。また、内部統制の仕組み
が有効に機能しているかの点検・検証
を踏まえ、当該仕組みが有効に機能す
るよう、更なる充実・強化を図るもの
とする。 
 なお、法令遵守や法人倫理確立等コ
ンプライアンスの取組については、今
後更なる徹底を図るべく、管理部門の
効率化に配慮しつつ、機構が果たすべ

 ２．法令遵守等内部統制の充実
及びコンプライアンスの推進 
・内部統制については、整備さ
れた規程に基づき、毎年度、
内部統制・リスク管理推進委
員会を開催し、内部統制の仕
組みが有効に機能しているか
点検・検証した。毎年度の行
動計画を策定・実行し、内部
統制の仕組みが有効に機能す
るよう、管理部門の効率化に
配慮しつつ、機構が果たすべ
き責任・機能との関係でプラ
イオリティをつけながら、事
業部との連携強化等の内部統
制機能の強化を図るととも
に、必要な組織体制・規程の
整備により、PDCA サイクル確
立の観点から体系的に強化を
図った。 

・法令遵守や法人倫理確立等コ
ンプライアンスの取組につい
ては、内部統制機能の強化を
図るべく、毎月、機構職員を
講師とするコンプライアンス
基礎研修を実施し、機構が果
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すべき責任・機能との関係でプライオ
リティをつけながら、事業部との連携
強化等の内部統制機能の強化を図ると
ともに、講じた措置については全て公
表するものとする。特に、コンプライ
アンス体制については、必要な組織体
制・規程の整備により、ＰＤＣＡサイ
クル確立の観点から体系的に強化する
ものとする。 

き責任・機能との関係でプライオリテ
ィをつけながら、事業部との連携強化
等の内部統制機能の強化を図るととも
に、講じた措置については全て公表す
るものとする。特に、コンプライアン
ス体制については、必要な組織体制・
規程の整備により、ＰＤＣＡサイクル
確立の観点から体系的に強化するもの
とする。 

たすべき責任・機能を徹底す
るとともに、役職員のコンプ
ライアンス意識向上のための
外部講師によるコンプライア
ンス研修の実施、営業秘密官
民フォーラムが配信している
メールマガジン「営業秘密の
ツボ」及び外部ツールを利用
した「コンプライアンス月例
周知」を、イントラネットを
利用して機構内全役職員に対
して発信した。 

 

  さらに、監査については、独立行政
法人制度に基づく外部監査の実施に加
え、内部業務監査や会計監査を、毎年
度必ず実施するものとする。 

 監査については、独立行政法人制度
に基づく外部監査の実施に加え、内部
において業務監査や会計監査を毎年度
必ず実施する。その際には、監査組織
は、単なる問題点の指摘にとどまるこ
となく、可能な限り具体的かつ建設的
な改善提案を含む監査報告を作成す
る。 

 ・内部監査規程に基づき、毎年
度、内部監査計画及び内部監
査実施計画を作成し、監査を
実施した。 

・監査については、業務の適正
かつ効率的な運営及び業務改
善の観点から重点項目を定め
て実施するとともに、過去に
実施した監査のフォローアッ
プ等についても、業務監査・
会計監査を適切に実施した。 

・監査報告書には、問題点及び
課題を提示し、具体的な改善
提案を記載した。 

   

 ３．不正事案への対処 
 第３期中長期目標期間中に発生した
研究費不正使用事案を踏まえ、 
① 外注費が一定割合・一定金額以上

の事業であって、外注先が研究助成
先と関係が深い会社である場合など
には、検査時に外注先への調査を実
施する、 

② 確定検査又は中間検査には、必要
に応じて、当該事業に関連する専門
家を参加させる、 

③ 平成 26 年度以降実施することとし
ている「抜き打ち検査」の頻度を高
める、 

などの再発防止策を策定するものとす
る。 

 ＮＥＤＯの活動全体の信頼性確保に
向け、これら再発防止策を含む取組を
徹底して実行し、外部からの通報への
的確な対応を含め、ＮＥＤＯ自身が研
究費不正使用事案を発見するよう努め
るものとする。 
 また、それでも発生する研究費不正
使用事案については、不正行為の態様
に応じて厳正に対処するとともに、不
正の手段を踏まえた適切な再発防止策
を改めて講じていくものとする。 

３.不正事案への対処 
 第３期中長期目標期間中に発生した
研究費不正使用事案を踏まえ、 
①外注費が一定割合・一定金額以上の

事業であって、外注先が研究助成先
と関係が深い会社である場合などに
は、検査時に外注先への調査を実施
する、 

②確定検査又は中間検査には、必要に
応じて、当該事業に関連する専門家
を参加させる、 

③平成２６年度以降実施することとし
ている「抜き打ち検査」の頻度を高
める、などの再発防止策を策定する
ものとする。 

 機構の活動全体の信頼性確保に向
け、これら再発防止策を含む取組を徹
底して実行し、外部からの通報への的
確な対応を含め、機構自身が研究費不
正使用事案を発見するよう努めるもの
とする。 
 また、それでも発生する研究費不正
使用事案については、不正行為の態様
に応じて厳正に対処するとともに、不
正の手段を踏まえた適切な再発防止策
を改めて講じていくものとする。 

 ３．不正事案への対処 
・第３期中長期目標期間中に発
生した研究費不正使用事案を
踏まえ策定した再発防止策の
徹底を行った。具体的には、
事業費に占める外注割合が高
い委託事業者等に対する調査
の実施、事業の実施内容など
に応じた専門家の検査時の同
行、臨時検査（抜き打ち検
査）を着実に行うため、年度
毎にその実施方針を定める取
組を着実に実施した。 

・加えて、リスク管理統括部を
中心に、事業者に対する各種
説明会や機構内説明会におい
て、過去の不正事例や不正・
不適切行為に対する措置など
の説明を行った。なお、期間
後半においては、感染症対策
として対面での説明会の開催
は避け、事業者に対しては
NEDO・WEB サイトにナレーシ
ョン付説明資料を掲載すると
ともに、機構内に対してはオ
ンラインを中心に研修や契
約・検査担当者による会議を
行うなど、柔軟な対応を行っ
た。 

・また、事業者による不正行為
が発覚した場合には、該当事
業者に対して十分な調査等を
行い、必要に応じて関係機関
等と調整した上で、事案の態
様に応じ、該当事業者の処分

【評価の根拠】 
・事業実施者向けに経理指導等を行
い、経費執行について指導すると
ともに、代表者面談の実施を徹底
し、公的研究費の適正な執行確保
を着実に実施した。 

・研究費の不正使用事案を踏まえ、
再発防止策を検討・策定し、再発
防止に向けた取組を着実に実施し
た。 
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及び処分内容の公表など、適
切に対応した。 

 ４．情報セキュリティ対策等の徹底 
独立行政法人における情報セキュリ

ティ対策の推進について（平成 26 年 6
月情報セキュリティ対策推進会議）を
踏まえ、情報システム、重要情報への
不正アクセスに対する十分な強度を確
保するとともに、震災等の災害時への
対策を確実に行うことにより、業務の
安全性、信頼性を確保するものとす
る。 
 また、一部の部署において平成 28 年
度から順次取得を開始した情報セキュ
リティマネジメントシステム（ＩＳＭ
Ｓ）の国際認証であるＩＳＯ／ＩＥＣ
２７００１の全部署への適用を第４期
中長期目標期間中のなるべく早い段階
で実施し、情報セキュリティ対策の一
層の強化を図るものとする。 

４．情報セキュリティ対策等の徹底 
 情報システム、重要情報への不正ア
クセスに対する十分な強度を確保する
とともに震災等の災害時への対策を行
い、業務の安全性、信頼性を確保す
る。 
 また、一部の部署において平成２８
年度から順次取得を開始した情報セキ
ュリティマネジメントシステム（ＩＳ
ＭＳ）の国際認証であるＩＳＯ／ＩＥ
Ｃ２７００１の全部署への適用を第４
期中長期計画期間中のなるべく早い段
階で実施し、情報セキュリティ対策の
一層の強化を図る。 

 ４．情報セキュリティ対策等の
徹底 
・情報基盤サービスでは、振る
舞い検知や常駐者による監視
等により出口対策の強化に加
え、インターネット分離や顔
認証による 2 要素認証等を取
り入れるなど、新たなセキュ
リティ対策を積極的に導入す
るとともに、データのバック
アップをオンラインで取得
し、遠隔地に蓄積しているほ
か、新型コロナウイルス感染
症の感染防止対策として、全
職員のシステム環境設定の変
更、リモート接続用通信帯域
を増強するなど、迅速に全職
員のリモート環境利用が可能
となるよう対応し、災害時へ
の対策も継続的に配慮してい
る。 

・また、情報セキュリティマネ
ジメントシステムの国際規格
である ISO／IEC27001 は、
2018 年度に海外事務所を除く
全部署へ認証取得範囲を拡大
し、2019年及び 2022年度の更
新審査を経て、2025年 10月ま
での有効期限延長の認定を受
けることができた。 

【評価の根拠】 
・ISMS に基づく研修の実施など、一
定水準のセキュリティ意識を職員
に持たせた上で、継続的にレベル
アップを図ることが出来た。 

  

 ５．情報公開・個人情報保護の推進 
 適正な業務運営及び国民からの信頼
を確保するため、適切かつ積極的に情
報の公開を行うとともに、個人情報の
適切な保護を図る取組を推進するもの
とする。具体的には、「独立行政法人等
の保有する情報の公開に関する法律」
（平成 13 年 12 月 5 日法律第 140 号）
及び「独立行政法人等の保有する個人
情報の保護に関する法律」（平成 15年 5
月 30 日法律第 59 号）に基づき、適切
に対応するとともに、職員への周知徹
底を行うものとする。 

５．情報公開・個人情報保護の推進 
 適正な業務運営及び国民からの信頼
を確保するため、適切かつ積極的に情
報の公開を行うとともに、個人情報の
適切な保護を図る取組を推進するもの
とする。具体的には、「独立行政法人等
の保有する情報の公開に関する法律」
（平成１３年１２月５日法律第１４０
号）及び「独立行政法人等の保有する
個人情報の保護に関する法律」（平成１
５年５月３０日法律第５９号）に基づ
き、適切に対応するとともに、職員へ
の周知徹底を行うものとする。 

 ５．情報公開・個人情報保護の
推進 
・「独立行政法人等の保有する
情報の公開に関する法律」
（平成 13 年 12 月 5 日法律第
140 号）及び「独立行政法人
等の保有する個人情報の保護
に関する法律」（平成 15 年 5
月 30 日法律第 59 号）、令和 4
年 4 月より個人情報の保護に
関する法律（平成 15年法律第
57 号）に基づき適切に対応す
るとともに、毎月、機構職員
を講師とする情報公開・個人
情報保護研修を実施するほ
か、毎年度、外部講師及び機
構職員を講師とする研修を実
施した。 

・また、デジタル社会の形成を
図るための関係法律の整備に
関する法律（令和 3 年法律第
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37 号）の制定により、個人情
報の保護に関する法律（平成
15年法律第 57号）が改正（独
立行政法人等の保有する個人
情報の保護に関する法律は廃
止）されたことに伴い、その
施行（令和 4 年 4 月）に合わ
せ、関連規程等について改正
を行った。 

 ６．職員の能力向上と長期的なキャリ
ア開発 
 職員の意欲向上と能力開発として、
個人評価においては、適切な目標を設
定し、その達成状況を多面的かつ客観
的に適切にレビューすることにより、
評価結果を賞与や昇給・昇格に適切に
反映させるとともに、職員の勤労意欲
の向上を図るものとする。 

６．職員の能力向上と長期的なキャリ
ア開発 
 個人評価においては、適切な目標を
設定し、その達成状況を多面的かつ客
観的に適切にレビューすることにより
評価する。また、個人評価の運用に当
たっては、適切なタイミングで職員へ
の説明や研修等を行うことにより、職
員に対する人事評価制度の理解度の調
査を行い、円滑な運用を目指す。さら
に、評価結果の賞与や昇給、昇格への
適切な反映を行うことにより、職員の
勤労意欲の向上を図る。 
 限られた時間で成果を挙げる生産性
の高い働き方に変えていくため、価値
観・意識の改革、職場における仕事改
革、働く時間と場所の柔軟化を進め、
働き方改革に取り組んでいく。 

 ６．職員の能力向上と長期的な
キャリア開発 
・職員の意欲向上と能力開発に
関し、以下の対応を計画通り
行った。 

・新規入構者に対する評価制度
の理解促進を図るべく、研修
を動画にて配信するととも
に、目標設定の際には「目標
設定手引き」等を周知するこ
とにより、人事評価制度の定
着と円滑な運用を実施した。 

・また、人事評価制度における
評価者の視点の統一と部下の
管理・育成能力強化のため、
管理職評価者向け評価マニュ
アルを更新及び周知した。 

・「働き方改革」を推進するた
め、テレワーク制度を導入し
て運用を行い、2020 年度から
は新型コロナウイルス感染症
予防のため、システム環境を
整備するとともに、テレワー
ク実施要領及び Q&A を更新・
周知し、全役職員を対象とし
た制度への移行を図った。さ
らに、新型コロナウイルス感
染症対策ではなく新しい働き
方としてのテレワークについ
て検討を進め、新しい働き方
ルールをテレワークガイドラ
インとして機構内に展開し
た。 

・2020 年度は職員の意欲向上の
ため、新たに「職員表彰制
度」を創設した。 

・2021 年度は組織の中核を長期
に担う人材である定年制固有
職員の人材育成策を策定し、
組織に求められる役割や機能
を踏まえ、必要な人材を提示
した。また、キャリア相談の
仕組みを創設し、固有職員の
キャリア形成支援を行った。
また、フレックスタイム制導
入に向けた検討に着手し、
2022 年度には 9 月からフレッ
クスタイム制の試行を開始
し、同年 11月より本格導入を
開始した。 

【評価の根拠】 
・組織の中核を長期に担う人材であ
る定年制固有職員の人材育成策を
策定し、組織に求められる役割や
機能を踏まえ、必要な人材を提示
した。また、キャリア相談ルーム
を開設し、職員自らのキャリア形
成を支援する環境を整備した。 

・新型コロナウイルス感染症対策で
はなく、新しい働き方としてのテ
レワークについて検討を進め、テ
レワークガイドラインを作成し、
機構内に展開した。 

  

  また、科学技術・イノベーション創
出の活性化に関する法律第 24 条第１項
の規定に基づき、ＮＥＤＯが策定した
人材活用等に関する方針の下で、職員

 現行の研修について、効果等を踏ま
え必要に応じ見直しを行い、業務を行
う上で必要な研修の充実を図るため、
第４期中長期目標期間中に新規の研修

 ・定年制固有職員に対し、各階
層において求められる役割に
応じた能力を育成するための
階層別研修を実施した。 
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の能力開発を図るため、業務を行う上
で必要な知識の取得に向けた研修の機
会を設ける。 
 

コースを５コース以上設置する。 
 

・機構内職員のプロジェクトマ
ネジメント力の強化を図るた
め、「プロジェクトマネージ
ャー育成講座」及び「産業技
術総合研修」、技術経営力強
化のための「出口戦略強化セ
ミナー」を実施した。 

・機構内職員に対し、文書管
理、契約・検査、知財管理、
システム操作等、各種業務を
行う上で必要な研修を実施し
た。 

・国際関連業務の円滑化を図る
ため、機構職員に対してプレ
ゼンテーション研修、ディベ
ート /ネゴシエーション研修
等、実務に応用できる語学ス
キル研修を実施した。 

・新規に設置した研修は以下の
とおり。 

 2018 年度：1 コース（英語グ
ループ研修） 

 2019 年度：2 コース（ニュー
スリリース執筆研修、広報研
修） 

 2020 年度：1 コース（全管理
職を対象とした管理職研修） 

 2021 年度：2 コース（IT 研
修、障がい者理解促進研修） 

 2022 年度：7 コース（ティー
チング研修、デザイン思考研
修、若手職員向けキャリアデ
ザイン研修、主査課長代理研
修、業務管理研修、管理職
（部長級）研修、1on1 ミーテ
ィング研修） 

・人材流動性が高い組織特性で
あるため、研修情報へのアク
セシビリティを向上させ、受
講すべき研修を把握できる研
修ガイドマップを作成した。 

 技術開発マネジメントの専門家を目
指す職員に外部の技術開発現場等の経
験を積ませる、他機関からの出向職員
受入による人材交流の促進、 

 技術開発マネジメントの専門家を目
指す職員を外部の技術開発現場等に毎
年度１名以上派遣し、その経験を積ま
せるとともに、大学における技術経営
学、工学等の博士号、修士号等につい
て、第４期中長期目標期間中に５名以
上の取得を行わせる等、技術経営力の
強化に関する助言業務実施に必要な知
識、技能の獲得に資する能力開発制度
を充実する。 
 科学技術・イノベーション創出の活
性化に関する法律第２４条第１項の規
定に基づき機構が策定した人材活用等
に関する方針の下、人材の育成、活用
を行う。そのため、技術開発マネジメ
ントへの外部人材の登用に際しては、
機構における業務が「技術の目利き」
の能力向上の機会としてその後のキャ
リアパスの形成に資するよう、人材の
育成に努める。 
 また、技術開発マネジメントをはじ
めとして、契約、会計処理の専門家
等、機構職員に求められるキャリアパ

 ・国の政策や民間企業の開発戦
略等の策定に係る知見・経験
を深めるべく、国・民間企業
等へ職員を派遣した。派遣実
績は以下のとおり。（再掲） 

 ・2018年度：7組織へ計 17名 
 ・2019年度：9組織へ計 20名 
 ・2020年度：8組織へ計 20名 
 ・2021 年度：10 組織へ計 24
名 

 ・2022 年度：15 組織へ計 33
名 

・海外大学院の修士課程等に 5
名、国内大学院の修士課程に
5 名、国内大学院の博士課程
に 1 名、それぞれ職員を派遣
し、2022 年度までに 8 名が経
営・マネジメント等に関する
修士号や博士号を取得した。 

・経営・マネジメント等の知見
や語学の更なる習得、深化を
図っている。 
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スを念頭に置き、適切に人材の養成を
行うとともに、こうした個人の能力、
適性及び実績を踏まえた適切な人員配
置を行う。 

・マネジメント業務を担う者に
対しては、技術開発マネジメ
ント力を養成する「プロジェ
クトマネージャー育成講座」
及び「産業技術総合研修」、
管理事務業務を担う者に対し
ては、契約・会計処理力の養
成に向けた各種事務処理研
修、また関連する各省主催の
研修等、業務に求められる能
力を向上させる研修を受講さ
せることで、職員の人材育成
を図るとともに、適材適所に
配置した。 

・2020 年度からは新たに「キャ
リア相談」の仕組みを創設
し、若手職員が自らのキャリ
アパスについて考える機会を
設けた。2021 年度からは全定
年制固有職員に範囲を拡大し
「キャリア相談 Room」を設置
することで、職員が自らのキ
ャリアパスについて考える機
会を設けた。 

 内外の技術開発マネジメント機関と
の情報交換を実施する、技術開発マネ
ジメント関係の実践的研究発表を行う
など、当該業務実施に必要な知識・技
能の獲得に資する能力開発に努めるも
のとする。 

 内外の技術開発マネジメント機関と
の情報交換を実施する、技術開発マネ
ジメント関係の実践的研究発表を行う
など、当該業務実施に必要な知識・技
能の獲得に資する能力開発に努めるも
のとする。 

 ・技術開発マネジメントの業務
実施に必要な知識・技能の獲
得に資する能力開発のため、
2018 年度から 2022 年度まで
に、内外の技術開発マネジメ
ント機関との情報交換 36件、
職員による技術開発マネジメ
ント関係の国内外の学会及び
学術論文等の発表 37件を実施
した。 

【評価の根拠】 
・国内だけでなく海外の学会や雑誌
への投稿も行うなど、機構職員の
能力開発に繋がる取組を積極的に
実施することで、当該業務実施に
必要な知識・技能の獲得に資する
能力開発の取組が進んだ。 

  

 

４．その他参考情報 

－ 

 

 


